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子どもの虹情報研修センターは、ここに紀要第９号を発刊することができました。センター長としては喜びに堪えず、

また紀要の発刊にあたり原稿をいただいた先生方には心より感謝申し上げます。

虐待による乳幼児頭部外傷は、診断が難しく死亡や重度障害をきたしやすいことが知られています。SBS（Shaken 

Baby Syndrome）という言葉は広く社会に広まりましたが、この概念の広がりと共に欧米では深刻な議論も生じており、

わが国でも概念や用語をめぐる混乱が生じました。巻頭の兵庫県立こども病院の長嶋達也先生による「虐待による乳

幼児頭部外傷」というタイトルの論文はこの問題を取り上げたものです。先生は厚労省研究班のメンバーとしてこの

問題に携わってこられたお一人です。また、2010年７月から18歳未満の子どもの脳死臓器提供が可能となりましたが、

虐待を受けて死亡した場合はこの対象から除外されるため、小児医療の現場では基準作成や虐待対応の院内体制の整

備が求められることになりました。今回の論文ではこの新たな問題についても触れられています。

昨年の公開講座では、「子育てとやさしさ」をテーマとし、小林登名誉センター長からは「優しい親になるには―子

ども虐待からマタレッセンスとパタレッセンスを考える」というタイトルで、母親や父親になる時期の重要性や、優

しさがなぜ乳幼児の心身を育むのかという科学的な根拠についてお話を頂きました。今回の「特別講演より」は、そ

の内容を掲載したものです。「マタレッセンス」という言葉は、日本ではあまり使われておりませんが、「お母さんに

なる時期」を指し、同じように「パタレッセンス」は「お父さんになる時期」を意味しています。これまで長年にわたっ

て子どもに関する学際的な研究に取り組まれてこられた先生の活動と、エレン・ケイの言った「子どもの世紀」を21

世紀に実現したいという想いには心より敬服いたします。

センターでは昨年26本の研修を実施いたしました。数多くの講義や演習が行われたのですが、その中から４つの講

義を取り上げて、編集掲載いたしました。東京女子大学現代教養学部の高畠克子先生の「DV被害者へのフェミニスト・

アプローチおよびコミュニティ・アプローチ」、大阪府立母子保健総合医療センターの佐藤拓代先生の「周産期におけ

る子ども虐待のリスク」、椙山女学園大学の細澤仁先生の「解離について」、九州大学病院の山下洋先生の「子ども虐

待における母子臨床」の４つです。「DV」「周産期」「母子臨床」といったトピックは、いずれも子ども虐待の予防や

支援と深く結びついています。子どもや家族の健全な育ちを支えていくために、重要かつ実践に役立つ内容豊かな論

考ばかりです。解離の視点を持つことは、児童福祉施設において、心的外傷や愛着の問題を抱えた子どもたちの入所

が増加する中、子どもの理解を一層深めてくれるでしょう。

エッセイとしては、母子生活支援施設 倉明園の大塩孝江先生が「母子生活支援施設 倉明園の実践」を、昨年に引き

続き、研修部長の増沢高が「つなぐ願い―子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーへの思い・５―」「原発事故・

放射能問題と子どもの権利侵害」を執筆しています。

研究報告は、「児童相談所における児童福祉司スーパーバイズのあり方に関する研究（第２報）」から、「座談会」の

部分を抜き出して掲載しました。児童相談所の専門性を高め、適切な相談援助を行うために、児童福祉司のスーパー

バイザーに必要とされるものについて、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

昨年度の３月11日には未曾有の大震災が東日本を襲いました。子どもたちの傷は大きく、原発の問題は依然として

収束の気配を見せませんし、放射能による子どもへの影響は、今後拡大する恐れさえあります。復興に向けた道のり

の中で、ともすれば見落とされてしまいかねない子どもの問題に対しても、当センターは子どもの権利を擁護するた

めに真摯に向き合っていきたいと考えております。

来年度は子どもの虹情報研修センター設立から節目の10年目となります。しかし、子どもや家族を支援するための

体制の整備や専門職の育成については、まだまだ課題が山積みの現状です。来年度は新たな10年に向けて、これまで

の業務を振り返り、今後のセンターに求められる役割を考えていきたいと存じます。なお、今年度の11月にはセンター

のこれまでの活動を評価され、光栄にも「子ども若者育成・子育て支援功労者・内閣府特命担当大臣表彰」を頂きま

した。これまでの９年間で、事業は大きく発展し関係諸機関から厚い信頼を得られていると感じます。多くの方の御

理解・御協力に感謝するとともに、皆様の期待に応えられるようにセンター職員一同あらためて気を引き締めて励ん

でいく所存です。今後ともご支援をお願い致します。

■ 発刊にあたって ■

子どもの虹情報研修センター紀要第９号発刊にあたって

子どもの虹情報研修センター長

小　林　美智子
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虐待による乳幼児頭部外傷は、外表所見からの診断が時に困難である上に死亡や重度障害をきたしやすいこ

とから、身体的虐待のなかでも特異な位置を占めている。臨床的には硬膜下血腫、網膜出血、曖昧なあるいは

外傷を説明できない病歴という特徴を高率に認めるが、外部所見に乏しいためしばしば虐待によるものか事故

によるものかの鑑別が困難である（44）。複数の専門にまたがる医学的に複雑な病態であり、脳外科医を含む臨

床医、法医学者、児童福祉関係者、司法関係者など広範な分野に関わる問題である。本稿では脳神経外科から

見た頭部外傷としての側面についてその歴史的背景と概念を整理し、臨床診断上の問題につき述べる。また、

2010年７月に小児における脳死臓器提供が可能となったことから、被虐待児を除外するという新たな問題につ

いても触れる。

　Ⅰ.　歴史的背景

１．前史（19世紀半ばから20世紀半ば）

19世紀半ばにはフランスのTardieu（1818-1879）は５例の乳児を含む32例の虐待による死亡例の法医学的検

討を報告した（36）。その８年後には嬰児殺に関する法医学的な著作において、子どもの身体的虐待の典型像で

ある様々な色調の皮膚損傷、骨折、硬膜下血腫について記述し、虐待が保護者によって加えられたものである

ことも指摘した。しかしTardieuの観察は長い間受け入れられることはなかった。

19世紀後半から乳児に硬膜下血腫、眼底出血、骨折を伴う病態があることは認識されていたが、原因は特定

されずに感染、栄養不良、静脈閉塞などの様々な病気の可能性が指摘されるのみであった（４）。原因に対する

正しい認識を妨げたのは「親がわが子を傷つける」という事実を認めたくない「心理的、社会的な抵抗」を推

測させる。また、1900年における米国でも乳児死亡率（1000出生あたりの乳児死亡）は133人と高率であり、

20世紀前半までは原因に関わらず乳児の死は稀なことではなかったのである（４）。

２．Kempeによるbattered-child syndrome（被殴打児症候群）の確立（1950年代―1960年代）

1962年米国の小児科医Kempeは、保護者からの暴力により多発的な外傷を負った児童達に対してbattered-

child syndrome（被殴打児症候群）の医学的概念を確立した（32）。「多くは３歳未満の児童において、硬膜下血

腫や異なる治癒過程にある説明のつかない複合的骨折、発育不全などがみられる場合、あるいは軟部組織の腫

脹や打撲傷が存在する場合、外傷の程度や種類がその発生原因として説明される病歴と矛盾したり、突然死亡

した児童については、被殴打児症候群を疑わなければならない」ということが概念の中心をなす。

1950年に30.46人であった米国の乳児死亡率は、1990年（8.81人）に10人を割り、現在は6.26人である。1950

年に50.07人と米国の２倍であった日本の乳児死亡率は、急速に低下して1980年（8.75人）に10人を割り、現在

は米国の半数以下の2.79人である（国連人口部門統計）（63）。乳児死亡率がある程度低下して初めて乳児の死亡

原因として虐待に社会的な目が向け始められるのかもしれない。

「虐待による乳幼児頭部外傷」

長　嶋　達　也

（兵庫県立こども病院脳神経外科）
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３．Caffeyによるwiplash shaken infant syndrome （WSIS）の概念とその背景（1970年代―1980年代前半）

被虐待児の医学的所見への理解が深まるにしたがって、外表面に明らかな虐待による外傷所見がないにもか

かわらず、硬膜下血腫、網膜出血、骨折を含む特徴的な症候群をしめす例の病態をどのように説明するのかと

いう疑問が生じた。

1971年、英国の脳外科医Guthkelchは被虐待児において硬膜下血腫は最もありふれた所見であるにもかかわ

らず、必ずしも頭部外傷の外表所見を伴わないことから、殴打よりも揺さぶることにより繰り返し生じる脳へ

の加速/減速が原因となっているのではないかという仮説を示した（21）。1972 74年に、米国の放射線科医Caffey

は、wiplash shaken infant syndrome（WSIS）として、乳幼児における硬膜下血腫、眼球内出血、多発性長管

骨骨折とshaking（揺さぶり）による受傷メカニズムに新たな概念と診断名を与えた（11）。揺さぶりによる加速

/減速機序 ― wiplash（鞭打ち）損傷の概念を取り入れた点で新しかった。

1960年代のモータリゼーションとともに急増した頭部外傷は当時の脳神経外科の主要な研究課題となり、生

体力学的な頭部外傷研究から加速/減速による脳損傷の機序、反衝 contre-coupと直撃 coup による脳損傷、剪

断損傷 shearing injuryなどの概念が確立した（50）。Ommaya（1969）らは交通事故によるむち打ち損傷により

頭部には全く外傷がないにもかかわらず硬膜下血腫を生じた２症例を報告し、鞭を打つように頭部を前後に揺

さぶる（回転加速度を与える）と脳表の架橋静脈が断裂して硬膜下血腫を生じたり、剪断損傷による脳挫傷を

生じると報告した（51）。生体力学的な頭部外傷研究から得られた理解が、虐待による乳幼児の頭部外傷におい

てしばしば頭部外表面に損傷を伴わないにもかかわらず硬膜下血腫が生じる機序への説明として受けいれられ

ていったのである。

1970年代後半のCTスキャン導入から1980年代前半にかけて、頭部外傷の診断精度が飛躍的に高まるととも

に虐待による乳幼児頭部外傷の理解が進んだ（66）。臨床的には痙攣・無呼吸などによる発症、CT所見では薄い

硬膜下血腫（大脳鎌周囲の大脳縦裂内への分布が特徴的）の存在、網膜出血、高い死亡率という特徴が明らか

にされた。

注意しなければならないことは、GuthkelchもCaffeyのいずれも揺さぶりを虐待による乳幼児頭部外傷の唯

一の機序としてはいないことである。Caffeyの1974年の論文では、１例は杖で殴り殺されており、他の１例は

揺さぶりの間に頭部をベビーベッドの枠に打ち付けられている（11）。Guthkelch（1971）の論文では虐待による

と思われる３歳以下の乳幼児23例のうち13例に硬膜下血腫をともない、13例のうち８例では頭蓋骨折などの明

らかな頭部打撲の所見を認めたが、５例では頭部への直達外傷の所見を認めなかったとしている（21）。

４．Shaken Baby Syndromeの概念の広がりと混乱（1980年代後半―2000年代前半）

Caffeyの報告以来Shaken Baby Syndromeという用語が再び論文上に現れるのは1980年代後半から1990年代

にかけてである。CTの普及に伴い乳幼児の頭蓋内出血が診断される機会が増えたことや、乳児死亡率が

10/1000人（１％）を下回ったことも背景にある（63）。1990年代には英米両国で虐待による脳損傷により赤ちゃ

んが死亡したり重い後遺障害を残す現象に対して「揺さぶるという行為」に焦点を当てたShaken Baby 

Syndrome（SBS）という用語が大きく取り上げられて社会化した。PubMedでSBSをキーワードとして検索す

ると1990年半ばからの10年間に爆発的に論文が増加する（図１）。英米ではSBSに関連する裁判で専門家の意

見が分かれて議論を呼んだことが社会的な背景にある（13）（65）。やがてSBSという用語が「虐待による乳幼児頭

部外傷」と同義に用いられるようになってきた。米国小児科学会は、1993年と2001年に“Shaken baby 

syndrome”に関する報告を出して概念の整理を試みている（５）（６）。

1987年にDuhaimeはSBS死亡例13例全例に鈍的外傷所見を伴ったことから、揺さぶりのみで硬膜下出血や脳

損傷が生じるという概念に疑問を呈している（14）。ダミー人形を使用した生体工学的な実験により、揺さぶり
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に衝撃（impact）が加わった場合の方がはるかに大きな力が加わることを明らかにし（54）、揺さぶりに加えて

打撲すること（impact）の要素が加わることが重要であるとしてShaken/impact syndromeとすべきであると

した。一方、Hadley（1989）は、虐待による頭部外傷13例のうち頭部に直達外力が加わった所見のない死亡

例が８例あり、そのうち６例を解剖した結果、１例に頭蓋への直達外力を示す所見、５例に脊髄硬膜外あるい

は硬膜下血腫、脊髄挫傷の存在を示した（22）。これらの患児の年齢の中間値は３ヶ月であったことから、幼弱

な乳児の一部には頭部への直達外力を伴

わないwiplash-shaken機序により致命的

な脳脊髄損傷をきたしうるとした。

英米では裁判における検察側と弁護側

の専門家証人の間にしばしば鋭い対立が

生じた。「赤ちゃんが保護者から虐待を受

けて死んでしまう」というのも「無実の

保護者が虐待の罪を問われる」というの

もいずれもセンセーショナルな話題であ

り、裁判における専門家間の対立はマス

コミの関心を引いた。裁判ではいつ受傷

したか、あるいは外傷と症状の関係に関

心が持たれ、受傷機序がshakingのみか、

shaking/impactか、あるいは低い高さか

らの転落でSBSの症状が生じうるのか、

網膜出血の診断的な意義などが問われる

ようになった（４）（52）。

　Ⅱ.　概念・用語の混乱と整理

１．本邦における変遷

日本の脳外科医の間では、従来から１歳前後の乳幼児が畳の上で転倒するような軽微な家庭内外傷によって

生じる脳実質損傷を伴わない急性硬膜下血腫が存在すると考えられており、中村のⅠ型頭蓋内出血と呼ばれて

きた（45）。外傷機転は畳の上や床の上で、つかまり立ちやお座りをしていて後方に転倒し、後頭部を打撲する

ことが多く、外力が矢状方向に働き、架橋静脈が破綻して出血すると考えられている。わが国の小児脳神経外

科の教科書では（57）、急性硬膜下血腫を乳幼児硬膜下血腫、年長児急性硬膜下血腫、被虐胎児に見られる急性

硬膜下血腫の３型に分類しているが、乳幼児急性硬膜下血腫は中村のⅠ型に相応している。Aokiら（1984）は

乳幼児硬膜下血腫においても高率に網膜出血が認められると報告したが（１）、米国では家庭内の転倒などの軽

微な頭部外傷では硬膜下血腫・網膜出血を引き起こさないとの考えが一般的であり、SBSが見逃されているの

ではないかという指摘を受けた。日本でいうところの乳幼児急性硬膜下血腫の月齢（１歳前後）が欧米のいわ

ゆるSBS（６ヶ月未満）に比して高いことから、重なりのある２つの異なった病態を見ている可能性がある。

日本では1990年代後半から「揺すぶられっ子症候群」「乳幼児揺さぶられ症候群」などの訳語が不明確な概

念とともに一般化し（25）、偶発事故によりSBSが生じたとの報告も見られるようになった（17）。本邦における概

念･用語の混乱や欧米社会における深刻な議論を受けて、2006年には厚生労働省の研究班（18指－４、田村班）

内に虐待による頭部外傷（いわゆるSBS）を研究するグループが結成された（46）。

図１　Shaken baby syndromeに関する論文数の推移（PubMed）

1990年代後半からＳＢＳ関連の論文・発表数が急増する。原著論
文が少なく、綜説、letter to editor、コメントの類が多いのが特徴と
いえる。
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２．概念と用語の整理（2000年代後半）

2004年に英国のMinnsらは、「SBSという受傷機転を特定する用語を使用せずに、inflicted traumatic brain 

injuryやnon-accidental head injuryというgeneric term（一般名称）を使用すべきである」と提言した（43）。米

国でも「“shaking”という言葉を使用することによって、投げたり、突き飛ばしたり、殴ったりする明らかな

物理的な機序に対して目をふさいでしまうことになる。単に閉鎖性頭部外傷というのが最もふさわしい状態に

対して、狭い意味を持つ”shaking”という用語を用いることは、予防策を考える時にも限定的になる危険を

有する」という意見が有力になってきた（16）。

2009年に米国小児科学会は、「小児科医は、診断と医学的な発表において“Shaken Baby Syndrome”のよ

うに単一の受傷機序を意味する用語を使用せずに「虐待による乳幼児頭部外傷―abusive head trauma in 

infants and children」の用語を使用すべきである。」との勧告を行った（７）。わが国では2009年に厚生労働省の

研究班（18指－４）が「虐待が疑われる乳幼児の頭部外傷の診断･治療・予防の手引きを」を作成している（46）。

この手引きではSBSという用語が表題から注意深く避けられている。虐待による乳幼児の頭部外傷の受傷機序

は多様であり、一次性脳損傷に二次性脳損傷（低酸素･虚血）が加わる複雑な病態であると理解されるようになっ

てきたのである。

　Ⅲ.　疫学

１．発生頻度

虐待による乳幼児の頭部外傷は、わが国においても決して新しい現象ではない。最も早い例はこども病院開

設当初の1970年代前半にまで遡ることができる。兵庫県立こども病院脳神経外科の経験では、1980-88年の間

に経験した乳児硬膜下血腫の19%が虐待によるものであり、その病像は現在経験されるものと大きく変わらな

い（34）（49）。欧米では頭部外傷で入院した２歳未満児の24％（15）から39％（62）が虐待によると推測されている。

乳児期とくに６ヶ月未満の重症例･死亡例に限るとその多くが虐待によるものと考えられる。

英国スコットランド（人口509万人）の前方視的研究（1988-1989）では、虐待による頭部外傷の頻度は１歳

未満のこども人口10万人あたり年間24.6人である（８）。同期間に19例発生し、年齢中間値は2.2ヶ月（４週-8.8ヶ
月）であった。同時期にスコットランドで虐待により死亡した子どもは3例であり、そのうち１例が頭部外傷

による死亡であった。カナダ（人口3200万人）における５歳未満の調査では、年間40例のSBSが発生し８例が

死亡すると推定されている（35）。米国における虐待による乳幼児頭部外傷の発生率も類似した値を示しており、

平均すると１歳未満のこども人口10万人あたり年間28.2人となる（33）。Graupmanは、米国（人口３億１千万人）

における虐待による頭部外傷死は280-479人/年と推定している（20）。

日本における正確な発生頻度は知られていない。厚労省の調査では2009年度の１年間の虐待死亡49人のうち

頭部外傷が死因であるのは15人（30.6％）であり（59）、６人は３歳未満であった。カナダの年間死亡数８人（５

歳未満）とスコットランドの年間死亡１人（１歳未満）を人口比で日本に当てはめると31人と24人になり、日

本の発生率あるいは捕捉率のいずれかが低いと考えられる。

２．発症年齢、性別

カナダの調査（1988-1998）では（35）、５歳未満の364例の発症年齢中間値は生後4.6ヶ月（7日-58ヶ月）であっ

た。Keenanらは月齢の中間値４ヶ月（2.5-8.0ヶ月）、平均値5.9ヶ月としている（29）。６ヶ月以下に多く、特に２ヶ

月以下に多い（55）。虐待による乳幼児の頭部外傷の研究は３歳未満あるいは２歳未満を対象にされることが多

いが、乳児期前半が最も危険な時期であるといえる。日本におけるこどもの虐待による死亡統計（平成23年第
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７次報告）では（59）、2009年の１年間の虐待死例は49例（男28、女18、不明３）であった。３歳以下が38例（約

80％）を占めており、中でも０歳児は20例（42.6％）であった。０歳児のうちでも過半数が６ヶ月未満である（図

２）。わが国においてもおおむね３歳以下に発生し、乳児とくに６ヶ月未満に多い現象であることが推測される。

年齢（月齢）特異性の臨床的意義は大きい。生後６ヶ月以降、特に１歳前後から運動能力の向上とともに家庭

内での事故の頻度、多様性共に増すことから、虐待と事故による受傷との鑑別が難しくなる（65）。

男女比は、Graupman（23：13）（20）、Barlow（12：7）（８）、Keenan（21：13）（29）のように男児の死亡例が

女児より多い傾向があることは日本と同じである。男児の方がよく泣くのが原因ではないかと推測されている

が、信頼できる定量的な研究はない。

図２　虐待による死亡の年齢別・月齢別の特徴（59）

子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について― 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の
検証に関する専門委員会 第７次報告 （平成23年）（対象期間：平成15年７月１日から平成22年３月31日）

虐待による０歳児月齢別死亡人数虐待による年齢別死亡人数

　Ⅳ.　臨床診断上の問題

１．保護者から報告される受傷機転が信用できないこと

虐待による乳幼児頭部外傷が他の外傷や疾患と決定的に異なる点は、保護者から聴取される病歴や受傷機転

に信用がおけないことである。最大の特徴は、CTスキャンで硬膜下血腫を主とする頭部外傷の所見があるに

もかかわらず、頭部を打撲したという病歴が報告されないこと、家庭内の軽微な外傷であること、患児の月齢

や重症度と報告された受傷機転が合致しないことである（35）。

厚労省研究班の調査では、虐待による２歳未満の外傷性脳障害25例において、親から最初に申告された病歴

の84％は「外傷機転なし」であった。聴取された受傷機転として家庭内の転倒･低い場所からの転落が８％、

殴打が４％であり、「揺さぶり」が報告された例はなかった（４）。スコットランドの調査では、98例のうち75％

に受傷歴が聴取されなかった（55）。Hettlerは（23）、外傷性頭蓋内出血があるにもかかわらず外傷の病歴がないこ

とは、虐待例では69.4％であるのに対して非虐待例では2.6％に過ぎなかったことから、虐待の特異性が高い

（0.97）所見であるとしている。

受傷機転として「揺さぶりshaking」が聴取されることは少ない（37）。Duhaimeは48例のうち受傷機転として

「揺さぶり」のみを挙げたのは１例（２％）、「転落あるいは打撲に揺さぶりが加わった」ことを挙げたのは10

例（21％）であったとしている（15）。保護者から「揺さぶった」ことを聴取したことを根拠に受傷機転が「揺
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さぶり」であるとする文献は少なくないが（60）、保護者から報告される受傷機転はいずれにしても突き詰める

と真実かどうか分からない。フランスにおける112例の虐待による頭部外傷例を対象にして保護者から「暴力

的な揺さぶり」が自白された29例に検討を加えた研究で興味ある点は（３）、自白のすべてが警察の捜査あるい

は裁判の過程で得られたということである。病院では受傷機転を明らかにしなかった保護者が暴力を加えたこ

とを自供することがあるが、捜査過程における自白や裁判の結果が有罪であることをもって自動的に虐待であ

ると確定することには慎重でなければならない（24）。外国では司法取引、わが国でも受傷（加害）機転による

量刑の変化などに影響を受ける可能性があることから、警察での捜査や裁判における尋問過程で得られた供述

や判決をそのまま医学的な判断にフィードバックすることはできない。

「家庭内の低いところからの転落・転倒により重篤な頭蓋内損傷が生じうるかどうか」については欧米の裁

判でも大きな問題となったため、それを論じた文献も多い（12）（53）（56）。結論のみを述べれば、「家庭内の低いと

ころからの転落や転倒により重篤な頭蓋内損傷が生じることは稀である」とはいえる。しかし「家庭内の低い

ところからの転落や転倒により重篤な頭蓋内損傷が生じることはない、したがって虐待である」とすることは

出来ない。頭蓋内損傷の程度は、頭部に回転する力が加わったか否か、床の性状、頭部打撲部位など複数の要

素に左右されるため、転落した高さと重症度は必ずしも比例しない。発達段階を考慮し、受傷機転を具体的に

聴取して頭蓋内損傷の重症度を説明しうるか否かを判断することが重要である。保護者からの受傷機転の聴取

では、①具体性を欠くこと、②両親の間で異なること、③発達レベルと合わないこと、④途中で変化すること、

⑤他人（近所の人や兄弟姉妹）に責任転嫁する、⑥聴取された受傷機転と外傷の態様･程度が合致しないこと

などが虐待を疑わせる重要な要素となる。

２．非特異的な症状による発症

食欲不振、嘔吐、傾眠、痙攣、無呼吸、頭囲拡大、発達遅滞などの非特異的な臨床症状を訴えることが多い

ために、虐待による頭部外傷が見逃されうる（30）。カナダにおける364例の分析では（35）、痙攣様のエピソード

（45％）、意識障害（43％）、呼吸不全（34％）の３症状が非特異的な症状とされている。

米国における173例の3歳未満の虐待による頭部外傷の後方視的研究によれば（27）、54例（31.7％）は初診時に

診断がつかず、診断までに要した時間は平均７日であった。見逃された例のうち15例（27.8％）が再受傷して

おり、22例（4.07％）は見逃されたためになんらかの合併症を経験している。見逃された後に死亡した５例の

うち４例は早期診断により死亡を防げた可能性があったとしている。間違った診断名の上位3つは、①ウィル

ス性胃腸炎またはインフルエンザ、②偶発的な事故による頭部外傷、③敗血症のルールアウトであった。見逃

しやすい要素は、生後６ヶ月未満であること、白人の子であること、両親とともに暮らしていること、症状が

軽度であることなどが上げられている（27）。

３．死亡例における受診時の症状

米国デンバー小児病院における虐待による頭部外傷による死亡36例を対象にした研究では、最も多い初発症

状は無呼吸あるいは脈を触れないであった（20）。頭部外傷を訴えたのは１例に過ぎない。初診時の平均GCSは3.9

点、75％はGCS３点であり初診時からすでに深昏睡であり医学的･脳神経外科的になすすべのない状態であっ

たとしている。Arbogast（2005）は４歳未満の外傷死亡例314例（1986-2003）のうち虐待による頭部外傷が

死因であった121例（37％）を分析し、大部分（70-75%）は入院時GCS score ３を示したものの、２歳未満の

13例（10.7％）が入院時GCS score＞７、３例（2.5％）が入院時GCS score＞12（lucid interval）であったこと

を報告している（２）。入院時の神経学的重症度は受傷から入院までの時間にも左右されるため、虐待による場

合は受傷後に時間が経過して重篤になってから入院した可能性も考慮しなければならない。いずれにしろ死亡
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例の多くは入院時にはすでになすすべのない状態であることが多いという事実は、著者らの経験にも合致して

いる。一方、少ないながら死亡例でも受傷後にGCS score＞12のlucid interval（清明期）がありうるというこ

とは、裁判において受傷時期を特定する上で問題となりうる。

４．網膜出血の診断的意義

網膜出血が偶発事故に合併することは少なく、虐待による乳幼児の頭部外傷に特徴的な所見であることは明

らかである。米国小児科学会は、健康であった５歳未満の小児の予想されない死亡、説明のつかない乳幼児突

然性危急事態（ALTE）、眼症状を示す全身疾患の例は眼科に紹介するように勧告した（39）。一方、網膜出血を

きたす力学的機序については必ずしも解明されていないし、個々の症例で網膜出血を虐待の診断根拠とするこ

との科学的な妥当性については議論が残されている（38）。重要な点は、①網膜出血を認めたときにそれを根拠

に虐待による乳幼児頭部外傷といえるのかどうか（特異性）ということ、②虐待であるときにどれだけ網膜出

血を認めるか（感受性）、③網膜出血の中でも特に診断価値の高い所見（特異的・診断的）というのはあるの

かどうかという３点である。厚労省研究班調査では虐待例の64％、事故例の９％に網膜出血を認めている（46）。

Bhardwajらによる20論文（971論文から抽出）のメタアナライシスによると（10）、虐待診断における網膜出血

を含む眼球内出血の感受性は平均75％、特異性は平均94％とされる。両側性で高度な多層性の網膜出血が最も

虐待に特異的であるとしている。

網膜出血の虐待特異性についての議論は広範である（38）。クモ膜下出血や重症頭部外傷に伴う網膜および硝

子体出血はTerson症候群として知られている（９）。Medeleらはクモ膜下出血および重症頭部外傷（GCS3-10）
で頭蓋内圧が20mmHg以上を示す22例の眼底を検索し、クモ膜下出血13例中６例（46％）、重症頭部外傷９例

中４例（44％）に網膜または硝子体出血を認めた（41）。虐待によらない頭蓋内出血57例の眼底を検索した報告

では、２例（４％）に網膜出血を認めた（58）。事故による小児頭部外傷525例の検討では、網膜出血の合併は稀

であり、強い力が加わった場合のみに生じると報告されている（28）。一方、２歳以下の乳幼児の頭部外傷で交

通事故に起因する18例の分析から、３例（18％）に虐待によるものと鑑別できない網膜出血を認めたとの報告

がある（64）。家庭内で発生した事故による軽症頭部外傷で網膜出血が生じうるかどうかという疑問に対して、

西本らは虐待が否定された３歳以下の急性硬膜下血腫例25例に検討を加えた（48）。年齢は平均8.5ヶ月（６-17ヶ
月）であり６ヶ月未満はなかった。網膜出血を15例（60％）に認めており、９例は両側性であった。虐待否定

の根拠に「再発しなかったこと」を挙げている点で弱いところがあるがよく計画された研究である。

　Ⅴ.　画像診断上の問題

１．スクリーニング

American College of Radiologyは、２歳以下の乳幼児の頭部外傷は全例CTスキャンと全身骨検索をするよ

う勧告している（42）。急性期におけるCTスキャンは硬膜下血腫やクモ膜下出血、頭蓋骨折の検出感度が高い。

Jaspan（2003）は虐待の疑われる小児頭部外傷のMRIを含む放射線学的診断プロトコールを示した― ①まず

全身状態を安定させた後、頭部CTスキャンを行い生命の危険をもたらす粗大病変の有無および頭蓋内病変の

診断をつける。②CTで異常なく神経症状も無ければ神経放射線学的評価は終える。③入院初日か翌日に全身

の骨レントゲン検査（頭蓋を含む）を行う。④入院３-４日後にMRIを行い、薄い硬膜下血腫や脳損傷を評価

する。可能な限り拡散強調画像を行い、微細な脳損傷を評価する。⑤受傷後10日目にCTスキャンを行い、水

頭症や慢性硬膜下血腫への移行を評価する。⑥受傷後早期のMRIで異常を認めた場合には。２-３ヵ月後に経過

観察のMRIを行う。慢性期のMRI所見は予後を予想するのに有用である（26）。
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問題となるのは、小児救急の現場で呼吸障害やけいれん発作、ショックなどの非特異的な症状を訴えて来院

した例で、頭部打撲の病歴が聴取されず、また頭部外傷を示唆する外部所見もない例に対する頭部CTスキャ

ンの適応である。非特異的症状の原因が明らかではない乳幼児の場合には、虐待による頭部外傷を鑑別診断に

加えて頭部CTスキャンを行う必要がある。

２．CT所見

結論をまず述べると、「虐待に特徴的（characteristic）なCT所見は存在するが、診断的な（diagnostic）な

所見というものはない」というのが筆者の考えである。虐待を疑う症例のCT所見を正しく解釈することは、

偶発事故による頭部外傷、低酸素･虚血脳障害、代謝性疾患、出血性疾患などの広範な臨床経験を要する。

硬膜下血腫、脳挫傷、クモ膜下出血の存在が虐待による頭部外傷に最もよく認められるCT所見である。び

まん性脳腫張を主体とするもの、一側性急性硬膜下血腫を主体とするもの、慢性硬膜下血腫を主体とするもの

に大別される（図３）。受傷からの時間経過により所見が変化するために多様な画像所見を呈する。びまん性

脳腫張を主体とするものが半数近くを占めており、この特徴は英米の報告と大差ない（47）。びまん性脳腫張例は、

受傷直後の低酸素虚血脳障害が病態に深く関与しており、重症例ではその程度が予後を決定する。いわゆる

SBSといわれる４ヶ月未満に好発する脳損傷は、脳外科医が交通事故などによる頭部外傷として経験する病態

とは明らかに異なる。頭部外傷というより低酸素・虚血脳損傷の臨床像と似ており、「硬膜下血腫と網膜出血

を伴う乳児の脳症」（19）とでも呼べるようなＣＴ所見を呈する。このような例は高度の脳萎縮に移行し長期生

存した後に死亡することも少なくない。最近の法医学的な研究では（40）、1999-2010年の間に法医解剖された１

歳未満の虐待による頭部外傷例5例に多発嚢胞性脳軟化を認めており、これらの例は受傷後17-933日の長期生

存の後に死亡している。Gedess（2001）は虐待による頭部外傷で死亡した９ヶ月以下の乳児37例と他の原因で

死亡した14例の乳児を比較検討し、非常に幼弱な乳児における虐待による頭部外傷に伴う主要な病理所見は瀰

漫性軸索損傷ではなく低酸素虚血脳障害であると報告した（18）。頚髄、頭蓋頚椎移行部の硬膜外出血と脳幹の

局所的な軸索損傷を11例（30％）に認めたが、対照群では１例も認めなかった。頚髄レベルの過伸展屈曲が脊

髄損傷をもたらし、それが臨床的な無呼

吸の原因になったと考えられるとした。

外傷を説明できる受傷歴がないにもか

かわらず大脳半球間裂の血腫、脳実質損

傷、白質裂傷、びまん性軸索損傷、低酸

素虚血脳障害の所見を認める場合には、

虐待による脳損傷の特異性が高い。一方、

CT所見のみによる診断の信頼性について

の報告では、大脳半球間裂の血腫、脳挫傷、

硬膜外血腫、クモ膜下出血、頭蓋冠の骨

折のいずれも偶発事故によるものと統計

学的な差が無かった（61）。　

３．骨折

乳幼児の虐待では頭部外傷が唯一の所見であり、頭蓋内損傷が重篤であるにもかかわらず他の部位の外傷所

見を欠くことがむしろ多い。厚労省研究班の調査では、頭蓋骨折を認めたのは16％であった。スコットランド

からの報告では、頭蓋骨折を伴ったものは26％、何らかの頭部への外力の所見を伴ったものが53％であった。

図３　虐待による乳幼児頭部外傷の３型（CT所見）

左：瀰漫性脳腫張を主体とする型
中：正中偏位を伴う急性硬膜下血腫を主体とする型
右：両側性慢性硬膜下血腫を主体とする型
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虐待診断における頭蓋骨折の感受性、特異性共に高くはない（31）。頭部の打撲歴が聴取されない例における頭

蓋骨折の存在は虐待を慎重に除外しなければならない。５ヶ月未満では自分の行動で頭蓋骨折や頭部打撲が生

じることは考えにくいので、頭蓋骨折の所見は強い外力が加わった客観的な所見として特に重要である。

厚生労働省研究班の調査では、頭蓋以外の骨折を伴う例は８％、頭部以外の皮下出血は20％の結果であった（46）。

死亡例の検討でも（20）、頭部以外の外傷を認めたのは17％に過ぎない。大腿骨骨幹骨折の場合患児の運動発達

レベルが重要であり、歩行開始前の大腿骨幹骨折は身体虐待を考えなければならない。乳幼児の上腕骨および

大腿骨幹部に捻転するような力が加わって生じるらせん状骨折は、自然外力では起こりにくい骨折であり虐待

による特異性が高い。虐待による肋骨骨折はどこにでも生じるが、肋骨後部骨折が多いとされる。このように

虐待に特徴的な骨折というものが存在するということは重要であるが、その診断特異性にはおのずと限界があ

る（31）。

　Ⅵ.　脳死下小児臓器移植と虐待による乳幼児頭部外傷

2010年７月に「臓器の移植に関する法律（臓器移植法）」の改正が施行されて、15歳未満の小児からの脳死

下臓器提供が可能になった。また、18歳未満の児童（児童福祉法第４条の定める）では「虐待を受けて死亡し

た児童から臓器が提供されることのないよう適切に対応」することが条件にされたことから、小児医療の現場

は虐待除外の基準作成や虐待対応の院内体制の整備が求められることになった。

虐待による死亡例の中で脳死判定が問題になりうる例がどの程度あるのかということについては十分に把握

されていない。厚労省の調査報告（平成23年第７次報告）によると、2003年から2010年の虐待による全死亡数

は386人であった（59）。０歳児の全死亡数が170人（45％）と全年齢中で最多であり、その中でも０ヶ月は77人

と突出して多い（図２）。小児脳死判定基準では「修正齢12週未満」が除外されていることから、０歳児のう

ち104人（61％）を占める３ヶ月未満児は除外される。３歳未満の死亡数292人（75％）から３ヶ月未満児を除

くと188人である。一方、４歳以上は80人と数が少ない上にこの年齢層は虐待による頭部外傷の診断が問題に

なることは少ない。小児の臓器移植･脳死判定において虐待の除外が問題になりうるのが「虐待による乳幼児

頭部外傷」に他ならないことが分かる。

直接死因として第１位の頭部外傷が約1/3を占めていることから、法的脳死判定の対象になりうる虐待によ

る乳幼児頭部外傷死亡例は62例/７年間（8.8人/年）と概算できる。Graupmanは、虐待による乳幼児頭部外傷

で死亡した36例のうち31例（86％）は脳死宣告と治療打ち切りがなされたと報告している（20）。３歳以下の乳

幼児で実際に家族が承諾して臓器提供を前提とした法的脳死判定に進む可能性があるのはかなり稀であろうと

推測される。

　Ⅶ.　まとめ

虐待による乳幼児の頭部外傷に関わる医師は診断の不確実性、グレーゾーンの存在に悩まされる。保護者か

ら聴取する病歴は信用できず、初診時から急性期にかけて患児と家族に関する情報は不十分であることが多い。

時には退院した後に親の薬物中毒に関する情報が得られて驚かされることもある。司法解剖の結果を知らされ

ることはなく、捜査の結果立件されなかったとしてもその理由を知ることもない。臨床医として確実な診断を

積み重ねて診断精度を向上させることが本質的に困難な対象であり、「灰色の霧の中で最悪の結果を避ける」

対応にならざるを得ない。

臨床現場における虐待による乳幼児頭部外傷診断の原則は「こどもの保護」であるため「疑わしきは虐待」
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として対応することになる。不明瞭なあるいは年齢に合致しない受傷機転、ＣＴ上の硬膜下血腫、網膜出血、

頭部以外の骨折や外傷など虐待を疑わせる特徴的な所見の重複を認めたときには、虐待にたいする「合理的な

疑い」を持つことができる。「合理的な疑い」を持った場合には、児童相談所への通知を含める組織的な対応

を進めなければならない。注意すべきことは「疑わしきは虐待」の考え方は過剰診断と背中合わせであること

である。筆者らは親には毅然として対応する一方、「虐待者」のレッテルを貼って画一的な対応に陥ることの

ないよう配慮している。

一方、犯罪として司法対応がなされるためには「合理的な疑いを超える証拠」が求められる（３）。厳密な除

外診断、現場検証、警察による捜査、司法解剖所見などから総合的に判断する必要があり、その原則は「疑わ

しきは罰せず」である。

両者の原則･目的の違いを理解した上で、臨床現場では「こどもの保護」を最優先する。専門家として司法

に関わる場合には、虐待診断の特異性、医学的診断の限界に対する深い理解に基づく対応が求められている。
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「優しい親になるには
― 子ども虐待からマタレッセンスとパタレッセンスを考える」

小　林　　登

（子どもの虹情報研修センター　名誉センター長）

Ⅰ．はじめに

11月は厚生労働省が決めた児童虐待防止推進月

間、その公開講演会にお招き頂き有難うございます。

大変光栄に思うと同時に、嬉しくも思っております。

タイトルは、「優しい親になるには－子ども虐待か

らマタレッセンスとパタレッセンスを考える」に致

しました。「マタレッセンス」あるいは「パタレッ

センス」という言葉をご存知の方、いらっしゃいます

か？　あまり使われない言葉です。「アドレッセンス」

（青年期）という言葉はご存知でしょう。それと同じ

ような意味で、「マタレッセンス」“materescence”は、

「お母さんになる時期」、あるいは「なること」、「パ

タレッセンス」“paterescence”は、「お父さんにな

る時期」、あるいは「なること」という意味ですね。

日本では、あまり目にしませんが、お母さんになる

とか、お父さんになるという時期は重要で、特に生

命を直接バトンタッチする母親の重要性について

は、明らかです。

Ⅱ．親になること、マタレッセンスとパタレッセンス

マタレッセンスとか、パタレッセンスという言葉

を使って、医療人類学的にも親になる時期が重要と

言 い 始 め た 人 は、 ダ ナ・ ラ フ ァ エ ル（Dana 

Raphael）という女性で、子育ての医療人類学者です。

文化人類学者マーガレット・ミードのお弟子さん

で、大学で勉強している時、学生結婚をして、赤ちゃ

んが出来ました。なんとか良いお母さんになりたい、

母乳で育てたいと、一生懸命努力したけれども、おっ

ぱいが出ない、うまくいかない。そういう自分の苦

い体験から、子育てに関心を持ち、医療の立場から

文化人類学的研究を始めようと考えたのです。フィ

リピンの山の中、アフリカの砂漠の中、あるいはポ

リネシアンの島々などの部落の中に住み込んで、世

界各地の伝統文化の中での子育て研究ばかりでな

く、ニューヨークとかの先進社会の子育ての問題を

一生かけて調べ上げたんですね。それをまとめて、

何 冊 か 本 を 書 い た ん で す が、 そ の ひ と つ が

「Breastfeeding, Tender Gift」です。

その昔、60年代の始めに３年程、私はロンドンに

留学していたものですから、その後ヨーロッパに行

く時はいつも、ロンドンに立寄って、勉強した病院

や、よく行っていた医学書専門の本屋などを訪ねて

いました。1970年代のある年、ロンドンのその本屋

で、その本を見つけました。それを読み、大変感銘

を受けたんですね。こういう考え方でものを見ない

といけない、すなわち医学・医療における文化人類

学的発想の重要性を感じたのです。

それは何かというと、医者は、当然のことながら、

医学・生物学的にものを考えますけれども、文化人

類学的な発想は殆んどないわけですね。しかし、我々

の見ている患者さんにも、それぞれの民族の文化、

地域の文化、社会の文化、さらには家庭の文化とい

うものがあるのです。そういうものを考えて、医療

はやって行かなければならないということを、この

本を読んで勉強したのです。ですから、私は、その

後はいつもそういう考え方をしようと思っているの

です。

Danaさんは、母乳で子育てする時には、“Continuous 

Emotional Support”「持続的に優しく、お母さんを

勇気づける事」が重要だと言うのです。それと同時

に、「ドゥーラ」“Doula”という言葉も紹介してい

ます。ドゥーラというのは、女性が妊娠・分娩し、
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つづいて母乳哺育も含めて子育てをするのを助ける

人のことなんですね。後に述べますが、ギリシャ語

でそう呼ぶのです。同時に、「マタレッセンス」（成

母期）という言葉も、この本の中で紹介しています。

この本を訳して、ある出版社から出したんです。

東大紛争後の頃で、女性も飛んでいた時代で、こう

いう考え方に強く抵抗したんですね。その上、本の

表紙が非常に漫画チックになっているんです。「ま

じめな本なのに、どうしてこんな表紙にしたんだ」

と、文句を言ったんです。結果は残念ながらあまり

売れなかったのです。もし、これが売れていたら、

皆さん方も、この言葉をとうの昔に知っていたん

じゃないかと思います。

Danaさんは、チャーミングな女性で、私もお付

き合いし、70年代から80年代の中頃まで、日本の文

化にも関心持った事もありまして、ほとんど毎年、

日本に来られたのです。残念ながら、最近ちょっと

お体の調子が悪くて、おいでにはなりませんが、今

でもメールのやり取りだけはしています。

その彼女が言い出したのは、どんな伝統文化の社

会を見ても、生命のバトンタッチをする、すなわち

妊娠、分娩、子育てをする重要な時には、女性の助

け合いシステムがあり、その中心になる女性がいる

ということです。その女性がドゥーラなのです。そ

もそもは「奴隷」と言う意味で、あまり良い意味で

はないんですけれども、ギリシャで女性のドゥーラ

というと、「子育てを助ける人」という意味で、尊

敬される存在なんですね。そういう助け合いのシス

テムは、先進社会でも昔はあったし、伝統文化の社

会では、今でも勿論あるわけです。しかし、先進社

会では、そういうのがなくなっていったことが、お

そらく今の子育て問題の原点にあるんじゃないか、

と彼女は指摘しているのです。

日本では、どういう人がドゥーラ役をしていたか

考えたことがあるのですが、お産婆さんだったと思

うんですね。子どもの頃、お産のお世話をする家に

鞄を持って入っていく姿を思い出します。お産の直

接のお世話ばかりでなく、色々な意味で子育てのあ

り方を教えていたと思うんですね。そして、Dana

さんは、どんな伝統文化の社会をみても、必ずそう

いう人がいる、そういう人を中心に女性同士の助け

合いのシステムがある、とおっしゃるんです。

そのような助け合いによって、現在のような医

学・医療がほとんどなくても、人類は長いこと、生

命のバトンタッチがちゃんと出来たんだというので

す。先進社会ではそれが無くなり、それをやってい

るのは、産婦人科の先生であり、小児科の先生です

けれども、その昔と全く異なった、ある意味では「ふ

れあいの少ないかたち」になっていると言えると思

うのです。しかし、伝統文化の社会、あるいは、先

進社会で昔は行われていたようなサポートシステム

は、細かい所まで気を配って世話をする、心と心の

ふれあいによる子育てのサポートだったと言えると

思うのです。先進社会では余りにも職業的になって、

それがなくなってしまったのです。

広く見ますと、動物にもドゥーラはあるというの

ですね。例えば、メスのイルカ同士の助け合いシス

テムがあって、陣痛が始まると、メスイルカが集まっ

て来て、お産しているメスを皆で取り巻いて助け、

生まれてくる赤ちゃんを鼻で海上に押し上げて、空

気を吸わせる様にしているのですね。象も同じよう

に、メスの象が集まって、出産する象の周りを取り

囲んで、助けて合っていると言うのです。

優しい勇気づけのサポートが重要というDanaさ

んの指摘を考えると、現在の先進社会の中でも、女

性の妊娠、分娩、育児の時に、そういった優しさに

よって生命をバトンタッチする女性を助けるような

新しいかたちの体制が重要じゃないかと、私は考え

るようになったのです。そういうものが社会から消

えてなくなったことが、ある意味で言うと、子育て

問題ばかりでなく、今の虐待問題にも関係している

とさえ考えているのです。

さて、虐待問題から考えて、このマタレッセンス、

お母さんになること、パタレッセンス、お父さんに

なることを考えてみたいと思います。虐待する親に

は、子どもに対する思いやりだとか、優しさがない

こと、さらには子どもに対して優しい心を持てない

から、虐待するんじゃないかと思うわけです。これ

は統計上には、優しさがある、ないというような調

査はありませんけれども、厚労省の統計から見ると、
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養育環境とか養育者の状況や、子どもの状況から見

ると、優しさは類推出来ると思うのです。

例えば、養育環境では、地域からの孤立、また未

婚の母を含めてのひとり親ですね、さらには転居し

て間もないとか、そして経済的不安などもあげられ

ているのです。養育者の状況としては、養育者の性

格だとか感情だとか、さらに育児不安とか。そして、

子どもの状況では、特に未熟児ですね。それは、赤

ちゃんを抱っこする機会がないことが大きな原因と

なります。また、発育の遅れ、双子、さらには、子

どもの障害というような、子育てをむずかしくする

要因もあげられていますね。そういうことがあるか

ら、子どもに対する優しさの気持ちを持てない所に、

大きな原因があるのです。勿論、その親達は、そも

そもそういう気持ちを持てないような性格の人だと

いうことも関係すると思うんです。

また、世代間連鎖といって、虐待された子どもが、

成人して親になると、子どもを虐待すると言うんで

すね。それは確かにそうなんですが、では必ず100

パーセント虐待する親になるかというと、どの統計

を見ても、100パーセントというのはありません。

調べた範囲以内では、一番多いので約50パーセント、

少ないのになると約30パーセント。勿論一般人口の

発生頻度から比べれば、５倍から10倍になります。

こういう世代間連鎖を見ると、小さい時に虐待され

ても、その後優しい人に育てられる、いろいろなか

たちで優しさを体験する、更には、虐待された子ど

もが大人になった時に「私は親に虐待されたけれど

も、絶対自分はそんな親にならない」というような

知性・理性の心ですね。この知性とか理性と優しさ

が組み合わされた心で物事を考えられるようになれ

ば、虐待は連鎖しないのですね。したがって、必ず

しも100パーセント世代間連鎖は起こらないことは

明らかなのです。

これからも、優しさの重要性が言えると思うんで

すね。親は、優しい心があるからこそ、子どもの心

を読み取ることが出来るし、そして、赤ちゃんが泣

いたら抱っこするし、あやすといういとなみが自然

に出来るようになるのです。それを、しつけだとか、

教育だとかといって、常識的な範囲を超えた暴力的

な行動をとることになってしまうところに、その虐

待者に心の問題があると考えるわけです。

Ⅲ．子どもに必須の「優しさ」を科学する

では何故、親は、優しい心を持ってないといけな

いんだ、ということを考えてみたいと思います。そ

れは、子どもが育つのに優しさが必要だからです。

特に、小さい子どもには優しさが重要だと思うんで

す。子どもが育つ姿は、「成長」と「発達」の２つ

に分けて考えなければなりません。体が育つ「成長」

と、心が育つ「発達」の２つの側面ですね。体が育

つには何が重要かというと、良い栄養という物質で

すね。しかし、心が育つのに何が重要かというと、

良い情報という姿かたちのないものなんですね。栄

養も情報もですね、その子どもの体全体の遺伝子基

盤の仕組みの力、すなわちプログラムを介して、体

を成長させ、脳も大きくし、心を発達させているん

ですね。この２つを同じようなレベルで考えていく

ことが重要と思うのです。優しさが重要、特に乳幼

児などの小さい子どもにとって重要だということ

は、色々な事例が沢山報告されていますけれども、

学問的に誰が見ても科学的によく証明されている研

究は中々ないんですね。残念ながら日本では特に少

ない。そこで少々古くなりますが、いくつかの古い

外国の研究を中心に紹介しましょう。

（１）ウィドーソンの報告

まず、ウィドーソン（E.M. Widdowson）が、1951年、

イギリスの医学雑誌「ランセット」に発表した論文

です。1951年というと第二次世界大戦が終わって間

もない頃です。ウィドーソンは、オックスフォード

大学の女性の栄養学者で、ドイツのイギリス占領地

域にある２つの孤児院の子ども達の体重を調べて、

大きな違いを見つけたんです（図１）。当時のこと

ですから、イギリスだって十分に食料はありません

でしたから、アメリカから飛行機で、食料や色んな

物資を運んで来るような状態だったと思います。

２つの孤児院、AとBとしますが、AもBも子ども

達は同じ量の食事を取っていました。しかし、Aの
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子どもの体重増加は、Bよりもはるかに良いという

ことを見つけたんですね。調べてみると、Aは優し

い、若い女性が子どもの世話をしていました。女性

の方の中にも、電車の中で、隣に赤ちゃんがいると、

すぐ「いい子、いい子」って手を振ったりするよう

な、明るい性格の優しい人でした。この孤児院は、

カトリックの施設なので、世話している女性は、全

員尼さん（nun-sister）なのです。

ところが、Bの方は、うるさいおばあちゃんで、

いつもガミガミ言うわけです。ですから、子ども達

は、上目使いに、そのおばあちゃんの顔色をうかが

いながら生活しているのです。したがって、同じ量

の食事をとっていても、体重増加が違ってしまった

のです。ところが、このうるさいおばあちゃんにも、

好きな子が８人いたというんです。その８人は、体

重増加が良くて、このAとBの子ども達の体重の真

ん中程だったのです。それは、子どもの中でも、ニ

コニコと愛嬌も良く、素直に言うこともよく聞くよ

うな、いわゆる「良い子」がいますね。そういう子

だったと思うんです。

そこで、Aのシスターが辞めることになり、ウィ

ドーソンはどうしたかというと、このうるさいおば

あちゃんに「あなたはBを辞めて、この好きな子８

人を連れて、Aの施設に移り、前からいた子ども達

と一緒に世話をしなさい」と指示したんですね。A

には、体重増加の良い子ども達が集まることになり、

一方うるさいシスターがいなくなったＢには、体重

増加の悪い子ばかりが残ることになったのです。し

かしBにはAにいたのと同じような優しい女性を見

つけて、その子ども達を世話させたのです。しかし、

食事の量は全然増やしませんでした。一方、このう

るさいおばあちゃんが移ったAの方は、うるさいお

ばあちゃんが来たからという理由で、食事の量を増

やしたんです。

ウィドーソンはオックスフォード大学の教授にな

るような女性ですから、頭がひらめいて、この実験

のデザインをしたのです。そうしたら、どういうこ

とが起こったかというと、食事の量を増やさなくて

も、優しいシスターが来たBの施設で世話されてい

る体重増加の悪かった子ども達は、どんどんと体重

が増加して、Aの子ども達の体重増加をこえたので

す。体重増加の良かったAの子ども達は、うるさい

おばあちゃんが来て世話したので、食事の量を増や

しているのにもかかわらず、体重増加がわずかです

がスローダウンして逆転されてしまったんです。そ

して、うるさいおばあちゃんの好きな子は余計に食

べるもんですから、体重増加がグンと良くなった。

これは、科学的に見ても、非常にきれいな実験的な

証明ですね。いかに、世話する人の優しい性格が、

子どもの成長、すなわち体重増加に影響するかとい

うことを、科学的に立派に証明した研究なのです。

（２）母性剥離症候群、心理的虐待の事例

心理的な虐待状態の子どもにも、優しさを考える

良い事例は沢山あります。特に、双子の場合は、優

しさの果たす役割を考えるのに良いデータを示しま

す。例えば、女の子と男の子の双子の場合、小さい

時は身長・体重に男女差はないものなんです。母親

は、男の子を可愛いと思えない。何故かと言うと、

旦那に似てるからなんですね。ところが、女の子の

方は、自分の味方だと思って可愛がる。そうすると、

同じ家庭で生活していても、体重増加や育つ姿に男

の子と女の子で差が出て来たというデータが沢山あ

るんですね。これは心理的虐待あるいはネグレクト

の事例ですから、ここにおいでの皆さん方も、ご覧

になったことがあると思うんですね。

では何故こういう風に育ちの違いが出てくるので

しょうか。図２は、神奈川母子保健センターの諏訪

図１
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博士が20年間もフォローアップした珍しい心理的虐

待の事例ですが、その中にその答えがあります。体

重の増加、身長の伸びが悪い時は、家にいて母親か

ら心理的虐待を受けていた時なんです。母親は、こ

の子をどうしても可愛いく思えないんです。身長・

体重の増加のよい時は、病院にいる時なんですね、

普通の子どもと全く逆なんです。それで、身長曲線

も体重曲線も階段状になっているのです。３歳から

４歳までは祖母に育てられ、身長・体重の増加もよ

かったのですが、４歳から６歳頃までの母親の元に

戻された時から、身長・体重の増加が悪く、身長は

１センチも伸びない、体重は低下したのです。

その時に成長ホルモンの分泌を調べたんです。成

長ホルモン分泌検査というのは、インシュリンを

ちょっと注射して、そうすると血液の中に成長ホル

モンが出てくるので、それを計って、どの位反応が

良いかを調べるんです。直後は全然山が出てこない、

注射をして120分間追いかけても、全然上昇しない。

やっと45日目になって、１時間後にピークになる成

長ホルモンの分泌パターンが現われ、３年後になっ

て、やっときれいなピークが出て、正常なパターン

にもどったことが明らかになったのです。成長ホル

モンを分泌する体のプログラムも、優しくされない

事によって狂わされてしまい、子どもの身長の伸び

も体重の増加も落ちることになるわけですね。した

がって、子どもにとって、優しくされるということ

は、感覚的にうれしくなる以上に、子どもの成長・

発達にとっては、必要なのです。

この子どもは、学齢に達した時、医学的配慮で養

護施設に入ることになったのです。もう母親の元に

帰さない方がよいと判断されたんです。施設では、

先生方の優しいケアを受けることが出来るので、身

長も体重の伸びも良くなり、どんどんと正常な子ど

もの身長曲線、体重曲線になったのですね。更に、

母親の元にいて、体重は低下し、身長は１センチも

伸びない状態の終わり頃に測ったＩＱは50だったも

のが、施設に入ると、先生方の優しさでＩＱは93、

103、108とぐんぐん上がったんです。学びに関係す

る知性の心のプログラムも、優しさで良く働くよう

になったと言えるのです。この事例も、子どもの成

長・発達に優しさが重要であることを示してい

ます。

Ⅳ．何故人間は優しい心を持ったか

　　　　　　　　　　　　  ― 脳の進化と心の進化

それでは何故、人類は優しい心を持ったかを考え

てみたいと思うんです。脊椎動物の進化は、５億年

前ぐらいの魚の祖先から始まって、数億年前の両生

類、爬虫類、１億年前の鳥類の祖先、そして7000万

年程前の哺乳類の祖先へと進化して、そして2、

3000万年前には霊長類に、その中の特殊な猿が人間

に進化したと考えられるのです。この脊椎動物に

なった時に、神経組織を脊椎のてっぺん、あるいは

前の方に集めて脳が出来たと考えられています。し

たがって、魚の祖先の脳がわれわれの脳の原型で、

哺乳動物の祖先になって段々と脳が大きくなり、霊

長類の脳、そして人間の脳に進化したと言えるの

です。

魚や爬虫類の祖先の脳は、呼吸や循環などの生命

の維持に必要な体のプログラムと、運動や行動のた

めの体のプログラムしか持っていなかったと考えら

れるのですね。例えば、エイのような古いタイプの

魚を考えてみますと、海の中で大きな口を開けて、

体をゆっくり動かし、小さな魚を捕って生きてます

ね。ですから生きていくためだけの生理的活動の体

のプログラムと、食べるためなどに必要な運動の体

のプログラムだけの脳を持っていたと言えるので

図２
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す。これは、「生存・運動脳」と言ったらいいと思

うんです。脊椎動物になって一番最初にそういう脳

をもったのです（表１）。

表１

そして、原始的な哺乳動物の祖先になりますと、

本能・情動の心のプログラムをもった脳に進化する

んですね。例えば、カンガルーっていうのは、哺乳

動物の中では、原始的な哺乳動物の生き残りと考え

られているわけで、本能・情動の心のプログラムを

持つ大脳辺縁系が「生存・運動脳」をカバーして出

来たような脳なのです。そうなりますと、仲間を増

やすために子孫をつくる性欲だとか、体を造り、そ

の働きを維持するための食欲だとか、そんな本能の

心のプログラムが、体のプログラムの働きをよくし

て生き残ったのです。更には攻撃だとか、優しさで

すね、そういった情動の心のプログラムが、自らを

守り生きていくために攻撃する、また仲間とチーム

を作る、そういった情動の心のプログラムを使って、

この「生存・運動脳」の体のプログラムの働きを強

化して生き残ってきたと言えるわけです。当然のこ

とながら、「優しさ」に代表される情動は仲間を作

るのに、「怒り」、「恐れ」に代表される情動は攻撃

するのに必要だったことは、皆さんも理解されます

ね。ですからこういうような脳は、強く逞しく生き

るための「本能・情動脳」と言っても良いと思うん

です。

そして、犬や馬のような高等哺乳動物の祖先に

なって、初めて、知性、理性の心のプログラムを持っ

た脳、つまり大脳新皮質が本能・情動脳をカバーし

て出来た脳になり、それまでに進化してきた心と体

のプログラムを、知性・理性の心のプログラムで手

際良く働かせて、動物仲間との関係ばかりでなく、

自然との関係も考えて、うまく良く生きるための脳

に進化したのが、高等哺乳動物の祖先の「知性・理

性脳」なのです。この知性・理性脳が、前頭葉中心

に更に進化して、文化・文明も作る人間の脳が出来

たと言えると思うのです。

人間の進化をまとめて見ますと、1400万年前ぐら

い前に、この地球上に現われた特別な原始的霊長類

のラマピテスから始まって、500万～700万年前頃に、

チンパンジーの祖先と分かれて、350万年前に直立

猿人だとか、80万年から100万年前に原人、そして

10万年前に旧人ネアンデルタール人、４万年前に新

人のクロマニヨン人と進化してきたわけです。知

性・理性脳を上手く働かせることによって、石器を

使うとか、言葉をしゃべるとかして、段々と脳が大

きくなりながら進化したのです。北京原人、あるい

はジャワ原人などの原人になりますと、火や石器を

使い、原始的な言葉をしゃべるようになったのです。

さらに、ネアンデルタール人になりますと、情感

豊かで、死者を弔い、花を手向け、長老、勇者を敬

いというように、心が豊かになるとともに、前頭葉

も発達してきたのです。しかし、ネアンデルタール

人は、後から進化してきたクロマニヨン人に滅ぼさ

れたと考えられています。クロマニヨン人は、ネア

ンデルタール人より進化していて、言葉を使い、狩

猟・採集の方法も豊かになり、洞窟絵画や歌や音楽

や舞踏など芸術活動、さらには宗教活動も行ってい

たと考えられていて、われわれ現代人に進化したと

いうことになっています。

換言すれば、森林に住んでいた猿の中で、小型で

牙など自らを守る手段をもっていない特別な猿が、

サバンナに出て直立歩行を始めて、人間への進化の

道をとってきたと言えるのです。そこでは、食べる

ためには、チームを組んで、動物を捕らなければな

らず、そのために、戦うという心のプログラムばか

りでなく、優しさで代表される情動の心のプログラ

ムも進化させ、仲間と手を握って、チームを作って
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生き残ったと言えるのです。それが更に発達して家

庭を作り、社会を作りというように、進化してきた

と考られるのです。文化・文明の流れの中では、生

存のために、他の動物ばかりでなく、他の部族、他

の国の人々と闘う必要もあり、怒りとか攻撃の心の

プログラムも必要であったと言えます。

ですから優しさというものを、単なる気持ちの問

題ではなくて、その裏にある進化の歴史まで考える

進化心理学の考え方で見ることが重要であると思う

のです。何故我々は今、犯罪とか行動のいろいろな

問題に当面しているのか、を考える時、１つはです

ね、あまりにも豊かになりすぎて、優しさ、さらに

は助け合いの心を使わないでも、生きていけるよう

になったため、優しさが失われ、先進社会は荒れて

きているんじゃないかという風にも思えますが、少

し考え過ぎかもしれません。

図３

現在の私達の脳は、上述のようにはじめに進化し

た生存運動脳を、古い皮質、すなわち本能と情動の

心のプログラムを持つ皮質でカバーし、それをさら

に新しい皮質、知性と理性の心のプログラムを持つ

皮質でカバーして出来たと言えます。したがって、

３つの脳の組み合わせ、三層構造体、あるいは融合

体として、我々の脳が働いているのです。それは、

体を動かしたり、心臓を働かしたりするような、運

動や生理機能のための体のプログラムの脳が最初に

現われ、その体のプログラムを上手く良く使うため

に、色々な心のプログラムを進化させてきたとも言

えるのです。そして、家庭や社会も、文化や文明も、

体のプログラムを心のプログラムでうまくよく使っ

て、生き残ってきた生存のための生命の流れの延長

線上に出来たと考えられると思うんです。

Ⅴ．子どもは生物的存在として生まれ、

　　　　　　　　社会的存在として育てられ、育つ

それでは、育てられる子どもの方を考えてみたい

と思います。子どもは生物的存在として生まれて、

社会的存在として育てられ、育つものなのです。こ

の２つの側面は、お互いに影響しあっているわけで

す。その２つの側面を分けて考えると、当面する虐

待の問題も、論理的に分析も出来ると思うんです。

生物的存在としての子どもというのは、遺伝子で育

つプログラム、すなわち、いろいろな心と体のプロ

グラムを持って生まれると言えます。遺伝子でとい

う事は、進化の歴史で獲得して来た心と体のプログ

ラムをもち、それによって育つことなのです。それ

は、あなた方でも「考えてみればそう見える」と納

得して下さると思うんです。特に、胎児とか新生児

の行動だとかを見ますと。

図４

妊娠11週の胎児でも、ちゃんと手を動かし、足を

動かしている、そしてドキドキと心臓も拍動させて

いることを、我々は見ることが出来るのです（図４）。

体のプログラムの働きは、生命の「かたち」を作り

維持するものとして働いているということは、皆さ
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ん方もお分かりになると思うんですね。では、心の

プログラムはどうなのか、次に考えてみましょう。

これは、12週の胎児をおなかに持ち、テレビを観な

がら音楽を聞いているお母さんの研究で、その答は

明らかになったのです。その音楽が変わると、それ

を聞いているお母さんはもちろん、音楽が変わりま

すから、心臓の打ち方が変わるんですけれども、胎

児の心臓の打ち方も変わるんですね。それは、胎児

でもすでに音楽を感じる心のプログラムの基本的な

ものは出来上がっていることを示しているのです。

ですから、そういう発想で、私は子どもの育つ姿を

捉えないといけないと思っているわけです。

図５

ある産婦人科の先生が、「小林先生、この胎児は

お腹の中で笑ってるんですよ」（図５）と一枚の超

音波画像写真を下さった。初めは「そんなことある

かなぁ」と思ったのです。しかし、考えてみると、

生まれたばかりの赤ちゃんでも、産湯につかってる

時にニンマリするじゃないですか。勿論それは、本

当の笑いではないと、小児科の先生は誰でも言いま

す。私も、そう思います。しかし、笑いの基本的プ

ログラムであることだけは否定出来ないと考えまし

た。お母さんにあやされて笑う時に使う心のプログ

ラムを、胎児も使って、笑いを作る感情の心のプロ

グラムが働くとニンマリするのだと言えると思うの

です。胎児の場合は、おそらくお母さんが美味しい

ものを食べて、栄養分濃厚な血液が胎盤を通っても、

微笑みの顔を作るかもしれません。

子宮に出っ張りが出て来ることがあります。子宮

の筋肉の緊張、弛緩や収縮のバランスで、子宮に出っ

張りが出て来たり、へこんだりするらしいんですね。

そこに、胎児の頭が引っかかることがあるのです。

そうすると胎児は、外そうとして、手を突っ張り、

足を突っ張りします。そして、どう外したかと言う

と、今座ってる皆さん方の方に、顔をぐるっと回し

て、外したと言うんですね（図６）。これを見ますと、

私は、基本的なものではありますが、胎児でも考え

る心のプログラムを持っていると考えた方が良いと

思います。手を突っ張り、足を突っ張ったりした力

の情報を脳の中で集めて分析して、首をまわすとい

う行動を選んで行って外したと言えると思うんです

ね。そうすると、考えるプログラムだって、胎児は

持っているということになります。勿論、私達が数

学の問題を考える時には、色々な知性やなにかの心

のプログラムと結び合せていると考えられます。私

達大人が持っているような、複雑なことを考えるプ

ログラムだとかは、生後の生活の中で、いろいろな

心のプログラムを組み合わされたものと言えるので

はないでしょうか。

胎児が指を吸うことも、超音波画像で調べるとよ

く見られます。吸うという行動の基本的な体のプロ

グラムは、胎児もちゃんと持っていて、そういう行

動をとるということを教えているわけです。勿論、

生まれてからすぐに母乳を飲むとか、水を飲むとか

に関係しますが、大きくなってから指を吸うという

と、なかなか解釈が難しいこともあります。例えば、

図６
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子どもは、おっかないテレビを見ながら、指を吸っ

たりしますからね。しかし、少なくとも、吸啜をす

るという、指を吸うという行動の基本的な体のプロ

グラムは、胎児も持っていて、それを生まれてから、

いろいろなプログラムと結び付いて、おっぱいを飲

む、あるいは遊ぶとかに、いろいろと使っているん

だと考えればいいと思うのです。

赤ちゃんは生まれた時に、おぎゃーと泣きますね。

あれは、びっくりして、驚いて泣いているんです。

だからこそ、助産師さんが、その産声あげている赤

ちゃんを優しく抱いて、「いいこ、いいこ」と言っ

たり、あるいはお母さんに抱っこさせて、優しく肩

を叩いたりすると、泣き止む。これもやっぱり、そ

ういう悲しさ、恐ろしさ、驚きを感ずる心のプログ

ラムがあるからなんですね。

その次が非常に重要なことだと思うのです。産ぶ

声がおさまると、赤ちゃんは周囲をジーっと見回し

始めます（図７）。何か変わった物が無いかと探し

てるんです。これは、「好奇心のプログラム」を持っ

て生まれることを示していると思うのです。生まれ

ながらにして、そのプログラムをもっているからこ

そ、育てる中で子どもはいろいろな物事を学んでい

くことが出来るのです。

あなた方が心理学を勉強した時に、教科書にも出

てたと思いますが、Fantz先生の1961年の有名な論

文があります。同じ大きさの、赤丸、黄色丸、白丸、

新聞紙の丸、同心円の丸、顔を書いた丸を、生後５

日以内の新生児と２ヶ月～６ヶ月の乳児の赤ちゃん

に見せて、注視時間を調べた実験報告ですね（図８）。

赤丸、黄色丸、白丸ではほとんど差はない、しかし、

新聞紙の丸、同心円の丸になって増え、人間の顔に

なるとさらに注視時間は増える。しかも、その傾向

は、２～６ヶ月の赤ちゃんの方が強いのです。この

時、Fantzは、情報量が増えれば増えるほど、子ど

もの注視時間が延びると考えたのです。ですから、

子どもはインフォーメーション（情報）を求める力

を持って生まれて来る、インフォーメーションシー

カーだと言えるのです。

図９

吸啜のプログラムが無ければ、赤ちゃんは母乳を

飲めず、生きてはいけませんね。ですから、前に申

し上げたように、あるのは当然なんです。しかし、

生後４、５ヶ月の赤ちゃんが、お母さんのおっぱい
図８

図７
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を飲んでいる時に、お母さんの目をじーっと見つめ

て、吸うのを止めることがあります。おそらく、母

乳で子育てなさった方は、体験されたと思います。

そうすると、お母さんは、軽くゆすりながら、「○

○ちゃん、もっとお飲み」、「ママのおっぱいおいし

いでしょ」と語りかけるわけですね。したがって、

吸うというプログラムは、栄養をとるという、生命

にとって必須のプログラムであると同時に、ある年

齢になれば、コミュニケーションのプログラムにも

使われると考えられるのです。

お母さんが、我が子をあやしている時のやり取り

は、お互いにコミュニケーションをしているんです

ね。もちろん赤ちゃんには言語がありませんけれど

も、お母さんの語りかけのリズムやピッチなど、さ

らには表情によって、感性の情報を読み取って、母

子間で信号行動と反応行動のやりとりをしているの

です。これを「母子相互作用」と申しますが、情報

のやりとりによってコミュニケーションをしている

と言えるわけです。その結果、赤ちゃんの母親への

愛着、母親のわが子への愛情というものが出来上が

り、「心の絆」が形成されると言えます。

こういう風に、人間として生きていくのに必要な

心と体のプログラムの基本的なものは、全てもって

子どもは生まれるのです。その生まれた子どもを、

優しく子育てすることによって、そのプログラムを

働かせながら育てていけば、それがうまく組み合わ

されて、大人が持っているような複雑なプログラム

が出来て、どんな事態にも対応できるようになるの

です。言語をしゃべるようになるというのはその代

表でしょう。ですから、生まれながらにして育つ心

と体の基本的なプログラムをもっていることが、生

物的存在としての子どもということになるわけ

です。

社会的存在としての子どもは、育てられる存在で

あり、育つプログラムを働かせるものは情報ですか

ら、心と体のプログラムは、情報によって働かせら

れながら、組み合わされると言えます。それを生物

学的に考えれば、エコロジーで説明出来ると思うん

ですね。生活環境の情報、すなわち家庭や社会の情

報が、子どもの心と体のプログラムを働かせながら

組み合わせて育てているのです。

ここで１つ指摘しておきたい事は、体験しないモ

ノは育たないということですね。これは、なかなか

人間では実験出来ないのですが、あなた方の立場の

ように、優しさを体験しない虐待された子どもを見

ていれば、どうしてあんな行動をとるんだろうとい

う事は、理解出来ると思うのですね。しかし、動物

実験では非常にきれいに証明されているのです。例

えば、健康な猫で普通に育てられれば、視覚情報を

処理する部分の脳の構造は、当然のことながら正常

に発達します。ところが、生後ある期間に渡って、

まぶたを縫い合せて、目に光が入らないようにする

と、その構造が乱れるんですね。これは、ハーバー

ド大学の先生方がノーベル賞を貰った研究です。物

を見ないというような環境で子猫を育てると、脳の

見る所の構造が乱れてしまうというデータはちゃん

とあるのですね。

図10

ネズミのヒゲも同じですね。脳の中には、ヒゲ１

本１本から来る情報を処理して感じる、バーレル

（樽）と呼ばれる神経細胞の固まりがあるんですね。

生まれたばかりのネズミの、１列並びのヒゲを切っ

て、ヒゲで触った情報が入るのをカットしてしまう

と、それに対応するバーレルが育たない。全部のヒ

ゲを剃って育てると、バーレルが全く育たないとい

うデータもあるんですね。

この２つの実験は、猫とネズミで、人間からだい

ぶ離れてはおりますけれども、「使わないプログラ



■ 特別講演（公開講座）より ■

23

ムは育たない」ということを、きれいに証明してい

るのですね。ですから、私達は、生物学的存在とし

て、生まれながらにして持っている心と体のプログ

ラムを上手く働かせてあげなければなりません。そ

れには優しさというものが、プログラムの働きを活

発にするのに非常に重要になるのです。

Ⅵ．育てるという人間のいとなみ

　　　　　　　　  ― 育児・保育・教育を捉え直す

「育つ」ということの整理から始めたいと思いま

す。「育つ」には、体の成長growthと、心の発達

developmentの二つがあることは前に申し上げまし

た。その他に、「発育」という言葉もありますが、

英語では、“growth and development”ですから「成

長と発達」を合わせた考えであると言えます。最近、

「成育」と言う言葉も使われます。それは、医学の

中には「成育限界」という言葉があるんですね。未

熟児医療で、ある体重以下の子どもは、いくら努力

しても育たない、その成育限界の成育をとっていま

す。ということは、「育つ」ということと、「育てる」

ということが組み合わされている概念が「成育」と

考えれば良いと思います。それが「成育医療セン

ター」という名称にも使われるわけです。

子どもを育てる技術は、育児と保育と教育である

ことは明らかです。「育児」はもちろん、お母さん

やお父さんの“parenting”「親になること」に訳せ

ばよいと思いますが、育てるいとなみであることは

当然です。「保育」は“child-care”で、保育士さん

という専門家が保育園という施設で育てることです

ね。それから、「教育」は教師・教員による、学校・

幼稚園という施設での教えるいとなみで、英語では

“education”です。この三つは、みんな日本語で書

くと「育」、育てるという字が入っているんですね。

ですから私は、育児も保育も教育も、お互いに関係

していることは明らかで、人間の育てるいとなみの

中の１つのタイプと考えれば良いと思います。

体が育つと言うのは、成長growthであり、細胞、

組織、臓器を組み合わせて大きくなることですが、

心が育つ、あるいは機能が育つというのは、発達

developmentで、今まで申し上げたように、遺伝子

で決まる、基本的な心と体のプログラムを組み合わ

せると考えれば良い。プログラムとは何かというと、

神経細胞システムを働かせるものと考えるわけで

す。生まれながらにもっている、いろいろなプログ

ラムを組み合わせて、いかなる事態でも対応出来る

ような、複雑な神経細胞システムとしての脳と、そ

れを働かせる複雑なプログラムを作るということ

が、心が育つと考えれば良いと思います。

ですから、働かせながら組み合わせていくことが、

非常に重要であって、働かせるためには何が必要か

というと、優しさで代表されるような感性情報、平

たく言えば心が重要になると考えられるのです。育

てるというのは、前に申し上げましたように、「育

児」、「保育」、「教育」に整理出来ます。特に、幼稚

園や保育園の教育というのは、小さい子どもを育て

るEarly Education としてまとめられますね。今、

子どもを育てるのに「保育」も「教育」もないと、

保育と幼稚園教育を一緒にすることが、社会的な論

議になっているわけです。育児は親がすることです

けれども、教育も含まれ、極言すれば、大人になる

までずっと続くということになるかと思います。ま

た、育児は、家庭で行うから「家庭技術」というこ

とになると思いますが、保育と教育は、「社会技術」

になるわけで、社会の特別な施設で営まれる方法に

位置づけられると言えます。

家庭技術だとか、社会技術という言葉は、文科省

の研究の中にも出てくる言葉ですが、育てる人間の

多様ないとなみを、このように整理されることは注

目に値します。保育と幼稚園の教育がそれぞれ別な

のは、良いか、悪いかというのは大きな論議になっ

て、今一緒にしようとしているけれども、なかなか

上手くいかない。1984年（昭和59年）に出来た臨時

教育審議会に、私も委員として参加しましたが、そ

こでも幼稚園と保育園を一緒にするということは

ディスカッションされたんですね。しかし、時期尚

早ということで、一応このままやっていこうという

ことになったんですが、その後もなかなか一緒に出

来ないのです。それこそ、欧米先進国政府の多くが

やっているように、「子ども省」だとか、「子ども家
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庭省」とか、最近は韓国でも「子ども家庭省」が出

来たように、日本も「子ども家庭省」として、文科

省、厚労省の関係部門の行政を一緒にしなければ、

なかなか一元化出来ないと思います。

心を育てるプロセスの始まりを考えてみますと、

次のように整理出来ると思うんです。生まれて間も

なくは、「母子相互作用」によって、母親は我が子

を可愛いと思うようになり、子どもはお母さんに対

する愛着ができる。そういう「母と子の心の絆」が

基盤になって、その上で、お父さんと子ども、さら

には、お兄さん、お姉さんと兄弟姉妹の子ども同士、

さらには、隣の叔母さんというように、それぞれの

心の絆を基盤にして、人間関係は拡大していくと考

えられます。その重要なステップは何かというと、

まず母子相互作用で「基本的信頼」“Basic Trust”

を作り上げることです。人生は平和である、人は信

じられる存在である、ということを学び、信じられ

るようになることですね。

いろいろなことを学ぶプロセスには、幼児期に入

ると、言語の発達だとか、二足歩行で目的地に自分

でいけるようになるという運動機能の発達だとか

が、複雑に絡み合って、心は発達していくと言える

と思うのです。基本的信頼につづいて、人のやって

いることを見て、あの人はどういうことを考えてい

るんだと、人の振りを見て、人の心を読み取る力、

そういう「心の理論」“Theory of Mind”というよ

うな力を、４、５歳になって持つようになるのです

ね。こういう基本的な流れの中で、人間は大人になっ

て、普通の人であれば、普通に人間関係を保ち、仕

事を共にし、家庭生活、社会生活と共同生活をして

いけるようになると考えられるのです。この中で、

上述の言葉の発達と、それから二足歩行が出来るよ

うになる時期というのは、１歳ぐらいから後になる

とは思いますが、重要な時期だと思うんですね。

何故ならば、言葉というのは、いろいろなやり取

りで、情報を記号化して論理的に理解するようにな

るからです。勿論、言葉のリズムやピッチのような

感性的な力も重要です。それは、お母さんは自分に

何を言おうとしているのか、赤ちゃんでも充分理解

出来ることからも明らかです。しかし、論理的にと

いう事は、１＋１＝２であるといった数学の理論の

ようなもので、言葉があるからこそ、それが理解出

来ると私は思うんですね。そういう意味で、言葉は

非常に重要だと思う。それから、トコトコ歩いてい

けるようになるということは、自分の行きたい所に

行く、さらには、二足で歩くことによって視点が高

くなることも含めて、情報の質が変わっていく。そ

の質が変わっていく情報を、自らの意志で取り込む

ことが、心を育てるのに重要な役を果たしていくん

じゃないかと考えているわけです。心の発達にとっ

て、情報は極めて貴重ですから。

「基本的信頼」、「心の理論」と、心が育つ過程を

人間関係から整理してみましょう。生まれる前には、

お母さんと子どもは胎盤でつながっていますね。お

産で生まれたと同時に、それぞれ別々になりますけ

れども、上述のように、それにつづく母子相互作用

によって出来上がる母性愛、あるいは、さらには父

子相互作用によって出来上がる父性愛によって、子

どもの愛着と一緒になって、まず親と子の心の絆が、

新生児期から乳幼児期にわたって出来上がり、再統

合されると考えれば良いと思うんですね。

そして親子関係が出来上がると、今度は、親子以

外の、兄弟姉妹との人間関係、さらに近隣の人々と

の人間関係の心の絆は、幼児期になって自分の家の

中の遊び、そして隣の家に遊びに行けるようになる

と、出来てくるだろうし、幼稚園、保育園に入れば、

そこでの子ども同士や保育士や教師との人間関係も

出来るでしょうし、学童期になりますと、学校とい

う集団生活の中で、色々な人との人間関係を体験す

ることによって、心の絆が増えていきます。ですか

ら、愛着と、母性愛、父性愛で育まれた心の絆、さ

らには人間関係が、基本的信頼、さらには心の理論

に発達させながら、分離、独立して、個人化、社会

化して、保育園、幼稚園、学校の生活も加わって、

思春期を経て、大人になって、社会人として育って

いく過程を経ていくわけです。

しかし、そのいずれの時期も、この人と人との関

係が、母子、父子、きょうだいと、そして他人と自

分との関係で広がっていくのです。人間同士の間を

結びつける、心というものは何かと考えてみますと、
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基本的には、“sensitivity”、「心を読み取る力」、さ

らには「心の理論」といっても良いと思いますけど

も、相手の表情だとか、声だとか、あるいは、行動

から、相手の心を読み取る力があって、それを元に、

言葉ばかりでなく表情や視線、行動を返してお互い

に「相互作用」“interaction”して、ふれあうこと

によって人間関係が出来上がっていくという風に、

整理出来ると思います。

母子相互作用というのは、人間関係の原型を作る

基本的な仕組みですけどれも、それは父親や兄弟・

姉妹との間、そして保育園や幼稚園の先生、さらに

は学校の先生との間にとっても、同じ仕組みが基本

的には働いていると理解すべきであると思います。

ですから、我々は、社会の中で、どういう風にこの

人間関係を上手く育てていくかを考えなければなり

ません。親と子といっても、それぞれ異なった親の

性格や心理状態、成育歴、家庭状況、職場の状態と

か色々なモノやコトが絡み合うし、シングルマザー

の場合もあるしと。それぞれの子どもの方にも心理

状態、身体状態、あるいは発育過程、色々な違いが

あります。したがって、親子の相互作用が上手くい

くように、社会に子育てのサポーティング・システ

ムをどう構築していくかということが重要になると

思うんですね。

それには、社会全体の雰囲気も重要で、それは倫

理的な情報と、感性的な情報と２つあると思います。

優しい町づくりというようなことは、感性情報豊か

な町作りと言えると思います。実は、子守唄協会に

もちょっと関係しているのですが、子守唄協会の運

動は、町を優しくする役割を果たすと思います。子

守唄が流れる町を作れとよく言うんですけども、子

守唄が少しでも流れている町になれば、町全体を優

しくするのに意味があると思うのです。また、倫理・

道徳みたいな論理的な情報も非常に重要だと思うん

です。何か、こういう物が軽視されている現代社会

では、犯罪などのいろんな問題が起こっても当然

じゃないかという気もするんですね。

どんなに良いサポーティング・システムを作って

も、社会全体の中のこういう情報基盤が充実してい

かないと、子育ては上手くいかないんじゃないかな

と思います。虐待問題も確かに、親達の問題もあり

ますが、社会全体の情報環境が良くなれば、少しで

も減らすことが出来る、少なくとも増加させないこと

は必ず出来ると思っているんです。話はそんなに単

純じゃないかもしれません。何故かと言うと、虐待

は先進国共通の悩みのようにも見えるからですね。

私がアメリカに行って来たのは昭和29年ですか

ら、あなた方のお父さん、お母さんだって生まれて

いなかったかもしれないという時代に、アメリカで

インターンをしたんです。その時、虐待の事例をみ

たのが、最初でした。戦争に勝って、最も豊かなア

メリカですね。日本では食べ物も何も充分に無い時

代だったんですけど、向こうに行ったら、医者だっ

たから、余計恵まれていたのかもしれませんが、夜

食の時、食堂には鶏のから揚げが山積みで、それを

パクパク食べるような生活だったんです。どうして

そんな豊かな国で、母親がわが子を虐待する、なぜ

キリスト教の国なのにと、その時いろいろと感じた

ものでした。アメリカでは、最近になって、虐待は

少し横ばいになったようですが、日本は朝鮮戦争を

経て、少し豊かになったと感じた60年代から、児童

相談所ではもっと前からあったと思いますけれど

も、医療の現場にも虐待問題が表れてきたんです。

ですから、何か本質的には豊かさの中に、そうした

人間の心を蝕んでしまう何かがあって問題が起こる

ように見えるのです。

Ⅶ．マタレッセンス、パタレッセンスにも必要な学習

「育つ」ということを、成長と発達の２つに分け

て整理しましたけれども、それは論理的に考えてい

くために良いということであって、同じように「育つ」

というプロセスと「育てる」というプロセスも、お

互いに影響し合っているんだと申し上げたい。父親

であろうと母親であろうと、幼稚園の先生であろう

と、保育士さんであろうと、そういう人達の子ども

を育てる営みというものは、子どもの育つ営みと、

お互いに相互作用しているのです。つまり子どもが

持っている心のプログラム、体のプログラムを上手

く働かせるということがまず重要だと考えており
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ます。

さらに現在の子育て問題を見ていると、子ども達

に赤ちゃんを触らせるとか、お母さんが赤ちゃんを

世話しているところを、子ども達に見せるとかして、

子育てを学ばせることも、重要ではないかと思うよ

うになりました。私が子どもの時には、男の子でも

赤ちゃんをおんぶして遊んでいる子もいたし、勿論

女の子では、沢山いた。そういう姿を、今の日本で

は見る事が少なくなった。子どもの数が減った事が

ひとつありますけども、先進化とともに消えてし

まった、隠れてしまったといったら良いと思うん

です。

イギリスのチンパンジー学者Jane Goodallさんも、

このセンターで何年か前に講演して頂いたことがあ

るんですね。その時「チンパンジーでも子どもの虐

待はありますか？」と伺ったんですね。そしたら、

彼女はしばらく考えて、「あります」とおっしゃっ

たんですね。「ありますけれども、姉妹で一番下の

場合だった」って言われたんですよ。つまりメスの

末っ子のチンパンジーが虐待するということは、上

のチンパンジーのように子育てを見る機会がないん

ですね。だから、赤ちゃんとは、どういうものかと

いうのが分かっていない。赤ちゃんを見たことがな

い、末っ子のメスのチンパンジーは、赤ちゃんが生

まれると、赤ちゃんだという実感がない。なにか変

なものが出て来たと撹乱してしまって、パッと投げ

出しちゃったりするんですね。けれども、そんな末っ

子のメスのチンパンジーも、妊娠を重ねていくうち

に良いお母さんになると言うんですよ。明らかにこ

れは、「学習」が子育てにも重要なんだってことを

教えていると思うんですね。

ですから私は、マタレッセンスかパタレッセンス

に、母親になる父親になるのに必要なことは何かと

言うと、そういう子育て体験や、子育てに必要な知

識の学習も重要だと思うのです。考えているうちに、

幼児期から始まって、学童、思春期と、あらゆる機

会を捉えて、子育て体験をやっていく必要があるん

じゃないかと思うようになったのです。私が東大に

いる時に、看護学校の校長もやらされたものですか

ら、その時の教え子がですね、卒業後「先生一回講

演に来て」と招かれて山形に行きました。1970年代

のことですが、そこでは、子ども達が子育ての体験

学習をやってたんですね。そしたら、中学生の子ど

も達が、男の子もね、赤ちゃんを抱かせたら「めん

こい、めんこい」と言って喜ぶというんですね。「先

生、学習って凄く重要ですよ」と言っていました。

ですから、そういう意味で、学習も重要なんだとい

う事を、最近特に考えるようになった次第です。

Ⅷ．まとめ ― チャイルドケアリング・デザイン

最後に一言申し上げたいのは、今の社会には色々

な子ども問題がありますね。１番は、少子化問題だ

と思うし、育児の問題もあるし、教育問題もあるし、

さらには子どもの行動の問題もあるしと、いろんな

問題があります。その子どもに関する問題の解決に

は、子どものことをよく考えて、関係するいろんな

モノやコトをデザインしなければいけないと思うの

です。それを、私は“Child-Caring Design”「チャ

イルドケアリング・デザイン」と呼んでいます。

“Child Care” というと「保育」になりますけれども、

この“Caring”と言うのは、子どものことを「考え

る」とか「心配する」という意味ですね。ですから、

チャイルドケアリング・デザインと言うのは、子ど

ものことを考え心配してデザインをするという意

味。そういう考え方で、社会の全てを捉え直さなけ

ればいけないんじゃないかと感じているところで

す。

何故かと言うと、我々が現在行っているモノやコ

トはですね、殆んどが前からのつながりで出来上

がっているわけです。ですから、少子化問題でも、

政府が一生懸命やっても、なかなか解決出来ない。

それは、発想の転換をして、新しい視点で全てのモ

ノやコトをチャイルドケアリング・デザインから始

めなければならないと思うのです。では誰がチャイ

ルドケアリング・デザインしたら良いか。少子化問

題でも、まさに子どもに関係深い女性がやった方が

よろしい。役人に優秀な女性を沢山入れて、本当に

子どものことを考えてもらって、「こういう風にし

たら良い」というような、デザインをして出して頂
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きたいと思っているんですね。

ここで、「日本子ども学会」のこともちょっとPRさ

せて頂きたいと思います。この学会は、どんな専門

家でも、子どもに関心のある人は一緒に勉強しましょ

う、という学際的な学会なんです。子ども学会とい

う言葉には、ある特定の学問の臭いがない、どんな

立場の人でも、皆さん平等に発言出来るのです。日

本子ども学会では、そのチャイルドケアリング・デ

ザインを１つ大きなテーマにして、子ども達のため

に、社会の全てのモノやコトを捉え直そうと話し合っ

ています。そして21世紀、もう10年経ってしまいま

したけれども、子ども達の世紀にすべく、より良い

社会を作っていこうと考えているわけであります。

このお話をまとめとして、私の講義を終わらせて

頂くことに致します。ご清聴ありがとうございま

した。
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＊　平成22年度 テーマ別研修「DVと子ども虐待」での講演をまとめたものです。

「ＤＶ被害者へのフェミニスト・アプローチ
およびコミュニティ・アプローチ」

高　畠　克　子

（東京女子大学現代教養学部）

Ⅰ　はじめに

ただ今ご紹介頂きました、東京女子大学の高畠で

ございます。今日はDVの被害者支援について、フェ

ミニスト・アプローチとコミュニティ・アプローチ

を合わせて、皆さんにお話ししたいと思います。

まず、皆さんのお手元にあります、「シェルター・

コミュニティの支援機能」という図を見て頂きたい

と思います（図１を参照）。この図を少し説明いた

しますと、まず「シェルター・コミュニティ」とい

う言葉ですが、ここではドメスティック・バイオレ

ンス（家庭内暴力、以下ＤＶと略記）を受けてきた

被害者が、ＤＶから逃れて避難するところをシェル

ターと名付けています。そのシェルターを拠点にし

て、支援する機関や専門家や仲間のいる広い領域を

コミュニティと言います。そして、丸の内に書かれ

ている三つプラス一つの支援機能は、主にシェル

ター内で行われる機能になりますし、丸の外に書か

れている五つプラス一つの機能は、主にシェルター

外のコミュニティで行われるものになります。ここ

で、シェルターの内と外と表現しましたが、実際に

シェルターという建物の中で行う活動は、厳密に言

うと緊急に安全な場を提供する機能だけでして、そ

のほかの三つの機能は、シェルター内と少し離れた

ところにある東京フェミニストセラピィ・センター

（ＦＴＣと略記）で行うものですが、シェルター内

の活動としました。

今日お話しすることは、図１に書かれている「Ｄ

Ｖ被害者への支援機能」についてですが、このこと

に全体の３/４ぐらいの時間を使ってお話しして、

あとの１/４ぐらいの時間は、皆さん方のようなケ

ア・テーカー（対人援助職）といわれる心理・保育・

福祉・看護などの職業に携わる人びとが、陥りがち

な「バーンアウト」（burn-out）についてお話しい

たします。まずは、皆さん各自に、「バーンアウト・

チェックリスト」で自己診断していただいた後で、

バーンアウトを予防する手立てをお話ししたいと思

います。

以上が、今日お話しすることの概略です。

Ⅱ　ＤＶ被害者とは

それでは始めたいと思いますが、まず今日の講演

会の表題「ＤＶ被害者へのフェミニスト・アプロー

チおよびコミュニティ・アプローチ」を見て頂きま

すと、ＤＶ被害者とあります。多くの方は当然、夫

から妻への暴力を指すと思われるのですが、昨今で

は必ずしもそうとは言えません。ＤＶ防止法すなわ図１　シェルター・コミュニティの支援機能
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ち「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律」（2001年）ができたころは、夫の暴力に

何年も晒されて結婚生活を余儀なくされてきた妻た

ちを想定していました。そして、以前からしばしば

起こっていた両親から子どもへの暴力（児童虐待）、

子どもから高齢の親への暴力（高齢者虐待）なども、

看過できない家族内暴力として認知されてきて、

2000年には「児童虐待防止法」、2006年には「高齢

者虐待防止法」の成立を見るに至っています。さら

に、ここで取り上げる両親間の暴力（ＤＶ）を見て

育った、DV目撃者としての子どもへの暴力につい

ても、深刻な児童虐待として認知されるようになり、

「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する

法律」（2004年）の中で、目撃も子どもにトラウマ

を与える暴力として盛り込まれました。また、当時

ＤＶと規定されていなかった暴力の形態、例えば、

妻から夫への暴力、あるいは婚姻関係にない異性間

の暴力（デート・バイオレンス, デートＤＶとも言

う）、同性間の暴力なども、深刻な問題として増大

してきました。このように、「夫から妻への暴力」

としてのＤＶの規定には入りにくい暴力を、アメリ

カなどの諸外国では、親密なパートナー間の暴力

（Intimate Partner Violence, IPV）と規定する方向

が昨今強くなっています。

そこで、ここで取り上げるＤＶ被害者とは、DV

被害女性とDV目撃者である被害児を対象として設

定して、皆様にお話ししたいと考えています。

Ⅲ　フェミニスト・アプローチ

　　　　　　およびコミュニティ・アプローチとは

次に表題にあるのは、フェミニスト・アプローチ

とコミュニティ・アプローチですので、それぞれに

ついて簡単にお話しいたします。

１　フェミニスト・アプローチ

まず、フェミニスト・アプローチですが、私の場

合はフェミニスト・セラピィを想定していますの

で、リンカーンのゲティスバーグの演説を文字って、

「女性の、女性による、女性のためのセラピー」

（Therapy of the women, by the women, for the 

women）を想定したアプローチを指します。フェ

ミニスト・セラピィという考え方は、1960～70年代

にアメリカで始まった第二派フェミニズム運動の中

から生まれたものです（高畠、2004「女性が癒やす

フェミニスト・セラピィ」）。そして、フェミニスト・

アプローチは、次の７つの基本的理念によって実践

されます。

①セラピストとクライエントは、「平場（ひらば）性」

に基づく関係であるという理念です。これが意味す

るところは、普通治療というとき、セラピストが上

から患者を治療したり、指導したり、教育したり、

従わせたりするなどの関係を指しますが、フェミニ

スト・アプローチでは、対等性・平等性・透明性が

尊重される関係で、これを「ひらば性」と言います。

②フェミニスト・セラピィは対人関係です。とても

シンプルな考え方ですが、セラピストとの対人関係

の中で、クライエントは自分の問題や弱点（脆弱性）

を語り、それをセラピストと共に見つめ直し、乗り

越えることができるという関係のことです。　　

③クライエントを社会的・文化的文脈で捉えること

です。クライエントを病理性を持った個人としてみ

るのではなく、社会的・歴史的・文化的・環境的に

創られた人間として捉えることです。

④女性のライフサイクルから人生を捉えなおすこと

です。今の問題状況が、女性の人生の中で重要な意

味を持ち、これからの人生を規定するポジティブな

出来事と考えることです。

⑤クライエントの自己主張や自己決定を尊重し、自

分自身を表現することによって、自分らしさを自覚

し、それを評価することです。

⑥クライエントをエンパワメントすることです。今

まで心理・社会的に抑圧された自分を解放し、自分

の力（パワー）を自覚すること、そして自分自身を

信じることです。

⑦クライエントをアドボケイトすることです。今ま

で抑圧されてきて、行使できなかった女性の本来

持っている権利を擁護することです。

それでは次に、このようなフェミニスト・アプ

ローチの７つの理念に沿って、ＤＶ被害者をどのよ
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うに支援するかについて、図１にあるように９つの

支援機能がシェルターを中心にして展開しているこ

とは、後ほど具体的にご説明いたします。ここでは、

７つの理念が９つの支援機能とどのように結びつい

ているかだけ、簡単にご説明いたします。

＃ホットライン機能は、被害者と最初に出会う

チャンスになりますので、とりわけ①の「ひらば性」

と②のシェルター・スタッフとの対人関係が重要な

理念になります。＃緊急に安全な場を提供する機能

も、同様に理念の①と②が大きく影響します。＃新

しい人生と人間関係を構築する機能は、理念①②に

加えて④の女性のライフサイクルから人生を捉えな

おすことが必要になります。＃当事者・支援者の相

互エンパワメント機能は、理念①②に加えて、③社

会的・文化的文脈でとらえることと⑤自己主張や自

己決定と⑥エンパワメントが必須の理念になりま

す。ここまでの機能が、主にシェルター内とFTCの

機能に当たり、次の５つの機能は、主にシェルター

外で展開するものです。＃アドボカシー機能は、理

念①②③⑥⑦です。＃関係者・関係機関とのコラボ

レーション機能も、①②③⑤⑥ですし、＃ＤＶ予防・

啓発機能は、③⑤⑥⑦が重要な理念として作用しま

す。＃医療・職業・住居を補償する機能は、ＤＶ被

害者のシェルター退所後の生活全般の支援をすると

いう点では、①から⑦までの理念をすべて網羅する

と考えてもよいでしょう。最後の＃ウォークインク

リニック機能は医療機関との連携ですが、深く傷つ

いた心をいやす長い道のりを同行して行くイメージ

になります。

なお、前にも言いましたように、DV被害者は今

まだ女性が圧倒的に多く、目撃者の子どもを加えて

も、まだフェミニスト・アプローチで支援すること

が十分にできますが、この頃増えている被害者男性

にも支援の手を差し伸べるとしたら、男女共同参画

の考え方と次ぎに挙げるコミュニティ心理学的アプ

ローチあるいはコミュニティ・アプローチが必要に

なることは明らかです。

２　コミュニティ・アプローチ

コミュニティ心理学をご存じない方がいらっしゃ

るかもしれませんが、これは比較的新しい分野の学

問で、社会学と心理学と合わせたような感じの心理

学です（高畠、2011「臨床心理学をまなぶ 第５巻、コ

ミュニティ・アプローチ」）。

まず第一に、重要な理念として「個人と環境の適

合性」があります。個人person、環境environment、

適合性fit, fitnessですが、個人の状況と個人を取り

巻く環境の状況、それらをfitさせることが、コミュ

ニティ心理学の目指す一番重要な理念です。たとえ

ば、ＤV被害者というとき、被害を受けた妻や子ど

もたちに対して、様々な治療とか支援を提供します

が、コミュニティ心理学では、その被害者個人を取

り巻いている家庭の状況とか、その人の住んでいる

地域の状況とか、あるいは子どもさんだったら学校

の状況とか、社会における価値観とか、メディアの

在り方とか、そういった個人を取り巻く環境要因に

も働きかけて、環境を変えたり社会の人びとの意識

を変えたりして、個人がその環境のなかで上手く適

合できるように支援します。これが、コミュニティ・

アプローチというものです。

先程見て頂いた「シェルター・コミュニティの支

援機能」の図１で説明しますと、フェミニスト・ア

プローチでは、シェルター内（ＦＴＣを含めて）で

の機能と外での機能に分けましたが、コミュニ

ティ・アプローチでは、丸の中は個人に対する機能、

丸の外は環境に対する機能と考え、それらの機能を

トータルで見ていきます。

次に、コミュニティ心理学における重要な理念は、

「予防」（pre-vention）です。予防概念は、もともと

医学や公衆衛生学の領域から生まれたもので、病気

になって治療するより、病気にならないように予防

する方が、苦痛も少なく、「費用対効果」（cost and 

benefit effect） の点からも、有効であると考えられ

てきました。1963年にケネディ大統領は、「精神病

および精神薄弱に関する教書」を出しましたが、そ

の中に「１オンスの予防は１ポンドの治療に勝る」

という言葉があります。病気になって、莫大な治療

費と働けなくなることによる経済的損失と精神的負

担を考えると、病気にならないように健全な生活を

送る方が、どれほどよいかは明らかです。そこで、
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予 防（pre-vention）、 危 機 介 入（crisis inter-

vention）、後方支援（post-vention）がセットになっ

て、介入や支援を行うことが、病気やストレスに満

ちた状態からの回復に直接繋がると考えます。

先程見て頂いた図１で説明しますと、予防が左下

に、そして時計回りに、一番上に危機介入があり、

次に後方支援があって、予防に繋がって循環的に機

能しています。ですからＤＶ被害者の場合、もし予

防が十分機能していれば、危機介入でシェルターに

逃げることもなく、退所後の後方支援も必要でなく

なります。しかし、逆に言えば後方支援体制があっ

て初めて、ＤＶ予防・啓発機能と結びついて、ＤＶ

被害者を下支えできる環境が整うことになります。

ですから予防と後方援助があることで、ＤＶ被害者

の危機的状況は回避されることになります。

以上述べてきたことが、コミュニティ・アプロー

チにおいては最重要ともいうべき、「個人と環境の

適合性」、「予防」、「危機介入」、「後方支援」ですが、

それについては後程述べます。コミュニティ・アプ

ローチにはこれ以外にも、いくつかの理念がありま

す。その中でも、ＤＶ被害者支援に不可欠で、フェ

ミニスト・アプローチと共通なものとして、①「生

態学的アプローチ」、②「エンパワメント」、③コラ

ボレーションなどがあります。

①の生態学的アプローチについては、コミュニ

ティ心理学では、ミクロレヴェル（個人や家庭など

へのアプローチ）、メゾレヴェル（ミクロレヴェル

を繋ぎ合わせて、例えば子供にとっては家庭と学校

と近所の遊び仲間との関係へのアプローチ、大人に

とっては家庭と職場と社会生活との関係へのアプ

ローチ）であります。さらにマクロレヴェルになり

ますと、文化や価値体系やイデオロギーなどへのア

プローチです。これは、フェミニスト・アプローチ

であれば、③の文化的・社会的文脈の中で捉えると

いう理念に近い考え方です。②のエンパワメントの

理念は、コミュニティ心理学では、個人・組織・コ

ミュニティなどの３側面からのアプローチになりま

す。③のコラボレーションの理念は、ほとんどフェ

ミニスト・アプローチのそれと変わりませんが、あ

えて言うなら、コミュニティ心理学では専門家同士

のコラボレーションよりも、非専門家やボランティ

ア、さらに当事者同士のコラボレーションを重視し

ます。ですから、自助グループ（self-help group）

の育成・援助に力点が置かれます。なお、これ以外

に、④個人やコミュニティの強さ（strength）の尊重、

⑤多様性の尊重、⑥コミュニティ感覚、⑦社会の変

革などが挙げられます。

Ⅳ　シェルター・コミュニティにおける支援機能とは

それでは、私たちが1997年に、ＦＴＣシェルター

を立ち上げた経緯と、シェルター・コミュニティに

おいてＤＶ被害者への支援をどのように行ってきた

のか、９つの支援機能についてお話しします。

私たちは1991年から、東京フェミニストセラ

ピィ・センター（ＦＴＣ）という小さなオフィスで、

女性の電話相談やフェミニスト・セラピィを行って

きましたが、被害者の話を聞いていますと、このま

ま夫のいる家に帰るという彼女たちの判断にストッ

プをかけなければ、再び夫から暴力を受けることは

必須と考えられました。こういう時に、「女性や子

どもたちを、すぐに保護できて身の安全を確保でき

る場所、シェルターがほしいね」という実感から始

まって、自分たちの力で、ＦＴＣ付属のシェルター

を作りました。そして、ＤＶ被害女性や子どもたち

をＦＴＣシェルターに入所させることは、安全・安

心の場に彼女たちを緊急保護するという危機介入を

行うことになりました。それと同時に、シェルター

に出入りする様々なボランティアや支援者および関

係機関の人びとと出会うことは、様々な機関や人び

ととの繋がりのもとに、シェルター中心のコミュニ

ティが出来上がることになりました。

再び、「シェルター・コミュニティの支援機能」

の図１に沿ってお話しします。

１　予防

（１）　ホットライン機能（ＰＰ２を参照）

それでは、まず予防の所を見て頂くと、丸の内側

にホットライン機能と書いてあります。この機能に

ついてパワーポイント２）を見て頂きながら、説明
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していきます。

FTCシェルターを作った母体である、東京フェ

ミニスト・セラピィ･センターには、女性からのい

ろいろな相談電話がかかってきます。「どうしても

夫と別れたいんです」、「どうやって夫と上手くやっ

たら良いか教えてください」、「子どもが最近ちょっ

と落ち着かなくておかしいんです。どうしたらいい

ですか」などです。そこで、まず相手がどういう必

要に迫られて電話をかけてきたのか、相手のニーズ

を丁寧に聴き取ることが始まりです。

ところが、最初から「私はDVの被害者です」と

言う方は、ほとんどいらっしゃらなくて、例えば「最

近何だかこう気分が落ち込んで、何もする気がなく

て、体調も悪くて、更年期でしょうか？」、「なかな

か夜眠れないし、悪夢ですぐ目が覚めてしまい、熟

睡した感じがないんです」など、身体的な訴えや過

呼吸などパニック様発作の症状などが多く話されま

す。心の病が身体に形を代えて現れている場合も見

受けられますので、その人の在りようを大きな目で

想像しながら、丁寧に聴き取ることが必要です。そ

の内にだんだんと、「実は夫から暴力を受ているん

です」とか、「夫は自分勝手で、自分の思い通りに

しようとするので、夫婦喧嘩が絶えないんです」と

か、ＤＶを予想させるようなエピソードが話されま

す。話せるようだったら、もう少し詳しく伺うと、

ちょっとしたつまらないことで口げんかになった

り、手を上げられて怪我をしたりすると、被害女性

たちは一様に、「自分のやり方が悪かったから、夫

をこんな風に怒らせたんだから、私が何とかしなけ

れば」と思って、反省したり自分を責めたりするの

です。しかし、ここで大事なことは、DVとは単な

る夫婦喧嘩ではなく、女性の心と体に深い傷を残す

人権侵害的な行為であることを伝え、これがいわゆ

るDVといわれる家庭内暴力であることを伝えます。

さらにもう少し分かり易い考え方として、「暴力の

サイクル説」や「力と支配の車輪構造説」などで簡

単にお話ししてから、「暴力が起こったのはあなた

の責任ではない」ことをきちんと伝えます。

さて、皆さんはもうご存知と思いますが、「暴力

のサイクル説」というのがあります。アメリカの心

理療法家のレノア・ウォーカーさんの説で、暴力と

は、加害者の中にだんだんと蓄積されてくる怒りな

ど負の感情が、ある閾値を超えると、爆発すること

をさします。そして、怒りなどの負の感情がたまっ

てくる時期を「蓄積期」、この感情が極期になる時

期を「爆発期」といいます。この時期に入ると、今

まで溜りに溜まった負の感情が一気に排出された

（２，３日から１週間続くなど）あと、人が変ったよ

うに静かになり、「悪い事した。ごめんなさい」と言っ

て、謝罪と償いの「ハネムーン期」を迎えます。そ

れから再び、「蓄積期」、「爆発期」、「ハネムーン期」

と繰り返されます。ウォーカーさんは、この「暴力

の３サイクル」を、２回以上繰り返した場合にＤＶ

と名付けています。このようなＤＶに関する知識を、

ホットラインの段階で簡単に伝えておくと、シェル

ターに来られてからのDVに対する理解や認知が、

急速に進むことになります。

さらに、必要な情報を提供するという点では、配

偶者暴力相談センター、女性センター、警察の生活

安全課、福祉事務所、精神保健センター、児童相談

所、地方裁判所、医療機関に関する情報などを適宜

提供します。以上の公共機関は、無料で相談に応じ

てくれますので、とても便利です。配偶者暴力相談

センターや女性センターでは、ＤＶ全体のことを相

談できて、女性相談員がサポートしてくれますし、

経済的な相談は福祉事務所、生活上の安全が脅かさ

れる場合は警察生活安全課、保健センターや保健福

祉センターでは母子の相談、子どもさんについての

PP２
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相談は児童相談所ですし、地方裁判所では保護命令

の申し立て、家庭裁判所では離婚および子どもの親

権のことが相談できます。

（２）　ウォークインクリニック機能

一般的に身体的な暴力、精神的な暴力、性的な暴

力、経済的な暴力などを受け続けていますと、様々

な身体上の疾病や精神的な障害などが出てきます。

殴られて痣ができたり、捻挫や骨折などがあったり

すれば、だれでも病院に行って治療してもらいます

が、ＤＶ被害者の場合、病院に行って医者から根掘

り葉掘り詮索されるのではないかと考えすぎてしま

うせいか、また家の恥を話すことになると思うせい

か、行こうとしないことがしばしばあります。しか

し、なるべく早く診察を受けて診断書を書いてもら

い、それらの怪我や疾病がＤＶのせいであるという

因果関係が明白になれば、その後の保護命令や離婚

に関連する諸問題を解決する上でも有利になります

し、婚費請求や慰謝料に関しても容易になります。

一方、身体的な傷や疾病は治療が始まれば治ります

が、精神的・性的暴力などによる疾病の場合は、Ｄ

Ｖに明るい精神科医や心理臨床家から、しっかりと

治療を受けることで、複雑性ＰＴＳＤの回復への道

が開かれますし、なるべく早い時期に、事情の分かっ

てくれるウォークインクリニックで始めるのが得策

です。

そこで、シェルター・コミュニティでは、相談で

きるウォークインクリニックのリストを持ってい

て、日頃からコンタクトを取って、必要な時に紹介

できる体制を作っています。以上のことは、予防と

いうより、危機介入以後のことかもしれませんが、

このような事情を前もって聞いておき、何かあった

ら相談できる精神科医や心理臨床家が身近にいるこ

とが、DV予防には何よりも必要なことです。

２　危機介入

（１）緊急に安全な場を提供する機能（ＰＰ３を参照）

私たちの作ったシェルターは５部屋ありますが、

親子で泊まれる６～８畳ぐらいの部屋が２つ、４.５

畳ぐらいの１人で泊まれる部屋が２つ、それに共通

の談話室兼食堂、２つのトイレと１つのお風呂場か

らなっていて、生活できる最少限の家具や調度があ

ります。食事は自炊ですが、みんなで作って食べた

り適宜工夫したりしています。

ここでは、安全と安心できる場所であることを可

能にするために、物理的な安全に加えて、お互いに

信頼し決まり事を守るという心理的な安心が遵守さ

れています。前者の物理的な安全としては、お金を

払ってSECOMを入れて、何かあった時には、廊下

にある緊急ボタンを押せば、連絡ができ緊急出動も

可能です。後者の心理的な安心としては、相手を尊

重し相互に信頼しあい、相互にプライバシーをき

ちっと守る、自分の世界を大事にする、相手から侵

入されたり相手に無理やり侵入したりしない、この

場を口外しない（退所後も同様）、シェルター内か

ら外へ連絡しない、また外からの連絡も受けない、

などが重要な決め事（シェルターのルール）です。

今の時代は誰でも、携帯電話やメールを持っていま

すので、それを規制するのは難しいですが、お互い

にシェルターの安全・安心という共通目標を実現す

るために、自発的に携帯をスタッフに預けたりして

います。あるときは、利用者がたまたま携帯を切り

忘れて、こちらの話が盗み聞きされて、シェルター

の住所がばれて、夫に乗り込まれたことがありまし

た。その時は、スタッフに他の入所者から連絡があ

り、セコムの人とスタッフが、夫を警察まで連れて

行って事情を話してもらい、その間に利用者は別の

シェルターに逃がすという措置を取りました。そし

てその後、入所者は全員移動し、シェルターは３か

PP３
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月間一時閉鎖になりました。ちょっとした不注意で、

シェルター全体が、入所者はもちろん私たちスタッ

フも全体が、危険に陥ってしまうという事態に追い

込まれました。この例からもわかるように、またパ

ワーポイント２）の資料で４番目に書いてあるよう

に、スタッフが安全に配慮することはもちろんです

が、シェルターを安全な場所にするためには、スタッ

フ同様利用者自身も、安全に常に配慮して行動を起

こし、危険な場所や夫が居るような場所に近づかな

い、電話連絡などを絶対しないということです。そ

のことが、自分自身で自分を守る力を育てていくこ

とに繋がると思います。なぜなら、DVを受けてき

た女性や子どもたちは、大変な思いで過酷な日々を

過ごしてきたわけですが、逃げて自分の身を守ると

いうことができてこなかった人たちです。そこで、

シェルターにいる間に自分の体や心を安全に守ると

いうことを学習しなければなりませんし、同じ仲間

や支援者の力も貸してもらいながら、自分を守る力

を育てていくことが必要です。

次に、インフォームド・コンセントについてお話

しします。インフォームするとは、情報を提供する

ことですし、コンセントは同意することですから、

一般的には「説明と同意」と言われています。よく

病院でお医者さんから、「あなたの病気は○○で、

治療法としては手術と投薬で、○○か月すると治り

ます」ということが知らされたうえで、同意書にサ

インをするという段取りで行われます。

これと同じように、「今のあなたはDVの被害者で

あり、これから最大３か月間、このシェルターで同

じ体験者と共同生活をし、それによって受けた被害

から少しでも回復して、今後同じような被害に遭わ

ないように、どうやって防いで新しい生活を再建し

ていくかを一緒に考えましょう」と説明します。さ

らに、今後の見通しとしては、知らない閉鎖的な空

間で共同生活するわけですから、不安や恐怖感、さ

らには将来の見通しの立たなさからくる苛立ちや心

もとなさ、抑うつや後悔の念などが渦巻いています

ので、個人セラピーで充分に受け止めると同時に、

同じ体験者も同じ思いでここに来て、新しい生活再

建を果たし巣立っていることなどをある程度伝え

て、安心感を持ってもらいます。さらに、退所すれ

ば直ぐにでも、何処に生活するかで、アパート生活

になるのか、母子支援施設に入るのか、単独で自立

支援施設に入るのかなど、様々な選択肢があります。

私たちのシェルターの場合、半分ぐらいの方たち

は近隣に居を構えて、引き続き福祉事務所や区役所

の支援を受けながら、就職先や子どもたちの教育や

保育のチャンスを模索します。ここで重要なのは、

まずは住居を定めることです。例えば、ホームレス

の人たちを支援する場合、基本的には、まず自分の

住居を確保することになりますし、この点では、支

援は「半福、半就労」という考え方です。すなわち、

半分は福祉的な支援を受けますが、半分は自力で働

くことを目指していきます。この際、自力で働くた

めには自分の居所を定めること、いわゆる住民票の

ある居所を定めることが優先されます。ホームレス

の人への支援では、「ハウジングファースト」のや

り方で、まず部屋を確保するためには、お金をどう

やって稼ぐかを考えます。たとえば「Big Issue」と

いう雑誌を販売して収入を得て、その売り上げを貯

めて自分のアパートを確保し、そこを現住所にして

仕事をするという生き方です。

（２）新しい人生と人間関係を構築する機能

　　（PP４を参照）

まず、パワーポイント３）を見て頂くと、最初に

個人・集団セラピーによる回復とありますが、新し

い人生や人間関係を取り結ぶためには、個人治療や

集団治療を受けることが必須です。なぜなら、被害

PP４



■ 研修講演より ■

35

者たちの多くは、DV夫から、「力と支配の車輪構造」

の中で、様々な暴力を受けてきましたので、夫との

関係は尋常とは言えません。また、加害者や被害者

を問わず、原家族の中で両親間にDVがあった率が

40％とも50％とも言われているように、原家族との

間でも偏った人間関係が存在していたと考えられま

す。このように、偏った人間関係で受けたトラウマ

は、健全なセラピストとの人間関係の中で癒やされ

ていきます。暴力のない相互に信頼できる治療関係

の中で、また同じDVを受けてきた仲間の中で、セ

ラピストが治療的に統制していくグループの中で、

健全な人間関係が回復していくのです。

それでは次に、個人・集団におけるセラピーの流

れの７段階についてお話しします。

①セラピストとの安全で治療的な関係の形成段階：

これは前段で、既に説明しましたように、セラピス

トとの治療関係を通して、偏った人間関係を健全に

してゆくわけですが、それにはセラピストが被害者

から信頼できる人間と認知してもらえることが大前

提です。そのためには、シェルターからフェミニス

ト・セラピィ・センターに、週１回の頻度で、個人

および集団のセラピーに通ってもらうことが、治療

関係・信頼関係の第一歩になります。

②トラウマを再体験する段階：治療関係が徐々に形

成されていきますと、セラピストに自分が受けた過

去のトラウマについて、ぼつぼつと話してくれるよ

うになります。そこでセラピストは、焦らず無理強

いせずゆっくりと、話せることから語ってもらいま

す。それでも、あまりにも酷いトラウマを受けてい

ると、その事柄自体を思い出せなかったり、無意識

の内に別人格になったり、辛い記憶を想起して再び

トラウマ体験がフラッシュバックされたり、さらに

防衛機制が働いて、体験がなかったかのように忘れ

てしまったりしますので、慎重に行う必要がありま

す。

③否定的な自己を軽減する段階：このプロセスで否

定的な自己が浮上してきます。「自分は駄目だから、

こんな暴力を受けてもしょうがない」、「子どもが言

うことを聞かないのは、自分が悪いからだ」など、

すべて自分のせいにして身動きが取れなくなってし

まいます。コミュニティ心理学では、ネガティブな

部分をポジティブに変えることもありますが、その

人の持っている強み（strength）とか、有能性

（competence）を発見して、大事にしていき、そこ

から出発することもします。ですから、そういう被

害を受けながらも、生き延びて来た力（強み）を大

切にしたり、それに敬意を払ったりします。相手の

持つ強みを尊重する治療関係の中から、自分自身へ

の自尊感情や肯定感や自己効力感などが芽生えてき

て、心身の回復に向かうのです。

このことは、グループセラピーの中でも同じです。

同じDV被害者同士が、このような話し合いの中か

ら、相手の強さとか、優れた所とかをお互いに話し

合いながら、今後の新しい人生に活かしていくこと、

過去に囚われるのではなく、将来に生かしていくこ

とが不可欠です。

④怒りをワークする段階：以上のように、話し合い

を通して力が出て来ますと、過去を振り返って、夫

に対する怒りとか恨みとかが出てきます。「本当に

今は、殺したい程の思いだ」とか、「何んで、私は

あの人の為にこんな人生を歩まなくてはならないの

か」とか、当然と言えば当然の怒りが出てきて、そ

れを仲間の中で語り共有します。出したからと言っ

て収まる怒りではないかもしれませんが、先ずは出

してみると、ある程度怒りは収まるものです。

⑤悲しみや喪失をグリーフワークする段階：怒りが

出た後には、悲しみ（grief）が襲ってきます。それ

は喪失体験に伴うものです。シェルターにたどり着

いた女性や子どもたちは、数限りない喪失体験をし

ています。夫との結婚生活を夢見て結婚したわけで

すから、夢見た結婚生活、夢を託した夫、思い描い

ていた家庭生活などを失ってしまいました。また、

夫は妻の一挙手一投足に監視の目を光らせ、人間関

係までコントロールしていましたから、それに伴う

実家との関係、昔から付き合っていた友人たちとの

関係なども喪失してしまいました。さらに、家を出

てきたために、共同名義で買った家や近隣の人びと、

家においてきたアルバムや思い出の品々など、掛け

替えのないものをたくさん失いました。また、夫の

追跡を逃れるために、シェルターから職場や学校に
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行けないわけですから、これに伴う女性たちの仕事

や職場の人間関係、子どもたちの保育園・学校・先

生・友だちなどとの別れも大きな喪失体験で、それ

に伴う大きな悲しみもあります。そして、グリーフ

ワークというのは、これらの喪失体験や悲しみの感

情を、同じ仲間と共有体験しながら、それを癒して

いくことなのです。

⑥DVの意味を捉えなおす段階：以上のように、今

まで体験した出来事やそれに伴う怒りや悲しみの感

情などを、自分の中で少し整理をしたうえで、改め

て「今まで受けてきたDVって何だったんだろう」、

「何故、暴力を受けてしまったんだろう」、「何故こう、

抜け出せなかったんだろう」など、自分にその意味

を問うプロセスがあります。そして、このプロセス

は、被害者（victim）からサバイバー（survivor）

へと、自分自身を意味づけなおすプロセスでもあり、

ここから新しい展開がはじまります。すなわち、自

分は今までずっと被害を受け続けて来たけれど、個

人や集団セラピーやグループワークを通して実感し

たことは、自分は大変な所（修羅場）を生き延びて

来たサバイバーであり、その見方でもう一度、自分

の被害体験を意味づけし直すことが大事だというこ

とです。

⑦新しい人生を構築する段階：この段階を加えて、

お話しした７段階が、いわゆる「セラピーの流れ」

ということになります。

さらに、PP４の機能の最後に、支援者や仲間と

の繋がりを大事にするということを付け加えまし

た。なぜなら、危機介入のところでは、個人に対す

るセラピーという面に力点が置かれてきましたが、

コミュニティ・アプローチへとバトンタッチされる

中で、これまでのセラピスト主導から仲間や支援者

主導へと、サバイバーとしての生き方がより鮮明に

なるかもしれません。そして、新しい人生をどうやっ

て作り上げるかは、セラピストではなく一緒に考え

ていく仲間や支援者にシフトするだろうと思いま

す。同じシェルターの仲間たちで、既に卒業して社

会的に活躍している先輩たちなどが、新しい人生を

作り上げて行く時の良き隣人となるでしょう。考え

てみますと、DV被害者のほとんどは、今までの人

生で唯一夫としか繋がってなかったと言えるかもし

れません。なぜなら、夫との繋がり以外のものは、

実家であれ女友だちであれ、夫からすべて否定され

繋がりを絶たれてきたからです。ですから、新しい

仲間との関係、仲間の優しさ、仲間の癒しの力、そ

ういうものを一切体験してきませんでしたので、こ

こで初めて繋がりの大切さを実感します。

３　後方支援

前段の危機介入から、ここでは３番目の後方支援

の段階に移ります。すなわち、DV被害者が夫から

離れてシェルターにたどり着き、シェルター・コ

ミュニティの仲間や支援者と繋がり、その後にシェ

ルターを退所して、地域コミュニティを巻き込んだ

より大きいシェルター・コミュニティで、さらに多

くの後方支援機能の中で自立していくのです。

（１）当事者・支援者の相互エンパワメント機能

　　（PP５を参照）

ここでは相互エンパワメント機能についてお話し

ます。普通エンパワメントと言いますと、個人に力

（パワー）を付与していくという意味で使われます

が、コミュニティ心理学や社会福祉学では、個人以

上に組織やコミュニティへのエンパワメントという

意味が強くなります。確かに、シェルター内（FTC

を含む）でセラピーが行われる場合は、個人へのエ

ンパワメントというニュアンスが強いですが、図１

にあるように内側を小さく外側を大きくすることに

より、シェルター外での当事者と支援者相互のエン

PP５
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パワメントを強調するように図示してあります。個

人へのエンパワメントは、失われてしまったパワー

（ディスパワメントされたもの）、すなわち自尊心、

自己肯定感、所属感、貢献感（人に役に立つという

感覚）、自分自身の行く先を決定していくという自

己決定権などを取り戻していくことです。シェル

ターなどの組織へのエンパワメントは、DV被害者

の方たちがシェルターを退所して、シェルター外の

地域や関係機関などのコミュニティにサバイバーと

して参入する時に、シェルターも組織として外の機

関に働きかけて、自立生活ができるように後押しし

ますし、外の組織もこれを受けて住居の確保、就労

保障、経済的な補償、子どもへの教育保障などの体

制を整えていきます。その結果、シェルター、福祉

事務所、ハローワーク、保険事務所などの組織は、

サービスを広げてエンパワメントされます。そして、

個人・組織のエンパワメントが、さらにこれらの組

織を統合しているシェルター・コミュニティをエン

パワメントしていき、さらに法制度、厚生労働行政

や文部科学行政などの在り方を変化させ、社会の改

革が進むというシナリオに繋がる支援なのです。

（２）当事者の権利を擁護するアドボカシー機能

　　（PP６を参照）

後方支援の（２）としては、シェルターの内外で

法的支援をするのがアドボケイターであり、これら

の活動を総称して、シェルター・コミュニティにお

けるアドボカシー機能と言うことにします。アドボ

カシーとは、本来当事者の「権利を擁護する」とい

う意味ですが、初めてシェルターに来られた方には、

何をどう法的に支援してもらえるか分りにくいので

す。そこで、アドボケイターはDV被害者と共に、

侵害されている彼女らの権利を取り戻すことを支援

します。まず、シェルターに入って切実なことは、

夫から動静を探られたりストーカーされたり、子ど

もを拉致されたり誘拐されたりしないかという不安

と恐怖心が大きくなることです。そこで、これらの

危険を防止するために、アドボケイターは被害者が

過去に受けたトラウマ体験を呼び起こす苦痛なプロ

セスに付き合いながら、それらの事実を時系列に

沿って文章化し記録を作ることを手伝います。この

記録を持って、被害者に同行して警察や配偶者暴力

相談センターに出向いたり、裁判所に提出する陳述

書の作成を手伝ったうえで、保護命令の申立書と一

緒に地方裁判所に提出するのに同行したり、医療機

関を受診しDVによる傷害や疾病の診断書を書いて

もらうように促したり、DV相談を専門にする弁護

士や公的な司法機関である法テラスを紹介したり、

同行したりします。

このように、アドボケイターはDV被害者および

サバイバーに寄り添いながら、彼女らを心理的に支

援すると同時に、法的機関や人びとと繋ぎながら、

彼女らの自明の権利を擁護し、望む形の法的立場を

回復することに全力を尽くします。

（３）関係者・関係機関とのコラボレーション機能

　　（PP７を参照）

次は、シェルターの外に書かれている諸機関との

コラボレーション機能ですが、これによってサバイ

バーが地域で自立的な生活をするための環境整備が

なされるということになります。どのような人びと

や機関とコラボレーションするかについては、図２

の「支援ネットワーク図」をご覧ください。安全・

健康・心のケア・子ども・法的問題・福祉/経済問

題など、テーマごとにどのような機関や支援者と結

びついているかが、お分かり頂けたと思います。と

ころで、この「支援ネットワーク図」は2003年に作

りましたが、現在の支援コラボレーションの在り方

は、概念的にも実践的にも少し変わってきているよ

うですので、少しお話しします。ネットワークはそ
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のまま使うことが多いですが、あえて和訳すると網

状 組 織 と 訳 さ れ ま す し、コ ラ ボ レ ー ション

（Collaboration）は協働と訳されています。前者は

ネットワークという組織の在り方を示す静的なもの

ですが、後者はCo（協力・共同）とLabor（労働）

の合成語で、協力し合って働くという動的な意味を

持ちます。そして、協力し合って働く場合は、関与

する人びとが一堂に会して、どのような目標で働く

のか、それぞれの機関や人びとが持っている社会資

源を、いつどのように使うのか、またそれぞれの専

門とするところが異なりますので、相手を十分に理

解して、そのうえで協働したからには責任も分かち

合うということになります。ですから、このコラボ

レーションという言葉は、それぞれの違いを大事に

しながら徹底的に議論をして支援を作り上げるとい

う点で、非常に深い意味があるように思われます。

コラボレーションによって、心理は心理、福祉は福

祉、ドクターはドクター、相談員は相談員というよ

うに、関与する人びとが自分の専門性を、他の専門

性と協働させながら高めていくという意味がありま

す。一方で、このような協働の中から、運命共同体

的な一体感とか、共同体感覚とか、コミュニティ・

センスとかが生まれてきて、これが社会を変えたり

環境を変えたりしていくことになります。これこそ

がコミュニティ心理学の実践、コミュニティ・アプ

ローチなのです。

（４）DV予防・啓発機能（PP７を参照）

最後はDVの予防と啓発機能ですが、図１を見ま

すと、後方支援と予防との間に位置しています。こ

の機能もシェルター外での活動ですが、地域からな

んらかの要請がありましたら、即刻問題の現場に出

向き、積極的に専門家に対してコンサルテーション

やスーパーヴィジョン、また時にはDV防止研修会

などを開いたりします。また、一般市民向けのDV

防止講座を開いたり、学校などで暴力防止のワーク

ショップや寸劇を行ったり、メディアを通して積極

的に発言したり、DV予防キャンペーンを張ったり

して、DVや暴力や戦争のない社会の実現を目指し

ます。

Ⅴ　DV目撃者である子どもへの支援

両親間の暴力を見て育った目撃者としての子ども

の場合と、父親の暴力が母親だけでなく子どもにま

で及ぶ場合と二つありますが、これらも子どもの心

身に大変酷い「心の傷」（トラウマ）を負わせるこ

とになります。そこで、被害女性たちへのアプロー

チと同様、１危機介入、２治療的サービス、３予防

について、子どもへの支援を順次簡単に述べたいと

思います。

１　危機介入（PP８を参照）

（１）子どもの出すサイン

DVに日常的に晒されていると、子どもは様々な

サインを出します。それは場所を変えて、安全なシェ図２　支援ネットワーク図
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ルターにおいても、たぶん家でも出していたような

様々なサインが出てきます。それは、凄いストレス

状況にあったことを物語っていますが、一番目立つ

のは不眠や夜驚や悪夢にうなされるなどの睡眠関連

の障害です。母子の会話を聞いていると、「また昨日、

お父ちゃんが夢に出てきて怖かった」という台詞が

多いのに気づかされます。また、赤ちゃん返りやそ

れに伴う夜尿や遺尿・遺糞、さらに引きこもりなど

も少なくありません。それと対照的なのが、大人子

ども（アダルトチルドレン）のように、周囲の人（特

に母親に対して）や物に、過剰な気の遣い方をしま

す。また、シェルターでもけんかや言い争いが起こ

りますが、このような時になると、解離症状を起こ

して目が虚ろになったり、いつもと違う変なふるま

いをしたりする子どももいます。このように、心や

体で示すいつもと違う状態を、大人は敏感にキャッ

チすることが必要です。このようなストレス反応は、

たぶん家でも出していたと思われますが、DVを受

けている母親は、自分のことで精いっぱいですから、

子どもの出すサインに気付けないことが多いので

す。しかし、子どもがこのようなサインを出した時

こそ、危機介入すべきなのです。

（２）安全な場の提供

トラウマティックな家庭の環境から、安全な場で

あるシェルターに逃れてきた子どもたちは、母親を

独占できる蜜月期に入ったと言えるかもしれませ

ん。シェルターに来たことで、今まで叶わなかった

安心・安全なアタッチメント関係を、母子共々に取

り戻すことができるかもしれません。しかし、そう

簡単にいくとは限りません。母親自身が自立した生

活を再建するという大きな課題を抱えていますか

ら、時には子どもの問題は後回しになるかもしれま

せんが、他の母親がカバーしたり、出入りするスタッ

フやボランティアが関わったりして、何らかの解決

に至る場合もあります（コラボレーション機能）。

シェルターは、どんな暴力も起こらない、起こさな

い場であってほしいと思います。　

（３）児童相談所による処遇および措置

２　治療的サービス（PP８を参照）

（１）子どもへのセラピーの流れ

治療に関しては、DV被害女性に行ったのとほぼ

同様のセラピーの流れがあります。

①セラピストとの関係性の形成段階：先ずは子ども

との出会いと関係性を大事にします。特に小さい子

どもにとっては、初めて親以外の人と親のいないと

ころで（strange situation）、新しい人間関係を作る

訳ですから大変な体験になります。最初子どもに

よっては、泣いたり不機嫌になったりすることもあ

りますが、ほとんどセッションの終わりには打ち解

けてきます。そういう点では子どもたちは、他者か

らの接近や言葉かけに緊張はするものの、求めてお

り受け入れの準備状態はできていると言えます。

②退行とFeedingの段階：それでも、相手が信頼で

きるか否かを、いつも試してくることがありますが、

多くの場合は、退行がすぐに起こって赤ちゃん返り

してしまいます。このように、早期に急激に退行が

起こってきますと、それを上手に活用して、徐々に

ミルクから離乳食を与えて、そして大きく成長させ

ていきます。実際のミルクは「心のミルク」や「言

葉のミルク」ということで、Feedingしながら、子

どもたちに届けていきます。なぜ、これほど早く退

行が起こるのかというと、日ごろ家族から、愛情や

心のミルクがもらえていないことに関係しています。

③３Rの段階：次は、トラウマを再体験する段階で、

子どもたちも再体験によって、非常に怯えたり暴力

的になったりしますが、ここではセラピストからネ

ガティブな感情を出しても大丈夫ということを伝え
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て、リリース（解放）していくことが必要です。怒

りは怒りとして出していく、あるいは悲しみは悲し

みとして泣いて出すなどして、感情を解放していく

ことが大切で、解放した後に再統合するというプロ

セスも不可欠です。このように、Re-experience 

Release Re-integrationなど３つのRのプロセスを通

して、トラウマへの心の整理ができるのです。

④現実的な人間関係への適応を試みる段階

⑤終結段階：最後が終結段階で、これが子どもたち

にとって、大変意味のある大事なセッションになり

ます。子どもたちはDVをされていた父親から離れ

て来ましたし、おじいちゃん、おばあちゃん、友だ

ちなどたくさんの親しい人たちとも、不本意ながら

「さよなら」をしてきました。それと同じように、

治療者との間でも新しい楽しい体験をしながらも、

どこかで別れの時期を迎えることになります。トラ

ウマティックな別れにならないように、治療者は子

どもとの別れをしっかり行わなければなりません。

通常の遊戯療法だと、終結に至るまでのセッション

を数回か重ねますが、シェルターに来た子どもたち

とは、３か月の短いお付き合いになります。ですか

ら、治療が終結しても後方支援の中で、一緒に暮ら

した母子たちが年に一回クリスマスパーティで会う

とか、１泊２日の夏の親子キャンプ合宿で再会する

とか、自助グループのイベントで楽しむとかで、そ

の後も継続する形をとって、繋がりを大事にしてい

ます。

（２）親や家族への支援プログラム

以上の子どもへのセラピーは、１対１で行われま

すが、集団プログラムとしてシェルターの中にいる

子どもたち全員を対象にすることもあります。たと

えば、シェルターに入って来た子どもたちは、他の

子どもに対して、父親がやったように、自分の思い

通りにならないと、罵倒を浴びせかけたり、暴力を

振ったりしますので、スタッフやボランティアは、

子どもたちの出すサインを見逃さずに、適切な対応

をしなければなりません。なぜなら、シェルターと

いうものは、外に対してだけでなくシェルター内で

も、原則として暴力のない安全な場所なのです。で

すから、子どもたちが喧嘩を始めたりしたら、必要

なら仲裁に入って、暴力でなくきちんと言葉で表現

するとか、守るべき社会のルールを説明します。子

どもによっては、学校や普通の社会で守らなければ

ならない約束事を、親からも学校からもきちんと教

えられていなかったり、初めからそういうものが抜

け落ちていたりしますので、その都度注意して教え

る必要があります。これもある意味では、実地教育

プログラムであって、子どもたちが社会に巣立って

いく時の準備支援プログラムでもあるのです。

さらに、シェルター退所後に、子どもや親たちに

提供する支援プログラムは、post-ventionという形

で企画されますが、これは何よりも当事者あるいは

サバイバーのニーズが中心になって作られるもので

す。そしてそこに、関係機関や専門家やボランティ

アたちが加わって、関係者のコラボレーションに

よって進められます。たとえば、上記の夏に行われ

る親子キャンプ合宿などは、例年100名ほどの親子

たちと50名ほどのボランティアや関係者が参加し

て、協働によって行われます。

３　予防（PP９を参照）

すでにＤＶ被害女性に対する予防的支援の一つと

して、ホットライン機能はかなり有効であったよう

に、子どもにとっても、いつでもどこからでも相談

できるホットラインの整備は重要だと考えます。子

ども110番やいじめ110番などが、この身近なサービ

スです。

また、DVの目撃者である子どもに対して、カナ
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ダのCAP（Child Assault Prevention）プログラム

に書かれていることは、小さい頃から学校などで繰

り返し提供されることが、大人になっても暴力防止

に有効だということです。基本的なこととして、子

どもたちは誰でも、安全な場所に居て、安心した人

間関係が結べることが、権利として認められている

ことから出発しています。この基本的な考え方は、

どこからきているかというと、子どもたちはどのよ

うな子どもでも、本来パワーを持っていて、そのパ

ワーで成長していけるという徹底した楽観主義に根

差しています。パワーを持っていますから、たとえ

トラウマを受けても、それ以上に強いパワーを持っ

ていると考えます。CAPのスローガンの一つが、こ

のstrongで、自分たちは強くて、生き抜く強さを持っ

ているということです。それから、自由であること

（free）というのは、自分の判断できちんと行動で

きるということで、自分に対する自信でもあります。

CAPでは、safe, strong, free の３つの理念の下に、

子どもたちを教育してきました。ロールプレーやグ

ループワークなどの体験学習を通して、具体的に学

びますが、もし暴力を受けたら、まず「NOと言い

なさい」とあります。それでも止まらなかったら、「逃

げなさい（GO）。そして誰か信頼できる人に、その

ことを告げなさい（TELL）」とあります。このよ

うな「虐待防止教育プログラム」を、小学生のころ

から「暴力予防プログラム」として学習しますので、

子どもたちには自己肯定感、自己コントロール感、

自己効力感、自己決定力などが育っていきます。他

にも、アサーション・トレーニング（Assertion 

Training、AT）などもあって、どのようにして相

手に自分の気持ちを伝えるか、コミュニケーション

や言葉のやり取りをどのように行うのか、などのプ

ログラムもあります。このようなことで、予防とい

うのは、起こる前に防いでいくことですから、暴力

が起こらない様にするために、エンパワメント教育

とか予防教育とかいうものを、すべての子どもにさ

まざまな場面で行ってみることが必要だと思いま

す。

Ⅵ　支援者やケア・テーカーの

　　　　　　　　メンタルヘルス維持のための支援

それではお配りしてあるバーンアウト・チェック

リストを見て頂いて、皆さんにチェックして頂きた

いと思います。最近６ヶ月、これは長いと思います

ので、３ヶ月ぐらいと考えて頂いて、次の様な事を

どの程度経験しましたかという質問に対して、右の

欄で当てはまると思う番号に丸を付けて下さい。１. 

はない、２. はまれにある、３. はときどきある、４. 

はしばしばある、５. はいつもある、ということです。

もう、皆さん終わりましたでしょうか？　あとは

自己採点をして頂きたいと思います。EE、DP、

PAについて、それぞれに当てはまる項目の番号を

書きましたので、各自で計算してください。なお、

PA（個人的達成感）に関しては、逆転項目ですから、

５. と答えた項目は１点、４. と答えた項目は２点を

いう風にして、合計点を計算してください。

バーンアウト（燃えつき症候群）尺度（久保・田尾、1992）



■ 研修講演より ■

42

EE（情緒的消耗感、emotional exhaustion）：1，7，8，

12，16，の５項目の合計得点

DP（脱人格化、depersonalization）：3，5，6，10，

11，14，の６項目の合計得点

PA（個人的達成感、personal accomplishment）：2 ，

4，9，13，15，17，の６項目の合計

この表で、３つの尺度について、皆さんが計算し

た合計得点を表１に照らし合わせてみますと、「ま

だ大丈夫」から「危険」までのどこに位置している

かが診断できると思います。

いかがでしたでしょうか？

注意、要注意、危険と診断された方は、バーンア

ウトがかなり進んでいますので、どう対処すればよ

いのかを、これから危機介入と予防という観点から

お話します。

１　危機介入（PP11を参照）

まず、バーンアウトという危機状態に介入する場

合には、いまどのようなストレス状態にあって、ど

う対処すればよいかということを考えなければなり

PP11

ません。そこで、コミュニティ・アプローチで考え

ますと、個人レベルでストレス対処方法を考えると

共に、環境レベルで職場環境の改善を考えるなど、

両面からのアプローチが必要になります。

（１）ストレスへの対処方法の学習

①ストレス状態の自覚：これはいま皆さんにやって

頂いたチェックリストで、まず客観的に数値で自覚

することです。このチェックリストは、看護師さん

を対象に作られた尺度で、標準化して表１のような

数字が出されています。今日の皆さんは、主にDV

被害者の支援をされている方たちなので、看護師さ

んの結果と非常によく似ているのではいかと思いま

す。一般的に被害者支援をされている方は、何とか

しようと頑張りすぎて、情緒的疲労が酷くなり脱人

格化が進んで（非情で非人間的で、その人らしさが

なくなる）、しかも思うような結果が出せなくて（達

成感や満足感がなくて）、バーンアウトしてもおか

しくない状況になりやすいのです。注意状態以上は、

危ない域に入っていますから、次の工夫が必要です。

②仕事からの距離を作る：極端に言えば、今まで頑

張りすぎていた分、手抜きをすればいいということ

です。そのために、「３つの間」をお勧めします。

人間関係の間、空間の間、時間の間、この「３つの

間」です。仕事から距離を置くとは、「空間の間」

を作って、職場という環境から離れ、「時間の間」

を作って、就業時間が終わったら、仕事をやめると

いう気持ちでいなければなりません。しかし、職場

を離れても職場仲間で飲みに行っては、「人間の間」

と「時間の間」を作っていないことになります。職

場を離れたら別の人間関係の中で、趣味をやるとか、

昔の友達に会って楽しむとか、仕事に関係したこと

は全て忘れることです。このように、「３つの間」

表１　バーンアウトの自己診断表（田尾、久保、1996）

診　　　断 情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感

まだ大丈夫（40％↓） 5－15 6－11 25－18

平  均  的　（40－60％） 16－18 12－14 17－16

注　    意　（60－80％） 19－20 15－17 15－13

要  注  意　（80－95％） 21－23 18－20 12－10

危　    険　（95％↑） 24－25 21－30 9－ 5
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を実行することは、意外に難しいことですが、これ

を実行していると、バーンアウトをしないですむで

しょう。

③健康の回復：それから健康の回復のためには、規

則的に睡眠と食事を取り、生活の基本パターンを

しっかり作ることです。逆にバーンアウトしかかっ

た時というのは、朝起きられなくなったり、寝付き

が悪くなり夢見が多くなったりします。前段では「３

つの間」でしたけれど、ここでは３Rにします。リラ

クゼーション（Relaxation）、リフレッシュ（Refresh）、

リクリエーション（Recreation）の３Rです。対人援

助職の人は、深刻な問題について相手と話し合うこ

とが多いため、知らず知らずのうちに、相手との関

係の中で生じた緊張感・切迫感などを、私生活にも

持ち込んでしまいます。頭のどこかで３Rを呪文の

ように唱えておくとよいかもしれません。

（２）職場環境の改善

危機的介入のなかでは、（１）の個人的対処法に

加えて、ここでは職場環境への対処方法も考えてお

かなければなりません。

①職務上の過重負担の軽減：職場環境の改善という

ことですと、当然ですが職務上の過重負担というも

のを減らしていくことが大切です。ところで、皆さ

んはいろいろなケースを持っておられると思います

が、１人何ケースくらいが適切なケースロード

（case-load）だと思われますか？自分が出来る範囲

を超えないようにすべきです。あまりにも多いケー

スを受け持っていますと、当然ケアの中身も荒くな

りますし、自分にとっても相手にとっても、不満足

感が残ります。ですから、先程言いましたように、

残業とか時間を超過してまで仕事をすることは基本

的には止めるべきで、これは個人の問題というより

は、職場環境の調整ということで、管理者にきちん

と対応してもらう必要があります。現在は、大きい

企業ですと、産業医（内科医や精神科医）や産業カ

ウンセラーがいて、彼らが職場に対してさまざまな

提言をしたり、EAP（Employ Assistance Program）

を導入したりします。特にこのごろは、過重労働に

よって、鬱になった人、過労自殺しそうになった人、

会社を辞めたり休んだりして引きこもってしまった

人などが少なくありません。そういう人たちに対し

て、職場環境を改善するように、EAPというプログ

ラムを導入するとか、会社の上層部（管理者）に対

して、専門的な立場からアドバイスをするとかで対

応しています。

②仕事への自律性の保障：従業員一人ひとりの立場

や意思を尊重して、過重労働にならないスケジュー

ル管理をしっかりと行っていけるように、上司など

の姿勢や考え方を変えなければなりません。管理職

や人事権を持つ人たちには、特別にEAPを徹底して

教育することが必要です。それがひいては、それぞ

れの社員が自分の仕事への誇りと自律性を取り戻す

ことにつながるのです。

③役割の明確化：まず、仕事についての全体目標を

確認したうえで、役割および責任体制の明確化が急

がれます。

２　予防

ケア・テーカーのメンタルヘルスをより良く維持

するためには、予防的介入として次の３つを挙げた

いと思います。

①スーパーヴィジョンやコンサルテーションによる

介入：ケア・テーカーの専門家になるためには、

スーパーヴィジョンやコンサルテーションを受ける

ことが、初心者でもベテランでも不可欠です。

ところで、精神科医の北山修氏は、スーパーヴィ

ジョンについて、「介入する」、「見守る」、「割って

入る」、などと述べています。もともとスーパーヴィ

ジョンとは、上から見るという意味ですので、「こ

うしなさい、ああしなさい」と教えるという意味が

あるかもしれません。しかし、フェミニスト・アプ

ローチやコミュニティ・アプローチでは、スーパー

ヴィザーとスーパーヴィジーの関係は、セラピスト

としては先輩と後輩、臨床経験の長い人と短い人、

年長者と若手、援助者と被援助者という関係はある

ものの、「ひらば性」や対等性を重んじています。

ですから、スーパーヴィジーとクライエントとの治

療関係の中に、第３者であるスーパーヴィザーが

割って入ったうえで、二人の距離の取り方とか、二

人の関係の密着度とかを常に考慮しながら、議論し
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ていきます。たとえば、この関係はちょっと密着し

すぎているとか、治療者が巻き込まれて柔軟性を欠

いているとか、この応答では上手くいかないとか、

スーパーヴィザーが気付いたところを指摘して、話

し合っていくことなのです。そして、スーパーヴィ

ザーを良い意味で利用して、自分の治療関係やスキ

ルの改善を図り、頑張り過ぎないように、バーンア

ウトしないように予防していきます。

②仲間との同僚性（companionship）の回復：また、

同じ様な体験をしている仲間と一緒に、「こう言う

事があったんだけども、どうしたらいいかなー」「今

日は○○さんの対応で疲れきっちゃった」などと

言って、率直に話し合ったりガス抜きをしたりしま

す。一方、ケース検討会の場で活発な意見交換をし

たりして、同僚性（companionship）を育成させな

がら、自分の支援のあり方で、抱え込みすぎたり孤

立化したりする点を、改善していくことがあるかと

思います。

③他の専門家とのコラボレーション：同じ専門家同

士で集まるのでなく、当事者や他の専門家と協働す

ることで、目標・役割・責任を共有して果たして行

くことも重要です。

以上、DV被害女性や子どもたちへの支援につい

て、予防・危機介入・後方支援というコミュニティ

心理学の視点から、DV被害者のためのシェルター・

コミュニティで行われているフェミニスト・セラ

ピィ的支援活動を報告させていただきました。また

最後に、支援活動に関わるケア・テーカーが陥りや

すい燃え尽き症候群についてもお話しいたしまし

た。皆様自身がバーンアウト・チェックリストをつ

けることで、燃え尽き度を自覚し、それへの危機介

入・予防を考えるきっかけにして頂ければ幸い

です。

ご清聴ありがとうございました。
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＊　平成22年度 テーマ別研修「子ども虐待防止と周産期の支援」での講演をまとめたものです。

「周産期における子ども虐待のリスク」

佐　藤　拓　代

（（独）大阪府立病院機構 大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部長）

ご紹介いただきました佐藤です。私は臨床を10年

間、小児科、産科と新生児の周産期をやってきて、

それから後は保健所におりました。今は大阪府立母

子保健総合医療センターの企画調査部という、

ちょっと珍しいどちらかというと公衆衛生の部門に

います。

大阪府立母子保健総合医療センターは今年で30年

になるんですが、設立当初は主に産科と新生児で

160床、乳児の40床、そして企画調査部だったんで

すね。今は産科100床、新生児60床、小児医療211床

で、研究所もあります。小さい子どもさんを育て上

げて地域に返す、あるいはハイリスクの妊婦さんも

来られるわけですけれども、そこを地域と連携して

いかに子育てを健やかにしていっていただくかとい

うことを念頭に置いて、30年前にこの企画調査部と

いう保健師さんがいる部門をつくったわけです。

こども病院の中で保健師さんがいると、高度医療

を受けて自宅に帰る子どもさんのことを見まして

も、やっぱりケースワーカーではないつなぎができ

るんだなと改めて思っています。未熟児はもとより、

先天性の疾患を持って手術して在宅に帰す、あるい

は慢性疾患で呼吸器をつけたまま自宅に帰らなきゃ

ならないという人たちに、細やかなところまで地域

に伝えられるのはやっぱり保健師さんなんですね。

ところが全国で病院に保健師さんは、あまりいま

せん。こども病院にいる保健師さんの連絡協議会と

いうのがあります。ちょっと前置きが長くなるんで

すけど、すみません。地元に帰ってもらって、保健

と福祉と医療をつなぐ部門として、病院の中の保健

部門が重要なんだということを言ってくれたらいい

なと思いまして。全国で10カ所の公的病院に保健師

さんがいまして、連絡協議会を持ってお互いにどん

なことをしているのかというような情報交換をして

います。

ところが去年その協議会を当センターで開いたん

ですけど、１カ所が保健師さんからケースワーカー

に変わり９カ所になったんです。保健師さんの活動

というのは水みたいなもんで、なかったら非常に困

るし、非常にいい働きをしているんだけど、そこの

ところのアピール度が低いと病院の中の認識が弱く

なってしまいかねないというように思います。

今すごく予防が注目されています。今日のご参加

の方たちの名簿を見ますと、保健分野の方も多いし

もちろん児童福祉の方も多いですけれども、保健の

分野、保健師さんの活動をよく理解していただいて、

本当にパートナーとして一緒に仕事をしていただ

く。それが予防には非常に効果があるというように

思っています。

１．周産期とは

周産期の定義は、統計上は妊娠22週から生後７日

未満です。ところがみんなが周産期というのは、赤

ちゃんが生まれてから１カ月とか２カ月ぐらいの期

間をイメージしている方が多いように思います。実

際には出産前後を指しますが、概念が広くなってい

ると思います。

ところが産科では、この22週０日になるのか21週

６日になるのかでは、すごく変わります。妊娠が継

続できなくて胎内死亡して21週の６日だったら流産
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扱いで、22週０日だったら死産です。しかし、市町

村には死産の届出が12週以降は必要で、定義が異

なっています。

大体、予定日を算出するのがいかに難しいか、頼

みの綱は、お母さんの最終月経。それから後は、超

音波で赤ちゃんのサイズをはかって、それから赤

ちゃんの大きさから推測して予定日を出すわけなん

ですけれど。でもそれも妊娠の初めのころにそうい

うエコー（超音波）の検査がなされないと、予定日

の算出は難しいんです。これが妊娠後期になってか

ら受診してくる方の問題なんですね。

今は胎内でエコーでかなり先天性の奇形とかがわ

かります。妊娠後期になってから受診してくると、

さらにもう一つの議論を引き起こしていて、例えば

お母さんたちは健診の一環だとして超音波を受けて

いるんですが、実際には先天異常がわかってしまっ

て告知の場面にもなりかねないということです。

普通、遺伝子検査を受ける場合には、そういう重

大なことがあるかもしれないからということで同意

書を取って検査をしています。ところが超音波の検

査は同意書を取っていない。だから普通の健常な赤

ちゃんが生まれてきて楽しい生活が始まるかなと

思っていたんだけど、産婦人科の先生から全然準備

がないままに、「おたくの子どもさんはひょっとす

るとこんなような障害があるかもしれないので、

どっか違うところに行ってみてください」となって

くると、お母さんもう頭が真っ白で、あと何を考え

ていたかわからなかったというようなことをおっ

しゃいます。

ところが先天異常をエコーで見るのも、赤ちゃん

がおなかの中にきっちきちに入ってきたらわかりに

くいのです。中期ぐらいの、羊水があって赤ちゃん

がふわふわ空中遊泳しているくらいのときだったら

ば性別もわかるし、いろいろな内臓の奇形なんかも

見やすいんですね。妊娠後半まで全然医療機関にか

からないで、飛び込みで分娩するというのは、そん

なこともあるということも知っていただきたい。

周産期死亡率は我が国では妊娠22週からですが、

世界では28週以降の死産で比較しています。

28週以降の死産と７日未満の死亡を合わせて、日

本では出産1000対2.9人で世界でトップレベルです。

その次に高いのはスウェーデンの4.4、カナダが6.3、

アメリカが6.8、イギリスが8.5、フランスが10.5とい

うように、断トツに我が国の周産期医療、産科医療

が非常によく進んでいることをあらわしています。

周産期というのはもう一つ子どもを産む側にとっ

てみると、子どもを受け入れて分娩し育て始めると

いう大激動の時期なんですね。ホルモンも、今まで

だったら月経が来て月経血を流すように、どっちか

というと収縮して異物を排出するほうに働くんです

が、赤ちゃんというのは本当に遺伝子的には自分と

は相入れないものなんですけれども、それをきちん

とおなかの中に置いておいて育て上げるから、免疫

機構もすごい変化が起こっていますし、ホルモン系

統でも子宮が大きくなるのを受容するような変化が

起こっているわけなんです。だから心も体も非常に

影響を受けるということです。

ところが一部の人は、妊娠・分娩というのは病気

じゃないんだと。病気じゃないから医療機関に行く

必要はないんだというように変に誤解をしてしまっ

ているところもあるし、また反対に非常に大事にさ

れ過ぎて肥満が起こって、産道の周りにも脂肪がが

ちがちについて、かなり分娩がしんどいというよう

なこともあるので、これは本当に中庸の正しい理解、

妊娠・分娩・出産で女性の体に何が起こるのか、あ

るいは心の動きがどんななのかというのを、子ども

に携わるすべての機関の人たちには知ってほしいな

と思います。

この中でも特に産褥期、産後の体がもとに戻るま

での期間は、赤ちゃんに没頭し愛着をはぐくむ時期

なんですね。この赤ちゃんに没頭しというのも、さ

わるパターンを見ていくとおもしろいです。普通は、

赤ちゃんが生まれたら、「やあ、かわいい、かわいい」

と言ってびしっと抱けると思うんですけれども、赤

ちゃんが思ったようなはずじゃないな、本当に自分

の子かなと思うときには、おもしろいことに試し行

動から始まるんですね。

未熟児にかかわっていきますと、思いもよらない

ほど小さく生まれた我が子に愛着を育てるときに

は、まず保育器のちっちゃい窓のところから手を入
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れてみて、つんつんと突っつくんですね。あっ、動

いたわ、本当に生きているというのを確認しつつ、

あったかいわ、やっぱり生きてるんだと思いながら、

その次にようやく手のひらぐらいで赤ちゃんをさわ

るようになってきて、それから赤ちゃんが大きく

なったら胸の上に乗せるとかいうようなプロセスが

起こります。

ですから、普通の大きさで生まれてきた赤ちゃん

との愛着の育て方にくらべ、小さく生まれてきた赤

ちゃんとの愛着というのは、かなり時間がかかるな

と。指先つんつんから、手のひらになって、抱きし

めるという、そこまでの時間も赤ちゃんが病院に

入っている間には医療サイドのほうでしっかりやっ

てあげる必要があると。ところがお母さんの体には

負担がかかるというのは、先ほど言ったとおりです。

２．調査や事例からみる周産期の問題

（１）死亡事例集の検証結果報告から

国が虐待死亡の検証結果を出し、もう第６次報告

まで行きました。妊娠期、周産期の問題だけを、そ

の報告書の中から抽出しました（スライド①）。こ

こに心中以外と書いてあるんですけど、これは虐待

死です。心中も同じくらい数があります。心中はどっ

ちかというと子どもの年齢もばらばらだし、背景要

因もさまざまだというような報告がなされてい

ます。

心中以外の虐待死のところで、網かけしたのは、私

がおやおやと思ったところなんですね。タバコの常

習とアルコールの常習は、67例のうち未記入が48例

もあり７例と５例は全体の１割ぐらいになります

が、記入している分に対する割合でいくと36.8％と

26.3％なんです。これは第５次報告では10数％でし

た。２～３倍になっています。

ということは、おなかの中にいる子どもによくな

いということはかなり常識に近いと思うんですが、

そういうことを知っていても習慣を変えられない、

おなかの子どもに思いを寄せがたい人たちなのでは

ないかと、その人たちがふえているのではないかと

心配します。

それと望まない妊娠、計画していない妊娠ですね。

この把握がまた難しいんですけれども、最近は母子

健康手帳をとりに来られるときに、この妊娠は計画

した妊娠ですかというように聞いているところはか

なりあります。でもそれが本当に計画したか計画し

てないかというのと、望んだ妊娠か望まない妊娠か

というのは微妙にニュアンスが違います。本当は

こっちのほうもストレートに聞くべきかと思うんで

すけれども、国はこれを一緒に集計しています。やっ

ぱり記入していない例は半分以上あり、記入例に占

める割合は７割で若年妊娠が３割です。

若年妊娠は未記入が18例もあるのは、ちょっとど

うしたものなのかなと思うんです。お母さんの年齢

から子どもの年齢を引くと機械的に出てくると思う

ので未記入だけの話で、本当は把握しているんじゃ

ないかなと思うんですけれども。これは大事です。

また後のほうで言います。

それから母子健康手帳の未発行が４割。妊婦健診

を受けてないのが６割。母子健康手帳はただ単にと

りに来るだけじゃなくて、今は14回の妊婦健診の受

診券がついているんです。都道府県、市町村によっ

て補助額はかなりばらつきがあり、14回で11万ぐら

い補助金を出しているところがあるから、すごいメ

リットいっぱいのはずなんですけど、そういうこと

をわかっていてもとりに来ないのか、あるいはそう

いう情報が行き届きにくい人たちなのかということ

を、考えてしまいます。

この検証結果で、だんだん把握する割合も高くスライド①
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なってきていて、今や子どもの虐待に関する死亡事

例への影響は妊娠期・周産期の問題がかなり大きい

と言えます。特に子どもがちょっと大きくなって死

亡した事例なんかでも、これが隠されている事例が

あるんです。さらに細かく見ていきますと、乳児が

６割です。前年は４割でしたから、去年の報告は２

割多くなりました。そのうちに新生児、生まれた月

のうちに殺されてしまうのが７割弱ですね。主たる

加害者は実母が６割です。

望まない妊娠、妊婦健診未受診、母子健康手帳未

発行が、生まれたその日に殺された子に限ると７割

弱、75％、８割というようにものすごく割合が高く

なっています。生まれたその日に殺してしまうとい

うのは、赤ちゃんが生きて生活することすら考えに

くいような妊娠生活を送っていたとか、どうしたら

いいかわからなかったとか、そのような人たちでは

ないかと思います。

今、母子健康手帳交付のときに面接して、そこか

らリスクが高いから支援するのはかなりの市町村が

やっていますけれども、それもとりに来ない人が多

いわけですから、もう遅いわけです。ですから、と

りに来ないような人、妊娠したかしないかは薬局で

買う妊娠チェックだけで済ませているような人たち

に、いかにアプローチするかというのがこれからの

大きな課題だと思います。

それから乳幼児健診の未受診も多いです。平成21

年度の全国で３・４カ月児健診の未受診は6.3％な

んですけど、４倍以上です。１歳６カ月児健診の未

受診も9.2％ですけれども、５倍ぐらいです。すご

く公的サービスに乗りにくい人たちだというのも言

えます。

ちなみに市区町村への妊娠の届け出がどのぐらい

遅い人たちがいるのかというのを、調べてみました。

妊娠20週までで97.7％がとりに来ています。満11週

以内に86.9％とほとんどの方は、とりに来ているん

です。だから満11週で切るか12週で切るか、少なく

ともこれ以降にとりに来た人たちは、もうちょっと

細やかにかかわる必要があると思います。さらに分

娩後にとりに来たというのも0.2％います。

これもまたＰＲの仕方にもよるのかもしれません

が、市町村によってばらつきがあります。20週まで

の届け出が多いところというのは、都道府県等とし

ているのは政令指定都市、中核市等は厚労省が都道

府県並みに報告を求めていますので、そこで比較検

討すると、広島市が多く、秋田市、富山市、船橋市、

大津市となります。20週までの届け出が少ないほう

からいくと東大阪市、奈良県等々です。

極端に少ないこの二つを除くと差が小さく、まあ

まあ頑張っていると思います。頑張っているからこ

そ、妊娠の届け出が遅い人は星マークをつけてしっ

かりフォローしなければならないと思います。自分

たちのところの社会資源と合わせてどこからフォ

ローするかですが、私は20週で切ってもいいんじゃ

ないかなと思います。

国の検証の報告書の中に出てきていた事例から、

周産期をみてみます。細かいところがよくわからな

いんですけれども、でもやっぱり周産期の情報がか

なり影響しているのかなと読み取れなくもないの

で、ご紹介します。

「こんにちは赤ちゃん」で訪問したんですが、お

母さんが生後間もなくから夜間に飲食店に勤め始め

ていたことを聞いていたと言っています。だからお

母さんでなくお父さんに会ったのかもしれない。そ

れをどう、こんにちは赤ちゃん事業の報告を集める

ところに返したのかなというのは、私は聞きたいと

ころなんですけど。離婚されているんですね、で、

転居したと。出産した医療機関からのリスクが転居

先につながっていなかった。ということは、多分出

産した医療機関でも何かあったんでしょう。だから

「こんにちは赤ちゃん」で行く市に伝わっていたよ

うです。さらに児童扶養手当の申請が行われ、母子

自立支援員等が積極的にかかわりを持つことはな

かったということで、母子家庭になったということ

からのリスクの変化が把握されていなかったような

感じがします。

子どもが通っていた保育所や幼稚園でも、傷やあ

ざの情報等があったようです。また病院からも通告

があったということで、きっと担ぎ込まれたか連れ

ていったかで問題があったんでしょう。で、児相は

虐待と判断していなかった。まあ、ポイントは幾つ
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かあるんですけれども、少なくとも言えることは出

産した医療機関からのリスクの情報ということなん

です。

ですから今度は医療機関から情報をもらう。医療

機関に５日間ぐらいしか入院してないんですけれど

も、その中でやっぱり家族の面会が少ないとか、赤

ちゃんへの接し方が非常にぎこちないとか、いろい

ろな問題が、短い期間ですけれども把握できるんで

す。もちろん飛び込みでお産に来たとか、いろいろ

な情報があるので、それを医療機関からこっちのほ

うも積極的にもらうことをするというのが今や求め

られています。

この仕組みづくりというのが、いろいろなところ

のお話を聞かせてもらいますと、点と点なんですね。

面になっていないんです。ある医療機関からは非常

によく情報をもらうんだけれども、違うところの医

療機関からはもらえないということではなく、点で

はない面の対策が求められています。面の対策で周

産期医療機関から情報をもらう仕組みをつくってい

るのが兵庫県です。それから徳島も徳島大学が中心

になって医療情報をもらうような仕組みをつくられ

ています。ぜひそれを保健所の役割として、都道府

県型でも中核市でもいいですけれども、調整して

しっかり面をつくっていただきたいなと思います。

もう一つの事例は、アンケート上の「いらいらあ

り」の項目にチェックしていたということは、後期

健診のようなんですね。赤ちゃんの健診は４カ月と

か１歳半、３歳は集団でやっているところがほとん

どですけれども、乳児後期健診というか10カ月ぐら

いの健診は医療機関でやっていることが多いんで

す。これはどうも医療機関での委託された健診のよ

うで、チェックしていたんだけど、それがきちんと

市町村の訪問するところに伝わっていなかったよう

です。

医師会にこの後期健診のデータを集めて、それか

ら保健センターに返しているところが多いですよ

ね。医師会で何で集めるかというと、支払い事務が

あるから集めているんです。そうすると、医師会経

由で紙が戻ってくるのを待っているのではとても間

に合わない。後期健診を診た医療機関から、「あれ、

このお母さん心配でちょっと危ないね」というよう

な情報を即電話でもらうような体制でないと、タイ

ムリーな支援ができないです。

それから医療機関のケースワーカーから、面会が

少なく来院しても本児をあまり抱かない、リスト

カットの跡のようなものがあると言っているんで

す。双子で上にも第一子がいると言っているから、

きっと双子で未熟児だったんでしょう。これは周産

期が持っているものすごく高いリスクです。リスト

カットなんていったら大変な事例で、しっかり病院

に入院している間に地域とカンファレンスを持ち、

どうやってこのお母さんたちを支えていくかという

のをやっていかなきゃならないと思うんです。やっ

ていたかもしれませんけど、報告書では簡単過ぎて

わかりません。

訪問は行っているんです。訪問も初期の受け入れ

はよかったので、次回の訪問を約束したと。ところ

が私が保健師さんと一緒に保健所に20何年間いた経

験からすると、この訪問の約束というのがまたくせ

ものなんです。訪問というのは、普通はリスクアセ

スメントをしてどのくらいの頻度で行かなければな

らないかというのを、大体頭に入れながら保健師さ

んは行っているんですけれども、「あなたの場合に

はここ１カ月は１週間に１回、毎回行くからね」と

いうような約束がなかなかできないというか、約束

しないで訪問を終わっている場合があるんです。

そうすると、人との信頼関係を結びにくい人たち

は、見かけ上はすごくにこにことして保健師さんを

受け入れるんです。ところが保健師さんが帰った後

は、どっと疲れるということが結構あるんです。じゃ

あ、次に来る前にさっさといなくなろうかなとか、

あるいは次には訪問を拒否しようかなとかいうこと

が起こりかねない。これだけのリスクがあります。

だったら次の訪問は、「しばらく子育てのこととか

お母さんの心配事を聞くために毎週毎週来るから

ね、じゃあ来週水曜日ね」とか、「ずっと水曜日来

るね」と。それくらいのお約束をして帰ってきても

いいんじゃないかなと思うんです。

再訪問したところ既に転居後であったと書いてい

るから、１週間後には転居できないと思うんですよ。
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どれくらいの訪問間隔だったのかなと思いますね。

これも周産期の情報がどれだけ重みを持ってとらえ

られていたかということです。

（２）新聞報道の事例から

これは大阪で非常に騒がれた事件です。去年の春

は死亡事例がものすごく相次いだんです。新聞の情

報からですが、１歳10カ月の３女であごが骨折して

いました。あごが骨折していたんだけど、そのあご

の中に肉まんが押し込められていた事例なんです。

前の日まで食べたということを親御さんは言い張っ

たんですけど、新聞によるとあごが骨折していてと

ても痛くて噛めるはずがないから、親が押し込めた

のではというようなことを書かれていました。顔に

やけどがあって、消えかけたあざもあって、死因は

急性硬膜下出血、揺さぶられ症候群かなと。

子どもが４人、５歳、３歳、９カ月。無職の、夫

かどうかわかりません、新聞では男性と書いていま

した。虐待の兆候から１年８カ月、21回、訪問や電

話等をしています。この人は、2008年に駆け込み出

産で生まれているんです。先ほどの死亡事例のとこ

ろでも妊婦健診未受診とか――駆け込みというのは

妊婦健診未受診ですよね。おなかが痛くなって医療

機関に救急車か何かで来るわけですから。

１カ月健診に、お母さんの産後の肥立ちがいいか

とか赤ちゃんの体重とかを見るための健診をするん

ですけど、来なかったわけです。１カ月ちょっとの

ときに市に連絡をしています。すごいですよね、１

カ月健診に来なかったその日ぐらいにきっと連絡し

たんだろうなと思うんです。医療機関が抱えている

重大性というか、「危ないぞ」という思いはすごい

と思うんですけれども。保健師さんも訪問して接触

できなくてネグレクトの疑いで要対協に上げていて

――ここはすばらしいですね。全く生まれた子ども

の姿を見てないんだけどネグレクトというのは、特

定妊婦の考え方とも通じますよね。

市の保健師さんが２カ月後にようやく子どもに

会っているんですけど、お母さんがいない。何をし

ていたのか。それから後ずっと両親と６回会えず、

７回会えずと。半分拒否されてますよね。自宅では

会えないから、今度は施設で会う。保健センターで

会ったのか福祉事務所で会ったのかよくわかりませ

ん。健診には一回も連れてこない子どもさんです。

多分、４カ月児健診の未受診が９月が10月ぐらい

だったんでしょうね。その未受診訪問が長引いて、

このときにようやく訪問できたのかなと思うんです

けど。

ほっぺたには薄いあざがあって、お姉ちゃんがた

たいたと言い張ったと。赤ちゃんのほっぺのあざと

いうのは、ものすごい強い力が加わるか鋭いものが

当てられるかしないとできませんよね。赤ちゃんっ

て、脂肪ぷくぷくですから。「お姉ちゃんがたたいた」

と言ったらしいです。５歳のお姉ちゃんがたたいて、

こんなあざができるのかなと思うんです。

そんなのできるはずないねということで、関係者

はそこを突っ込んだか突っ込まないか、それも新聞

からだとよくわかりません。だけど同じあざがある

んです。で、また同じ説明をしているんですね。ま

たあざがあって、お姉ちゃんのせいにしている。お

母さんは「本気で怒ってグーが出ることも」と言っ

ているから、多分これはお母さんのＳＯＳだったと

思うんです。お母さんが今までやっていたというこ

との思いをちらっと言って、大変なことをしている

という思いだったのかもしれないです。

12月に４女の健診で本児連れてこずと。この４女

は健診に連れていっているんです。というと、上の

子は健診を受けていたんだろうかと。この子は受け

ているんですけど、何で死亡児だけ健診をずっと受

けてなかったんだろうかと、すごく思うわけです。

さらに体が小さそうだったから、フォローしてい

るような感じなんですね。「来てね」と言ったけど

来なかったから、お母さんが断りの電話を入れてき

たときに、「じゃあ家庭訪問に行くからね」という

約束をしているんですけど、家庭訪問に行く前日か

なんかに殺しています。追い詰められた人は大変な

ことをするかもしれないという思いも、片や持たな

あかんと思います。

幾つかポイントをこの事例で思います。医療機関

からの情報の重みは先ほどから言ってきているんで

すけど、あと駆け込み出産というのはお金がなかっ



■ 研修講演より ■

51

たのかもしれないなと思うので、上の子どもたちの

医療費、生活保護もいつからもらっているのか、そ

んな視点での周産期の情報を集めるというのも重要

です。

あとこの子だけが重大な虐待を受けた機序。先ほ

ど、上の子どもは駆け込み分娩だったのかな、健診

受けたのかなとかいろいろ言いました。保健師が拒

否されていて、生活保護のワーカーは月１回行ける

から、一緒に訪問しているんです。ところが後の新

聞で、「保健師さんが何をする人かわからなかった」

とお母さんが答えているというのが書かれていま

した。

保健のほうからのやわらかいアプローチでかかわ

れなくなったときに、介入型というか監視型の家庭

訪問できる職種の人と一緒に行くというのは、かな

りメリットとデメリットがあると思います。保健師

さんは、「ケースワーカーはこんなことをするけど

私はこんなことをする職種です」というように、しっ

かり書き物にして渡すぐらい予防的な活動を親の頭

の中にインプットさせる必要があると思うんです。

さらにこの子だけということで、周産期以外にも

上の子の子育て、健診もどうだったのかというのも

把握しないといけない。そうすると、この子だけが

ものすごく行政サービスにも乗りにくいし周産期に

もリスクが高かったら、この子は危ないということ

がもっと前に出てきてしかるべきだったんじゃない

かなと思います。

未受診者の把握のところは、一生懸命頑張ってい

ます。だけど下の子の健診で本児を連れてこないと

いうときに、「上のお姉ちゃんはどうしているのか」

というのを聞いてくれたのかなと思うんですね。す

なわち健診というのは、その家族の全員の子どもを

見られるチャンスでもあるということなんです。上

の子を連れてきて、上の子をたたいたから発見する

場合もありますし、普通だったらお留守番できない

ような年齢のきょうだいがいる場合に、そのきょう

だいは残されて何をしているのかという視点も必要

です。

大体が支援がありがたく思われるのは、１人目の

子どものときなんです。だから関係機関との関係を

よくするというのは、１人目のときにしっかり関係

づくりをするということを言いたいです。

もう一つ、大阪の堺の事例ですけれども、去年の

１月、24歳のお母さんが生後２カ月の長女を揺さ

ぶって、揺さぶられ症候群かなということで死亡さ

せています。お父さんは外出していました。これも

新聞からですけれども、インターネットに「２カ月

しか生きられなかったけど……」「生まれてきてく

れた意味を考えて生きていきます」というように、

何か自分が揺さぶったことと全く関係ないような文

章を書いてます。夫が育児に協力的でないのに悩ん

でいたと。育児疲れのため泣きやまないことに腹を

立てたと言ったようです。

保健センターでは、母親教室に通う熱心なお母さ

んと。かなり近いところにお住まいがあったようで、

しょっちゅう子どもを連れて相談に来ていたようで

す。１月の下旬というのは、死亡させた前日か前々

日ぐらいだったようなんですけれども、夫が手伝わ

ない、好きな時間に買い物ができないと言っている

んですけど、「子どもがかわいいと思えない」とい

うことを言っているんです。

このお母さん自身は結構知識があるし、虐待の危

機感を自覚して専門医も受診して、ということは精

神科にも受診したと言ったらしいんです。でも本当

に行っているのかどうかはよくわからない。産後う

つかなというようなことは新聞には書かれていまし

た。でも私は死亡を食いとめるためには、お母さん

が「かわいいと思えない」と、今まで言わなかった

ことがぽろっと出てきたときに、保健師さんはどう

対応すべきだったのかなということを思うんで

すね。

往々にして、しょっちゅう何でもかんでも言って

くるような人たちは、「ああ、そうなんや、そうな

んや」という形で流すことが多いんですけれども、

こういうように今まで言わなかったことを言うとき

には、「え、そうなんだ、お母さん、そこまで思い

詰めてるんだ」とか、何か今までと違うようなこと

が起こっているぞというような視点で言葉かけをす

るのを、きっとお母さんは求めていたのかなと思う

んです。今まではそんなことを言ってないんです
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から。

周産期のアセスメントはどうだったのかなとすご

く思うんです。母親教室は来ていたんだけれども、

医療機関で出産というときに夫とか実家の支援がど

うだったのかとかね。

あと、泣きやまないということで何回も来ていま

す。だったら具体的に揺さぶられ症候群予防のメッ

セージ、「いくら泣きやまなくてもこんな揺さぶり

方はやったらいけないよ」「泣きやまないのは今の

時期には普通だからね」ということも言ってあげる

ようなアプローチが必要ではなかったかなと思うん

です。周産期からの支援では、泣きやまないことへ

の対応というのは重大ポイント中の重大ポイントで

す。後のほうでまた言います。

（３）未受診出産等実態調査報告から

総論的な未受診分娩に移ります。去年の３月に大

阪産婦人科医会が報告をしています（スライド②、

③）。これは大阪府が調査を委託したもので、市レ

ベルとか病院レベルでこの分析をしているところは

あるんですけど、都道府県単位でやったのは初めて

と思います。

定義を未受診は受診回数３回以下、または最終受

診日から３か月以上の受診がない妊婦としていま

す。21年１年間の分娩は分娩1000対２人弱、139人

しかいないですね。その背景は未成年が15.8％、ほ

とんどが未婚です。パートナーがいる人もいない人

もいますが、わかっている限りでも非正規雇用、フ

リーターとか。経済的にかなり苦しいと思います。

未受診の理由は、お金がない、失業し経済的に苦

しかった等の経済的理由が３割です。妊娠に気づか

なかった、どこに行っていいかわからなかったが２

割。大体この妊娠に気づかなかった、どこに行って

いいかわからなかったというのは若年のお母さんが

多いです。高校生がスーパーで産み落とすとかね。

そういうような、思春期に対するアプローチも必要

です。あと多忙が10％。多忙というのは、子どもの

健康と多忙とをてんびんにかけたらどっちよという

感じで思うんです。あとは不倫がやっぱりありま

すね。

分娩で子どもはどうかというと、死産が３例です。

今や本当に死産は少なくなり、満28週以降の死産は

出産1000に２ぐらいですので、約５倍です。低出生

の子、2500グラム未満の子どもを低出生体重児とい

いますが、今は男の子で９％、女の子で10％なんで

す。その2.5倍ぐらい体重がちっちゃいですよね。

早産の子どもも多い。

それから３割がＮＩＣＵに入院する。ＮＩＣＵと

いう、未熟児とか障害を持っている子どもさんが入

院するところの１日の医療費というのは、ものすご

くかかります。１日入院しただけでも10万円かかる

んです。医療費もかなりですから、予防的にお金を

かけることで医療費も節減されると思うんですけ

どね。

帝王切開も多い。産科医の立ち会わない分娩。お

母さんの体にも妊娠高血圧症候群、これは昔は妊娠
スライド②

スライド③
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中毒症といっていました。それが３人に１人以上ぐ

らいですかね。産まれても家に帰れない。乳児院や

里親に委託して、お産自身は助産制度か生活保護を

それから申請して生活保護での扶助になるか。地域

に帰る子どもでも59％が要支援だと。家に帰ってか

らもＤＶだったりネグレクトが起こったりとか。乳

幼児健診も未受診、体重もふえないという、おなか

の中にいるときから飛び込みだとか妊婦健診未受診

というのは、言ってみたら胎児のネグレクトです。

受け入れられないか無視しているというネグレク

トは、生まれてきてからもやっぱり続いているとい

うことなんです。なので、今や周産期で把握するよ

うな情報は、いっとき改善されたと思っても、ずっ

と気をつけて見ていかなければならない大きな要因

の柱と言えると思います。

助産制度というのがわかりにくい人もいるかと思

うので、ちょっと説明します。助産制度は入院費で

す。一部の市では外来のときからこの助産制度で妊

婦さんの健診まで補助してくれるところがあるんで

すけれども、大抵は入院後です。だから退院する前

に申請してくれなければ。本当は入院する前に申請

してもらわなきゃならないんですけどね。

これは児福法です。保健上、必要があるにもかか

わらず経済的に困窮していて出産費用を負担できな

いときに、本人から申請があった場合に助産施設に

入所させるんです。ところがすべての医療機関で受

け入れられるわけじゃなくて、指定された病院また

は助産院です。出産費用を公費負担。今はお産に40

数万円ぐらいかかりますよね。だけど40数万すべて

が出るわけではなくて、一部負担があるところがほ

とんどです。その部分も上乗せして出しているとこ

ろもあったりはするんですけれども。市及び福祉事

務所を持つ自治体による措置で、費用負担が国２分

の１、自治体２分の１なんです。

これがかなり出てくると、持ち出しになるから市

としてはあまりＰＲはしていない。ところが今、ネッ

ト上はすごいですね。「お産の費用をもっと安くな

らないでしょうか」と検索すると、「助産制度とい

うこんなので５万ぐらいでお産できる制度があるみ

たいよ」とかいう感じのやりとりがされていて、「こ

れを受けやすくするにはこうしたらいいわよ」と

かっていうのまで出ています。

全国では415施設あり、全くないのが８県８市あ

ります。そこでどれだけの分娩を受け入れているか

というと、北海道が249件、横線を引いているのは

助産施設を持っていないところです（スライド④）。

東京都が615で大阪府が646、大阪市も698、堺も

355、そのほかに中核市を省略しています。大阪だっ

たら東大阪と高槻があるので、それを合わせると大

阪が全体の３分の１を占めている。大阪だけがそん

なに経済的に困窮している人が多いのかというと、

そういうわけではない。この問題意識は産婦人科医

会は非常に大きく持っています。

スライド④

どんな制度かというと、病院が２～３床このベッ

ドを申請するんです。その２～３床にこの助産制度

を使う人が入院していたら、あとは入院させたいと

言っても、いっぱいですと言って断るんです。

大抵のところが断るのはなぜかというと、こうい

う助産制度を使う人たちは非常に複雑な背景を抱え

ている場合があるんです。知的に問題があったり、

支援者がいなかったり、覚せい剤とか。最近なんか

生まれる日の前日まで風俗で働いていて、変な男の

人がついてきて、「この子は要らん、母乳なんかや

らんでいい。施設にすぐやるから、退院したらすぐ

働かせるから」と言ってね。

東京都は見かけ上は数が少ないですが、これに関

しては、東京都産婦人科医会が20年３月ぐらいでし
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たかね、助産制度を分析して提言を出しています。

今やこの助産制度を受けない医療機関が多くなって

きているから大変なことになっているということを

出しています。

また、先ほど一部負担があると言いましたが、そ

れを踏み倒すこともあるんです。病院としては、本

当に持ち出しだらけです。大変なんですけれども、

でもここのところをうまく支援していかないとこの

ような事例は救えないわけです。だからしっかりご

自分の府県の数等を把握していただいて、周産期と

いうと経済的に困窮している人たちへの支援が重要

だけれども、そこの仕組みは我がところはしっかり

なされているのかどうかというのを検討していただ

きたいと思います。

うちの母子センターの虐待防止委員会が院内に

ニュースも出しています。その院内のニュースの中

で、センターはこの助産制度を使って入院してくる

人が非常に多いと（スライド⑤）。この人たちはフ

リーターなどの非正規労働者とか若年離婚、それか

ら扶助を使う人たちもいるんですけど、生活保護で

も来る人たちがいるんです。だから大変な人たちが

多い。妊娠中から助産制度を利用する人に対しては、

福祉の人が直接病院に連れてくることが多いのです

が、それを保健にも情報を提供して、しっかり生ま

れる前から三者が連携を強化して支援を行う必要が

あると思っています。

だから当センターに保健師がいますけれども、そ

ういう助産制度で来るような人たちを、保健セン

ターがほとんどですけれども地域の保健機関に情報

提供をして連携して支援ということを進めていって

います。

（４）母親による乳児期早期の死亡

乳児殺しをおさらいします。いろいろなことが言

われているんですけれども、幾つかの文献で共通項

目がありまして、心の問題があるというような文献

が多くて３割弱とか出てきています。

あとは外見上の変化に気づかれてない人たちが結

構多いんですね。中学生、高校生の妊娠はものすご

くそう思います。普通の子のにこにこした、おめで

たく赤ちゃんが生まれる人というのは妊娠してます

よと堂々とおなかを突き出して歩きますけれども、

中高生はスカートのウエストのところをちょっと伸

ばしたぐらいでおさまるくらい、あんまり目立たな

いことが多いですね。腹筋が発達しているせいかど

うかわからないですけど。

本当に赤ちゃんもいにくいんでしょうね。いにく

いおなかにはいにくいなりにぴったりおさまって、

気づかれにくいですね。お母さんが娘の妊娠をわか

らなかったとよく言いますけれど、本当にちらっと

見てはわからない。11月ぐらいに生まれたのに秋の

運動会も一生懸命走っていたし、夏にはプールで泳

いでいて全然わからなかったという子もいます。気

づかれにくいというのも、私たちが支援しにくいポ

イントなんだろうなと思います。

あと気づきたくない。気づきたくないというのは、

先ほどの妊婦健診を受けたくないというのにもある

んでしょうね。体が思いもよらない変化をして、そ

れにどう対処するかということは、どれだけ危機の

解決能力があるかということにも関係していると思

うんですけれども。

あとコミュニケーションの問題で、とにかくこう

いうような子はしゃべる言葉も少ないとか、家庭の

中でも孤立しているとか、いろいろな問題がある場

合がある。あとパートナーと生活できるめどが全く

ない。ここら辺はよくわかりますね。経済的な問題。

先ほど助産費で言ったとおりなんですけれども。育

児不安と産後うつがあるんですね。だからただ単なスライド⑤
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る妊婦健診を受けていないだけではない、いろいろ

なことをアセスメントして、これから起こることを

予測しなければならないんです、妊娠中からね。

（５）保健機関調査から

経済的問題のことをちょっとお話ししますと、昔、

私がやった調査なんですが、大阪、栃木、群馬、和

歌山で、18歳未満の子で虐待の背景に経済問題があ

るのとないのではどんな違いがあるのかというのを

分析したんです（スライド⑥）。そうするとお父さ

んの経済問題があるのはネグレクトに大きく関係し

ていて、お母さんの経済問題があるのもやっぱりネ

グレクトに多く関係していました。

スライド⑥

それ以外に、お父さんの経済問題がない家庭に心

理的虐待が多かったです。心理的虐待は富裕層にも

起こり、社会的スキルがない等の経済問題の背景と

は異なるのではないかと思います。

さらに経済問題がある人たちというのは生育歴と

も関係し、お父さん自身の慢性身体疾患の肝臓が悪

いとか腰痛があるとかは小さく関係しています（ス

ライド⑦）。もっと大きく関係するのは、お父さん

の精神疾患、性格の問題、アルコール、薬物、若年

の親、夫婦の不和、問題の育児と孤立です。

かなり虐待の背景要因だと言われているものに経

済問題が関係しているんです。だから虐待に行くよ

うなケースで経済問題を抱えているケースというの

は、たまたまお父さんが会社を首になって生活が苦

しくなったわけではないです。やっぱり生い立ちか

らいろいろな問題を抱えている人たちが会社を首に

なって経済的に苦しいという、単なる一切り口だけ

では済まないのではないかということが、ここから

よくわかりました。

精神疾患とアルコール、薬物というのは、これだ

けでも稼ぎにくいし、お金もどんどんなくなるので

ちょっと違う要因なんですけど、それ以外の生育歴

とか性格の問題とか若年の親とか孤立は、それまで

どのような育ちをしてきたのか、人との関係性をど

のようにはぐくんできたのかというのが経済の問題

に影響されているというように思います。

だから生活保護につなげただけでは終わりではな

いんですね。さっきの助産制度を使う人もそうなん

ですけど、その助産制度につなげただけでは終わり

ではないような背景要因を抱えているんだというこ

とと、あとはやっぱり健康に対する概念に問題があ

るような人たちが多いのではないかということ

です。

お母さんサイドにしても同じです。でもお母さん

は、精神疾患は有意ではなく、多分お母さんは心の

問題があっても、お父さんが稼いでいたら問題がな

いんだろうなと思うんです。ところが生育歴、アル

コール、薬物、若年の親は父親と同じに関係があり

ました。

さらに今度は子どもへの影響ですが、お父さんも

お母さんも親子の分離が経済問題とすごく関係して

いました（スライド⑧）。新生児期の親子の分離と

スライド⑦
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いうのは多分未熟児だったりということが考えられ

るんですけれども、先ほどの助産制度を利用した子

どもさんの場合でも、ちっちゃい子が多かったです

よね。だからきっと経済問題があると、子どもも小

さかったのかもしれないなと思います。その他の親

子分離という、だれかのおばあちゃんが育てたとか、

施設に入れたとかも、結構どっちも多いです。

意外だったのは、基礎疾患があって発育のおくれ

という、病気があるんだけど医療機関にひょっとし

たら連れていってないんじゃないかという、こっち

のほうが多かったんです。基礎疾患がない発育のお

くれとか発達のおくれというのはネグレクトそのも

のですから、こっちのほうに有意差がつくのかなと

思ったんですけど、そうではなかった。

そうすると、お金がないということはネグレクト

の中でもメディカルネグレクト的なものと関係して

いるのではないかなとすごく思います。経済問題に

より医療にかかることができないのか、あるいは社

会的スキルを持たず適切な医療行動ができないの

か。とにかく経済問題がある場合には、病気を持っ

ている子どもへの医療支援が必要だということが

はっきりわかりました。

この分析は平成11年の調査で、子どもの虐待と貧

困の切り口から松本伊智朗先生が本を出そうという

ことで、改めて振り返っていろいろな調査からこの

経済問題のことを分析すると、日ごろから思ってい

たけれども、それが数字でも裏づけられたなと。やっ

ぱり経済問題というのは、一過性のその時々の生活

が苦しいだけじゃないんだというのがよくわかった

のでお話ししました。

（６）周産期の子ども虐待のリスク

周産期の子ども虐待のリスクです（スライド⑨）。

これがほとんどまとめに近いスライドなんですけれ

ども。妊娠の自覚がないというのがまた一つのくく

りであります。それは知識がないということもある

んですけど、若年だったり心の問題だったり知的な

問題だったりして自覚がないという切り口。

スライド⑨

それから子どもに愛着がない。パートナーとの関

係に問題があって、要らない子だったとかね。あと

は生育歴に問題があって、とてもじゃないけれども

産む子どもに自分がされていたことと同じことをし

てしまいそうというような人たちなんかのパターン。

あとはただ単なる費用の問題。それと育てられな

いという思い込みがある人たち。世間的に受け入れ

られない出産とか、心の問題があって本当にうつに

なってという人たちとか、知的問題、経済的な問題、

支援者がいない場合でもこれがありますよね。

育てる気はあるし愛着はあるんだけれども、育児

の負担が大きい人たち。多胎であったり、心の問題、

知的な問題、支援者がいないという切り口であった

り。あと子どもが期待外れの子ども。未熟児、障害

児、疾病を持つ子ども、育てにくい子、期待外れの子。

ここら辺が子ども虐待のリスクだと思うんです。

ちょっと細々書きましたけれども、周産期の場合に

スライド⑧
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はこんなところを把握していただきたいと思うわけ

です。表面に出てきているのは育てられないという

ことなのかもしれないですけれども、でもその背景

は妊娠の自覚がないのか、愛着の問題なのか、ある

いはただ単なる費用の問題なのか、育児負担の問題

なのかということで整理をして把握していただきた

いと思います。

３．虐待予防の支援

（１）妊娠期からの子どもを迎える支援

愛着の形成の問題は、子どもの虐待には非常に関

係があります。古い調査ですけれども、大阪府の保

健師さんたちが関わった事例です。１年間ハイリス

ク群にかかわって、虐待に行く群と虐待に行かない

群があるんですけど、愛着形成の阻害があった群は

虐待に非常に有意に行っています。その中で具体的

にどんなことがというのを調べているんですけれど

も、望まない妊娠が断トツに多かったんです。

これは、普通に母子健康手帳をとりに来て妊婦健

診を受けているような人でも、例えば生育歴に大き

い問題がある人たちはどんなことを考えているのか

という図式です（スライド⑩）。おなかの中に赤ちゃ

んがいるときには、胎動が始まってけったりすると

きに、私のお母さんもこんなふうにして私を産んだ

のかなとか思うんですけど、出産の痛みが来たとき

にもやっぱり振り返ってますよね。

ところが本当にかなり親と問題がある場合には、

全く意識の底に押し込めて何も考えてない妊婦さん

もいるんですね、話をすると。でもそれは、ものす

ごく問題があると思うんですね、隠しているわけで

すから。だけど育児行動の中で、やっぱり無意識で

よみがえってきますね。だから意識に上らせるとい

うことが重要なんです。

赤ちゃんの子育てでも、四六時中泣いている子に

母乳をやるときにも親のことを、こんなふうにして

やってくれたんだろうかと思い出します。だから親

の関係を振り返る時期なので、全く思い出さない人

たちはそれもリスクが高いから、そこを思い出させ

て親との関係を整理するような支援を行う必要があ

ると思います。

もうひとつ言いたいのは、妊娠中というのはおな

かの赤ちゃんはお母さんの附属物なんですね。どっ

ちかというと夫婦は１対１の関係でしかないんで

す。だから社会的スキルとか人間関係が未熟だった

りすると、２人のときには仲よく生活しているんで

すけど、でも赤ちゃんが生まれてきて２方向が６方

向の関係になりますよね。そうすると途端にいろい

ろなことがぎくしゃくしてきて、関係が悪くなると

いうのはよくあります。

そういった意味からすると、初めての子どもとい

うのは、私はよく言っているんですけれども負荷試

験なんですね。糖尿病の予備軍を判断するために、

糖を飲んでもらって血糖を調べるんですけど、それ

と同じようなことが子どもが生まれてくると起こる

から、１人目の子のときにかなりこの人の社会性の

ことがわかります。２人目、３人目も同じような問

題が起こるわけです。１人目のときにしっかり評価

をする、あるいは１人目のときにうまく子育てがい

くように支援するというのが大事だと思います。

また、妊娠と感情の問題では、妊娠したら普通に

結婚していて普通の家庭だったらみんながうれしい

だろうと思うと、そうではないです。妊娠と感情の

変化ですが、点線が喜びの感情で、実線が不安の感

情です（スライド⑪）。

妊娠初期には、生理が来なくて妊娠したかなと思

うんですけれども不安です。こんなんで赤ちゃんは

生まれるだろうか、産んでやっていけるだろうか、スライド⑩



■ 研修講演より ■

58

つわりもしんどいしという不安があるんですけれど

も、妊娠中期になってきて５～６カ月に胎動が始ま

りますね。そうすると妊娠も安定してきていて、体

調もよくなってご飯もどんどん食べられますし、う

れしいな、私でも赤ちゃんが産めるんだという喜び

の感情が勝ります。

妊娠後半期になってくると、今度は赤ちゃんが生

まれる直前にはやっぱりどんな子が生まれるんだろ

う、赤ちゃんが生まれてきて私たち夫婦はうまく

やっていけるのかな、痛いんだろうかとか、いろい

ろな不安がよぎってものすごく不安は大きくなるん

ですが、陣痛が始まってすぐにぽんと生まれるわけ

じゃなく何時間かはかかるわけです。何時間かかか

るうちに、やっぱり子どもを受け入れる。そんな心

の変化が起こって、ちゃんと分娩して子どもを受け

とめるわけです。

ところが妊娠の後半期のこの時点で未熟児を産む

ということは、中断してしまうということですよね。

だから後半期の赤ちゃんを迎える巣づくりといいま

すか、そんな作業、心の準備もできないままに生ん

でいるので、赤ちゃんを迎える濃厚な支援がより必

要です。

じゃあ不安が全くなければいいのかというと、不

安がない人はかなりリスクが高いと思ってくださ

い。妊娠していたかどうかわからなくて、全く普通

の生活をしているような人たちが、死亡事例の中に

もそうじゃないかなと思われるような人も紛れ込ん

でいるんですけれども、不安を全く感じないという

のはかなりのハイリスクです。

人間が赤ちゃんを産んでいくという作業は、不安

を克服していく作業だと言われています。ある人は、

スパイラルのように不安が起こりますが、それに寄

り添うように大丈夫だ、大丈夫だ、私でもやってい

けるとらせん状に振り返り、振り返りして、不安を

打ち消し、お産になっていくんだという図をかいて

いる人たちもいるくらいなんです。

だから不安で悩んでもらわなくてはいけません。

自分のおなかの中にはどんな人間が宿っているの

か。あるいは私たちはこの子どもを迎えてどんな生

活をしていくのか。一生懸命、夫婦で悩んでもらわ

なきゃならない。それを簡単に、「こんなの大丈夫よ、

だれでも産むんだから」といってぽんと放してしま

うと見捨てられ感を持つんです。不安な気持ちに一

生懸命寄り添いながら、お母さんたちの自分の親と

のところを整理していく。そんな作業が必要で、そ

れがすごく子どもとの愛着をつくるのに関係し

ます。

また最近出ている文献では、胎動と愛着の関係が

はっきりしてきました。ある文献では胎動をカウン

トさせて、しっかり胎動をカウントできた例が、赤

ちゃんが生まれてきてから心理テストをやって愛着

の関係を見ると、非常に愛着がいいと。

望まない妊娠をした人たちは子どもを意識したく

ないから、中学生なんかもよく言うんですけれども、

「ただ単なるガスが動いたと思った」とか「便秘だ

からと思った」とかいうように、赤ちゃんと向かい

合っていない、対話をしていない。胎動を感じると

いうことは、「今ご飯を食べたから元気になったん

だね」と言っているとか、胎動の時間というのはそ

ういうような会話がなされるんですね。

だから胎動を自覚していますかという妊娠中期以

降のアプローチを、ぜひしてください。そして胎動

を自覚させるようにしてあげてください。おなかに

手を当てて、これは赤ちゃんの手かな足かな、男の

子かな女の子かなと。よかったらお父さんもおなか

に手を当てて、何々ちゃん元気かいとか。そんな作

業もやっていただきたい。それがすごく愛着をつく

ります。

スライド⑪
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妊婦さんへの支援のポイントをまとめますと、不

安を出せるように傾聴するという、聞く姿勢がまず

第一です。不安を否定するのではなくて、どうして

そう感じるのかというそのプロセスで生育歴の問題

を把握しなければならない。それでそれを自分が整

理できるように持っていかなければならない。胎動

の自覚も重要です。

妊娠後半期は、巣づくりの支援。具体的な生活の

イメージ、赤ちゃんを寝かせるのをどうするのとか、

おしめはどうするのから始まって、用意するのを一

緒にやっていく。その中で生活能力が把握できます。

このお母さんは、こんなこともできなかったんだと

か、子育ての問題の予測ができます。妊婦さんに家

庭訪問をしてほしいんですけど、これもよく私は

言っているんですけども、平成17年に全国の保健セ

ンターに調査をしたんです。そしたら妊娠中の家庭

訪問が年間ゼロ件だったというのが３分の１の保健

センターから報告が上がってきまして、私はびっく

りしました。妊婦さんにこれだけ家庭訪問に行って

ないんだと。

そのときには私は東大阪市という保健所の保健所

長をしていましたので、保健師さんに妊婦さんの家

庭訪問が必要だと思うけど、何で行かないのと言う

と、働いていたりするとお産のための妊娠後半期の

出産前の休暇に入ると、家庭訪問の日程を合わせて

というのに余裕がなくて１回ぐらいしか行けないと

いうのが一つ。

もう一つは、赤ちゃんが生まれていたら、おしめ

とかなんとかいろいろなことを話せるんだけど、お

母さんと１対１だったら、血圧をはかって体はどう

ですか、調子いいですかぐらいで話が終わってしま

うから場がもたないと言うんです。

場がもたなくても、先ほどから言ったように妊娠

中は非常に重要な時期ですので、とにかく何かやっ

てよということを言いました。手作業で何かつくり

出す、編み物をするとかね。教えてあげてもいいと

思うんですけど、何かを用意しながら、例えば紙で

おむつ入れなんかをつくったという人もいました

ね。新聞の広告紙でかぶとみないなのからつくる物

入れのつくり方とかあるじゃないですか。物は何で

もいいんです。とにかく何かを一緒につくり出す作

業をするということで、妊婦さんも心を開きやすく

なる。で、親との問題を整理してほしいと言いま

した。

できたらお産のときにも関係の悪かった自分の実

のお母さんも巻き込みたい。よくやったと、とにか

くみんなが褒めてあげてほしいと。妊婦さんの自己

効力感を育てる一番いい機会だと思います。

いろいろなリスクを持っている妊婦さんがいるん

ですけれども、私は妊産婦への虐待予防の支援マ

ニュアルというのを平成19年度の研究でつくって、

都道府県を通じて全国の市町村に配れるように2500

冊配布しました。その中から背景別にいくつか支援

についてお話します。

（２）若年妊産婦への支援

若年のお母さんというのは経済的に自立していな

いし、大体できちゃった婚が多いんです。10代の妊

婦さんの８割はできちゃった婚です。茶髪だったり

して、一般的な妊婦さんのグループにはなじみにく

いことがあるんです。連絡がとりにくいこともあっ

て、携帯のメールだったら連絡をとりやすいという

こともあるんですけど、この人たちというのは本当

に自分の子どもは附属物と、夜中まで子連れで一緒

に遊んでいる人たちもいるんですけど、反面、一生

懸命頑張って子育てしている人たちもいて、若年の

妊婦さんといっても一くくりにはできないと思うん

です。

ところが先ほど言った、できちゃった婚が８割と

いうのとともに、若年の妊婦さんはＤＶが結構多い

です。東大阪でやっている若年の妊婦さんの教室で

は、ＤＶが３割ぐらいいましたね。何と３割ですよ。

妊娠の受けとめはどうか、必要な医療を受けている

かという関わりが必要です。

それから実家との関係。若くして家を出たいから、

確信的にあの人の子どもを産むんだといって、大丈

夫よと言いながら妊娠する人たちがいるから、実家

との関係を押さえるのが必須です。

それから社会生活、学校はどうか。若年の妊婦さ



■ 研修講演より ■

60

んの中でも、アルバイトでもいいんですけれども、

ちょっと世の中に出て働いたことがある人たちは

やっぱりバランスがとれています。そこのところを

把握すると、支援するときにこの人には何を持って

いったらいいか考えられます。あと高校が問題なん

ですね。定時制高校に行っているということが多く

て、学校から退学されそうなのかとかを把握しなけ

ればいけないです。

つぎは知識があるかどうかとか、社会生活スキル、

相談できる人がいるかどうか。そこら辺をしっかり

押さえて、若年だからこそよくやったということを

言ってあげたい。とにかくスキルの獲得のところを

すすめていく。自立可能な部分はとってしまわない

で、肩がわりするんじゃなくてこの人たちを育てる

という支援が必要です。ちょっとだけ初めはやって

みて、じゃあお母さん次はやってみて、「うまくで

きたじゃない、うまいね」と言いながら育ててあげ

てほしい。

パートナーとともに成長できるということは、

パートナーともあまり肝心なことはしゃべらないと

いう人が結構多いんです。だけどやっぱり心配なこ

とも一緒に話していくのが家族ですから、「しゃべ

り合って悩みを打ち明け合ってというようなことを

やっていくのよ、みんな」とか言いながら支援して

いってもらいたい。

あと同じ世代のママがいたらいいんですけれど

も、いなくても支援者（保健師）が若い保健師じゃ

なくておばあちゃん保健師でも何をする人なのか、

言っても頭にきちんと落ちていない人たちが多いで

す。余計なおせっかいを言う人ばかりがいてと言わ

れるんですけど、「私たちはあなたのことをお説教

しに来る人じゃないのよ」ということをちゃんと伝

えて、紙の書き物で名刺がわりに渡してもいいん

じゃないかなと思うんです。この人たちは、いい支

援をしていったらものすごく育ちます。

若年のお母さん特有の思い込みがありまして、大

抵が早め早めに発達を誤解しているんです。例えば、

ひとり歩きが１歳３カ月ぐらいまでに90数％です

ね。それが１歳前に歩くと思っている人がほとんど

だったり、排せつのしつけも２歳前後なんですけれ

ども、１歳半までにおしっこは８割、うんちは５割

できると思っています。

今のお母さんは排尿のしつけがね、ミルクの空き

缶しつけというのを知ってますか。排尿のしつけは

早くやればやるほどうまくいくとか言って、ミルク

の空き缶に、首が据わってないあたりからおしめを

取ってチャーッとさせると出ると言っているんです

けどね。そんな早く排せつのしつけができるはずな

いのに、それにばっかり目を向けていてどうするの

かなと思うんですけど。

だから具体的に聞いてみないとわからないです。

今のお母さんたちは何をしているかちょっとわから

ない。ネットの書き込みをのぞいてみるのも一つの

手ですね。

権威に服するという、あなたは偉いから言うこと

を聞くというのは２歳以上じゃなきゃできないんで

すけれども、１歳で８割できると思っているし、やっ

ていいことと悪いことの判断は３歳ぐらいじゃない

とわからないんですけど、１歳前にはできると思っ

ている。この子はわざと私を困らせようとして言う

ことを聞かない、やりにくい子だと手がぱちぱちっ

と出てきてということが起こるんです。だから若年

のお母さんほど子どもの発達ってそんなもんじゃな

いよという、普通の子どもを見せるようなチャンス

をつくるべきだと思います。

（３）ひとり親への支援

ひとり親ですけれども、心理的に大体が不安定で

す。妊娠中にひとり親になるのか初めからひとりで

育てるのかにしても。経済的基盤も弱いです。ひと

り親に至る背景に、若年とか知的障害があったり心

の問題を持っていたりするんです。

あとひとり親の人というのは、よく携帯サイトで

出会った人と一緒になろうとして、縁もゆかりもな

いところに引っ越していったり簡単にあちこちに行

きます。転居は結構多いです。なので目の前に来た

ときにとにかくしっかりつかんで、妊娠の受けとめ

はどうなのかなと。「この子を妊娠したときに、う

れしいと思った？　どんな思いだった？」というよ

うに、望まぬ妊娠をとにかく把握してほしい。
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それから産後の生活の具体的なイメージを、ひと

り親だったら、赤ちゃんをひとりにして買い物にも

行けないよねと。そうすると、はっと気がついたり

するんですね。赤ちゃんというのは、寝ていたらひ

とりで置いて買い物に出てもいいと思ったとかって

言うんですけど、そういう具体的なイメージがどう

なのか。沐浴をどうやって入れるとかね。経済問題

しかりです。

それから認知の問題。最近は、別れているから認

知の手続なんかもとりたくないんですという人も結

構多い。そういう人は、養育費なんかも出る当ては

全くないわけです。経済的にも苦しいし、どうする

んだろうなという人たちに出会います。

生育歴の問題があるからこそやっぱり相談できな

くて、家を飛び出しているという先ほどの若年と同

じような場合もあるし、ＤＶ歴でひとりになってい

る場合もあるんです。とにかくこの人の場合には相

談できる人、サポートしてくれる人です。頼ってき

ている男が携帯サイトで出会った、職業もはっきり

していないような人というのだったらリスクは20

倍、30倍、40倍ぐらいになったと思って支援してい

かないと危ない。

支援のポイントは、家族背景、生育歴が複雑であ

ることがとにかく多いので、赤ちゃんへの愛着をつ

くるということも大事です、前向きに出産にね。

見かけ上のひとり親というのが結構あったりし

て、そうするとこの子が育てるんじゃなくておばあ

ちゃんが育てるという場合があるんですね。だった

らおばあちゃんに対して養育能力を把握しなきゃな

らないです。あといろいろな制度があるので、そこ

ら辺のところも情報を提供するということです。

（４）多胎妊娠への支援

多胎妊娠は不妊治療により増加傾向でしたが、最

近は横ばいです。というのは、平成20年に産婦人科

医会が不妊治療をしても２個以内の移植で可能な限

り１個でと勧告をしたのです。

多胎妊娠というのは、お母さんにとってみても子

どもにとってみても非常にリスクが高いです。子ど

もに行く血液が多くなるということで妊娠高血圧症

候群とか腎臓が悪くなるとか、結構合併症が多いで

す。おなかの子どもも早産だったり低出生体重児の

ことが多いんです。

低出生体重児以外に一卵性双生児か二卵性双生児

かというのはしっかり、特に保健の分野の人は聞い

てください。一卵性双生児でも絨毛が二つなら胎盤

の血管を共有していないことがほとんどなのでいい

のですが、絨毛がひとつで胎盤を共有していると一

人の子だけに血液がいっぱい行って、この子は心不

全になって、残された子どもは血液が少なくなる双

胎間の輸血症候群があるんですけれども、それを予

防することをしなければならないんです。一卵性双

生児で絨毛膜が一つというのは要注意です。

今はかなり早期に超音波で判断できているはずな

ので、それによって妊婦さんへの働きかけが全く

違ってくるんです。そのお母さんたちは、頻回に産

科を受診していてもらわないとリスクが把握できま

せん。あと安静が必要なことがありまして、そうす

ると上の子どもさんはだれが見るのかとかね。子育

てが大変というイメージが大きいですね。

アセスメントとしては、子どもの体重差などは一

卵性で多くというのはさっきのことで、幾つの卵が

把握されているか、不妊治療の結果の多胎か、多胎

を母親の家族がどうとらえているか。今もと言った

らなんなんですけど、双子というのはよく思わない

地方がありますね。それは把握しなければならない。

妊娠中の母体の管理がどんな状況かというのは、先

ほどの子どものこともそうなんですけどね。とにか

くこの人たちは早めの入院準備を視点に置いてかか

わらなければならないです。多胎ならではのいろい

ろなグッズとかもありますし、お役立ち情報もぜひ

提供してほしい。

ほとんどが、子どもの退院が２人一緒ではないで

すね。愛着は、最初に退院してきた子はかわいいけ

ど、後からの子はかわいくない。また後からの子が、

慢性疾患を持っていたり障害を持っていることが多

いです。なので、特に後から退院してくる子に対し

ての愛着形成の支援をしっかりやってほしいと思い

ます。
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（５）高齢出産への支援

高齢出産の人たちは不妊治療をしていることがあ

ります。出産まで就労していることが多くて経済的

には余裕があるんです。ところが赤ちゃんへのイ

メージが膨らみ過ぎていて、「こんなはずじゃなかっ

た」という思いを持つ方が結構多いです。マニュア

ル的に考えて、柔軟に対応できない方もいます。妊

娠で初めて地域に向き合うこともあり孤立しやす

い。助けを求めることに抵抗する人もいるんですね。

私、大丈夫ですと保健師さんの支援を拒否する場合

が結構あるんです。一人っ子で貴重児だったり、ま

たは不妊治療や子どもの数が多いとか。そうでなく

てもネグレクトで子どもの数が多い場合もあるんで

すけどね。お母さんの年齢が高いということは、お

じいちゃん、おばあちゃんも年齢が高いから、介護

も必要な場合もあるということです。

アセスメントとしては、高齢出産に至った要因は

何か、第１子なのか経産かです。経産婦でも続けて

子どもを生む場合に、まあとにかくちっちゃい赤

ちゃんの世話をしているときには幸せというタイプ

のネグレクトがいるんです。少し大きくなると世話

をしないで。そこら辺のところはやっぱり帝王切開

で産むんだったら、その次の避妊のことをどう考え

るかとかいうアプローチも必要になってくるんです

けど。

妊娠の受けとめ、産後の具体的イメージというの

は基本編ですけれども、１人目のお産の場合には不

安が強くないか。育児不安が結構多い場合がある。

あと結構、近くの人とはお友達になりにくいという

人たちがいるので、お友達づくりが必要ですね。地

域では35歳以上の妊婦教室なんていうのをやってい

るところもあります。情報過多な場合も多いという

のも、この人たちの特徴です。枝葉のところだけ気

にしている場合があるから、優先順位をつけてあげ

て、中核の部分とどうでもいい部分とを整理してあ

げる必要があるんじゃないかと思います。あと、顔

は若くても体はやっぱりしんどい。頑張り過ぎる人

がいるので、体の変化を把握するというのも大事

です。

（６）不妊治療後の妊娠への支援

不妊治療後の出産も、高齢出産と同じような場合

があるんですけど、不妊に対する身体的、心理的、

経済的な負担が大きいと。私の出会ったお母さんが

不妊治療で生まれた子をどうしても受けとめられな

くて、「この子には高級車１台ぐらいお金をかけた」

と言います。１回の高度不妊治療で20～30万はかか

りますよね。今は不妊制度の補助があるから１回15

万で、所得制限はあるんですけれども、年間２回５

年間ぐらい補助があるんですけれども、それでも

やっぱり保険がきかないしすごく負担がかかりま

す。ということで、お金をかけてそれだけなりの思

いがあるんですけど、でもそんな子ばかりが生まれ

てくるわけではないです。

もう一つの問題は、不妊の専門機関で妊娠しても、

ここはクリニックレベルが多く、お産を見ていない

ところが多い。分娩は違うところに行くから、この

不妊時代を知っているところと離れていく場合があ

るんです。みずから不妊治療後であることを開示す

ることが少なくて、不安を抱えたままという人たち

がいます。自分の親にも言えないという人たちがい

るんです。

だから私たちは児の受けとめがどうか、どんな子

が生まれてくると思うのという感じで聞くべきで

す。ものすごく浮ついたイメージだけがあるんだっ

たら、「いやいや、赤ちゃんというのは生まれてく

るとお母さんの思うままにいかないこともいっぱい

あるしね」とかと言いながら、ちょっとイメージの

修正を図るべきではないかなと思います。胎内の子

のイメージと生まれてからの子どものイメージの

ギャップが多過ぎると、そんなはずではなかったと

いうことになります。

仲間づくり。本当に不妊のことを訴えられるよう

な仲間がいたら一番いいんだと思います。

（７）望まない妊娠への支援

「こうのとりのゆりかご」が望まない妊娠への支

援になってきているんですが、でも望まない妊娠へ

の支援が妊娠中からきちんと行われているところと

いうのは、本当はこれが必要なんですけどなかなか
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ないです。

愛着の形成に関係し、というのは、先ほどの私た

ちの調査からも言いましたけど、イギリスの調査か

らでもそうですし、うつ状態にもなるということが

言われています。パートナー以外の子どもであるこ

との把握は困難なんですね、見かけ上は喜んだりし

ているから。計画的な妊娠ですか、そうじゃないで

すか、ぐらいは聞けますけれどもね。ただ未婚とか

ＤＶとかおめでた婚だったりすると、望まない妊娠

ということは結構多いので、機械的に把握できる部

分からだけでも把握していく必要があります。

妊婦健診の未受診、飛び込み分娩が望まない妊娠

の最たるものですけど、このときだとちょっと遅い

ですからね。でも、遅くとも出産直後から支援して

いったら効果があるので、そこら辺の情報をすぐも

らえるような連携が必要です。

支援のポイントは、育児の基盤がとにかくできて

いない場合が多いので、どこに寝かせるか、どんな

ようなものを用意するかとかだと思うんですよね。

あってはならないこととして否定しないで、妊婦さ

んの率直な気持ちを受けとめて、胎動を自覚しなが

らという、この胎動がポイントです。これは何回も

言いました。

不倫やパートナーと別れたなどで、中絶もしてい

るんでしょうか、産むということで支援を拒否して

強がりを言っている場合もあります。ポイントはそ

こだと思います。支援者が、認知ももらってないの、

相手は今どこにもいないって、そんな人たちの子ど

もを産むのという思いは顔からうかがわれます。そ

うではなくて、「すごいね、お母さんは命を大事に

していて偉いね」と言って心から歓迎していただき

たいと思います。それで相談をしていただけるよう

な関係づくりがすごく大事だと思います。

（８）揺さぶられ症候群の予防

死亡事例のところでも出てきていた揺さぶられ症

候群の予防は周産期では重要です。揺さぶられ症候

群は、がくんがくんと頭が前後ろに行って、頭の中

の橋静脈という橋渡しの静脈が切れて硬膜下血腫を

つくってしまうことが多いんです。

また、豆腐がなべの中で揺さぶられるような感じ

で軸索損傷というのが結構起こるんです。大人が交

通事故のときなんかに、ずっと古いことは覚えてい

ても新しいことはすぐに忘れるとかいうことが起こ

るように、軸索損傷が起こると人が変わったように

なるとか、感情の起伏が激しいとか、高次脳機能障

害と言われるようなものを引き起こしやすいです。

あとは目のところにも網膜出血を起こすんです。

目の後ろにも神経と血管があるんです。ここのとこ

ろが揺さぶられてねじれて、網膜の底に出血を起こ

します。なので、失明したり、視力がなかなか出て

こない弱視が多いです。だけど揺さぶったときに体

に指の跡ぐらいがあるだけで、外からは全然見えな

い。知らないうちにぐったりして元気がなくなって

いて、病院に連れていってＣＴを撮ると頭の中に出

血というパターンです。

昔、学校保健で子どもたちの心配事を聞いたりし

ていたときに、原因不明の弱視で知的にもおくれて

いて問題児という子がいました。今から思うと、原

因不明の弱視というのは揺さぶられ症候群の結果

だったのかなというのをすごく思います。なので、

目をポイントの一つとして、保育所以降のハイリス

クの家庭にかかわる場合には、きょうだいの中であ

る子どもは視力がなかなか出ないということがあっ

たら、いろいろな問題行動も一緒に伴っていないか

どうかちょっと気をつけて見てください。対象は１

歳未満、特に６カ月未満に多いです。男の子が多い。

６割の子どもは死亡してしまうか重大な障害を残す

かです。

母子健康手帳の新生児欄には、首が据わってない

ときには揺さぶるのはよしましょうと書いてあるん

ですけれども、首が据わっていてもリスクは高いん

です。脳脊髄膜のところの貯留と脳のサイズとの関

係があるので、出生したときに脳出血が起こって脳

がちょっと小さくなっていて、おうちに帰る子ども

がいるんですね。その子どもの事例では、ちょっと

お父さんが高い高いをして揺さぶっただけでも、す

き間があり過ぎたからなんでしょう、脳の中に出血

を起こしました。そういうことがなければ、普通に

高い高いしたぐらいでは出血は起こらないんですけ
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れども、２歳ぐらいまでもこのところのすき間は大

きいです。首が据わってからでも、２歳ぐらいまで

はリスクが高いです。

新聞に出てくる、頭の中に出血していたというの

がわかったような事例でも、年齢が１歳ぐらいの子

どもさんも見ますよね。なので、具体的にこんなこ

とはしてはいけないという啓発をする必要がありま

す。アメリカとかカナダでは、この啓発をしていっ

て揺さぶられ症候群の発症率が減ったという報告も

あります。どんな揺さぶりかということまで啓発し

ているわけです。１秒間に２から４サイクルですよ。

こんなもんです。

私が東大阪にいたときに、妊婦教室に揺さぶられ

症候群の啓発を取り入れました。それには揺さぶら

れ症候群用のお人形があるんです。輸入したんです

けれども。沐浴させる赤ちゃんは３キロで重さは

ぴったりなんですけど、ビニールで首が結構かたい

のね。そうじゃなくてやわらかめで頭に帽子をかぶ

せていて、揺さぶったら帽子が吹っ飛ぶようなお人

形があるんです。

あとは５分間、アメリカから輸入した赤ちゃんの

泣き声のCDを聞きます。その泣き声というのは本

当にいたたまれないですね。「じゃあ、こんなよう

な泣き方が起こったときにどうしますか」というグ

ループワークを、お父さんとお母さんが一緒に考え

てもらうということをやっています。それがカナダ

とかアメリカでやって効果があったというプログラ

ムです。

どんなことが起こるかというところまで教えてい

きます。赤ちゃんと大人は、大人と体重900キロの

ゴリラとの関係だから、ちょっとしたことでもかな

り重たい力がかかってしまうんだということ。ひざ

の上のぴょんぴょんでは起こらない、ソファーから

落としたのでも起こらない、おんぶ、ジョギング、

高い高いでも起こらないと。虐待で頭の中に出血し

ていると、このようなことをしたと言いますが、で

もそれでは起こらない。アメリカでは加害者の70％

が男性で、赤ちゃんの泣き声が引き金になることが

多いと言われています。

揺さぶられ症候群は、虐待の一つと考えたほうが

予防ができます。事故予防じゃなくて何かいらいら

があるんじゃないかとか、背景で支援してくれる人

がいないんじゃないかとか、そんなことを考えて予

防していくにはやっぱり虐待の視点なんですね。

なので、揺さぶられ症候群は、子ども虐待の一つ

としたほうが取り組みやすいんです。日本小児科学

会のホームページをのぞいてください。揺さぶられ

症候群のパンフレットが出ていますから、それをカ

ラーでプリントしたりして窓口に置いて配ってもい

いと思います。こんなんで予防できますというのが

載っています。

養育者の要因として子ども虐待の一つと考えても

いいのは、孤立、うつ状態、いらいら、経験不足等

があるんですね。やっぱり背景に何かがある。普通

の人は赤ちゃんが泣いても、あんなにいらついても、

そんな揺さぶりはしないと思うんです。赤ちゃん側

もやっぱり特徴的な泣き声を出しますし、ニーズの

多さ。どうやったらこの子は穏やかになるのかわか

らないような大変な子どもさんである場合もあるん

ですね。あとは環境要因として赤ちゃんを決して揺

さぶってはいけないという知識が足りないと、赤

ちゃんをあやすつもりで揺さぶってしまうんでしょ

うね。

具体的に月例と激しく泣く時間を見ると、1962年

の報告が三角マーク、1986年の報告が丸、2001年の

報告がダイヤモンド、ひし形ですね（スライド⑫）。

どれも同じように２週間ぐらいから始まって生後６

～７週がピークなんです。これは人種にもよらない。

スライド⑫
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どんな人種も、同じような泣きやまない時期がある

んだそうです。

例えば子育てをするのに、日本は昔はおぶって育

てましたけれども、ぐるぐる巻きにして育てるよう

な民族とかありますよね。中国なんかもぐるぐる巻

きにしたりしているんですけれども、それでも泣き

やまない。それからアフリカのある部族は、赤ちゃ

んはカンガルーのようにずっとおぶったまま育てる

んですけれども、それでもやっぱりこの時期には泣

きやまないんだそうです。おもしろいことに、チン

パンジーも泣きやまない時期があるのだそうです。

人類が最初に独立歩行を始めたときに、洞窟の中

で住むときにやっぱり夜は怖く不安な夕方にあっ

て、泣くということは自分のサインを伝えるためな

のではないかなど、そんなこととかを言っている人

もあるんです。

解釈はいろいろな見方があろうかと思うんですけ

れども、でも現実的には６週間ぐらいがピークで、

また泣きやまないというのがおさまるのには、すと

んとよくなるんじゃなくてちょっと時間がかかる。

ものすごくよく泣く子なんかは、１日のうち合わせ

て２時間以上も泣いているという事実です。

揺さぶられ症候群で入院した子どもの月齢は12週

間ぐらいがピークなんですね。この泣きやまないと

いう時期と12週が、少しのずれがあるということで、

推測なんですけれども、泣きやまないということに

よって実は小さく揺さぶっているのではないかと。

小さく揺さぶっていて、赤ちゃんが少し頭の中に出

血するからおとなしくなる。それをこの子は男の子

だから乱暴なことが好きなんだというすり込みが男

の人に特に起こってしまって、どんどん激しくなっ

ていって揺さぶってしまうんじゃないかということ

が言われています。

それにはやっぱり一番初めの、ちょっとだけでも

揺さぶるというのを少なくしたらいいということ

と、泣き声を実際に聞かせてもいいんだけれども、

実際に聞かせなくても泣き声ってこんなことがある

んだよということを啓発していったらいいというこ

とでＰＵＲＰＬＥ（パープル）という啓発をやって

いるロナルド・バルさんがいます。先ほどの泣き声

の調査も、真ん中の調査をやっているんですけれ

ども。

ＰというのはPeak of cryingで、どんなにいい養

育者でも泣き声の発作があるんだと。２カ月ぐらい

までは、どんどんひどく泣くんだと。

それからUnexpected（予測不能）で、どのとき

に泣くのかわからない。自然発生的で説明不能。と

いうことは、おなかがすいているときでも、おむつ

が汚れているときでもない。

Resist to soothingで、どんなに慰めても納まらな

い。どんなことをやっても、ミルクを飲ませても。

それからPain-like face、顔をしかめて本当におな

かが痛そうで、おなかの中に何かができているん

じゃないかと思うくらい痛そうに見える。

Long lastingで、泣き声が平均30～40分。生後

２～３カ月に特徴的で５カ月ぐらいには終わること

も多い。だらだらと泣かなくならない子どももいる

んです。私たちの昔の調査で、８カ月で７％泣きや

まないという子どもがいました。

Eveningで、午後遅くから夕方にかけて起こる。

これが人類の夕方の不安だと思うんですね。狩猟に

行っている大人が早く帰ってきてほしい、あるいは

動物に襲われるかもしれないという、夜に行く寂し

さというので夕方泣くのではないかと。

この頭文字をとってＰＵＲＰＬＥ（パープル）と。

これを押さえたらいいということを言っています。

ぜひ、やってみていただきたいと思います。

泣きやまないときというのはこんなことがあるよ

というだけではおさまらないから、具体的にどうし

たらいいのかまで行かないと啓発にはならないわけ

です。まずはおむつかえ、熱、体の異常がないか、げっ

ぷをさせて、おしゃぶり、室温の確認、肌を合わせ

てだっこ。まあまあ、これは皆さんやっていること

だと思うんです。具体的に、「こうしたらどうかな、

こうしたらどうかな」というのを言ってみたらいい

と思います。

それでも泣きやまないときにはというのが、いま

求められているところなんですけど、深呼吸して、

気分転換して、赤ちゃんを安全なところに、ベビー

ベッドの中に置いて部屋を離れる。これを一言言っ
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てあげるだけでかなり楽だと思います。最近は、泣

き声で虐待の通告をされることがあります。でも、

泣きやまない子がいることは事実です。

聞いた事例では、１歳過ぎの子どもさんだったと

思いますが、どうやっても泣きやまないから押し入

れに入れたと。そのお母さんは何回も近所から泣き

声通告を警察に出されていて、警察がどうしたんで

すかと確認に来ているというのを何回も経験してい

たようです。なので、子どもが泣いたらどうしたら

いいかわからなくなったから押し入れに入れて、そ

れで死亡してしまっていたというような事例があり

ます。

だからちょっと泣き声を、泣かしたらいかんよと

いう話ではない、困っていることに寄り添うような

アプローチをしなくちゃならないと思います。周り

が見張りじゃなくてね。地域も「隣の赤ちゃんはよ

く泣く赤ちゃんね」といって、本当に虐待が起こっ

ているかなという視点ではなくて、警察に一報する

前にトントントンといって、「赤ちゃんが泣きやま

ないで大変そうですね」と。「他人が見たら何とか

なるかもしれないし、私がちょっと手助けしてあげ

ましょうか」と。その視点だと思うんですよ。近隣

が見張りになってしまったというように、そのお母

さんは思ったんでしょう。

泣き声の通告というのは大阪府も啓発しています

けど、もう一歩進んで、泣きやまない子どもを抱え

ているつらさという視点が必要と思います。自尊心

の低いお母さんは自信をなくすと。お父さんはどう

したらいいかわからず揺さぶってしまうから、とに

かく泣くことについて正しい知識と揺さぶらないこ

との啓発をしていく必要があると思います。

（９）赤ちゃんへの誤解

誤解の一つは、いろいろなお母さんたちに出会い

ますと、失敗した失敗したと思っているお母さんた

ちがいて、赤ちゃんとのきずなが出産後間もなくで

きるんだと思っているんですね。カンガルーケアで

赤ちゃんが生まれたら、軽く血をぬぐってお母さん

の裸の胸に置くわけですよ。そうすると赤ちゃんが、

もぞもぞとおっぱいを探し当ててちょっと口に入れ

るとかね。そうするとそのお母さんはよくできまし

たマークで、それができなかったお母さんはうまく

いかないお母さんという認識でいる人たちが多いん

です。

赤ちゃんと人間との触れ合いというのは、そんな

いっときだけで完全にできるわけではない、時間を

かけてつくられていくものだからと。でもここのと

ころを聞き出さないとわからないんですよ。何でそ

んなに、お母さんが私はだめだと思っているのかが

わからない。ということは、どんなお産だったのか

なと。赤ちゃんが初めて生まれたときにどんな触れ

合いをしたのかなということを聞き出さないと、大

丈夫だよということが伝わらないんだろうなとすご

く思います。なので、具体的に聞いてあげてくださ

いね。

二つ目は、赤ちゃんはものすごく能力があるんだ

ということが、最近どんなところでも言われている

でしょう。そうすると、おなかの子に対する教育を

し始めるんですね。

無理やりおなかの赤ちゃんに何かで働きかける、

例えば英語のテープを聞かせるとかね。「あっ、今

日もテープを聞かせるのを忘れたわ」というプレッ

シャーより、お母さんがとにかくリラックスするこ

とが重要です。無理に胎児から才能を伸ばして、生

まれたときに人より先んじている。そんな子がいい

のかというと、そればかりはないので。人間は失敗

しながら自分で学んでいくところもあるからねとい

うことを言わないと。お金がある、余裕のあるお母

さんこそこんなことをやっているんです。それでま

た自分を追い詰めている。それはいけないと思い

ます。

三つ目は、赤ちゃんの生理的な反射を誤解してい

る。これもすべて生育歴に問題があるお母さんたち

がね。モロー反射というのは、大きい音を聞くと赤

ちゃんが手を広げ抱きつく反射なんです。新生児の

ころを見たことがある人はよくわかると思いますけ

ど、これもお猿さんからの残しものの原始反射なん

ですね。お猿さんで、何か事が起こったときに、赤

ちゃんはお母さんのおなかにしがみつかないと逃げ

るときに振り落とされるでしょう。だからしっかり
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しがみつく反射なんです。

それをこの子はものすごく敏感過ぎる子だという

ので、赤ちゃんが寝ているそばを抜き足差し足忍び

足で、上の子が何かきゃっきゃっと高い声で言った

ら、「赤ちゃんが起きるでしょう」とか言ったりし

てね。ものすごく上の子にばしばしっとやるんです

よ。おなかの中でも、お父さんの声もお母さんの声

も聞いていますけれども、上のお兄ちゃんががさが

さしているお兄ちゃんだというのもちゃんと聞いて

いるんです。だから赤ちゃんが生まれてきたら、「上

のお兄ちゃんに、静かにしなさいと言わないでいい

よ」ということを言わないといけない。「これは生

理的な反射よ、赤ちゃん耳がよくてよかったじゃな

い」と言わないと、すごくどん詰まりになっていき

ます。

探索反射と吸てつ反射というのは、お口のそばに

おっぱいとかを持ってくると、お乳を吸うために口

で探す反射をするんですね。それでまた口の中に何

かを突っ込むと吸てつ反射で吸うわけです。それは

赤ちゃんは、おなかがいっぱいでもやってしまうん

です。

口のそばに持っていくとミルクを飲むから、ミル

クでどんどん太らせてしまうとか。ということは私

のおっぱいが足りていなかったのではないかとか、

生育歴に問題のあるお母さんは、「私のおっぱいが

まずいからなんでしょうか」と。あと赤ちゃんはげ

んこつもしゃぶるし足もしゃぶるでしょう。お行儀

が悪いって言うんですね。「お口の中に物を入れて、

それで確かめているんだからね」と言うんですけれ

ども、「でもこの子は母乳が終わったらこぶしを口

に持っていくんです、これは私に対する不満でしょ

うか」とかって言います。

そんなことを言ってくれるくらいの関係になって

いるお母さんはいいんだと思うんですけど、そのく

らい細々と赤ちゃんの一挙一動に自分のことの評価

をされていると思っている人がいるということです。

赤ちゃんの反応を誤解しているというのは、さら

に、能力があると思っているから、目と目を合わせ

て私が舌を出したら舌を出すと思っているのね。有

名ないろいろなビデオがあるじゃないですか。笑っ

たら笑うとかね。でも赤ちゃんもステージが五つぐ

らいあってね、本当に気分がいいステージしか反応

しないんですよね。それを反応しない、反応しないっ

て言ってね。天井を見てにやっと笑ったとかね。ま

あ確かに新生児というのは、そんな不気味なときも

あるんです。

なので、ここはやっぱり助産師さんの出番だと思

うんです。もうちょっと助産師さんを活用して、こ

ういう不安の高いお母さんたちの細々としたのを、

そうじゃない、そうじゃないというのを、新生児訪

問というのは必要だったら28日すぎても行けるし何

回行ってもいいんですから、何回でも行ってもらっ

たらいいと思うんです。

（10）虐待のステージと虐待予防・支援

虐待のステージは死亡する事例、中度の在宅で支

援で改善できるレベルのものから、虐待のハイリス

クのところまであります（スライド⑬）。虐待のリ

スクはどんなものが背景要因かというのも皆さんご

存じと思いますが、でもその中核はやっぱり周産期

の問題、それから親との生育歴の問題なんです。

スライド⑬

普通に子育てができそうな人たちの間から、この

リスクの高い人たちを拾い上げて、ここにしっかり

支援をするという枠組みがすごく効果があるんで

す。なので、とにかく医療からかなり情報をもらい

たいと思います。医療と保健と福祉が連携して、そ

このハイリスクの人たちを拾い上げる仕組みづくり
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です。

お互いの特性を理解しての連携で、福祉はこの虐

待のハイリスクという周産期の部分の理解がやっぱ

りなかなかしがたいと思うんです。これは保健分野

の人たちがとにかく児童福祉の人たちに、赤ちゃん

がおなかにいるときと生まれてきてからのお母さん

たちの反応のところをしっかり教えてあげる必要が

あると思います。

保健はというと、福祉はいろいろな窓口がありま

す。その窓口の機能とか、それから介入型のところ

から動き出すということを知って、私たちの言って

いることが通じないとかではなくて心配を一緒に共

有する。私たちはこういう役割をしますので、これ

以上おうちにいたら心配かと思うんですということ

をうまく伝える。それが必要だと思います。何せ周

産期というのは、どっちかというと問題がまだ起

こっていない時期ですからね。そのときから支援が

必要です。

福祉は、事が起こってからだったら呼びやすい、

動きやすい。でも、事が起こってないときから動く

のは保健だからです。こことここが話していること

が通じなかったら、せっかくの対象の方たちに効果

的な支援が行われません。だからぜひ心配性の保健

の話も聞いてあげてほしいし、福祉は今言った周産

期のことをみんな知ってください。医療機関はいろ

いろな情報をどんどん地域に流してほしいと思いま

す。特に見る目を育てるという部分はぼちぼちでき

始めているので、だったら点の医療機関じゃなくて、

面として取り組んでもらうためには都道府県の保健

分野か保健所の仕事だと思うんですけれども、そこ

にも働きかけてほしいなと思います。

（11）妊娠中からのエビデンスのある支援

妊娠中の支援で有効なもの、エビデンスが幾つか

出ています。1991年にアメリカで虐待予防に有効な

支援方法は何かという諮問が出されたらしいんです

けど、その諮問の根拠になった三つの報告が出てい

ました。一つは1977年にヘンリー・ケンプがやった

もので、妊娠中からの家庭訪問で身体的虐待が減っ

たというのを言っているし、ダロもハイリスクを含

めた虐待への介入の費用対効果で、集団療法や自助

グループなどに対して家庭訪問とかサービスが虐待

を著明に減少させると言っています。

もちろん虐待のものすごい背景を抱えている人た

ちは、自助グループとか集団療法でないと自分の問

題に気がつかないですから、こういう支援も必要な

んですけれども、だれにでもやるというものではな

いですね。そういう意味だと思ってください。これ

を否定しているわけではありません。

今年の日本子ども虐待防止学会がつくばでありま

すけれども、オールズを呼ぶと聞いています。オー

ルズは初産婦プラス10代プラス未婚プラス経済的問

題、この四つの問題がある人たちに妊娠中から２歳

になるまで20数回訪問しています。２歳のときと３

年後と10年後、15年後に有意に虐待が減少していま

す。２年後では、この介入をした群は４％の虐待発

生率です。でも介入をしていない、同じような背景

を持っている人たちは19％の虐待発生率です。そこ

で有意に差があるというのが出てきています。

いずれも成功しているポイントは、出産前あるい

は出産後からの家庭訪問で、リスクを見きわめてい

るんですね。リスクのある新しい（第１子）母親は

だれでも家庭訪問を受けられると。プログラムを示

して、お母さんが納得して受けとめると。赤ちゃん

が生まれる前からのほうが、説明をして納得はして

いただきやすいと思います。家庭訪問だけではなく

て地域との連携も図り、そしてまた福祉の施策なん

かも入れていくと。明確な基準による定期的かつ頻

回の家庭訪問。みそはこれだと思うんです。こんな

家庭訪問ができるように、保健師さんたちは自分の

仕事を整理していただきたいなと思うんです。

オールズがやったのは何かというと、妊娠中の大

体中期ぐらいから支援が始まっていることが多いん

ですけど、最初は２～３週間に一回の訪問です。赤

ちゃんの産み月が近づいてくると１週間に一回、新

生児のときも１週間に一回、そして２週間に一回、

３週間に一回というように延ばしていくんです。

定期的に来るということは、支援を受け入れる側

にとってみると、すごく受け入れやすいんです。こ

の人は何をしてくれる人かもわかるし、いつ来るか
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というのもわかるし、見捨てられ感もないですよね。

保健師さんはよく何かあったら言ってきてねと言い

ますが、「何かあったら言ってきてね」ということ

はリスクが高い人にとってみると、見捨てられたと

感じることがあり、十分その人の背景や生育歴とか

を押さえて言ってほしいなと思います。

どんなことをやっているかというと、皆さん保健

師さんたちがやっているようなことです。子どもの

発達のこと、先ほどの10代のお母さんは子どもの発

達を誤解していましたよね。そこのことをちゃんと、

「そうじゃないよ」と言ってあげるし、「子どもを家

で育てるってこんなものよ」と。どこで遊ばせると

かね。それから家族機能で、「みんなが家に帰りた

いなと、家は港よ」とかね。「みんながみんなのこ

とを褒め合って、よくやってきたね」「仕事ご苦労

さんというような、みんなが批判するんじゃなくて

受け入れる、そんなものが家族よ」と。

それから全体の養育方法の改善を図る。これは

やっていると思います。あと他人のニーズに対する

共感や意識を高める。どうしてもネグレクトのお母

さんとか10代のお母さんとかは、そのサインに対し

て鈍い。つらいだろう、おなかすいたろうというよ

うな、人のサインの読み取り。それを細々と、「赤ちゃ

ん泣いてるね、おなかすいてるんじゃないかな、寒

いんじゃないかな、寂しいんじゃないかな」とかね。

そういうことを言いながら意識を高めてほしい。

それからお母さん自身がやっていることを細かい

ことでも褒める。ポジティブな自己概念を持っても

らって、家族自身も夫のことを責めるばかりじゃな

くて褒める。何かいいところが一つぐらいはあるは

ずよと言って褒めるということを言ってあげる。

あと大体にしてコミュニケーションが不十分です

ね。今、特に若いお母さんなんかは携帯ではメール

しますが、口ではなかなかしゃべらない。でも人間

の子どもは言葉によって育っていくんです。だから

言葉をかけてほしいと言うんですね。テレビは言葉

ではない。人間の生の言葉をかけてほしい、しゃべっ

てほしいということを言っています。

あとカッとなるのはどんなときなのかなというこ

とで気がついてもらって、それを避ける方法を教え

る。とにかく、たたかないということが重要だと思

います。たたき始めると、あとがとまらなくなる人

がかなりいますので、たたかないとしたほうがむし

ろ私たちも楽です。あざが残らない程度のたたき方

は虐待じゃないとかって昔は言っていたんですけれ

ども、でもたたかないほうが楽だと思います。

４．まとめ

周産期の虐待は重大な結果となることがありま

す。子どもも死に至ることがあります。リスクは、

母親、家族、子どもにあって、総合的に判断する必

要があります。ところが妊娠・出産は病気じゃない

という思いだけがあって、子どものケアまで行かな

い場合があるんですけれども、疾病予防という視点

でのかかわりが必要ですね、お母さんがより健康に

なるという視点で。だから妊産婦健診に行ってほし

いです。

この子が生まれたら、先にはこの家族はどうなる

かという、その変化への対応も求められる時期です。

お母さん自身がこだわりがあって許容範囲が狭かっ

たり、ほかの事実を酌み取れなかったり、わかって

いても動けないお母さんとか、価値観に問題がある

お母さんというのは大変ですよね。だから何が起こ

るかという子育てリスクの予想をしてください。変

化に対応が難しいお母さんは、リスクがそれだけ高

くなると思ってください。

妊娠中は、関心の範囲が広がります。エコロジカ

ルになるお母さんたちもいれば、添加物にものすご

く関心が高くなるお母さんもいるんです。能力のあ

る人たちは情報を求めます。それによって物の見方

が変わる時期でもあるので、行動変容は期待できや

すいです。だからうまいことかかわってくださいと

いうことです。

周産期にかかわるチャンスに支援できているか評

価を行って、保健、医療、福祉が連携して取り組み

の強化を行う必要があります。要対協の中で関係機

関がどこのルートから把握しているケースかは出し

ていると思うんですけど、その割合を見てください。

自分のところは保健が十分機能しているのかどう
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か。それとともに子どもの年齢別では出していると

思うんですけれども、その年齢別のところに妊娠期

からの集計もしてください。妊娠期からかかわる事

例が多くなればなるほど虐待は減ってくるはずで

す。なので、自分のところが持っているデータの取

り組みの評価とデータの評価をぜひやっていただき

たいと思います。

母子健康手帳をとりに来たらアンケートをとった

りしていろいろなことをやっていけるんだけど、母

子健康手帳をとりに来ないなど行政サービスに乗ら

ない妊婦さんがいるんですね。その妊婦さんこそ支

援が必要だと思うので、工夫を凝らした取り組みが

いま求められています。

思春期のときからいろいろな啓発をしていくこと

が必要でしょうけれども、キイは薬局じゃないかな

と思います。薬局に1,000円ぐらいの妊娠チェッカー

は買いに来るのね。そのときに、「赤ちゃんを育て

るめどがなかったらここに相談できますよ」という

ような仕組みが必要ではないかなと。

ということで、今２月議会で議論中ではあるんで

すけれども、社会的ハイリスクへの相談窓口という

のを、母子センターの私の働いている企画調査部の

ところに来年度から設ける動きがあります。今まで

とちょっと発想が違う早め早めの支援をしていかな

いと、生まれたその日に死亡してしまうという事態

はとっても予防するのが難しいのではないかという

ように思っているところです。

ありがとうございました。（拍手）

（終了）
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＊　平成22年度 「治療機関・施設専門研修」での講演をまとめたものです。

「解離について」

細　澤　　仁

（椙山女学園大学）

Ⅰ　はじめに

解離性同一性障害（Dissociative Identity Disorder：

DID）は従来、多重人格と呼ばれていた。1880年か

ら1920年にかけて、多重人格への関心は隆盛を極め

たが、1920年から1970年にかけて解離に対する関心

は著しく衰えた。

しかし、1973年に現代的多重人格理解に多大な影

響を与えた『シビル』（Schreiber FR）が出版された。

そして、1980年には米国で『精神疾患の診断・統計

マニュアル第３版』（DSM-Ⅲ）が出版され、そこに

「多重人格性障害」が正式な診断名として採用され

るにおよび、多重人格ムーブメントが北米を中心に

起こった。この動きはまた児童虐待への関心、およ

び、外傷後ストレス障害を中心とする、精神障害の

心因としての外傷の再評価という動きとも並行して

いる。北米の解離の専門家達の治療論は外傷理論に

基づくものである。DSM－Ⅳにおいて、多重人格

性障害はその名称を解離性同一性障害と変更され

た。

この論文では、北米の解離性障害の専門家の考え

を二つの時期にわけて検討する。その後に、私自身

の考えを述べるつもりである。なお、解離性障害お

よび心的外傷の治療についての私の考えは、『解離

性障害の治療技法』（2008）と『心的外傷の治療技法』

（2010）に詳述されているので、関心がある読者は

参照されたい。

Ⅱ　1970年代から1990年代前半の

北米を中心とする解離性障害の理解と治療論　 

１　解離の定義

解離の定義は1970年代以降、大きな変更はないよ

うである。米国の代表的な精神医学の教科書である、

『カプラン臨床精神医学テキスト』（1994）の解離性

障害の章の冒頭を引用する。「精神的に健康な状態

では、人はある基本的な性格を持った一個の人間と

して統一された自己という感覚を持っている。解離

性障害における重要な機能障害は、そのような意識

の統一性を失うことである」また、Ludwig AM

（1983）は「解離は、通常は他の機能と統合されて

いるある心の機能がより区画化され、自動化された

仕方で作動し、それについて意識的に気付いたり、

記憶を呼び起こすことができなくなっている過程で

ある」と述べている。解離の本質は統合機能の異常

ということになろう。そして、臨床的には解離は記

憶や意識の障害として現れることになる。

２　解離体験尺度

　   （Dissociative Experience Scale：DES）

DESはBernstein EM and Putnam FW（1986）に

よって開発され、その信頼性と妥当性が検証された

質問紙である。開発者は、「DESは診断のための道

具として使用することは意図されておらず、主要な

解離性精神病理のためのスクリーニングテストとし

て有用であることが証明された」と述べている。
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３　解離の機能

解離、あるいは解離性障害と心的外傷の関連は確

立されていると言って良い。Putnam FW（1989）

は「解離とは本来心的外傷体験を処理するための防

衛として用いられている正常過程であり、時がたつ

につれて不適応的過程ないし病的過程に発展する」

と述べている。この考えの背後には「解離連続体仮

説」がある。

解離連続体仮説とは、日常生活に認められる白昼

夢や、会話中に上の空になるといった正常解離から、

健忘や遁走などの病的解離まで、連続性がある、と

する理論である。解離連続体仮説には二つの根拠が

ある。一つは正常人における催眠感受性の分布に特

有のカーブがあることである。多くの研究において、

催眠感受性は潜在的解離能力と密接に関連があると

されてきた。また、催眠感受性は生物学的に規定さ

れている生得的能力であるとも言われている。もう

一つの根拠は、DESによる研究の結果である。

Putnam FW（1989）は正常人からDID患者までの

一連の対象群についてのDES得点の中央値が段階的

に増加することを示している。

解離が本来は適応的機能だとしたら、それはいか

なるものなのであろう。よく引用されるLudwig 

AMの古典的論文『解離の心理生物学的機能』（1983）

から、彼が述べる解離の七つの主要な機能を列挙す

る。それらは、ⅰ）行動の自動化、ⅱ）作業の省力

化と効率化、ⅲ）和解できない葛藤の解消、ⅳ）現

実の拘束からの逃避、ⅴ）破局的体験の隔離、ⅵ）

感情のカタルシス的発散、ⅶ）群れ感覚の増強、で

ある。彼は、解離能力は生物学的基礎を持っており、

潜在的に個人や種が生き残るための価値を持ってい

ると結論付けている。

まとめると、解離は生得的正常プロセスで、心的

外傷体験に対する防衛として用いられる、というこ

とになる。

４　解離性障害の診断

―特に解離性同一性障害をめぐって　　　

DIDの診断は端的に言えば交代人格の存在の確認

をもってなされる。そのためには医師が交代人格と

出会う必要がある。患者が自らDIDであると述べる

ことは少なく、また病院を受診するホスト人格が交

代人格の存在をはっきりとは知らない場合もあるの

で、まず臨床家はDIDかもしれないと疑う必要があ

る。

Putnam FW（1989）はDIDによく認められる症

状のプロフィールについて述べている。まず、彼は

DIDを疑うべき患者のプロフィールの中核にある徴

候として、このような患者は「典型的には精神医学

的、神経学的、内科学的な症状をふんだんに示し、

多くの診断名が付けられ、しかもその診断による標

準的治療が無効である」と述べている。その上で彼

はDIDのよく示す精神医学的診断について列挙して

いる。それらは、抑うつ症状、解離症状、不安症状・

恐怖症状、物質乱用、幻覚、思考障害、妄想、自殺・

自傷、緊張病症状、性転換・衣装倒錯である。また、

神経学的・内科学的症状として頻度が高いものは頭

痛である。これらのことは診断の難しさという問題

と関連する。

DIDの診断を困難にしている理由の一つは病歴聴

取が難しいということである。DID患者は生活史上、

重要な出来事の記憶を喪失していることが多い。生

活史を含む病歴を一貫したものとして述べることが

できないことは解離性障害の特徴の一つであるの

で、まずはこのことから解離性障害を疑うべきであ

る。解離性障害を疑うことがなければ、次の診断の

段階に至ることはありえない。Putnam FW（1989）

はDIDの診断に有用ないくつかの質問事項を挙げて

いる。それらは、ⅰ）健忘、または、時間喪失に関

する質問、ⅱ）離人感と非現実感に関する質問、ⅲ）

日常生活体験に関する質問（嘘つきと呼ばれること

が多い、フラッシュバックや侵入性イメージの有

無）、ⅳ）シュナイダーの一級症状に関する質問、

などである。シュナイダーの一級症状は、①思考化

声、②問答形式の幻声、③行動についてコメントす

る幻声、④身体への影響体験、⑤させられ感情、⑥

させられ思考、⑦させられ行為、⑧被影響体験、⑨

思考奪取、⑩思考伝播、⑪妄想知覚、である。これ

らの症状は本来、統合失調症に特徴的なものと考え

られてきたが、Kluft RP（1987）によれば、DID患
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者はしばしば、シュナイダーの一級症状を満たして

いるという。

解離性障害の診断作業に用いられる最も頻度の高

い心理テストは前述のDESであろう。開発者である

Bernstein EM and Putnam FW（1986）は「DESは

解離性障害を持つ被験者と持たない被験者を弁別す

ることができる、信頼性と妥当性が確認された道具

である」と述べている。安（1997）は、診断に際し

て、DES施行後、補足的に解離症状についての問診

を進めていくことを推奨している。また、彼はDES

の質問項目自体が解離症状について面接する際に役

立つ表現が多いと述べている。DESを施行すること

自体に治療者側、あるいは患者側に抵抗がある場合

は、診断面接の中にDESの項目をさりげなく入れる

ということも可能であろう。

さて、DIDであるという診断の確定には交代人格

と出会うことが必要である。交代人格が自ら臨床家

の前に出て、自分は患者とは別の存在であると名乗

ると診断は容易い。問題となるのはDIDという疑い

を持っているが、自然発生的に交代人格に出会うこ

とができない場合である。その際、いくつかの技法

が考案されている。安（1997）は、交代人格と出会

うための技法を三つの場合に分けて記述している。

一つ目は、面接中に臨床家が患者の人格変換に気付

き、そのことに患者の注意を向けるような介入をす

るという技法である。そのような介入に応じて、交

代人格が名乗ることがある。二つ目は、臨床家が交

代人格を呼び出すという技法である。具体的には健

忘エピソードを鍵に呼び出すことが多い。患者があ

るエピソードについての記憶がないということは、

その間、交代人格が活動しているという可能性が高

い。そのときに活動していた交代人格に出てくるよ

うに要請するのである。三つ目は、催眠ないし薬物

を用いて交代人格を引き出すという技法である。た

だ、薬物の使用に関しては解離性障害の専門家から

も慎重にすべきであるという意見が多い。

５　病因

解離性障害の病因についての代表的モデルは

Kluft RP（1984）の四因子理論である。その四因子

とは、ⅰ）解離する潜在能力・催眠感受性、ⅱ）子

どもの自我の適応能力を外傷的に圧倒する生活史上

の体験、ⅲ）解離性防衛が取る形式を決定する造形

化影響と基質、ⅳ）重要な他者により与えられた刺

激障壁や修復的体験が不適切であること、例えば、

不十分な慰め、である。

この理論に従うと、解離する能力を持った子ども

が、通常の防衛機制で対処できないほどの心的外傷

を体験し、個人の生得的特徴と環境の影響のもと、

重要な他者により外傷の修復の機会が与えられない

とき、解離性障害を発展させるということになる。

解離性障害の専門家たちが共通して病因となる因

子として挙げるのは、心的外傷と解離能力・催眠感

受性である。この二点について検討したい。

解離性障害の病因としての心的外傷は古くから指

摘されていた。ジャネや初期のフロイトはヒステ

リーの病因として心的外傷を挙げていた。性的虐待

とDIDの関連を最初に明瞭に報告したのが、『失わ

れた私―多重人格・シビルの記録』（1973）であった。

そして、アメリカの国立精神保健研究所が行った

DID100例の調査（Putnam FW ら，1986）によると、

全DID患者の97パーセントが小児期に重大な心的外

傷体験があったと述べている。その中でも性的虐待

は最も多く報告され、83パーセントの患者が報告し

た。性的虐待の大部分は近親姦であった。75パーセ

ントの患者が身体的虐待を報告し、性的虐待と身体

的虐待を共に体験していたのは68パーセントであっ

た。また、親や兄弟などの暴力的死を目撃した者は

45パーセントであった。

Putnam FW（1985）は「子どもは大人よりスト

レスへの対処のための防衛機制として解離を用いや

すいようだ」と述べている。多くの専門家により、

自然発生的に解離状態に入り込む傾向性は、催眠感

受性と関係あると考えられている。Putnam FW

（1989）はDESとスタンフォード催眠感受性尺度の

点数に高い相関があると報告している。催眠感受性

は小児期に上昇し、９－10歳ごろピークとなり、青

年期に下降して、成人のレベルで定常となると言わ

れている。

解離能力を持つ子どもが圧倒的心的外傷を経験し
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DIDを発展させるという理論は“自己催眠モデル”

と呼ばれている。この自己催眠モデルはこの時期の

解離性障害の専門家たちの間で支配的モデルであっ

た。

６　治療

（1）治療の概要

Putnam FW（1989）はDIDの治療課題として、“治

療同盟の確立、患者の生活変化を促進する、分割を

統一に置換する”、の三点を挙げている。

解離性障害の治療における“治療同盟の確立”、

あるいは信頼関係の確立の重要性を指摘する専門家

は多い。治療同盟が大切なのはDIDの心理療法に限

らないが、混沌とした環境で生きてきた可能性が高

い解離性障害患者にとって治療者と治療同盟を結ぶ

ことはとりわけ困難なことであり、またそれ自体が

治療的である。治療同盟に関して、DIDに特有な問

題として、治療同盟は、すべての交代人格一つ一つ

に対して個別的に確立されなければならないという

ことがある。

“患者の生活変化を促進する”ということに関し

ては、Putnam FW（1989）は「不適応行動をつき

とめ、これをより適切な対処法に置き換えることに

よって起きる」と述べている。そして、このことが

可能になるのは、心的外傷の想起と再処理にかかっ

ているという。この治療論は基本的には認知行動療

法的発想に近い。

そして、“分割を統一に置換する”ということは

人格の統合を意味しているのではなく、「目的と動

機の点で安定した一体感を達成すること」（Putnam 

FW，1989）である。

（2）治療の段階

治療の段階に関して、解離性障害の専門家たちは

様々に述べているが、概ね一致していることもあり、

最も一般臨床家に役立つと思われるPutnam FW

（1989）の治療段階論を紹介するつもりである。

しかし、その前にHerman JL（1992）による外傷

症候群の回復の諸段階を検討したい。というのは、

北米の解離性障害の専門家の立場は解離性障害の治

療の本質は心的外傷の治療であるとしているからで

ある。つまり解離性障害の治療の段階とは、外傷症

候群の治療段階に対して解離性障害に特異的な問題

を加味したものである。Herman JLは外傷症候群の

回復の諸段階を非常にシンプルに、“安全の確立、

心的外傷体験の想起と喪の作業、通常生活との再結

合”の三段階に分けた。“安全の確立”は治療に入っ

ていく準備を内的・外的に整えていくことであろ

う。無論、心的外傷を負った患者にとって、この作

業自体が治療的であることは言うまでもない。“心

的外傷体験の想起と喪の作業”は外傷症候群の治療

の中心的作業である。ここで治療者に対して外傷記

憶を語るという作業が行われる。この際、語りには

感情や身体感覚を伴う必要がある。この作業を通し

て心的外傷体験は生活史の中に統合される。“通常

生活との再結合”とは、外傷体験を代謝した患者が

未来を創造するということである。ここで、患者は

自己と和解し、他者と再結合するのである。以上が

Herman JLの治療段階論である。

ここでPutnam FWの治療段階論に戻る。彼は治

療を八つの作業段階に分けた。それらは①診断をつ

けること、②最初期介入、③最初期安定化、④診断

の受容、⑤コミュニケーションと協力の発達、⑥外

傷の消化、⑦解決と統合、⑧解決後の対処技術の向

上である。以下、それぞれの項目を検討したい。

診断に関しては、診断なくして治療をすることは

ありえないのだが、あえて入れる必要があったとこ

ろにDIDの診断の難しさがあるということであろ

う。

初期介入の目的は、治療を開始すること、および、

患者を安定させ、治療の中核である除反応の作業が

できるように準備を整えることである。この際、重

要なことは、治療同盟が確立しないうちに外傷記憶

の除反応作業を進めてはならないということであ

る。また、Putnam FWはこの間に治療者は系統的

に交代人格と出会う作業をすることになると述べて

いる。

初期安定化に関して重要な作業は治療契約を結ぶ

ということである。治療契約の目的は、患者、およ

び、治療者の安全の確保である。この意味で限界設
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定を必然的に含む。契約の文言はできる限り簡単明

瞭かつ具体的であることが重要である。

診断の受容に関しては、DID患者がしばしば診断

に対して懐疑的、あるいは否認するという問題があ

る。Putnam FWは診断の否認は外傷記憶に直面す

ることからの逃避が主要な力動であろうと述べてい

る。診断の受容は論理的な議論により起こるもので

はないので、説得は必要なく、そのプロセスが進む

ように治療的に援助していくという姿勢が大切であ

ると彼は述べている。

コミュニケーションと協力の発達に関してはDID

治療特有のいくつかの技法が開発されている。交代

人格間の内部コミュニケーションを促進する技法に

関しては、治療者が媒介する、伝言板の利用、内部

会話の促進などが挙げられている。内部コミュニ

ケーションがある程度確立された後、内部での意思

決定が行われるように援助することになる。そして

治療が進むと、人格変換のコントロールが可能にな

るという。

ここまでが、治療に入っていく準備段階と捉える

ことができる。Putnam FWを始めとする北米の解

離性障害の治療の専門家たちは、DID治療の中心的

課題を外傷の代謝であると考えている。そして、そ

れは外傷記憶の想起と再処理を通してなされると主

張している。外傷記憶の想起は感情を伴ったもの、

つまり除反応という形式を取る必要がある。除反応

は「意識することに耐えられないために抑圧されて

きた苦痛な体験を想起した後に訪れる情緒の解放あ

るいは放出のことである。これによって苦痛な情動

の部分的放出あるいは脱感作と洞察の深化が起こ

り、それを介して治療効果が生じることがある」と

定義されている。解離性障害患者は自発的に除反応

を起こすことがよくあるが、治療場面外での自発的

除反応には治療的効果はないとされる。除反応が治

療的になるのは、治療者により安全で支持的な環境

が作られているという前提のもと、治療者と共に患

者が除反応を誘発し、統御し、処理変形するときで

ある。治療的除反応はコントロールされた除反応で

あると理解することができる。

そして、解決と統合の段階に至る。北米の解離性

障害の専門家たちは、DIDの望ましい治療目標とし

て人格の統合を挙げている。しかし、Putnam FW

（1989）でさえ、統合は「多くの患者に対しては端

的に非現実的な目標かもしれない」と述べている。

さらに、彼は「統合を治療の中心に据えるのは間違

いである。治療は非適応的な反応と行動を、より適

切な形の対処行動に置き換えることを目標とすべき

である」と述べている。

解決後の対処技術の向上は、Herman JL（1992）

の言う再結合の理念に沿った治療段階である。

（3）心理療法における諸問題

心理療法における諸問題を、①心理療法の設定、

②治療関係、つまり、転移―逆転移、の二点に絞っ

て検討する。

まず、心理療法の設定であるが、解離性障害の専

門家たちの学会である国際解離学会（International 

Society for the Study of Dissociation：ISSD）のガ

イドラインを見てみよう。DIDの望ましい治療構造

は外来における個人心理療法であると記述されてい

る。そして、セッションの頻度は最低週2回が推奨

されている。ただし、週３回以上のセッションを行

う場合は、患者が退行し、治療者への依存を強める

ことがあるので注意すべきであるとされている。

セッションの長さは90分を超えることがあるにせ

よ、構造化されるべきであると記述されている。

Putnam FW（1989）も外来における個人心理療

法が治療の中心であるとしている。セッションの頻

度に関して、週に２、３回を推奨している。彼によ

ると、「それ以下の頻度の面接では治療が袋小路に

入りがちだし、それ以上の面接は非常に錯綜して混

沌無秩序な治療に陥りやすい」とのことである。ま

た彼は自分のDID患者との面接時間は90分であると

語っている。特に除反応の作業が行われるときは50

分では短すぎるとのことである。しかし、彼も一度

面接の時間を決めたら、その境界線を遵守すべきで

あると述べている。電話や危機介入のための面接も

構造化することが望ましいとされている。

ISSDのガイドライン、およびPutnam FW共に

DIDの心理療法特有の構造について触れているが、
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治療構造の重要性については伝統的心理療法の考え

方と変わるところはない。虐待が境界の侵犯を本質

としており、そのことがDID患者の病理に多大な影

響を与えていることからも、境界のマネージメント

は極めて重要である。

次に、治療関係をめぐる諸問題について述べる。

この問題は外傷性転移、および、外傷性逆転移の問

題に収束される。転移の定義は様々あるが、臨床的

には転移とは患者が治療者に向ける感情のことであ

り、逆転移とは治療者が患者に向ける感情と理解す

ることが最も有用であろう。転移、逆転移を通して

ある転移状況が生成される。外傷性転移と外傷性逆

転移を通して生成された転移状況はオリジナルの外

傷と共通する構造を持っており、それを外傷の再演

と呼ぶ。

外傷論の立場からの外傷性転移と外傷性逆転移に

関してはHerman JL（1992）の説明がわかりやすい。

彼女はいくつかの典型的外傷性転移と外傷性逆転移

のあり方について記述している。外傷性転移のひと

つのあり方は恐怖体験に起源を持つものである。患

者は治療者等の権威に対して強い恐怖を感じる。ま

た、外傷性転移は孤立無援体験を反映するものもあ

る。患者は虐待の最中、孤立無援であり、完全に見

捨てられたという感覚を持つ。その感覚が強いと、

治療者に万能的救済者の役割を取らせようとする。

つまり、治療者を理想化するようになる。そして、

治療者がこの理想化された期待を満たすことができ

ないと、患者は強烈な怒りを治療者に向けることに

なる。また、外傷を負った患者は人を信頼すること

が困難である。患者はあらゆる疑念と不信を治療関

係に持ち込む。不信の内容としては、治療者が肝心

のところで逃げ出すのではないか、あるいは、治療

者が加害者と同じ動機を持っているのではないかと

様々である。さらに、不信感がある故に、患者は治

療者の言動に対して被害的に反応する。また、虐待

関係の本質は支配・被支配という関係性を含んでい

るので、この関係性が治療関係に持ち込まれること

もある。特に性的虐待を体験した患者の場合は、性

的な色合いを帯びた転移を治療者に向けてくること

がよくある。DID患者の場合は、これらの外傷性転

移に加えて、解離という機制がさらに転移のあり方

を複雑にさせる。Putnam FW（1989）によると、

DID患者の交代人格たちは、治療者に対してそれぞ

れが半独立的な転移を示すという。

次に、外傷性逆転移に関するHerman JL（1992）

の説明を見てみたい。心的外傷体験の証人の役割を

つとめる治療者は情緒的に圧倒される。治療者は患

者と同一の恐怖、怒り、絶望を体験する。この現象

は特に、「代理受傷」と呼ばれている。さらに、患

者の外傷体験を聞くことにより、治療者の過去の個

人的外傷体験が再活性化される。治療者は人間の加

害性と残虐性の物語に曝されることで、人間への基

本的信頼が揺さぶられる。また、治療者は孤立無援

体験をわかち持つことにより、自信を失うことがあ

る。そして、孤立無援感に持ちこたえることができ

ないと、治療者は救済者の役割を演じようとするか

もしれない。その結果、治療関係の境界の侵犯が生

じることもある。治療者は患者の怒りと同一化し、

加害者、傍観者、以前の治療者に怒りを向ける場合

もある。一方で、治療者は加害者と同一化すること

もある。加害者との同一化は、患者の物語る内容へ

の懐疑、虐待を過小評価したり合理化したりする、

患者へネガティブな感情を抱くといった形で現れ

る。そして、治療者は覗き見的な興奮を覚えたり、

患者に性的感情を抱いたりするかもしれない。さら

に、治療者はいくつかの罪悪感を体験する。ひとつ

は外傷を負わなかった傍観者に特有の反応である

「目撃者の罪悪感」であり、もうひとつは治療の過

程で患者に外傷の再体験をさせているという罪悪感

である。さらに、Putnam FW（1989）はDID患者

との心理療法に特有の逆転移反応をいくつか挙げて

いる。治療を求めて来た主人格が、治療が始まると

あまり治療の場に登場せず、他の交代人格は主人格

ほど治療に熱心でない場合がある。このようなとき

に治療者は治療契約の本質が踏みにじられたと感じ

ることがある。また、交代人格はそれぞれに固有の

生活史を持っているなど、治療者は膨大な量の情報

を処理する必要に迫られ圧倒される。患者が絶え間

なく変わることにより、治療者は欲求不満状態にな

る。そして、DID患者との心理療法に携わるとき、



■ 研修講演より ■

77

同僚にどう思われるかという恐れを抱くという。

これらの外傷性転移と外傷性逆転移の複雑な相互

作用の中、治療関係において外傷状況が再演される。

Putnam FW（1989）によると、DID患者の場合は、

虐待の再演は、人格システム内と治療関係内の双方

で生じる。Herman JL（1992）は外傷の再演につい

てネガティブな意味しか認めてない。彼女は「外傷

性転移反応も逆転移反応も避けられない。同じく避

けられないのは、両方の反応が良質の治療関係の発

展を妨げることである」と述べ、患者・治療者双方

の安全を保障するために、二つの防護法、つまり、

治療契約と治療者に対するサポート・システムが必

要であると語っている。Putnam FW（1989）は

DID患者における外傷の再演について、「健忘障壁

を破って、記憶している苦痛を他の人格たちに転送

しようとする試みである」とややポジティブな意義

についても触れているが、治療関係においては基本

的に乗り越えられるべきものという扱いである。

７　予後

Kluft RP（1985）は200人以上のDID患者の転帰

を調査し、DID患者には自然治癒は起こらず、また

解離を直接扱う治療を受けない限り治癒しないと報

告した。さらに、Kluft RP（1984）は、DID患者

171名から得たデータとして、83名が人格の融合に

至り、40名は人格の統合に至っておらず、50名は人

格の融合には至ったが様々な理由により研究の基準

を満たさなかったと報告した。彼は、適切な治療を

受けさえすれば、DID患者の予後は良いと結論付け

ている。この時期の多くの解離性障害の専門家たち

は、DID患者の予後について楽観的であった。

８　疫学

従来、DIDを含む解離性障害は稀な疾患であると

思われてきたが、この時期、DIDは一般に思われて

いるよりも有病率が高いだろうと言われるように

なった。しかし、Putnam FWは『多重人格性障害

―その診断と治療』（1989）の中で、この時点では

未だDIDを始めとする解離性障害の大規模な疫学的

調査は行われていないと言っている。疫学に関する

科学的知見は1990年代を待たねばならない。

Ⅲ　1990年代後半以降の

北米を中心とする解離性障害の理解と治療論

解離性障害の治療経験の集積、および、実証的研

究の増加に伴い、1990年代後半より、北米の解離性

障害の理解と治療論にいくつかのシフトが認められ

る。まず、統計的研究により、解離性障害の疫学や

解離と外傷の関係がより明らかにされた。このこと

と関連して、解離の病因論に関して外傷―自己催眠

仮説から外傷―発達論への移行が認められる。また、

治療論としては“外傷の消化・統合”という作業が

中心であることに変わりはないが、特異的技法であ

る“コントロールされた除反応”に対する懐疑が生

じた。そして、治療的楽観主義から現実主義への移

行が認められる。この章ではこれらの移行を中心に

検討していきたい。

１　疫学

解離性障害の疫学に関しては1990年以降、様々な

研究により明らかになっていった。ただし、解離性

障害に関しては診断が困難であるという問題がある

ので、正確な疫学データを得るためには診断という

手順を研究に含む必要があった。

まず、精神科入院患者における解離性障害の占め

る割合ということについて検討する。比較的厳密な

疫学的基準を満たした研究として最初に発表された

ものはRoss CAら（1991）によるものである。彼ら

はあらかじめDIDと診断されていた患者を除いた

299人の精神科入院患者に対して、まずDESをスク

リーニングとして用いて（カットオフ得点は20点）、

解離性障害の可能性がある患者80人を選別した。そ

の80名に対して構造化診断面接法のひとつである解

離性障害面接スケジュール（Dissociative Disorders 

Interview Schedule：DDIS）を行ったところ、10名

が臨床的にDIDであると確認された。彼らの研究で

は、精神科入院患者の21パーセントが解離性障害と

診断され、３パーセントがDIDと診断されるとのこ

とである。続いて、Saxe GNら（1993）の研究が発
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表された。100人の精神科患者を対象としたこの研

究において、彼らもまずDESをスクリーニングとし

て用いた（カットオフ得点は25点）。DES25点以上

の被験者にDDISを行った。彼らの研究では、精神

科入院患者の15パーセントが解離性障害と診断さ

れ、４パーセントがDIDと診断された。以上の研究

はDESをスクリーニングとして用いているが、Latz 

TTら（1995）によると、176人の被験者全員（ただ

し女性入院患者）にDDISを施行したところ、12パー

セントがDIDと診断されたとのことである。北米に

おける比較的新しい報告としてRifkin Aら（174－

1998）によるものがある。彼らは診断の道具として、

DSM―Ⅳ解離性障害群のための構造化臨床面接

（Structured Clinical Interview for DSM― Ⅳ 

Dissociative Disorders：SCID－D）を用いている。

この調査では、女性精神科入院患者のうち、DIDと

診断されたのは１パーセントであった。Rifkin Aら

は従来の報告より解離性障害患者の頻度が低かった

こと、および、上記のLatz TTらの調査結果に触れ、

より厳密な調査方法を取ったことの影響であろうと

している。

また、一般人口における解離体験についてはDES

を用いて調査した研究がいくつかある。Ross CA et 

alら（1990）はランダム・サンプリングされた1055

人にDESを施行したところ、DES得点30点以上の者

は全体の５パーセントであったと報告している。ま

た、Putnam FWら（1996）の調査によれば、正常

の成人群（415人）においてはDES得点が30点以上

の者は全体の４パーセントであった。Mulder RTら

（1998）はDESに修正を加え、1028人を対象にして

一般人口における解離体験について調査したとこ

ろ、解離体験の高得点者は６パーセントであったと

報告している。一般人口においては、５パーセント

前後が病的解離を経験していると考えて良いであろ

う。

２　解離と外傷

従来指摘されてきた解離と性的虐待の直接的関係

についても様々な異論が登場するようになった。

Mulder RTら（1998）は一般人口からランダム・サ

ンプリングをした被験者を対象とし、小児期の性的

虐待、小児期の身体的虐待、精神科的診断、および、

DES得点の関連を検討した。そして、小児期の性的

虐待と解離には直接的関連はなかったとの結果を報

告した。この関連は小児期の性的虐待と身体的虐待、

および、精神科疾患との関連に依存しているという。

一方、身体的虐待と精神科疾患は解離と直接的な関

連を持っていた。この研究は、性的虐待が解離性障

害の原因であるとする仮説に対する有力な反証と考

えて良いであろう。しかし、間接的影響については

確認されたと捉えることもできる。Draijer Nと

Langeland W（1999）は、精神科入院患者を対象と

して、解離と小児期の性的虐待、小児期の身体的虐

待、対人間の暴力の目撃、早期の親との分離、知覚

された親の機能不全との関連を検討した。解離と関

連があったのは、小児期の性的虐待、身体的虐待、

および、母親の機能不全であった。彼らは母親が機

能不全であったり、あるいは母親が心理的に利用可

能でないと、子どもの中に自分をなだめ落ち着かせ

る能力が育たず、圧倒される感情への脆弱性が形成

され、そのような体験に対する防衛として解離を使

用するようになるのではないかと述べている。この

考えは後述する愛着理論の考え方と立場を同じくす

ると理解して良いであろう。そう明示されているわ

けではないが、ここでも解離と性的虐待の直接的関

連は否定され、個人が解離性障害を発展させる脆弱

性が前提とされている。

このように解離と性的虐待の直接的関係に関して

は否定的所見が増加してきた。その大きな流れを解

離の病因としての‘外傷―発達論’としてまとめる

ことが可能である。外傷―発達論に関しては、

Putnam FW（1997）の「離散的行動状態モデル」、

および、愛着理論が重要であるので、その二つの理

論をこの後検討する。しかし、その前に性的虐待を

第一の要因とする立場である外傷―自己催眠仮説に

ついていま少し検討することにする。

３　解離の病因としての外傷―自己催眠仮説の衰退

外傷―自己催眠仮説は、生得的自己催眠能力を持

つ子どもが、慢性の外傷に対してその能力を防衛と
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して用いるというものである。この防衛の反復的使

用により、ある自己催眠状態はある交代人格として

結晶化しDIDになる。この仮説を支持する論拠が五

つある（Putnam FWとCarlson EB，1998）。その全

てを列挙することはしないが、重要なものを二つ挙

げておく。ひとつはDID患者は被催眠能力が高いと

いうことであり、もうひとつは児童期の外傷が被催

眠能力を増大させるということである。Putnam 

FWとCarlson EB（1998）は総説の中で、いくつか

の研究を引き合いに出し、上記の二つの論拠を否定

した。Putnam FW（1997）はその著書の中で、「催

眠と解離との関係はほとんどない」と述べている。

４　離散的行動状態モデル（Putnam FW，1997）

離散的行動状態モデルは解離性障害の代表的研究

者であるPutnam FWがその著書の中で展開した発

達論に基づく病的解離モデルである。

この理論の出発点には、Putnam FWの解離連続

体仮説から病的解離論への踏み出しがある。もとも

と解離連続体仮説の根拠としてDES得点分布が用い

られていたが、そのDES得点の分布を詳細に検討し

た結果、解離連続体よりも類型論に立つ方が良いと

の理解が生じた。そして、Waller NGら（1996）は

タクソン測定統計分析を駆使して、タクソン的すな

わち類型学的モデルの方が連続体モデルよりも、特

に臨床水準の集団にはよくあてはまると結論した。

つまり、正常解離から病的解離までの連続体がある

のではなく、正常解離と病的解離という二つの類型

が存在するとのことである。

Putnam FW（1997）はまず、精神状態は意識と

行動より成るユニークな構造であるということを前

提とした。そして、離散的行動状態とは心理学的・

生理学的・行動科学的変数のワンセットがつくる特

異的でユニークな布置形態であるとした。

子どもは生まれながらいくつかの行動状態の基礎

的なワンセットを持っている。そして、個人の行動

は、状態から状態へと不連続的な飛躍すなわちス

イッチを重ねて、状態間を渡っていく。離散的状態

は一過性の行動構造体である。正常発達において、

新状態の創生と新連絡経路の発達が生じる。また、

子どもは行動状態のコントロールが可能になってい

く。さらに、メタ認知的統合、すなわち、情報と行

動の統合、自己感覚の発達と統合が生じる。

児童虐待はこれらの発達にいくつかの重大な影響

を与える。一つ目は外傷的状態の創生である。二つ

目は行動状態間経路の改変である。三つ目は行動状

態調整能力の破壊である。四つ目は行動状態の自己

調整の不適応的試行である。五つ目はメタ認知的統

合機能の破壊である。

ここで、病的解離という観点から、以上のことを

整理する。離散的行動状態モデルにおける病的解離

の定義は、正常意識状態から遠く隔たった外傷によ

り引き起こされた離散的行動状態の一つのカテゴ

リーである。正常解離と病的解離を分けているのは、

状態間の距離、それぞれの状態において記入された

情報と知識への接近可能性／取り出し可能性の状態

依存性、両状態の経路、知識と自己感覚の統合のメ

タ認知的水準、である。さらに、DIDの交代人格の

生成に関する因子として、特定の外傷体験の反復と

関連した文脈因子群が合わさって生じる状態が繰り

返し誘導されること、および、メタ認知的統合機能

の発達の挫折が挙げられた。DIDにおける同一性の

断片化は、それ以前は完全であった同一性が粉砕さ

れた結果ではなく、離散的意識状態の発達過程にお

ける整理統合の失敗である。Putnam FW（1997）は、

DIDの「発生源は、発達初期における基本的行動状

態の統御と統合の獲得が外傷によって阻害され、そ

れが自己感覚におけるさまざまな相違を生み、それ

ぞれ違った自己感覚の断片を核としてその周囲に結

晶してゆく結果、高度の離散的行動状態群が創りだ

されるところにある」とまとめている。

５　愛着理論による解離理解

1990年代以降、最も注目されるべき解離理解は愛

着理論によるものであろう。愛着理論とは言うまで

もなく、Bowlby Jによって唱えられた学説である。

Bowlby Jは精神分析に多くを負うてはいるが、比

較行動学や制御理論などを取り入れて理論を展開さ

せた。そのため、愛着理論は精神分析というフィー

ルドに留まらない広がりを見せている。
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Bowlby J（1982）は、愛着とは子どもが特定の

対象に対する接近や接触を求めることであると述べ

ている。これに対して、接近を達成しようとしたり、

維持しようとしたりするために子どもが示す行動を

愛着行動と名付けている。Bowlby Jは古典的精神

分析理論と同様にその理論の核に生物学をおいた

が、愛着は他の欲動に還元されるものではなく、一

次的なものであるとした。

愛着理論をより洗練させたのがAinsworth MDS

であった。Ainsworth MDSら（1978）は新奇場面

法strange-situation procedureを考案し、三つの愛

着のパターンを発見し、グループA（insecure-

avoidant）、B（secure）、C（insecure-resistant/

ambivalent）と名付けた。新奇場面法とは実験室の

設定において、子どもが親との分離と再会に対して

どのような反応を示すかを観察する構造化された方

法である。グループBは母親に対して安定した愛着

を持つと分類された。グループAは母親に対して不

安定な愛着を持ち、また回避的である。グループC

は母親に対して不安定な愛着を持ち、また反抗的で

ある。

1986年に、Main MとSolomon Jは新しい愛着パ

ターンであるグループD（insecure-disorganized/

disoriented）を発見したことを発表した。グループ

Dの子どもは愛着的相互作用の中で見当識を失って

いるように見え、養育者との分離―再会のエピソー

ドに対して同時に、あるいは極めて短時間の間に矛

盾する行動を示した。つまり、グループDは養育者

に対して接近と回避を同時に行い、その結果、愛着

行動は全体としては統合や見当識を欠くものとなる

という特徴を持っている。続いて、Main Mと

Solomon J（1990）はグループDの愛着は養育者の

生活史における未解決の外傷や喪失と関連があるこ

とを証明した。その後、グループDの愛着は低リス

クサンプルと比較して高リスクサンプル（感情障害、

臨床サンプル、家庭内暴力サンプル等）に高率に認

められるという研究が相次いだ。さらに、愛着理論

は児童虐待により関心を向けるようになった。

一方、愛着と解離の関係についても様々な指摘が

なされるようになった。DIDを愛着障害として最初

に概念化したのはBarach PMM（1991）であった。

Barach PMMはBowlby Jの言う脱愛着detachment

を解離過程と結びつけた。脱愛着は愛着行動を制御

する生得的行動―動因システムを活性化する意識的

情報処理からの積極的締め出しである。この意味で、

脱愛着はある種の解離過程と考えることができる。

しかし、その後の愛着と解離の関係についての研究

は上述のグループDの愛着をめぐって展開した。

Liotti G（1992）は、幼小児がグループDの愛着を持っ

ていると、解離性障害への脆弱性が増大すると述べ

ている。つまり、グループDの子どもが心的外傷に

後年曝されることによって解離性障害に発展すると

いうことである。さらに、Main MとMorgan H（1996）

はグループDの愛着における失見当識は意識の変容

を意味していることに触れ、そのときの状態をトラ

ンス様と記述している。そして、必ずしも全てのグ

ループDの行動パターンが解離現象に直ちに一致す

るわけではないとの留保は付けながら、「トランス

様状態とおそらく解離していると考えられる行動が

非統合型の子どもの一部にみられる」と述べている。

つまり、グループDの愛着はそれ自体解離様状態を

含み、かつ、解離性障害への脆弱性となっていると

いうことになる。

Lyons-Ruth K（2003）は縦断的愛着研究から得

られた所見として以下の三点を指摘した。一つ目は、

幼児のグループDの愛着は後の解離症状の重要な前

駆である、という点である。二つ目は、早期の脆弱

性は親―幼児間における情動コミュニケーションの

パターン、特に情緒的利用不可能性や役割交代のよ

うなより微妙な行為との関連がある、という点であ

る。三つ目は、グループDの愛着関係の性質により、

後に心的外傷に曝露されたとき、ある者は解離症状

を発展させるが、ある者は解離症状を発展させない

のは何故かということに関して部分的に説明をする

ことが可能になるだろう、という点である。

Putnam FWの離散的行動状態モデル同様、愛着

理論による解離理解は、心的外傷に対する正常反応

としての解離という解離連続体仮説から、病的解離

論への移行を示している。Putnam FWのモデルが

それでも外傷論に留まるものである一方、愛着理論
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による解離理解は個人の脆弱性の方向に一歩踏み出

しているようだ。ただし、愛着理論における脆弱性

は個人の生得的問題ではなく、あくまで、その起源

は親―幼児の情動コミュニケーションにあることに

は注意を要する。

６　治療論の変遷

（1）原則

治療論の原則の変遷は、解離理解が外傷―自己催

眠モデルから外傷―発達論モデルに移行したことと

併行している。

まず、愛着理論からの技法論について検討する。

愛着理論の立場では、統合された自己は発達の過程

で獲得されるものであり、正常であれば統合された

自己という感覚を創り出すはずの統合過程が対人関

係において頓挫することが解離ということになる。

つまり、Liotti G（2006）が言うように、解離が後

の発達段階で心的苦痛に対する防衛として用いられ

るのはあくまで二次的なことであるということにな

る。解離は崩壊の結果、あるいは、防衛によりコン

トロールする戦略の失敗であり、外傷に対する防衛

としての機能は一次的なものではないのである。愛

着理論による解離性障害の治療モデルは従来のもの

（Herman JLのモデルのような段階に方向付けられ

た心理療法）を基本とし、心的外傷の代謝の重要性

を認めながらも、治療関係における愛着のワークに

より焦点付けられている。

Liotti Gら（2005）は、愛着理論に基づく治療論

をまとめた。まず前提として、グループDの愛着の

力動を意識しておくことが、解離性障害患者の治療

で重要であることを強調している。そして、治療者

が深い苦しみを持つ患者に対して共感的理解を提供

することを通して、治療関係の中で患者の愛着シス

テムが活性化されると述べている。治療者は転移の

中での自我状態の変化をグループDの愛着に基づく

関係性におけるジレンマの側面から理解し、その背

後にある単一の意味を探求する。この作業を通して

患者は安定型の愛着を経験し始める。このプロセス

は修正情動体験として理解される。一方、患者は、

理想化から、脱価値化や自他への攻撃に移行すると

いうことの背後に、他者により理解され、苦しみを

癒してもらいたいという単一の動機が存在している

ことを理解するようになる。修正情動体験とこれら

の内省により患者は統合に向かうと彼らは述べてい

る。

続いて、Putnam FWの治療論の変遷について検

討したい。Putnam FWは『解離―若年期における

病理と治療』（1997）の中にその治療論の変化が見

て取れる。むろん、このモノグラフは児童／青年の

解離性障害についての病理と治療に関するものであ

り、彼自身、度々児童に関してはと留保を付けてい

る。しかし、私はこのテキストにおいて展開された

治療論は成人患者にも当てはまる部分が大きいと感

じている。Putnam FWはいくつかの治療哲学を挙

げているが、その中で最も重要な視点は「児童の自

然回復力を支える」ということであろう。これは

Putnam FWの病理理解が発達論に傾いたことから

の論理的必然であると思われる。治療の根本は自然

回復力が発揮されるのを援助することであると彼は

述べている。その上で、彼は「治療において総体的

に重視するべきことは、自己統御、感情と衝動の調

整、行動の統合、意識と自己の表象との統一の強化

である」と述べている。そして、児童の解離性障害

患者の治療における心的外傷のワークに関しては遊

戯療法を推奨している。

（2）除反応

外傷のワークにおける除反応の特権的地位に関し

てはかなりの批判が起こった。Ross CAは1989年に

出版されたモノグラフの中で既に除反応に対して慎

重な姿勢を取っていた。そして、1997年に出版され

た改訂版では、Ross CAは除反応を治療技法として

は用いないと宣言した。彼は、除反応は行動化であ

り、それは感情や記憶を認知の上で、そして、言語

的に処理する代わりにそれらを行為に変容してしま

うものであると述べている。除反応は治癒のために

は必要なく、むしろ、再外傷体験であり、また退行

促進的でもあるので、反治療的であるとしている。

Putnam FW（1997）は児童の治療に関してはと留

保は付けたが、除反応を治療技法として用いること
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に反対を表明した。

（3）交代人格の取り扱い

交代人格の取り扱いについてもやや慎重な姿勢が

認められるようになった。Putnam FW（1997）は、

交代人格状態が十分に結晶化していない児童に関し

てのみという留保は付けているが、「同一性の変化

を別の名前で呼んだり、その児童まるごとから離れ

たもの、それとは別個のものと考えていると示唆す

るような形の対決をしないことが肝心である」と述

べている。さらに、彼は患者をDIDとして社会化す

ること避けることが大切であると述べ、家族が特定

の交代人格と直接交渉しないことを推奨している。

７　予後

Putnam FW（1997）はその著書の中で、「現代の

多重人格性障害研究運動が初期（おおよそ1978年か

ら1988年）に犯した最大の誤りの一つは成功した治

療結果の誇大広告である」と述べている。予後に関

しては現在なお確たることは言えない状況だが、必

要以上に悲観的になる必要はないが、あまりに楽観

的になることはできない。私たちに必要なのは、現

実的になり、地道に臨床に取り組むことであろう。

Ⅳ　私の考え

１　私の解離理解

解離という機制に関する理解は大きく二つの観点

があると思われる。ひとつは解離を発達の停止と見

る観点であり、もうひとつは解離を防衛として見る

観点である。私の立場はこの二つの観点を統合的に

理解するというところにある。

私は病的解離という現象を情緒発達の停止の表れ

として理解している。この意味で、私の考えは

Putnam FWの離散的行動状態モデルや愛着理論に

よる解離理解と共通する視点を持つと思われる。

Berman E（1981）は解離を「対象と自己表象の統合、

および自己―対象の境界を強固にする能力を含む基

本的な自我機能の発達が停止」したことによるもの

としている。

私はこれまで少なからぬ解離性障害患者との治療

に携わった。比較的適応が良い患者でも心理療法過

程において深い退行を示した。治療状況において、

未分化な愛情と攻撃性、そして断片化した対象関係

が露呈し、未消化の精神病水準の不安が噴出するこ

とが多かった。この点はパーソナリティ障害の治療

と共通する点でもある。そこで、解離性障害とパー

ソナリティ障害は発達の停止という共通する病理を

持っていると考えることが可能である。おそらく解

離性障害とパーソナリティ障害の違いは病理に対す

る防衛のパターンの違いによるということも一部あ

るのだろう。

病的解離は情緒発達の停止の表れであると主張し

たが、それは単に統合機能の発達の停止に留まらな

いことを強調しておく。このことは解離性障害患者

との心理療法はパーソナリティ障害の心理療法と同

じ程度に困難であるということを意味している。さ

て、問題は情緒発達が停止した原因は何かというこ

とである。私の考えは愛着理論に近いものだが、そ

れよりも直接的にWinnicott DWの発達論に拠ると

ころが大きい。

Winnicott DW（1965）は、母親から受ける養育

によって、幼児は自分のパーソナルな存在を持つこ

とができ、存在することの連続性を形成し始める、

と述べている。この存在することの連続性を基盤に

して、幼児のなかの生得的潜在力が芽生え始めるの

である。生得的潜在力は本当の自己と言い換えるこ

とができる。本当の自己は、孤立した状態にあると

き、生き生きと存在する。Winnicott DW（1958）

によれば、環境が幼児のニーズに積極的に適応する

ことにより、幼児は孤立の状態にいることが可能に

なり、その状態において、幼児は「自発的に動き、

その自己感覚を失うことなく、環境は発見される」

とのことである。環境が幼児に対して誤った適応を

すると環境の侵襲となり、その結果、「自己感覚は

失われてしまい、孤立へと撤退することでしかそれ

を取り戻すことはできない」のである。環境が幼児

のニーズに適応することへ失敗することが侵襲なの

である。そして、侵襲が生じると、幼児の存在する

ことは中断され、幼児は反応しなければならなくな
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る。反応することは存在することの中断である以上、

存在の絶滅となり、想像を絶する不安が発生する。

侵襲は常に外傷的であるわけではなく、発達促進的

である場合もある。侵襲は早過ぎたり、強烈過ぎた

ときに外傷的になるのである。私は幼児がほど良い

環境を持つことができなかったことが、情緒発達の

停止につながり、解離性障害を発展させる個人の脆

弱性を形成すると考えている。

次に解離を防衛として見る観点を取り上げてみた

い。解離は何を防衛しているのであろうか。私が関

わった多くの症例において、心理療法の中で精神病

水準の不安が表出された。適応が良く見える解離性

障害患者でも、病歴や治療歴の中で、急性精神病状

態に陥ったことがある者が多い。境界性パーソナリ

ティ障害に比べて一見安定しているように見える患

者が多いのだが、同等の重篤な病理を持っているこ

とを考え合わせると、解離は精神病水準の不安に対

する防衛として機能していると考えて良いのではな

いだろうか。Bromberg PM（1994）は、外傷の基

本的性質は自己の断片化であるとし、「解離は自己

の断片化に対する防衛であり、類催眠状態で両立し

難い意識状態の結合を解き、認知的には相互に無関

係な非連続的心的体験としてのみそれらに接近する

ことを可能にすることにより個性と正気を再建する

機制」であると述べている。また、Sullivan HS（1940）

はパニックを「自己の、解離を行う力が急に消失す

ること」とし、パニックの続発現象として急性精神

病状態を記述している。解離の破綻により急性精神

病状態になるとすると、逆に解離は精神病水準の不

安への防衛として機能していると考えることも可能

であろう。私は解離の本来の機能は、不適切な環境

の侵襲によって生成した精神病水準の不安に対する

防衛であると考えている。

さて、ここで問題がひとつ浮上する。それは本来、

早期乳幼児心性と関連している精神病水準の不安

が、その後に体験した外傷、殊に性的虐待で何故刺

激されるのだろうか、という問題である。性的虐待

は幼児期でもあり得るが、通常児童青年期に起こる

と考えられる。私は継父による性的虐待を体験した

解離性障害患者との治療を少なからず経験したが、

再婚した時期もあり性的虐待の時期はほとんどが児

童青年期だった。Ferenczi S（1933）は発達途上に

ある子どもは母性的守り、つまり相当量のやさしさ

がないと一人でいることに耐えられないと言い、そ

の段階を“受身的対象愛の段階”、あるいは“やさ

しさの段階”と呼んでいる。やさしさの段階にある

子どもが、彼らが望む以上の愛を押し付けられると

病理的な結果がもたらされる。性的虐待はやさしさ

を求める子どものこころを、大人が情熱、つまり成

熟した人の願望と取り違える、あるいは、子どもの

やさしさを求めるこころを性的に利用することから

起こるということになる。また、Ferenczi Sは性的

虐待が起こる状況として母親との疎遠な関係につい

ても触れている。母親のネグレクトを背景にして、

愛情を求める子どものこころを父親が性的に搾取す

るという構図は現代の私たちにとってもお馴染みの

ものである。性的虐待の外傷としての本質とは何な

のだろうか。性的虐待の典型は女児が母親のネグレ

クト的養育態度を背景として父親により性的虐待を

受けるというものである。その場合、女児にとって

は、良い世話を受けたいというニーズは母親により

満たされず、エディプス的欲求は父親により性的に

利用されるのである。本人のニーズと環境の対応の

齟齬が性的虐待には本質的に存在するのである。こ

の本人のニーズと環境の対応の齟齬はウィニコット

の環境の侵襲と本質を同じくする。つまり、性的虐

待は早期の環境の侵襲の再演となっており、それ故、

その際に生成した精神病水準の不安を刺激し、それ

に対する防衛として解離を作動させると私は考えて

いる。

解離は当初精神病水準の不安への防衛として用い

られるが、後には対人関係上に現れる葛藤の回避手

段として用いられるようになる。解離性障害患者の

対人関係上に現れる葛藤は主に彼らが持つ中核的葛

藤に起源を持つと思われる。解離性障害患者の中核

的葛藤は私自身が定式化している（細澤，2001）。

以下中核的葛藤を簡単に要約したい。

我々は生きている限り心の傷つきを日常的に経験

している。それでも我々が外傷性精神障害を発症し

ないのは外傷を消化できる心的な力、および外的支
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持環境を持っているからである。この外傷を消化す

る能力を自然治癒力と呼ぶことが可能であろう。解

離性障害患者はこの自然治癒力が心的、あるいは外

的要因により発揮できなくなっていると考えられ

る。そして、この心的・外的要因が患者の対象関係

に影響を与え、中核的葛藤を形成する。今度はその

中核的葛藤は治療関係を含む対人関係上に転移され

る。その葛藤を回避するため交代人格現象を始めと

する解離が用いられるのである。

２　私の治療論

私の治療論は解離理解に基づいている。前述のよ

うに、私は解離を早期の発達停止の表れであると共

に、精神病水準の不安への防衛であり、後に対人関

係上に現れる中核的葛藤を回避するために用いるよ

うになると考えている。ここから私の治療論は以下

の二点が中心となる。ひとつは治療関係に転移され

る中核的葛藤をワークスルーすること、もうひとつ

は精神病水準の不安を治療関係の中で「抱えること」

（Winnicott DW）である。

（1）治療関係に転移される中核的葛藤をワーク

　　スルーすること

先ほど説明したように、患者が外傷体験を持った

とき、その外傷を消化する能力、つまり自然治癒力

が発揮できない心的、あるいは外的要因があったと

考えられる。その要因が中核的葛藤となり、治療関

係に転移されるのである。転移の上に現れた中核的

葛藤は通常の精神分析的技法（主に解釈）で扱うこ

とになる。

（2）治療関係の中で精神病水準の不安を抱えること

患者が深い退行を示したとき、それを治療者がい

かに扱うかという問題については様々な意見があ

る。

Balint M（1968）は退行からの前進を「新規蒔き

直し」と概念化した。彼の病理理解は「基底欠損」

という概念を中心に構成されている。Balint Mによ

ると、「基底欠損」の起源は、「個体形成の初期段階

において個体の持つ生理・心理的欲求と供給されう

る物質的・心理的保護・配慮・好意間に存在する相

当の落差」にあり、「各種神経症、性格異常、心身症」

も「病因論的に同一の実体が示す諸症状に他ならな

い」とのことである。基底欠損は精神病水準の不安

とほぼ同じ内容を持つと考えて良いであろう。

そして、Balint M（1968）は、治療論について、「分

析治療における二大因子は解釈と対象関係」であり、

治療のある時期、つまり患者が退行状態にあるとき

には、「有効に機能する関係を創り出し維持する方

が正しい解釈を告げるよりも大切」であると述べ、

「押しつけがましくない」治療者として存在し、退

行を受容することの重要性を指摘している。基底欠

損領域に退行している患者には解釈をもって強引な

介入を試みないで当面寛大に患者の退行に耐えるこ

とが推奨されている。基底欠損領域に退行している

患者に必要なのは以下のような状況である。「圧迫

的あるいは抑制的な対象が目の前にあってはならな

いこと、環界は静穏平和安全で押しつけがましくな

いものでなければならないこと、環界が存在すべき

こと、それも主体（患者）に好意的な環界であるべ

きこと、しかも、主体（患者）はいかなる意味でも

環界への注意、認知、関心を強制されないこと」

（Balint M，1968）退行から新規蒔き直し、そして、

そのときの治療者の役割とは「押しつけがましくな

い」治療者として機能すること、ということがバリ

ントの治療論と考えて良いであろう。

さて、「押しつけがましくない」治療者として患

者の傍らに現前しているとき、治療者は何をしてい

るのだろうか。さらに、退行から新規蒔き直しとい

うプロセスにはいかなる意味があるのだろうか。こ

れらの疑問にBalint M （1968）とは少し異なる視点

からの回答を提示しているのがWinnicott DWであ

ると私は考えている。

Winnicott DWの治療論を理解するためには彼の

発達論、なかでも一次ナルシシズム論について理解

する必要がある。フロイトによれば、一次ナルシシ

ズムは幼児がリビドーの全てを自分自身に備給する

早期の状態である。この状態の幼児は万能感に満ち

満ちている。つまり、一次ナルシシズムは、主体と

外界の間に溝がない、いわば対象のない状態である。
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このような発達段階が事実としてあるかというこ

とに関しては議論があるところであり、多くの精神

分析の理論家は一次ナルシシズムを否定している。

一次ナルシシズムの概念を積極的に使用している数

少ない精神分析家がWinnicott DW（1958）である。

彼は「一次ナルシシズムにおいては、環境が個人を

抱えていて、それと同時に個人は環境について何も

知らずにそれと一体となっているのである」と述べ

ている。「ひとりの乳児などというものは存在しな

い」のである。ここでは「ほど良い積極的適応を行

う環境」が必要となる。母親は幼児に100パーセン

ト適応することにより、「彼女の乳房が乳児の一部

であるという錯覚のための機会を乳児に与える」の

である。ここではまだ対象は存在しない。さらに、

Winnicott DWは「環境が子どものニーズに対して

積極的な適応を行うことにより、子どもが邪魔され

ることのない孤立の状態でいられる」ことが重要で

あり、「この状態において、彼は自発的に動き、そ

の自己感覚を失うことなく環境は発見されてゆく」

と述べている。　

Winnicott DWの治療論はこの一次ナルシシズム

の抱えを中心としている。一次ナルシシズムの抱え

に関してはWinnicott DWの著作の中でもとりわけ

刺激的な論文『精神分析的設定内での退行のメタサ

イコロジカルで臨床的な側面』（1958）に比較的詳

しいので、そこに表出された考えを簡単に以下にま

とめる。精神病水準の病理は早期乳幼児期における

環境の側の適応の失敗が原因である。環境の側の適

応の失敗とは換言すれば適切な早期の母親的養育の

不在である。精神病水準の病理を持つ患者は心理療

法の設定の中で一次ナルシシズムへ退行する。そこ

で治療者が環境の失敗状況に十分な形で対応すると

患者は一次ナルシシズムから前進する。この間、治

療者は通常の分析的作業を長期にわたって中断し、

適切なマネージメント＝良い母性的養育に専心する

ことが必要である。Winnicott DW（1958）は精神

病水準の病理を持つ患者では、「母親が実際に乳幼

児を抱えることが必要となるような、原初的情緒発

達が問題となってくる」と述べている。彼はちょう

ど良い瞬間で状況を抱えることが治療的なのは抑う

つポジションにまで到達している患者としている。

抑うつポジションに到達している患者には解釈を介

して抱えを提供することが可能であると言い換える

こともできる。しかし、精神病水準の病理を持つ患

者には具象的抱え、つまり、マネージメントが必要

となる。精神病水準の病理を持つ患者は一次ナルシ

シズムが侵襲されない時間と空間が十分に維持され

ることが必要なのである。

私の治療論において、治療関係の中で精神病水準

の不安を抱えるということは、一次ナルシシズムへ

の退行を抱えるということを意味する。深い退行が

生じたとき、私たち治療者は患者に錯覚のための機

会を提供する必要がある。そのとき、治療者は侵襲

をしてはならない。そのためには適切なマネージメ

ントを講じつつ、「押しつけがましくない」治療者

として患者の傍らに現前し続けることが必要なので

ある。

Ⅴ　おわりに

この論文において、私は北米を中心とする解離性

障害運動について二つの時期に分けて検討した。そ

して、その後に私自身の解離理解と治療論を説明し

た。
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＊　平成22年度 テーマ別研修「子ども虐待防止と周産期の支援」での講演をまとめたものです。

「子ども虐待における母子臨床」

山　下　　洋

（九州大学病院）

はじめに

私の専門領域は、児童精神科という子どもの心の

問題を扱う領域です。子どもに関わっていると家族

の問題や、特に子どもの心の育ちのスタートのとこ

ろ、周産期の親と子の心のありようはどうなのかと

いうところにも行き当たります。九大の先輩である

吉田敬子先生が英国に留学して、子どもと家族の育

ちのスタートのところ、すなわち周産期の精神医学

に関する臨床と研究が進んでいるところで勉強して

来られました。私も英国での知見を日本での実践に

応用していく過程に関わりながら、母子臨床を学ぶ

ようになりました。

周産期にお母さんと赤ちゃんの関わり合いが大事

と分かっていても、そこで起こる問題に対して実際

にどんな臨床や支援の型があるのか手探りであった

時期を経て、今は色んな手立てが見えて来た状況で

す。今回の話のタイトルは母子臨床ですが、お母さ

んの心の問題と子どもの育ち、それらを丸ごと見て

いくという意味で、この言葉を使っています。

子ども虐待の背景

母子臨床の前提にある社会的背景について、いく

つかイメージを示します。虹センターのスタッフの

方達と英国のロンドンを中心に色んな社会的養護の

施設サービスの視察をした時に貰った資料の中の１

つです（図１）。英国ではChildren in needと言って、

安全な育ちのために何らかの支援のニーズのある子

どもがどの位国の中に居るのかを、包括的に社会的

養護の全体像として見える様にする調査や一般に公

開する資料が非常に良く出来ています。特に母子臨

床の視点からは、支援を必要としているのは母子と

家族だろうという意味で、FamilyをChildren in 

needという言葉に付け加えました。

図１

実際は日本でも同じ様な構図、分布でニーズを持

つ子どもが居ると私は理解しています。子どもと家

族の社会的支援のニーズが基底にあって、その上で

母子の心の問題を取り扱います。この図では、広い

脆弱性のある子ども、脆弱性を持つ子ども、保護や

支援のニードがある子ども、結果的に社会的養護を

受ける子どもと言うニーズの高い順に移り変わって

いく同心円の構図が示されています。私たちは、脆

弱性のある子どもと母親というこの広い部分で気に

なる母子も診ているし、実際に社会的養護が必要な

ケースも診ています。このような全体像の中に母子

臨床があります。そして母子の“脆弱性”にお母さ
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んの心の問題も関わります。脆弱性という言葉は、

支援の立場からは様々なニーズと読み替ることも出

来ます。

心の問題と言うと、心だけがクローズアップされ

ますけども、心の問題に行き着くまでの、色んな負

担や不利の状況すなわち脆弱性がケースごとにあり

ます。経済的なゆとりのなさや住環境など生活全体

の困難さを抱えています。一方、社会経済的には、

平均的な生活でも、家族の周辺の地域との関係の中

で、親のメンタルヘルスの問題があると社会的な活

動がしづらくなり、結果的に孤立の原因となります。

さらには家族の中での安心出来ない、暴力的な関係

性などの背景を持つケースが浮かび上がってきま

す。また子ども自身も育てづらい色んな問題を抱え

ている場合があります。このような問題のリストの

どのレベルに介入するかが母子臨床の課題です。臨

床の前面には、子育てに悩むお母さんや、色んな問

題や育てにくさを示す子どもがいます。このような

前景の状況と背景の問題とが図と地の関係になって

います。地の部分の背景要因を常に踏まえながら、

図として見えている母子に関わる複眼視的視点が必

要となります。これらは普段の臨床の感覚ですが、

丁度、2010年度の虹センターの紀要の中に子ども虐

待の基底にある、様々なニーズを明らかにした調査

研究が報告されています。これは母子臨床の背景に

大変良く当てはまると思いましたので、その中の１

つを示します（図２）。

虐待ケースの中には、まず地域での社会的孤立と

いう要因、それから社会経済的な困難、子どもや親

にメンタルヘルスや育ちの問題やDVなど家族関係

の病理があります。これら３つの重なり合いに虐待

のケースがほとんど入ります。どの子どもと親の問

題にも、社会経済的および地域、家族それぞれのレ

ベルにニーズがあるということです。私の臨床の経

験でも、そうしたケースがほとんどです。

特に周産期は子ども虐待の基底にある状況が一番

端的にあらわれ多領域で気づかれて、支援につなが

りやすい時期でもあるため、子ども虐待の実践でも、

注目されて来たと思います。皆さんも、お聞きになっ

たと思いますが、産後うつ病やマタニティーブルー

ズなどの産後の心の問題によって、子どもの誕生の

傍らで、それを喜べずに沈んだ気持ちでいることが

あることは、広く知られています。これには、医療

の面からも裏付けがあります。図３に示すように医

療機関で精神保健サービスをお母さんが受ける数

を、出産前の妊娠中から産後の１年までを通してみ

ると産後の１ヶ月以内と言う赤ちゃんと出会ってす

ぐの時期に非常に受診率が上がっています。この時

期は心のニーズや色んな問題が集中して起きる重要

な時期といえます。さらに周産期医療センターなど、

総合病院で産科も精神科もあるところでは、お母さ

んの心のニーズや赤ちゃんの危機的状況は産後だけ

に留まらず、生まれてくる前の妊娠期から、さまざ

まな心の問題があることが分かってきます。産科医

と精神科医が顔見知りで、気になるケースをやりと

りする体制ができてくると、医療ではリエゾンと言

図３図２
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いますが、妊娠中に既に産科の助産師や主治医が、

生まれて来てからが心配と思っているケースが非常

に多く、生まれてくる前からのサポートが大事にな

ることがわかってきています。

母子臨床における赤ちゃんの力

ここで最初の赤ちゃんが生まれ落ちたところの親

子の交流を見てみましょう。これは生まれてまだ10

分しかたってない赤ちゃん、です。

（動画再生）

大人が赤ちゃんの前で舌をぺろっと出すと赤ちゃ

んも真似をして出すという乳児の模倣反射です。

（動画終了）

最後に、男性は「お父さんって呼んでごらん」と

言っています。もちろん言葉が出てくるわけではな

いですが。生まれて10分後でも、大人が働きかける

と大人の真似をして呼応する様に答えるという、あ

る意味不思議な赤ちゃんの能力があるわけです。生

まれてすぐ自分と目が合った瞬間に、赤ちゃんの方

も応答してくる経験をすると、親としてはそのまま

赤ちゃんが喋って、「お父さんって呼んでごらん」

と言ったら答えるんじゃないかという錯覚をもって

もおかしくありません。こうした赤ちゃんの能力に

ついての肯定的な錯覚も相まって、愛着感情、“子

どもはもう自分を親と認めてるんだ”みたいな、絆

の感情の高まりが生まれます。親子の絆が赤ちゃん

の持っている力によって、引き出されるということ

です。自分の赤ちゃんでなくても、見ているだけで

もそういう気持ちが高まるくらいなので、自分の子

どもに出会って反応があったときの子育てに向けた

ポジティブな親感情と動機付けっていうのは、かな

り大きいものだと思います。

この図４は、赤ちゃんが持っている育ちの能力が、

母性行動や親行動すなわち子どものケアをする行動

を引き出して、良循環の子育てが起きるというモデ

ルです。親に向けた赤ちゃんの側からのシグナル、

やりとりに向けたキューが出ると、親もそれに応え

て、話しかけたり世話をしたりという関わりを促さ

れます。それに子どもが反応した相互作用がどんど

ん高まり、至適な母性的ケアに近づいていきます。

しかし実際の乳幼児の臨床を見ると、赤ちゃんにも

色んな特性があります。模倣反射などが明瞭にでる

ビビットな反応をする赤ちゃんもいれば、反応の方

向付けが曖昧な赤ちゃんもいます。背景には低体重

や早産児であったり、妊娠中に、喫煙や飲酒など、

色んな物質に、外国だと非合法薬物に曝露されたな

どの要因があります。そういった状況で生まれてく

る赤ちゃんの中にはなかなか母性行動を促すような

反応が出ない場合があります。そうすると親の方も、

赤ちゃんからのきっかけとなるキューがないので、

母性行動が引き出されにくいのです。極端になると

不適切な養育の悪循環の始まりになり、それが続く

と上手くいかない子育てが深刻化するという事にな

ります。

親の側にも、母性行動、親行動を引き出されるきっ

かけは色々あって、赤ちゃんと接する中で、最初は

反応が乏しくても、次第に色んな行動も出てくる事

もあります。未熟産とか早産児だとNICUに赤ちゃ

んが入って、生後数ヶ月間を母子分離して過ごすと

か、他の理由で母子分離が起こる場合もあります。

育児のスタートでの母子分離の状況や母乳栄養の状

況も母性行動に影響を与えます。子育ての最初の場

面では初乳をあげたいという所からスタートします

が、授乳が上手くいかないこともあります。さらに

経過すると離乳を経験することもあります。今日の

話のメインになるのは、親自身がうつ病で育児に専

念出来なかったり、心の中に色んな苦痛や葛藤を抱

図４
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えている場合です。心理社会要因としては経済的な

問題で生活に余裕がない、あるいは外からのサポー

トがなくてケアーをする環境が作れない場合などが

あります。婚姻状況で家族間の支えがない、暴力的

な関係があるなど外側からの要因も養育行動に関

わっています。悪循環は一連の“リスク過程”すな

わち相互作用の悪循環です。この過程に働きかけて、

良循環の、母性行動、子育ての連鎖にしていくのが、

母子臨床の１つの大きな目標です。

リスク過程を整理する為に、“お母さんの要因”、

“乳幼児・子どもの側の要因”、“母子の間（関係性）

の要因”“お母さんと子どもの外側にある社会的な

要因”という風に分けて考えると、母子臨床のニー

ズの在処が分かりやすくなります。特に母子の“間”

に注目すると、母子の間が上手くいくとはどう言う

ことかに行き当たります。母子関係を、整理すると、

まずお母さんから子どもへのベクトル、お母さんが

子どもに対して抱く“自分の子どもである”と言う

特別な絆の感覚と言うか、つながりの感覚がありま

す。これを表す言葉として、ボンディングという言

葉を使います。ボンディングとは、英語のボンドか

らきていますから接着する様なつながりですね。生

まれた瞬間からあるいは妊娠中からもうこの絆の感

覚は徐々に育っています。赤ちゃんの方にも、お母

さんのケアする気持ちや行動を引き出す愛着行動が

育ってきます、子どもの愛着行動が育つ過程の両方

を合わせて“間”の母子関係と言う織物が紡ぎ出さ

れると考えられます。この過程がうまく進むと親に

は絆の感覚が生まれ子どもには愛着行動が育ちま

す。一方でそれらが上手く育っていかない所に私た

ちの臨床の介入のポイントがあります。“母”、“子

ども”、“あいだ”という見方は、母子への支援では

役立つ枠組みです（図５）。

母子の“間
あいだ

”にあるもの　̶ボンディングと愛着̶

赤ちゃんがまだ目に見えない妊娠中でも今超音波

画像とかで見る赤ちゃんの姿、親でない人が見ると

超音波画像は色んなノイズもいっぱい入っています

けど、お母さんにとっては、白黒の超音波画像でも

本当に可愛く見えるらしくて「この辺が足ですね」

と言うだけで「わぁ可愛い」と思うようです。その

くらい思い入れを持って見るというのがボンディン

グの始まりかなと言う気がします。超音波検査のな

い時代ではお母さん達はもっと触覚的な胎動が愛着

感のきっかけとなることが多かったかと思います。

ただ妊娠中に色んなパニック障害とかうつ病にか

かっているお母さんでは、不安や緊張の中で、子ど

もにつながるサインを見たり、感じたりした時に、

同じ様な幸せな愛着感が持てない場合があります。

お腹の中の赤ちゃんから来る圧迫感がむしろ不安や

苦しさの感覚につながると言うお母さんもおられま

す。お腹の中に居るというだけで追いつめられてい

る気がして、早くお腹から赤ちゃんが出て欲しいと

訴えるお母さんもいます。中には虐待のケースとし

て報告される事がありますが、お腹に赤ちゃんがい

る事が苦痛で大きくなったお腹を叩いたりとかパー

トナーにお腹を蹴らせたりなど流産を目的の行動を

とる方もいます。流産はしたくないけど、お腹に赤

ちゃんが居るのが苦しいと言う、本当に説明出来な

い苦しさに引き裂かれた気持ちを持つお母さんもお

られます。そうしたケースでも多くの場合は生まれ

た赤ちゃんと対面した瞬間に妊娠中や出産の苦しさ

も忘れる様な愛着感を経験されます。

皆が最初から愛着感を持つかというと、誕生と出

会いの場である産科病棟では打ち明けられないです

が、アンケートを実施すると最初に赤ちゃんを見た

時には実感がなかったと言うお母さんも意外に多い図５
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ことがわかりました。何も感じなかったとか人の子

じゃないみたいに思ったなどの回答もあります。エ

イリアンが生まれてきたような気がしたというお母

さんもいました。赤ちゃんに対して何も感じないと

言う事は最初のうちは必ずしも病的とは限らないよ

うです。助産師外来を訪れる２週間目、褥婦外来の

１ヶ月目まで経ってから聞いてみると、育てている

間に、どんどん可愛さが増えたと語られ、大体４ヶ

月ぐらいまでにゆっくりと愛着感が育ってくること

も多いようです。この４ヶ月頃というと、３ヵ月の

笑顔という情緒発達のマイルストーンもあり、赤

ちゃんの笑顔や笑いが出てくる頃です。そうした赤

ちゃんの育ちに助けられて愛着感が出てくる人が多

いと言えます。その中でも心配なお母さんでは、４ヶ

月経っても何も感じないどころか、一緒に居ること

が辛いとか、子どもが居ない方が、気持ちが楽にな

るというような訴えが増えてくる場合があります。

あるいはイライラするとか、怒りを感じるとか、憎

く感じると回答をされる場合があります。産後うつ

病のお母さんには、そうした訴えがかなりの割合で

みられるため、お母さんの抑うつの治療とともに、

子どもへのボンディングの形成も支援の課題となり

ます。もっとも分かりにくいのは、お母さんは愛着

感を強く持っているけども、赤ちゃんが思い通りに

寝てくれなかったり泣いたりすると急に強い怒りを

感じてしまうと言う場合です。「赤ちゃんが可愛い

ですか」と聞くと「すごく可愛い」と答えていても、

色んな状況によって病的な怒りが出るお母さんもい

るわけです。最後に虐待のリスクとはつながりにく

いですけど、赤ちゃんが大切だと感じるあまり、怖

くて、何か赤ちゃんに病気や怪我をさせそうで触れ

ないという育児不安の極端な型を示すお母さんもい

ます。接触を怖れるあまり結局ネグレクトに近い状

況に陥ることも考えられます。ボンディングのあり

方にも、色んな側面があることを知っておくと、お

母さんの育児不安や困難の訴えを聞き取りやすくな

るかと思います。母親の赤ちゃんへの気持ちを聞き

取ることは、通常のカウンセリングや面談では難し

いこともあります。“赤ちゃんへの気持ち質問票”

という自己質問票がありますが、これは九大の吉田

が英国に行った時に母子臨床の実践の中で使われて

いたものの日本語版として訳したものです。10項目

程度で赤ちゃんに対してどんな気持ちがするかとい

う質問項目に答えていくようになっています。得点

が高い程マイナスの気持ちが高い事になるので、お

母さん自身がチェックした結果を見ながら、さらに

赤ちゃんへの気持ちや育児への不安を聞き取ってい

くための支援のツールとして使っています。

表１は産後うつ病と赤ちゃんへの否定的な感情が

一部関連する事を示しています。『いとおしいと感

じる』の項目では、全く感じないと答えた人の方が、

得点が高くなります。10項目のうちイタリックに

なっている所が、産後うつ病のお母さんで特に高

かった項目です。一方でこの結果を見ると、親が赤

ちゃんとの出会いから刺激を受けて抱く愛着感情と

それを引き出す赤ちゃんの力と言うのは、予想以上

に強いものだと思います。つまりこの評価からはマ

イナスの感情があると答えたお母さんの比率は非常

に低いことがわかります。産後うつ病が10から15

パーセント、マタニティーブルーズが50から80パー

セントと非常に高い比率見られます。それに比べる

と赤ちゃんへの気持ちがマイナスであると答えるお

母さんはとても少ないことが、このアンケート調査

を見て感じたことです。『いとおしいと感じない』

の項目には、100人に１人か２人ぐらいのお母さん

しか、そう答えていません。お母さん自身にうつが

ありますか、落ち込みますかと聞いたらあるとこた

えるお母さんはずっと多い。産後すぐにいとおしい

表１
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と感じないとか嫌な気持ちがすると答えたお母さん

は、よほどボンディングを築けない問題を持ってい

ると考える必要があります。もちろん母子臨床の実

践では、「そんな気持ちになるお母さんは滅多に居

ません」と言う訳ではありません。お母さんの中に

は、色んな理由で「マイナスの感情を赤ちゃんに持っ

てしまうこともあります」「その事自体が悪いこと

ではありません」と言う風にお話をします。

子どもが生まれる前からの母子臨床　̶予防的介入̶

まず母子臨床の課題である予防的介入のアウトラ

インをみてみます。産科もある医療機関の課題とな

るのは『妊娠中から支援が出来ないか』ということ

です。これまで産後に気になるお母さんを、精神科

の立場から産科、小児科と連携して、サポートする

という、取り組みが中心でした。これはいわゆる二

次予防です。これを妊娠が分かって、母子手帳が交

付される時期から、色んなニーズがある母子に介入

が出来ないかと言うのが医療機関のテーマだと思い

ます。その時には妊娠中なので産後うつ病とまた別

の色んな母子のニーズの理解が必要になってきま

す。母子手帳交付時に危機的な状況がわかり、その

なかで妊娠出産に臨む親たちがいることを、これま

での講義で聞いておられると思います。不安を抱え

ながら親になろうとしている女性やパートナーとの

出会いの時期は予防的介入の重要なタイミングで

す。治療という医療のモデルではですね、まだ赤ちゃ

んが生まれていない段階で何が出来るかということ

が、工夫が必要なところです。

保健師であれば、手帳を交付するときに少し時間

が作れて、親になることにどんな感情、態度、期待

あるいは不安を持っているかを聞き取る、いわゆる

促進的な面接を行うことができます。そうした機会

を助産師、保健師を中心に母子臨床に関わる人たち

が持てるといいと思います。赤ちゃんは、生まれた

瞬間から、先程のビデオの様に社会的、情緒的存在

でもあると言うことを伝え、親の感受性を高めるこ

とが出来ると、赤ちゃんと出会った時の親の戸惑い

や不安が減るのではないかと思います。二次予防の

取り組みは出産後からの育児支援が始まってもう10

年ぐらいになるかと思います。親の抑うつ感情を入

り口にして、ケースごとのニーズを見付けてサポー

トを提供する取り組みが、１つの予防的介入として

確立して来ています。これについては後で述べます。

産後うつ病としてスクリーニングされたフォローの

経過を踏まえると抑うつの改善だけを見てフォロー

していくのでは、十分ではないことが見えてきます。

スクリーニングで陽性となるケースの中に色んなタ

イプのお母さんがいることも分かっているので、そ

のことも理解して支援することが必要です。

母子臨床は育児支援を入り口とした介入です。産

後早期の授乳とか、睡眠とか離乳をめぐってのさま

ざまなお母さんの悩みから、育児の困難さ全体を捉

えて支援します。授乳、睡眠、離乳の問題と、お母

さんの抑うつとの関係も分かってきています。赤

ちゃんの睡眠パターンは、小さい時ほど断片的です

が、お母さんの睡眠もそれに併せて断片化していま

す。なかなか寝てくれない度合いが激しいとか、泣

きが激しい子どもの育児をしているお母さん程、抑

うつに陥りやすいと言うことです。睡眠の問題は、

その子どもの発達の問題だけではなく、お母さんの

メンタルヘルスとも結び付いています。なかなか寝

てくれない子どもにどう対処するかを通じて、親の

メンタルヘルスも改善していく方法も提唱されてい

ます。赤ちゃんの睡眠クリニックは欧米のモデルが

ありますが、これを日本でそのまま取り入れられる

かというと文化差の問題があります。日本はほとん

ど添い寝ですよね。欧米の赤ちゃんの睡眠の問題へ

の親プログラムを見ていると、赤ちゃんはベビー

ベッドの中に、親と別に寝かせるというのが前提な

ので、泣いたら親がそばに行って抱っこして宥める

ことを、徐々にその間隔を広げるというやり方です。

赤ちゃんに添い寝する日本のお母さんでは、こうし

た欧米の教科書にある赤ちゃんの睡眠の問題への対

応と全然違ってきます。文化差の検討から添い寝の

プラス面とマイナス面が指摘されています。たとえ

ば日本とかアジアで多い添い寝の方が、突然死など

のリスクが下がる確率が減るベネフィットが示され

ています。逆に赤ちゃんが、自律的な睡眠のリズム
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を作ると言う面では添い寝のマイナス面もありま

す。この辺りは日本の中で支援のモデルを考える必

要があります。また授乳、離乳とか、赤ちゃんがよ

ちよちあるきを始めたところで、なかなか親の思い

通りに動いてくれない時に、親訓練的なアプローチ

を早めに導入していけると、予防的介入につながっ

ていくのではないかと思います。これらは、寝てく

れない、赤ちゃんが泣いて親をしょっちゅう呼ぶ、

親も泣かれるときつい気持ちになる等、親子の関わ

り合いの実際的な対処法を考えていくような予防的

介入です。

親と子の“間
あいだ

”で起こることをみる

何が親子の関わり合いを支えるかを考えてみま

す。実際的な問題で楽しさよりも苦しさとか辛さが

強くなっている親に、子どもと向かい合って気持ち

のキャッチボールする時の喜びの感覚、満足感、充

実感を思い出してもらうことも大切と思います。子

どもとのキャッチボールの意味を、理論的な理解に

加えて直感的につかんでもらう。母子臨床では、お

母さんと赤ちゃんの関わり合いをビデオに撮って、

支援者と一緒に観ながら、親と子の“あいだ”で何

が起きているか、色んな想像してみるという試みが

あります。このような親の感受性や想像力を高める

介入の報告が増えています。赤ちゃんにはまだ言葉

がない。言葉を使ったカウンセリングと違うアプ

ローチが必要です。この辺りは保育の方達の実践に

学ぶところが多いでしょう。親子の関わり合いは、

栄養を与えて、安全な環境を提供することだけでは

ない。赤ちゃんの心を整えたり、赤ちゃんの心を照

らし返して豊かにする働き、心を抱えて安心感を持

たせる働き、やり取りからコミュニケーションの芽

生えを作るなど、色んな意味がキャッチボールの中

にあることに気づき、学んでもらうこと。ビデオ

フィードバックを使った母子臨床が教えてくれるの

はそういうことだと思います。

私はそうした目的でお母さんや支援者の方に色ん

な動画を見てもらうことがあります。これもその一

部です。

（動画再生）

親子の感情のキャッチボールの意味がわかる研究

方法の一つに、スティルフェイス（Still Face）・パラ

ダイムがあります。これは見方によってはちょっと

可哀想な実験的なビデオです。最初に話しているの

はトロニックという母子相互作用の研究の第一人者

です。最初はお母さんと赤ちゃんが関わり合って、

指差し合ったりとか、真似し合ったりしています。

赤ちゃんは活発に関わり合っています。すると、お

母さんは１回振り向いて、向き直るとこんな風に完

全に無表情を作ります。で赤ちゃんはぎょっとする。

それまでの楽しいキャッチボールが途絶えてびっく

りしています。赤ちゃんは一生懸命指差して、お母

さんの反応を引き出そうとして、声も出しています。

それでも反応しないと何が起きてるんだろうと、赤

ちゃんもだんだん不安になって来ます。奇声を上げ

たり、指をしゃぶったり、後ろを向いて「どうしよ

う」と言う感じですね。そして泣いて可哀想な感じ

になります。その後、お母さんが関わりを返すと、

この子は気難しい気質ではないので、すぐににっこ

りして、リカバーしています。余談ですが、こうい

う研究をみると、外国のお母さんと言うのは顔のほ

りが深いので、無表情の時とですね、関わり合って

表情を出している時の差が凄く強烈なコントラスト

というか、怖いですよね、これが日本の赤ちゃんと

お母さんだと、こんなにメリハリつかないと思うん

です。

（動画終了）

親子の心のキャッチボールは、途絶えたり修復す

ることが日々の生活の中で繰り返されます。それを

端的に示すのが、このスティルフェイスというパラ

ダイムと言えるでしょう。親子双方で、キャッチボー

ルを維持する働きかけをみる為に、親の方が反応を

止めて、赤ちゃんがどう動くか、親が反応を再開し

たら、赤ちゃんがどう回復するかのプロセスを見て

います。最近は、産後うつ病のお母さんや、境界型

人格障害のお母さんの赤ちゃんにこれをやってもら

うという大胆な研究も行われています。私はうつ病

のお母さんにあんな顔してもらうのは、臨床ではで
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きないのですが、海外では試みられています。

この研究が教えてくれるもう一つのことは、うつ

病のケースだと、お母さんのスティルフェイスとい

う固まったような無表情の状態が、母子の日常生活

で長く続くことが想像できます。赤ちゃんは一生懸

命お母さんを活気付けて、反応を引き出そうとして、

それでもお母さんはぼんやりして答えてくれない時

間を繰り返しているかもしれません。そんな状況で

は赤ちゃんの方もお母さんと同じ様に元気をなくし

たり、お母さんが反応を再開しても、赤ちゃんの関

心が戻ってこないとか、１回泣き出して、気難しく

なったら回復しないことが起こります。お母さんと

赤ちゃんの間の気持ちを調節し合うことが、難しく

なっているケースが多く見られます。臨床で、うつ

状態にあるお母さんにやりとりのビデオを見せる

と、自分は赤ちゃんに応えてあげられないと自責感

を持つこともあり得るでしょう。介入のタイミング

を慎重に考慮しないと出来ないことですが、赤ちゃ

んとの関わり方を話し合う時に、キャッチボールを

通じてお互いの気持ちを調節していることが、ビデ

オを用いると直観的に理解できると思います。

安全のためのキャッチボール

親と子の“気持ちのコントロール”に加えて、赤ちゃ

んの“安全の確保”もまたキャッチボールを通じて

築かれます。はいはいとか、よちよち歩きの動き始

めた赤ちゃんの安全を維持することは、親が単に気

をつけなさいねと言うだけじゃなくて、親と子の

キャッチボールで、子どもに安全を伝えたり、危険

を伝えたりする必要があります。子どもの愛着行動

というのは、単に絆が深まると言うことだけではな

くて、安全を確保するプロセスでもあります。この

ことは心のゆとりが無い状況では、なかなか気づか

れませんが、親と子の絆のゴム紐みたいなあり方を

示しています。赤ちゃんが自分で動くのを見守る時

と、危険を知らせるシグナルを出して手綱を引くよ

うにコントロールする時とがあります。育児困難に

陥っている心の問題があるお母さんにはそう言う絆

のあり方を改めて示すことも必要になります。図６

は米国で開発された安全感の輪（Circle of Security）

と言う、子どものニーズや対応の仕方を理解する為

のプログラムから引用しました。日本でも、神戸の

北川先生が実践しています。活発に活動している時

は見守り一緒に楽しんで、遊び疲れて不安になった

時は親の許に戻って休憩し安心したいと言うニーズ

を、「自分の避難所になってね」等とわかりやすい

メッセージと共に示しています。

この動画は社会的参照という心の発達のパラダイ

ムを説明したものですが、これも親子での安全の確

保ということを教えてくれます。

（動画再生）

子どもが親の顔を見ながら安全と危険を理解して

いると言う、社会的参照の有名な実験です。実際に

は危なくない視覚的断崖という断崖に見えるガラス

張りの装置を作ってあります。子どもは大丈夫か

図６ 図７
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なぁといってお母さんの方を見ます。向こう側には

母さんが立っていて色んな顔を見せます。赤ちゃん

の行動をお母さんの表情がコントロールしてるとい

うことがわかります。お母さんに怖い顔をされると、

赤ちゃんが「ん？」となっています。ちょっと怖い

かなぁ大丈夫かなぁと言って一旦退いて、またお母

さんがにっこり笑っていると、断崖のところも乗り

越えていくという話です。（図７）

お母さんにも必要な情緒的なつながりとケア

母子臨床の立場からこのビデオをみてみます。状

況にふさわしい表情をお母さんが出来る状態だと、

子どもはその表情から状況を理解して、安心して行

動が出来ますが、お母さん自身にトラウマや重いう

つ病があると、子どもが非常に混乱した行動をする

と言う親からの訴えがみられます。子どもの混乱し

た行動の背景には、診療場面では伺えないけれども、

家庭の中ではお母さんが、ふっと表情を失ったり、

何かを思い出して恐怖の表情浮かべたりしているこ

とが推測できます。それを見た子どもが、お母さん

大丈夫？ということで、色んな混乱した行動とか、

固まったり、奇声を上げたりしていることも考えら

れます。そこで状況や子どもの様子に応じて親が柔

軟に応答出来るという、情緒的応答性の概念が、母

子臨床の中で大事なキーワードになると思います。

一般的な心理教育として、言葉のない乳児を持つ親

が関わりの意味を直感的に理解できるビデオを見

て、子どもの行動を一緒に理解する経験を提供でき

ます。その経験を通じて、親をエンパワメントし準

備性を高めるために使うのがいいと思います。

また困難も感じつつ育児体験を重ねている人同士

の、ピア・グループとか、ピア・サポートがありま

す。情緒的応答性は赤ちゃんとの感情の共有ですが、

実はお母さん自身が色んな人との感情を共有し応答

してもらう体験がないと、赤ちゃんへの応答性も高

まらないと思います。お母さん自身が自分の困難な

気持ちとか、不安や辛さを共有し受け止められる、

そう言う場をお母さん自身にも提供することをピ

ア・サポートと言います。

親の感受性を高めるために、お母さん自身がつな

がりやケアを受ける体験をして欲しいので、頑張る

育児支援じゃなくて、親自身の気持ちや辛さに目を

配り、息抜きやゆっくり息が付けて楽になるとか、

そういうことを含んだ多様な子育てを認める支援が

考えられます。教え導き、応援するだけではなく、

親の感情にそった子育てということで、欧米の言葉

ではMellowと言う“成熟した”とか、“折り合った”

という意味の言葉を用いて、Mellow parentingとい

う考え方があります。この視点が母子臨床には必要

です。子育てのノウハウの伝達に留まらない、たと

えば乳幼児をマッサージすることで、親子の不安緊

張を緩め、ゆっくりと呼吸するなどお母さんの身体

的なリラクゼーションをはかりながら、色んな赤

ちゃんと自分自身のニーズに気付くベビーマッサー

ジという実践があります。

親の気持ちにそったと言うことでは、頑張っても

出来ていないことをやりましょうと言うことより

も、自分と周りをねぎらうと言う様なことです。す

でに出来ていることを一緒に振り返り、自分自身も

悩む存在であると言うことを認め、家族間でのねぎ

らいやサボート、レスパイト（息抜き）を勧めます。

自分を責めずに、自分自身にも息抜きをさせてあげ

ることは、支援者自身や支援のスタッフ間にも必要

なことです。また支援モデルは育児困難として出て

来た、問題の解決の過程を共有する、一方的にトッ

プダウン的にこうしなさいと言うのではなくて、一

緒に考えていきましょうと言うスタンスです。そし

て基本的にはポジティブな子育てを目指すという視

点からの支援となります。大きな目で見ると、周囲

の理解や資源、受け皿を見付けたり、架け橋を作り、

つながることが増えていくことが、育児困難な悪循

環から脱する為には必要と思います。

Mindfulness（マインドフルネス）とは、このよ

うな働きかけを包括して使われる言葉です。また赤

ちゃんの顔と声が見えるところで支援をする、すな

わち赤ちゃんに導かれた臨床の過程が大事だと思い

ます。今回時間を取って動画を入れたのも、常に赤

ちゃんを目の前に心の中に浮かべながら支援すると

いう意味もあります。そして支援者自身の赤ちゃん
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に対する応答性、すなわち赤ちゃんの苦痛や不安を

抱えることが出来るかということに気付きながら支

援をすることも母子臨床の視点です。

地域における母子臨床の取り組み

地域での支援の実際に移ります。病院では、抑う

つ症状に気付かれたお母さんを、そのまま治療する

こともありますが、多くのケースでは、出産後お母

さんは地域に帰って支援を受けます。福岡市の母子

訪問の取り組みは、鈴宮先生が去年、数年間の調査

の結果をまとめています。図８は支援の経過をエジ

ンバラ産後うつ病質問票（EPDS）の得点の変化で

示しています。通常母子訪問は、出産後お母さんか

ら連絡・依頼があって、１ヶ月とか、１ヶ月半で訪

問を開始します。訪問場面で用いられているのが

EPDSという自己記入式の質問票を使ったスクリー

ニングです。最初の初回訪問で、９点以上が、スク

リーニングで産後うつ病ではないかという目安にな

る点数です。図８では９点以上だった58人のお母さ

んについて示しています。１回目の訪問ではうつ病

が分かり、そこでお母さんに対人関係でどんな問題

があったかとか、どんな負担があるかっていうこと

を聞いて、こんなサポートがありますという情報提

供をします。またこれから継続して訪問するので、

困ったことがあったら相談して下さいと声かけをし

ます。次に２週間から１ヶ月おいて、第２回目の訪

問をすると、EPDSの得点も１回目と２回目の間で

半分ぐらいに下がっています。うつ病の薬を飲んだ

訳ではなくて、継続訪問にお母さんがつながったと

いうだけで、これだけ下がっています。下がったこ

とには色んな解釈があります。産後うつ病のお母さ

んの多くが、自然に時間の経過の中でうつ病を乗り

越えている結果とも読めます。また支援を得た安心

感で、お母さんの生活の立て直しや適応が図られた

とも理解出来ます。全てのケースに医療が必要なわ

けではないことも分かります。ケースによっては３

回目４回目と訪問を重ねた場合もあります。４回目

は産後７、８ヶ月、９ヶ月頃ですが、この時期まで

支援が必要だったケースは58例中４例だけでした。

産後うつ病への支援とは？　̶対人関係療法的介入̶

産後うつ病のスクリーニングとか母子訪問に取り

組んだ当初は、うつ病のお母さんが出て来たら、保

健師訪問だけで支えられるかという不安もありまし

たが、はじめてみると、お母さん自身や家族の力も

あり、支援の受け皿があることの効果もあって、地

域で支えていけることがわかりました。次に薬物療

法や心理療法の専門家ではない人達が、どんな内容

の支援をするかということです。支援をしている保

健師とのスーパヴァイズを振り返って、やりとりの

テーマや支援経過を振り返ると、その内容が１番近

い治療法として対人関係療法があげられます。うつ

病のわかりやすい治療法として広まっていますが実

際にやっている支援はこれにかなり近いのです。う

つ病のなりやすさには、元々の体質など、生得的な

脆弱性もありますが、発症のきっかけになる状況や

抑うつが深まるきっかけになっているのは、しばし

ば対人関係での色んなストレスや葛藤です。特に育

児期のお母さんのうつ病は、育児をめぐって生じる

対人関係の色んな問題が、うつ病の発症につながり

ます。子どもが生まれるのは大仕事で、妊娠中や出

産後の生活や子育てをめぐって両親間の不和を生じ

たり、環境整備の課題や経済的な負担などさまざま

なストレス状況が生じます。重要な人との愛着関係図８
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や関わり合いで起きてくる家族不和などの生活上の

ストレスに、親と支援者が気付いて一緒に対応を考

えることが抑うつの軽減に役立つと考えられます。

対人関係のストレスを取り上げて、そこに受け皿と

して支援を提供するというのが、しばしばとられて

いる介入パターンです。子どもの要因では、周産期

医療では、子どもが生まれてくることはこんなはず

だという、期待通りの出産体験や子どもを持つ体験

ができなかったという、ある意味での喪失体験にし

ばしば出会います。あらかじめ持っていた理想の喪

失から起きる悲哀感で、目の前のあるがままの子ど

もを受け入れることが難しいということがテーマと

なるお母さんがいます。子どもを一緒に見ながらそ

れを受け入れて、家族として迎えていくかを話し合

います。生まれて来た子どもの子育て、家庭生活で

の理解の不一致が抑うつのきっかけである場合は、

その聞き取りや可能であれば、両親と育児について

の話し合いをすることでの問題解決も有効です。こ

うした介入は早い時期で、抑うつが長引かない時期

ほど有効です。また子どもが生まれたことで、生活

やその中での役割が変わると予想していても、その

程度が予想以上ということも多いのです。これに予

期しないストレスとなる出来事が加わりますと、ス

トレスの対処のためにこれまで以上の家族のサポー

トが必要になるのです。そこに３世代の問題がさら

に生じたりします。実家との関係で立場が変わって

いたりすると、ストレスと対人関係の葛藤の悪循環

が生じます。対人関係には、変えられるものと、変

えられないものがあります。変えられないものの場

合には新たに打ち明けが出来る対人関係を築くこと

がうつ病の改善につながります。そうした相談相手

がいないことも重要なストレス状況です。虐待やネ

グレクトにつながりやすいという意味でも見過ごせ

ない問題です。孤立につながるような対人関係の問

題に受け皿を提供することが大切です。受け皿とい

うのは対人関係、人とのつながりです。ここが産後

のお母さんの心の問題への対応では一番大事なとこ

ろだと思います。そして支援者自身が受け皿となっ

てこの役割を担っているということになります。

母子臨床におけるうつ病診断の取り扱い

うつ病の診断については、家庭訪問の場でもよく

投げかけられる質問ですが、支援の手がかりとして

柔軟に対応する必要があります。これまで言ったよ

うにクリニックや精神科病院にかからずによくなっ

ていく方も多いです。支援者はうつ病の診断する立

場ではないですが、ニーズを評価することはできる

ので診断や治療を受けられるように支援を行うこと

が多いと思います。うつ病という言葉には、様々な

理解や受け止め方があるので、それを把握すること

から始まります。支援や問題解決という視点から柔

軟に考えると、あえてうつ病という“病気”になっ

てみるという言い方もあるわけです。いわゆる病

気・病者としての役割をとることで、支援や休養、

状況のリセットへとつながる場合があります。うつ

病ということを、いい意味で言い訳にして、自分に

とって困難なことを自己開示して周りに伝えること

で、対人関係を見直すことができ、色んなプラスの

ことが起きてくる。そういう意味ではうつ病の診断

を受けることで、実際的にもその後の育児支援の色

んなサポートを受けやすくなることがあります。保

育所の利用や支援員の要請なども含めて、新しい対

処行動をとることができます。このような実際的な

うつ病診断という、前向きのお話の仕方をします。

うつ病になったお母さんの話を聞いていると、うつ

病になってみて、対人関係の見直しができ、人との

関わりあいの、細かい機微、相手の気持ちや人柄な

どが分かったと語られることがあります。うつ病を

もつ自分として人と関わると、ほんとうに自分を

思ってくれた人やそうでない人が分かったと書いた

りされる人もいます。うつ病の中のタイプによって

は、身体がきついという、しんどさとかですね、育

児疲労などが前面に出ているお母さんもいます。こ

の場合は対人関係の問題ばかりを持ち出すよりも、

お母さん自身が疲れやストレスから回復する為に、

何ができるかということに焦点を当てます。日本の

伝統的な考え方は産後の肥立ちの話に近いですが、

お母さん自身も妊娠出産という大変な一仕事したの

だから、しばらく休養という、養生の視点を支援の
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中にもちこむこともあります。日本で特に上の世代

の、ご実家のご両親に理解を得るには、育児疲労に

は養生が必要という話の方が、対人関係のサポート

が足りないと指摘するよりも、納得されやすい場合

もあります。私の勤務する九大病院では森田療法と

いう治療法の伝統があります。日本で生まれた心理

療法の中にもこういう視点があります。母親だから

こうあらねばならないという気持ちから、自分自身

の心とか身体の回復のニーズに耳を傾けてあるがま

まに身を委ねるという日本の伝統的な心理療法の視

点を時々織り込むこともできます。

父親の産後うつ病　̶抑うつ的になることの肯定的な意味̶

これは2006年に出

た精神科のジャーナ

ルの表紙です。“SAD 

DADS”悲しい父親

というタイトルです。

赤ちゃんを抱いている

悲しげなお父さんの

写真が掲載されてい

ます。産後うつ病など

お母さんのうつ病に

は、ずっと注目されて

きました。実は、周産期、特にはじめて赤ちゃんを

持つ体験はお父さんにとっても大変な体験です。お

母さんの妊娠中から産後にかけて、実はかなりの割

合でお父さんの方もうつ病やうつ状態になっていま

す。頻度については５パーセントから25パーセント

までいろんな数字が報告されています。お母さんの

うつ病と比べてもさほど変わらないぐらいの頻度

です。

お父さんはお母さんに引きずられてうつ病になる

だけで、子育てなど１番大変なのはお母さんという

見方もありますが、欧米の調査研究のすごいところ

は、周産期にお父さんがうつ病だったことがデータ

で取られ、さらにコホート調査といって、周産期に

データをとった子どもを思春期になるまで追跡して

います。何千人のデータを統計的にみると、すでに

産後うつ病のお母さんについては子どもが学齢児ま

で大きくなった時に、多動や学習障害など軽度だけ

れども発達の問題がみられる比率が高いことは報告

されていました。最近、そのコホート調査を新たに

分析して、周産期のお父さんのデータから解析する

と、お母さんのうつ病の影響を統計処理で補正して

も、お父さんのうつ病も子どもの発達に、あきらか

に影響していたという報告も出てきています。子ど

もの育ちを考える上では、単親家庭など色んな状況

ありますが、お父さん、家族それぞれのうつ症状と

いう視点も大事になると思います。うつ病になると

いうことはマイナスの側面だけでなくて、初めての

子育ての時に、赤ちゃんという磁力というか引きつ

ける力をもつ存在が生まれて来て、家族の関わり合

いが劇的に変わるモーメントとなる訳です。その

モーメントは子育てにおけるプラスの感情が一番

大きいでしょう。一方で色んな不安、葛藤が、あ

る程度生じて、自信をなくしたり幻滅したり、そ

ういうことが起きるのも子育てをその後長く続け

ていく親の側の感受性の証である場合もあるかも

しれません。精神科でも多くは産後うつ病のマイ

ナスの面を言いますが、時々、不安やうつになれ

ない親の方にも、色んな問題がある親もいるとい

うことを言われています。

もちろんうつ病自体は苦痛も強くサポートを受

けるべき問題ですが、不安や抑うつにはプラスの、

親になるために人間的に成長する、変わるための

きっかけという視点もあります。お父さんの産後う

つ病に気付かれたり、増えているという議論は、実

は今までよりもお父さんが育児参加したり、養育の

当事者としての感受性を持った人が増えているの

で、周産期のうつに気付かれているのかもしれませ

ん。私の経験でも、お母さんが妊娠中からうつ病に

なったケースをみているとお父さんも一緒にうつ病

になって、ふたりとも専門職で、お父さんも仕事を

休まれました。産後もお母さんのうつは続いていた

のですが、お母さんのきつさを、お父さんもよく分

かると言うことで、お父さんが育児休暇とられまし

た。それで半年間しっかりお父さんが、育児をして、

親子３人で支え合ったケースをみました。お父さん
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がばりばり働いて出張でほとんど家にいなかった

ら、このお母さんはどうなっていただろうかと思い

ました。うつ病には色んな意味があるという気がし

ます。

母子臨床のシステム作り

産後うつ病のお母さんが精神科医療に自らつなが

ることはほとんどないので、アウトリーチ型の支援

のアクセスの手段として母子訪問の機会を活用して

きたのが今まで10年間の国内での取り組みだったか

と思います。母子訪問は、子どもの育児状況をみる

という理由での訪問なので、その機会を上手く利用

してお母さんの方のニーズを効果的に把握する手立

てとして、産後うつ病スクリーニングの自己質問紙

や、背景のリスク要因、育児不安、育児困難を聞き

取る工夫が、市町村でなされています。大まかに言

うと、スクリーニングを組み合わせた支援というの

は、いろんなリスクがある親を見つけて、どう支援

するかといういわゆる“ハイリスクアプローチ”と

カテゴライズできます。一方最近の流れは、母子訪

問の依頼票や低出生体重児であるとの連絡票をもと

にハイリスクと思われる人を選んで訪問するあり方

から、少子化もあって全数把握というシステム変

わってきているようです。そうすると地域に暮らす

色んなお母さん全部と家庭訪問の場で出会うことに

なります。スクリーニングを行う意味も変わってき

ます。これまでは訪問依頼や連絡票をもらって、お

母さんにも母子訪問のサポートを受けるという構え

があったわけですが、全戸訪問では自ら訪問支援を

望んだ人だけではなくなります。地域の中の取り組

みの変化で訪問数が増えると、色んな支援者が関わ

るようになります。そんな中でお母さんについての

詳しい情報が最初に得られるのは病院なので、病院

で得られた情報が地域の支援活動に、うまくつなが

るためのシステム作りが、今取り組まれていること

ではないかと思います。医療機関の役割を考えると、

実は２週間に１回とか１週間に１回必ずお母さんが

受診する妊娠期そして周産期は、負担なくメンタル

サポートを提供できる重要な時期です。

周産期にこころの問題をあつかうことへのバリアー

精神面の支援を提供するシステム作りにあたって

課題となるのが心の問題を取り扱う際の様々なレベ

ルでのバリアーの存在です。総合病院の中の産科と

精神科のやりとりでもスムーズにいくとは限りませ

ん。助産師が気になるお母さんに母子メンタルクリ

ニックがありますよと声かけをしても、お母さんや

ご家族から必要ないという反応がかえってくること

も、少なからずあります。心の問題には、地域社会

の中で疎外され特別視されるスティグマの問題の歴

史があります。周産期や子どもの育ちに関わるとこ

ろでは尚更です。また心の問題に足を踏み入れよう

とすると、社会的なスティグマだけではなくて、当

事者の中にも心の問題に向き合いにくいバリアーが

あります。まわりが当然のように、新しい命が生ま

れてくる期待とプラスの気持ちをもっていると想定

している中で、自分の気持ちがどうもうまくいって

いない、子どもと向き合えないと打ち明けるのは他

の時期よりも難しいことです。これが子どもが色々

悪さをしたりとか反抗するような、学齢期とか思春

期の場合だと、子どもと向き合う大変さは親も口に

して共有しやすいでしょう。先程紹介したボンディ

ング質問紙を、試みに思春期や学齢期の親につけて

もらうとマイナスの点数が十何点など高い結果がで

ます。赤ちゃんが生まれてくる時に、否定的な感情

を周囲に打ち明ける事の困難さが、周産期の心の問

題に特有なバリアーです。特に祖父母の世代の家族

には、うつ病というと入院して出て来れなくなるイ

メージを持つ方も多く、そういうスティグマの問題

もあります。心の問題が生じたときに支援につなが

る道筋を築くために、こういうバリアーやスティグ

マを減らすような病院の中での広報活動や院内連

携、地域の中での広報活動が必要です。十分な情報

を常に発信してバリアーを減らす必要があります。

産後うつ病は有名人がそうだったということで、メ

ディアで注目を浴びることも少なからずあります。

そうすると産後うつ病がスキャンダルとして報道さ

れ、虐待、自傷行為などネガティブな面に注目され

極端な誤解も生まれます。自傷行為がある重症の
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ケース以外は産後うつ病ではないと思われて、実際

には軽い状態が多く支援で回復するというバランス

のとれた、前向きの情報発信が浸透しにくくなりま

す。注目を集める為にはショッキングなケースが取

り上げられがちですが、実は軽いケースで色んなサ

ポートを受けて、うまくいっている産後うつ病やマ

タニティブルーズに関するプラスの情報も十分に発

信する必要があります。Applebyという精神科医が、

周産期の女性の自殺について英国全体で調査した研

究報告があります。防ぎ得た自殺とそうでない自殺

を検証すると産後うつ病が自殺のきっかけになった

ケースも中にはあります。うつ病になってからケア

につながるまでの経路（Pathway）も調査されてい

ます。産後うつ病になったお母さん約1,000人に調

査を実施していますが、ほとんど皆が不調を自覚し

ながらも、３分の２のお母さんは誰にも打ち明けな

いと答えています。英国でもこんな実情があります。

残りの３分の１は身内や女性の友達に打ち明け、専

門職の助産師とかボランティ人に相談すると答えた

人は、ずっと少なくなるという結果でした。打ち明

けた後の受け皿ですが、イギリスの場合には医療費

が無料で、ジェネラルプラクティショナー（GP）

一般医が最初に地域のお母さん達を診るのですが、

そこに受診してうつ病の診断を受けた人は千人の中

でたった75人でした。この75人のうち、医師が診断

して紹介状を準備したが、精神科を受診したのはそ

の中のわずか17人という結果でした。1,000人のこ

ころの不具合を感じているお母さんの中で、専門医

療につながるのは17人に減ってしまうということで

す。バリアーとかスティグマは社会にもあるが、お

母さんの心の中にもあることも、この調査結果は示

しています。地域の支援で、精神科医療にどうつな

ぐかということは、ケース検討でもよく出てくる問

題ですが、なかなかつながりにくいという前提は、

どこの国でもあるという例です。

産後うつ病のスクリーニングと診断　
　̶育児困難を理解するために̶

産後うつ病の受診の経路は母子医療、母子保健活

動から、あるいは市町村の地域保健福祉のシステム

を通じての場合が多く、直接に精神医療に、育児困

難なお母さんがアクセスしてくることはほとんどあ

りません。うつ病の頻度は非常に高いということも

あり、精神保健の専門家以外の人が、早期対応とし

て状態を把握する、基本的ないくつかのスキルや

ツールが必要と思います。このためには先ずうつ病

を理解することと、さらに当事者の方からうつ病の

症状を情報として取り出し評価して支援に役立てる

ツールを持つことです。

最初のスクリーニングの時に、ツールを用いるだ

けでなく、うつ病についての理解があって、スクリー

ニングの意味を理解して結果に応じた初期対応が出

来るのが理想です。

図９にうつ病の症状の基本的な構造を示します。

物悲しくて塞いだような抑うつ気分が中核にある症

状です。もう１つは物事が楽しめない、興味が持て

ない、楽しい筈のものを見ても喜びの感情がないな

どの、興味・喜びの減退も中核症状として重要です。

「気持ちが落ち込みますか」と言って「ない」と答

えるお母さんでも「前は楽しかった事が全く楽しめ

ないですか」とか、「前は見て笑えたものに笑った

り出来ませんか」と聞くと「それはありますね」と

答える場合も多いのです。興味や喜びがない中での

育児がどれだけ大変かということを想像して頂きた

いのです。赤ちゃんと気持ちのキャッチボールをす

るには、怒ったり、笑ったり、色んな表情が自然に

出てくることが求められます。赤ちゃんを見ても楽

図９
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しいという気持ちがないところで無理矢理赤ちゃん

に向かって笑うのは、大変なことも理解出来ます。

うつ病のお母さんはそれでも基本的には一生懸命子

育てをする方が多いです。鬱々として何も楽しくな

いのに、お子さんに関わろうとして余計に疲れると

いうパターンも多くみられます。

精神科にはつながりにくくても、医療機関自体に

は受診している場合があります。それはうつ病にも

身体の症状があるためです。食欲不振、不眠、疲れ

やすさ等の症状に対し、まず体調がおかしいと思っ

て内科で具合が悪くないか診てもらいに行く方も多

い。うつ病では自律神経のバランスが崩れるので、

頭痛や微熱が続くなど色んな症状も出ます。そうし

た人たちは身体の症状から医療機関に関わることが

あります。不調を訴えて内科小児科を受診する母親

にうつ病のケースもあり得ることを地域医療での共

通理解とするべきでしょう。

実際の支援場面では、お母さんが意外な言動をし

たり、支援者の助言や指導が直ぐに理解してもらえ

ないこともよく起こります。くわしく説明しても、

面接に最後にもう１度同じ事を聞き返します。そん

な時に「人の話を聞いてなくて、上の空ですね」と

いう理解ではなくて、うつ病症状の集中困難や決断

困難のために、色んな指導内容、説明内容が入らな

い事もあります。通常の家庭訪問だと「お母さんこ

れもやりましょうね」「頑張りましょうね」とか言

うことで、話していくと通常は「よく分かりました」

と、そのまま受け取られますが、うつ病の母親では

泣き出して「自分にはそんな事も出来そうにありま

せん」とか、「母親失格です」など、思いもよらな

いネガティブな自分を責める反応が返る場合もあり

ます。これには過剰な罪責感という、うつ病特有の

認知の歪みが影響しています。お母さんの性格の歪

みではなく、うつ病の症状で過度の悲観性や無価値

観を持って物事を捉るので、指導とか頑張れという

メッセージが、マイナスの影響を生んだと考える必

要があります。うつ病の人に頑張れと言ってはいけ

ないということは、良く皆さんも聞かれると思いま

す。励ましのメッセージは、もちろんプラスの効果

があるのですが、うつ病の場合は“頑張れ”のメッ

セージが、罪悪感とか無価値観のフィルターにか

かって、自分に頑張りが足りない、至らないからと

言われていると受け取る場合が多いと言うことで

す。うつ病について心理教育的な情報提供や説明を

した上で、大丈夫“一緒に”頑張っていきましょう

ねって言うのは問題ないのです。頑張れを言っては

いけないというと、凄くぎこちない関わりになる場

合もあります。

最後にうつ病のスクリーニングでは、エジンバラ

産後うつ病質問票もそうですが、「自分を傷つけた

くなるとか、そういった死について考えることがあ

りますか」という項目が含まれています。うつ病の

症状として、死についての思考やイメージが、理由

のあるなしに関わらず、度々浮かぶと言う侵入思考

があるためです。新生児期、乳児期の子どもが亡く

なるという結果になった死亡事例でも、うつ病の症

状で、自分が死にたい気持ちや考えが強くなって自

分が死ぬことの巻き添えとして（拡大自殺という言

い方もありますが）、子どもが犠牲になった場合が

あります。そうしたリスクを考えるとこの項目は重

要です。ただこの項目が陽性だから、いきなり拡大

自殺を思い浮かべなくてもよいと思います。大抵の

場合、よく聞き取りをすると「疲れている時はそん

な気持ちになる時もあります」とかですね、今にも

子どもと一緒に死にたいと思っている訳ではないと

言うことが多いです。チェック項目として大事だけ

れど、スクリーニングではチェックの後で陽性の項

目についてさらに具体的にどういうことかを聞いて

くと身構える程ではないことも多いのです。うつ病

は怖い、危ないというイメージがつくと、別のスティ

グマになります。うつ病の方ほとんどは支援で立ち

直るということを前提に理解して頂きたいと思い

ます。

産後うつ病のスクリーニングの意義

産後うつ病のスクリーニングは、母子訪問中の短

時間で情報や判断が得られるという意味で役に立つ

ツールです。また地域の精神保健の実態を把握して

対応を考える資料として、実践に向けた研究調査の
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意義があります。さらに心の問題のスクリーニング

をするという態度自体が、心の支援も他の問題と分

け隔てなく考えているというメッセージとなり、精

神保健の認識を高めるという意味もあります。さら

にスクリーニングの結果は、情報の共有という意味

では、医療機関などに紹介する場合には客観的情報

として重要になります。母子訪問を実践する方に

とってのスクリーニングの意義は、お母さんが気持

ちを打ち明けるきっかけになるということです。

チェックリストに記入したり、書くことで、自分の

気持ちに気付いたり、整理したり、説明しやすくな

るお母さんも多いと思います。面と向かっては話し

づらい中で受診前のアンケートを渡しておくと、詳

しく話したい事を書いて来られる母親もおられま

す。書くことはコミュケーションの重要な手立てと

なります。自殺予防は産後に限らず、思春期でも大

人でも男性でも取り組まれています。うつ病スク

リーニングにはこの意義もあります。実際の自殺企

図というのは何年かに１回としても、スクリーニン

グする価値はあると思います。産後うつ病質問票の

得点が９点以上でスクリーニング陽性となるケース

を積み重ねると、うつ病以外の場合でもスクリーニ

ングにかかる人がいます。育児不安が強い人とか、

ボンディングの形成が上手くいかずに虐待リスクが

ある人、不安定なパーソナリティの人も、うつ病ス

クリーニングにかかります。スクリーニングはうつ

病の支援に加え、それ以外のタイプの母親のニーズ

にも関わっています。

周産期を通じたメンタルケアの連携と支援の流れ

医療機関で心の問題が上がってくる最初は出会い

の場は産科です。そこで助産師が色んな聞き取りを

することが入り口になります。精神科は、その後で

メンタルヘルス・コンサルテーションと言うかたち

で関わります。コンサルテーションの橋渡しのため

に定期的に産科と精神科のカンファレンスをしま

す。そこで精神科から産科スタッフへバックアップ

をするのが１番基本のサポートです。育児機能不全

の可能性がカンファレンスの中で共有された時に、

精神科医療が必要か、そうでない場合には助産師が、

地域保健福祉の方との連携を始めるなどの、支援の

選択肢を話し合います。このためカンファレンスで

あがるのは、実際の精神科受診ケースの２倍３倍あ

ります。多くは気になるケースとして産科と精神科

で情報共有して見守りながら、出産までフォローし

ます。妊婦が精神科薬物治療を受けている場合は、

産科が妊婦検診をするのに併せて精神科でもフォ

ローします。精神科薬物療法以外の心理社会的リス

クが高いケースは、心理士その他のスタッフによる

アセスメントとカウンセリング、すなわち育児がど

の位出来そうかとか、サポートする人がいるかなど

の評価や育児の支援機関の関係調整が主な支援とな

ります。これらの作業を早い時期から慎重にしてい

ると産後に育児に急に行き詰まることもなく、産後

の支援、地域の支援につながっていきます。母親が

育児に関われない可能性もあるケースでは、地域の

福祉資源に妊娠中の段階からの連携を本人の理解と

承諾を得ながらすすめ、ケース会議を開きます。

出産後の心の症状についてのモニターは、医療機

関から地域保健スタッフによる母子訪問や訪問看護

へと引き継がれます。さらに赤ちゃんの方にも問題

があった時には、母子の受診先として小児科も連携

の輪に入ります。母子関係の障害の評価は精神科の

役割も大きくなりますが、虐待リスクに直結する様

なケースであれば、さらに保健所、児童相談所との

連携を密にしていきます。図10はその大きな枠組み

をまとめたものです。

図10
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産後うつ病と育児ストレス

うつ病をもつ親にとっての育児状況と、どのよう

にしてストレスが生じるかを考えてみます。物事を

楽しめない、集中困難、ネガティブな自己評価、自

責感や罪悪感などのうつ病症状は日々の育児ストレ

スに直結します。以前からもっている、うつ病にな

りやすい傾向、すなわち脆弱性も、育児ストレスに

つながります。脆弱性の例として、お母さん自身の

養育体験で、虐待まではいかなくても、親子関係を

否定的に認識している場合があります。自分の子ど

も時代に、養育者との苦痛な別離を経験した、強い

叱責を繰り返された体験によって、物事や将来への

悲観性、不安、自己否定などのネガティブな物事の

見方が強くなります。否定的、悲観的に解釈する傾

向が強いと育児中の出来事をマイナスの意味に認識

して、否定的な感情が生じ育児ストレスが高まる悪

循環に陥りやすくなります。また否定的な経験が多

いということは失敗体験の蓄積とも言えるので、自

己評価が低下している場合があります。子どもの育

ちはお母さんの自己評価にそのままつながるので、

子どもの育ちで順調にいかない部分が全て自己評価

の低下につながります。自己評価の低下により脅か

された感情が、否定的・攻撃的な態度としてそのま

ま出るタイプの方と、反動として、自分は子どもを

完璧に育てないといけないという完全主義的態度に

なる場合があります。自己評価の低さの裏返しの完

全主義のお母さんだと、育児困難を面談の中では言

葉にしないとか、子どもの問題を否認することにつ

ながりやすくなります。そうした理解を踏まえて、

お母さんの自己評価を脅かさない型の支援が求めら

れます。

育児ストレスの蓄積したときに生じやすい態度

は、自分を責めるかあるいはサポートしてくれない

周囲を責めるという、自罰、他罰的態度です。それ

らはお母さんの受動的または攻撃的な性格と理解す

るよりも、抑うつ症状や子育ての困難さから自罰・

他罰傾向が生じていると理解した方がいい場合があ

ります。ストレスから親の情緒応答性が下がったた

めに子どもが泣いて情緒的なニーズを伝えているの

を、自分を責め攻撃していると考えてイライラする

という反応をします。情緒的応答性のずれが積み重

なると、キャッチボールを通じて学ばれる子ども自

身の感情をコントロールする力が育つ機会を失いま

す。そして子ども自身の感情をコントロールする力

が育たないことで、子育てのストレスが増す悪循環

に陥ります。子どもが、よく笑い機嫌がよく扱いや

すい気質の場合はいいですが、泣いて寝つかない、

むずかるなどの否定的な行動への対応はうつ病のお

母さんにとっては難しいことです。思わず強制的な

手段や、侵入的で過干渉になるか、あるいは赤ちゃ

んが泣いている状況から逃避するかの両極端の反応

をしやすくなります。そうした反応で子どもが益々

扱いにくくなる悪循環の持続がうつ病のお母さんの

育児困難のあり方の１つのモデルです。

剥奪状況への乳児の反応　̶母性的養育の強調の功罪̶

（動画再生）

このビデオは第二次大戦後間もない頃に米国で撮

られた育児困難の極端な例である、母性剥奪の状況

で育った子どもの育ちについてのスピッツによる有

名な臨床研究です。これは子どものうつ病のモデル

としても考えられています。スピッツが1950年代に、

乳幼児のうつ病としてアナクリティック・ディプ

レッション（委託うつ病）という概念を提唱しました。

これはお母さんと分離して２ヶ月ぐらいの子どもで

す。悲しげで涙もろいか無表情な状態です。分離の

期間が３ヶ月を超えて長くなると表情や感情だけで

はなくて、身体の姿勢や行動が硬直して無気力なも

のになってきます。こんな風にぐったりと寝そべっ

て反応しない赤ちゃんもいます。この時代欧米では、

こんなベビーベッドの中に１人１人が赤ちゃん入れ

られてケアされていました。身体的ケアは受けても

情緒的な関わりがないと、心のエネルギーを失って

ぐったりとした状態になってしまいます。さらに半

年を過ぎて生後半年以上、お母さんと分離している

と、ほとんど人間的な反応が無いうつろな状態に

なっています。外の世界に関心を失い、手を見たり、

指しゃぶりや、自分の足をずっと見つめ、身体を揺
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すり、目の前に手をかざして振る行動を続けていま

す。身体的発育も抑制されて体重も増えていない状

態です。最初のビデオで生まれて間もなくても、大

人が舌を出したら、赤ちゃんも舌を出している、外

の世界と活発に交流している赤ちゃんの姿とはあま

りにも対極的な状態です。最後に１年以上母性的養

育を剥奪された子どものなかには成長が停止して、

死に至った事例もあったというショッキングなメッ

セージが述べられています。

（動画終了）

スピッツは精神分析の専門家なので、子どもの抑

うつは母性を剥奪された所で起きてくると言う理論

から、このビデオを作ったと思いますが、鮮烈で痛

ましい映像だけに社会的反響もあり、当時このビデ

オがかなり大きい影響力を持ちました。同時期に英

国でもボウルビーがホスピタリズムという言葉で施

設の中にいて栄養とか身体ケアがあっても母性的ケ

アがないと情緒的発達が停止するという同じ様な

メッセージが発されました。これらの理念は現在の

乳幼児期のケア体制における家庭的養育の重視にも

大きな影響を与えています。現在でも母親が育児を

できない重い状態で治療をずっと受けていなくて、

子どもの成長不全から初めて養育の問題に気付かれ

て、病院や施設に保護された場合はこれに近い事例

もあります。極端な剥奪状況と、子どもの成長発達

の阻害の関連は明らかな科学的事実ですが、３歳ま

での子育てが大事とか、子どもの発達の問題はお母

さんの子育てに責任があるといった議論に一般化さ

れると問題が生じます。必ずしもお母さんでなくて

も、母性的なケアが出来る色んな人がいる中で育て

られていれば、こうした状態にはならない。極限状

況でのエビデンスが、一般の子育てと３歳児神話に

直結すると極端な話になります。うつ病のお母さん

にはこのような例を出すと、むしろ怯えさせてしま

い、お母さんの自信喪失、自己評価の低下を招きか

ねません。

周産期のメンタルヘルスの問題の多様性

この表２は九大病院の母子メンタルヘルス・サー

ビスに相談に来られた母子の診断の結果です。妊娠

後期には、うつ病の方が１番多くみられました。産

後にはマタニティーブルーズが半数以上のお母さん

が一時的には経験するという気持ちの動揺、心身の

不安定であり最も多い訴えです。産後うつ病もしば

しばみられる問題です。同じくらいの頻度で不安が

中心の心の問題を持つ方がおられます。軽い不安障

害で不眠症の薬とか、リラックスする薬を飲んでい

た程度の方から、パニック障害、強迫性障害など強

迫観念が強いお母さん、トラウマ体験を持っていて、

トラウマの後の色んなフラッシュバックなどPTSD

症状までが含まれます。うつと不安の２つが妊娠中

からのお母さんの治療の中で多い問題ですね。統合

失調症の方も症状が軽い場合は地域で薬を飲むだけ

で、安定している方も非常に多くなっています。私

の経験でも、３人４人の子育てをしているケースが

あります。統合失調症の方も地域で出産・子育てが

出来る今時代になっているので、治療中に妊娠が分

かって来られた方がいます。一方産後精神病は稀で

すが、起きた時には非常に重い症状が出るので、お

母さん自身、育児状況や子どもの安全のモニターが

必要な状態です。

他には分類が難しい状態、あるいは精神医学的診

断なしという人がいます。分類が難しいケースには

パーソナリティーや発達障害のお母さんが入りま

す。思春期頃から不安定な人間関係などのパーソナ

リティーの問題があり治療を受けていた女性がパー

トナーを持ち出産に臨む場合もあります。思いもよ

表２
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らない所での虐待の事故など、重篤な結果につな

がった事例ではお母さんのパーソナリティーが不安

定で衝動的な行動で、生活状況も次々に変わり予測

しにくいケースがあります。自分を危険にさらす行

動もあり妊娠中で一貫して安定した生活が必要なの

に、繰り返す転居によってサポートがつながらなく

なったケースや、つながっていると思っていても、

急にコンタクトが途切れるなど、支援関係を維持し

にくい方もいます。こうしたケースでは現実には育

児困難がなくても周囲を心配させ、注目されたいと

いう理由で、執拗に訴えをする場合もあります。

SOSを出す場面がバラバラで文脈が未統合で予測し

にくくても、経過をつなぐと、育児状況の苦悩から

相談の行動を取っていることが見えてくる場合があ

ります。なるだけ広い範囲にセーフティーネットを

作って支援者がつながり、見守る事が必要になりま

す。パーソナリティーの問題では、評価と対応のた

めに多職種がケース会議により色んな場面でのお母

さんの情報をつなぎながら方針を立てる事が必要に

なります。軽度の場合が多いですが知的障害を持ち、

それまで気づかれていなかった女性もいます。

EPDSも高得点の方をよく見ていくと、軽度の発達

の遅れがあって、妊娠・出産後の新しい状況で色ん

な対処行動がとれなくて混乱しているケースがあり

ます。こうしたケースの軽度の遅れの見立ては重要

です。うつ病としての支援に加えて、適切な対処行

動の欠如や見通しがつかないための短絡的な行動

を、どうコントロールしサポートするかが課題にな

ります。あるいは知的には全体な遅れがなくても、

多様な状況に対処するときにアンバランスな力を持

つ発達障害のお母さんが妊娠出産するケースがあり

ます。最近の経験ではこだわりが強くて、思い込み

が強いので、自分の妊娠に気付かずに、突然の流産

で来院したケースがあります。ずっと上の子どもの

問題行動で通院されていました。本人によれば「つ

わりは大体妊婦さんの80パーセントに見られると本

に書いてあったので、自分は色んな事で、80パーセ

ント以内と思うから、つわりがない限り妊娠はあり

得ないと思ってました」と言いました。自分の妊娠

に気付かなかったいきさつに硬直的で具体的な思考

法という発達障害特性が出ているケースもありま

した。

診断なしのところには、たとえばDV被害などで、

スクリーニングを付けてもらったときに被害後で非

常に精神的に不安定で、高かったという人などがあ

ります。また産科医療機関では、期待通りの妊娠出

産というプロセスをたどれずに、待ち望んだ子ども

が生まれずに途中で亡くなるなどの喪失体験、その

後で起きてくる心の不調もあります。

いずれの心の問題も、それらをきっかけに子ども

への情緒的な絆を築けなかった場合に虐待のリスク

を考えます。直接心の問題がイコール虐待あるいは

育児能力ということではないという視点を持って支

援を行っています。実際、うつ病のご両親が非常に

細やかな子育てをしているというケースはたくさん

あります。

精神疾患によって異なるスクリーニングの意義
̶精神科受診例の縦断調査から̶

先ほどの診断分類ごとにスクリーニングの得点を

検討したのがこの表３です。前述のように妊娠後期

にEPDSを用いてスクリーニングをすると、うつ病

はもちろん、不安障害でも同じ位高くてスクリーニ

ングが陽性となるケースがほとんどです。統合失調

症ではうつ病の症状を聞いても高い点数を付けない

場合が多いのです。幻覚妄想などの症状が主になる

統合失調症のお母さんを見分けるのにEPDSは適切

ではないことを示しています。

表３
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スクリーニング後の支援経過でのEPDSの結果を

みると、赤ちゃんとのボンディングが成立し、愛着

感情も育つ過程で産後４ヶ月目頃にはうつ病症状の

得点は全体に下がっています。７ヶ月頃の離乳や人

見知りが始まる辺りで、育児疲れも出てEPDS得点

が上がっています。最初にうつ症状や不安が強く、

高得点でその後に下がってくるタイプのお母さん

と、逆に後から上がって来るタイプのお母さんがい

ます。それぞれうつ症状や不安の原因が違うことが

考えられます。最初に高いお母さんは初産とかで予

期不安やストレスが高い人ですが、後から上がるの

は育児負担、生活困難、住環境などで、蓄積した疲

れが高得点につながると考えられます。子どもの転

帰ですが、服薬中に妊娠されて出産した場合も、大

きなトラブルなく生まれています。１年後の発達ス

クリーニングの検査でもほとんどが正常域に入って

います。心の病をもつお母さんの子どもの発達は、

必ずしも阻害され、発達障害になるとは限らないと

いう、プラスのメッセージです。

病院と地域の連携のあり方

母子臨床の背景にある、周産期医療の状況は年々

変わっています。周産期医療の集約化といって出産

をとっていた病院が閉じるなど色んな事が起きま

す。九大病院でも１年を隔てて出産数が400から800

と倍になったことがあります。受診するお母さんの

状況も変わり、体制も変わってきます。産科と精神

科が協力してのリエゾンの体制は10年近くなります

が、出産数が非常に増えた時期からリエゾンでつな

げ難いケースも増えました。そこで助産師が保健指

導に加えて心の問題への診断面接やカウンセリング

も試みる助産師外来の取り組みが2008年から３年間

続いています。助産師はEPDSを使った妊娠中や出

産後の退院時のスクリーニングと保健指導もしてい

ます。その後産後１ヶ月の褥婦健診になります。周

産期センターでも多職種のチームや連携体制がない

とこのような取り組みは難しいと思います。中には

心理士が何名もいる様な周産期医療センターもあり

ますが、九大では助産師が連携のコアになるのが特

徴といえるでしょう。周産期精神医学の専門家の北

村俊則先生の調査では、実は妊娠初期にも望まない

妊娠とかDVの問題も関わるのでしょうが、妊娠う

つ病のお母さんが十数パーセントであったと報告さ

れています。九大の取り組みは妊娠後期から関わり

ますが、妊娠初期でのスクリーニングと支援はどの

ようなシステムで可能になるかを検討しています。

大学病院の中の連携を話しましたが、多くのお母

さん達は大学病院での出産よりも地域の産科クリ

ニックを受診しており、そこで出産をして子育てを

したいとの希望も多いです。地域で出産と育児を見

守るシステムをどうするかは今後の課題です。図11

に地域での母子保健活動における医療機関の役割と

ケアの流れを示しました。産科クリニックで気にな

るお話をされたお母さんがいると、産科クリニック

では対応出来ないと判断され、総合病院に母子メン

タルケアの取り組みがあるとなると、遠距離でも総

合病院での出産を勧めるケースもあります。理想的

には地域の顔が見える所で出産したいし、支援を受

けたいというお母さんが多いのです。専門的ケアが、

母子と家族のニーズに一致するとは限らないことを

忘れてはいけないと思います。リエゾン体制がある

病院が中核にあるのは重要ですが、地域での産科ク

リニックと、心の医療、母子保健スタッフの間の連

携が出来ることが望まれます。通常の心の医療の中

で妊娠中のお母さんを診るってことにはなかなか大

変で、実際に診ている精神科医師が少ないことも事

実です。心の問題を持つ方の妊娠出産をいくつか経

図11



■ 研修講演より ■

108

験されたクリニックの先生もおられるので、そうい

うケースが増えるといいと思います。クリニックで

は難しいのは、子どもが生まれた後の支援の準備を

地域保健とやり取りすることがありますが、ケース

ワーカーや保健師がいると積極的にされますが、多

職種のスタッフがいないとつなぎの作業が難しくな

ります。出産を終えたら、かかりつけの心のドクター

にサポートしてもらいたいというニーズも含め、地

域の中での産科、母子保健、精神医療の連携が増え

ると、お母さんと子どもにとって負担が少ない出産

が出来ると思います。もう１つは心の問題と言うよ

りも、苦悩の原因が現実の生活の中にある場合があ

ります。望まない妊娠で経済的に生活が立ち行かな

い、パートナーの理解が得られない、暴力を振るわ

れているなどの状況です。これらも産科クリニック

で支えていくのは難しいので、心の問題に対応でき

る総合病院に来ている流れもあります。これは院内

虐待防止委員会の設置などを通して総合病院の包括

的な対応のメリットを生かすべきケースです。

母子臨床へのヒント　海外の取り組みから

これからの母子臨床の展望ということで海外の取

り組みを見てみたいと思います。色んな問題を重複

して持っていて、親の精神学的問題、貧困、社会的

孤立の３つの要因を持つケースは、多領域・多職種

による支援の必要なモデルです。そのような事例へ

の取り組みとして、英国で視察したのがIntensive 

Parenting Programです。このプログラムは親訓練

をベースとしていますが、家族全員でプログラムに

参加して、子どもは療育、親は指導やグループミー

ティングを受けながら、ほとんど1日を支援センター

で過ごします。子どもが施設に収容されるという対

応だけでなく、地域の中で家族丸ごとを多職種で支

援するのも、１つの方法としてあることに気付かさ

れました。

親の心の問題は周産期がもっとも深刻な結果に結

び付きますが、実は小児期や思春期に精神障害のあ

る親と暮らしている子どもも色んなニーズを持って

います。そのようなケースのヒントになるのが、

Parental Mental Health Serviceと言う取り組みで

す。これは保健サービスの一貫としてのNSPCCと

いう伝統ある非営利の児童福祉専門機関が行ってい

る活動です。このサービスで１番大切と思ったのは、

精神医療機関のカンファレンスに児童福祉の立場と

して毎回出て、大人のケースにも家族がいて、子ど

もがいるケースに、子どもの生活状況はどうかとい

う問いを投げかけることで、精神医療の方に子ども

の問題への気付きを高めてもらうと言う連携のあり

方です。これはとても意義のある取り組みではない

かと思います。

母子臨床におけるピットフォール

母子臨床で忘れてはいけない課題は、子どもが曝

されている虐待などのリスクの評価です。これにつ

いては厚労省が毎年公開する死亡事例検証の結果を

見ると、色んな分析があって大変参考になります。

同様な資料として、虹センターの川﨑研究部長が広

く詳しく調べておられる子殺しに関する文献の中に

最近の2007年の96例の子どもの死亡事例の分析の論

文をあげておられました。これはとても重要な調査

で、いわゆる子殺しの事例をみていくと、全てでは

なくとも、育児不安や抑うつ状態などのお母さんの

心の問題が、子どもを巻き添えにした心中のきっか

けになることがわかります。この事実は子を持つ親

の治療をしている立場では肝に銘じて、サポートし

ていかないといけないと思います。私の地域で起き

た事例を見ても、産後精神病の症状で、死亡事例に

なったというケースもあり、そういうケースを見逃

さないことは大切です。精神病の症状が重なる重症

のうつ病の事例が、転居などで治療の切れ目・節目

にぶつかった時に重篤な事故が起きています。切れ

目のないサポートの重要性は事例検証にも示されて

います。

言い換えれば子どもの視点からの危機的状況を判

断し、危機介入の対応をする必要性があります。親

の子どもに関する不安や、妄想が強い場合は危機介

入が必要になります。お母さんが、この子は絶対に

普通に育たないという確信を持つ様な症状があり、
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追い詰められているようなケースでは子どもにとっ

ての安全を念頭に置く必要があります。子どもの精

神科治療だけが注目され精神科治療の主導だけで進

むと、子どもの安全の為の介入が遅れる様なケース

があります。親への治療方針とは別に、子どもがそ

ういう状態のお母さんの元で安全かのモニターは、

非常に大事なことです。母親が精神医学的には重症

でなくても、家族・経済問題が重なって切迫し育児

困難が危機的状況になる場合があります。精神医療

にかかっていると、お母さんの精神医学的重症度だ

けが、支援の指標となりがちで子どものおかれたリ

スク・危機的状況が見過ごされがちです。これも

ピットフォールの一つといえるでしょう。精神医療

の中に入っても子どもの顔が見えている状態で、子

どもの安否を地域の人も支援者も皆が共有している

ことが望まれます。精神医療が入ったことで“閉鎖”

してしまい子どもの顔が見なくなるのを避けること

が重要と思います。

複雑な困難ケースでは、ケース・フォーミレー

ションといって、色んな多領域が関わるところで

ケースのニーズについての見立てを織り上げる作業

が大切と思います。そして関連する機関それぞれの

認識における、温度差を共有し合って互いの理解を

深めることが、危機介入のタイミングや適切な判断

につながると思います。やはり専門化した医療だけ

ではなく、子どもと家族の顔をみて生活に関わる現

場が支援の土台であると感じています。

しめくくりのスライドは母子臨床で色んな多職種

が連携する時に、職種間のギャップで子どもさんの

顔を見失い、赤ちゃんを取り落とすことがないよう

にと言うことで、そのシンボルを示しました。旧い

システムであるロンドンの地下鉄では隙間が多く、

乗り降り次に必ずアナウンスされる“MIND THE 

GAP”というメッセージが足下に示されています。

常にこれを肝に銘じながら地域や病院の中での連携

を進めていくのが必要ではないかと思っています。
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母子生活支援施設 倉明園の実践

母子生活支援施設 倉明園
大　塩　孝　江

Ⅰ　はじめに

母子生活支援施設はあまり知られてない施設です

が、ＤＶ被害者支援では第一線を走っていると自負

しておりますし、児童福祉施設で唯一家族支援をし

ている施設です。この研修会で母子生活支援施設を

取り上げていただいたことに感謝申し上げます。

Ⅱ　母子生活支援施設とは

母子生活支援施設は児童福祉法第38条に規定され

ており、配偶者のない母親とその子どもを保護し、

母と子が一緒に安心して暮らし、自立していけるよ

う総合的な援助を行う施設です。この施設は、昭和

23年に児童福祉法の中に位置づけられた施設で平成

10年までは母子寮と呼ばれていました。当時の母子

寮は、第２次世界大戦後の戦争未亡人とその子ども

たちを保護し、住宅提供や、いわゆる貧困対策のた

めの施設であり、児童の健全育成を目的とした施設

でした。しかしそれらの使命を終えた後も次代の

ニーズを受けながら住宅提供はもちろん、経済的に

困窮された家庭に対しての支援、子どもたちの健全

育成と共にお母さんたちが生き生きとご自分の人生

を歩んでいくことができるように支援をする施設で

す。平成10年、母子寮から母子生活支援施設へと名

称変更され、さらに自立を支援する施設であると規

定されました。

働いている職員は施設長、母子指導員（倉明園で

は母子支援員と呼んでいます）―お母さんを担当、

少年指導員―学童期、中高生の子どもたちを担当、

保育士―乳幼児を担当です。さらに、心理療法担当

職員、被虐待児個別対応職員、特別生活指導費加算

による職員―障害があるなど処遇が困難な利用者が

４名以上いらっしゃると、非常勤で職員を１名配置

することができるという加算制度です。そのような

職員が働いております。

倉明園での生活

では実際に母子生活支援施設で利用者はどのよう

な生活を営んでいらっしゃるのか、お伝えしたいと

思います。

・  （居室）利用者の居室は２ＤＫ15部屋、１ＤＫ５部

屋です。そして緊急一時保護室が施設内に１部屋、

施設外にシェルターとして１部屋あります。それ

ぞれにトイレ、台所、押し入れ、ベランダがあり

ますが、シェルター以外はお風呂が共同です。

・  （保育室）０歳から６歳までの乳幼児の保育を行

う部屋です。倉明園では３歳児以上の子どもたち

は毎日職員が保育園に迎えに行き、約１キロの道

のりを歩いて帰ってきます。台風や警報が発令さ

れた日は車で行きますが、それ以外は雨の日も雪

の日も、ほとんど毎日徒歩で降園しています。迎

えから帰ってお母さん方が仕事から帰ってこられ

る夜７時までの間をこの保育室で過ごします。保

育室はそのほかにも、子どもが病気のときの保育、

朝お母さんが早く出勤されるときに行う早朝保

育、残業などでお母さんの帰りが遅いときには夜

７時以降９時まで夜間保育等を実施しています。

日・祝日なども出勤されるお母さんがありますの

で、休日保育を実施します。それから、宿泊保育

も行っています。子どもたちが入院した時にはお

母さんが付き添いされますから、兄弟（姉妹）が

残ることになります。お母さんが入院された時に

は子どもたちが残ることになります。そういうと
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きには、子どもたちは本来ならば児童相談所か児

童養護施設での一時保護になりますけれど、倉明

園では子どもたちにとって一番慣れた環境で育て

ようということで、宿直の職員が一緒に泊まりま

す。また調停や訴訟などでお母さんが外泊される

ときにも宿泊保育を実施しております。

・  （学習室）小学生の学童保育を行う部屋です。勉

強のコーナーと、ピアノを弾いたり、絵本を読ん

だりするコーナーを分けています。台所ではおや

つを一緒に作ったり、お茶を沸かしたり、おやつ

を配ったりしています。倉明園では６年前から毎

日手づくりのおやつを提供しています。

・  （ミーティングルーム）中高生グループが使って

いる部屋で、日中はお母さん方が集われる場所で

す。ここにはお茶のセットや、雑誌や新聞などを

置いており、お母さん方が集まってこられて、そ

れぞれ雑談や新聞を読まれたり、井戸端会議をさ

れたりする部屋です。その後毎日大体４時以降ぐ

らいからは中高生が帰ってきて、中高生の部屋に

なります。中高生がおやつを食べながらしゃべっ

たり勉強したりする部屋です。

・  （緊急一時保護室）緊急一時保護室には、生活用

品はほとんどそろえております。テレビ、扇風機、

テーブル、トイレと風呂があります。台所もあり

ますので、ここで生活ができるようになってい

ます。

・  （心理相談室）倉明園では常勤の心理士を配置し

ておりますが、常勤の心理士は母子支援員をして

おります。心理的な支援が必要な利用者を担当し、

生活を見守りながら生活場面での面接を行ってお

ります。その他非常勤の臨床心理士が２名、週２

回この部屋で心理面接や箱庭療法を行っていま

す。

母子生活支援施設は他の社会福祉施設とは異な

り、家族で利用できる施設です。居室のドアを閉め

られたら、家族での生活が保障されます。食事時間

も、就寝時間も、起床時間も全くありません。ドア

を一枚閉められると、そのまま家族でそのときに応

じた生活を営んでおられます。

Ⅲ　利用者の状況

それでは、母子生活支援施設の利用者の状況につ

いてお伝えしたいと思います。

これは平成20年度の全母協（全国母子生活支援施

設協議会）が実施しました実態調査と、「社会的養

護体系における母子生活支援施設の現代的役割とケ

アのあり方に関する調査研究」の結果からまとめた

ものです。入所している子どもの年齢は６歳以下

41.3％、小学生37.9％と、８割の子どもたちが小学

生以下で、子育て支援を必要としている年齢の子ど

もが多いという実態です。

次に入所理由です（図１参照）。一番多いのが夫

などからの暴力（ＤＶ）で42.8％です。経済的な困

窮は16.9％、住宅事情は22.7％です。入所理由は入

所の際、何の理由で入所されたかという主訴になり

ますので、ＤＶ被害者はＤＶですとおっしゃいます

し、離婚したんだけれども今住む家がないとか、地

域で暮らしていたけれども経済的に困窮してしまっ

たとかが入所理由になります。このように利用者ご

本人が申告された理由になっておりますので児童虐

待は割合としては少ないんですけれども、お母さん

からお話を聞いたり、子どもたちの様子を見ている

と、虐待を受けている子どもたちもかなりの割合で

おります。

図１　入所理由

次は障害の状況です。障害のある子どもは10.6％、

お母さんで障害のある方は22.9％です。子どもたち
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は診断を受けている数字ですが、お母さんの22.9％

は、精神保健福祉手帳、あるいは療育手帳、身体障

害者手帳など障害手帳を所持しておられる方プラ

ス、職員がこの方は障害がおありだよなという数も

含まれていますので22.9％という数に上がっていま

す。ただ、そんなに簡単に障害者と言っていいんで

すかという倫理的なところはあろうかとは思います

けれども、精神科に通院しておられて、手帳は取得

しておられないけれども申請されれば手帳はもらえ

ますとか、あるいは知的にはボーダーなんだけれど

も、ご本人が手帳をもらわないと言われたとか、そ

ういう方たちもありますので、そういう方も含めて

の22.9％です。いずれにしてもかなり高い比率で障

害のあるお母さん、障害のある子どもが入所してい

ます。

次は就労状況です（図２参照）。就労しているお

母さんが70.3％と７割の方が就労しておられますが

その中の８割が非正規雇用です。賃金区分をごらん

ください（図３参照）。非常に低い収入です。８割

の方が非正規雇用で、時給の方が65.4％です。収入

区分では、非正規雇用の方では５万円から10万未満

が41.5％、５万円未満が8.6％ですから、非正規雇用

の約半数が10万未満の収入です。18％だった正規雇

用も、一番多い収入区分は10万から15万円ですから、

本当に低賃金で暮らしていらっしゃいます（図４参

照）。

図４　就労している母親の収入

就労していない理由は、乳幼児の世話8.2％、病

気29.5％、障害がある10.5％、休職中37.3％です。

利用者の方の最終学歴です。これは「社会的養護

体系における母子生活支援施設の現代的役割とケア

のあり方に関する調査研究」の利用者調査の結果で

す。最終学歴が中卒は25.3％で４分の１の方が中卒

です。利用者の平均就労収入は112万5000円です。

これを１カ月に換算すると10万円にも満たないとい

う収入で生活をしておられるというのが、母子生活

支援施設利用者の生活の現状です。厚生労働省の調

査結果による全国の母子世帯の就労収入は167万円

でしたから、それに比べても50万円も低い就労収入

で生活をしておられるのが母子生活支援施設利用者

の生活です。

お母さんご自身が成人するまでに経験されたこと

です（図５参照）。父親との死別10.2％、母親との

死別7.2％、父親との生別22.3％、母親との生別

図２　母親の就労状況

図３　就労している母親の賃金の区分
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16.6％、以上はひとり親家庭で育たれた方たちの割

合です。次に施設で暮らした経験が6.6％です。子

ども時代に乳児院とか児童養護施設、自立援助ホー

ム、児童自立支援施設、母子生活支援施設も含めて

児童福祉施設で暮らした経験のある方が6.6％おら

れます。生活保護を受けた経験のある10.0％、生活

保護は受けなかったが家庭が経済的に苦しかった経

験がある33.3％、お母さんご自身が虐待を受けた経

験がある20.5％、親の暴力を目撃した経験がある

34.5％です。利用者はひとり親家庭、経済的に困窮

した家庭、さらに虐待や暴力にさらされた子ども時

代を送られた方たちもあり、これらのことがこれか

ら後にお伝えするように、利用者の自立を阻む原因

となっています。

母子生活支援施設の利用者の就労を阻む原因は学

歴、女性であること、これは利用者だけではなくて、

私も含めた女性ですべてに共通することですが、女

性であることによって就労条件が狭くなっていま

す。また先ほどの調査にもありましたが生い立ちに

よるもの、ＤＶ被害者であること、ＤＶ被害者であ

るということは心身の健康面での不安、経済的な困

窮、身元を保証する手だてがないということは採用

にとても不利になります。そして１人で子どもを育

てているということも採用には不利になります。そ

れから就労先の限定、これはうちの施設のような田

舎の施設では顕著です。公共の交通機関が発達して

いませんので、自転車や通勤には徒歩での通勤範囲

に狭められてきます。ＤＶ被害者はほとんど何も持

ち出せないまま施設での生活を始められますので、

生活保護を受給しなければいけない。そうすると、

車の免許はあるけれど車を持つことができない。そ

うすると、就労先も限られてしまうということに

なってしまいます。

Ⅳ　母子生活支援施設におけるＤＶ被害者支援

母子生活支援施設ではＤＶ被害者の一時保護など

の緊急的な対応もしますし、その後数年にわたり生

活の場での自立支援をしています。まず母子で安心

して生活することができる環境の提供を行います。

着のみ着のままで来られてもすぐに生活できるよう

に、生活用品はほとんどそろえています。布団はもち

ろん電気製品、台所用品などを揃えており、下着や

パジャマがなければ買いますし、避難されたその日

から生活ができるようにしています。並行して加害

者との関係の整理をします。加害者への対応を含む

ＤＶ防止法における保護命令の申請や、離婚へ向け

ての調停、訴訟に向けての支援など、法的な支援も

します。そしてとても大切なことは心の整理への支

援です。これがかなり時間のかかる支援です。それ

から子どもたちへの支援の提供、心と体の回復への

支援、就労支援を含む自立支援を行っております。

ＤＶと子ども

大人が思っている以上に子どもたちは両親のＤＶ

を知っています。お母さんは「うちの子どもは何に

も知らないんです。私が殴られていたのは寝室です

から、子どもは寝ていました」とかおっしゃいます

が、そんなことはありません。家庭で起きるＤＶを

８割の子どもは知っています。お母さんの傷、涙の

痕、壁の穴、割れた皿、どなり声、子どもたちはそ

のことに触れてはいけないことも知っています。子

どもの半数以上は、お父さんから身体的な虐待を受

けています。お母さんから厳しいしつけやネグレク

トなどを受けることもあります。ＤＶは力の強い者、

パワーのある者が力の弱い者を支配していくための

方法として暴力を使いますから、力の強い夫から暴

力を受けると、お母さんの心の中に吹き荒れている

図５　成人するまでに経験したこと
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ストレスは子どもたちに向かってしまうということ

が起こってきます。お母さんは、暴力を受け続ける

ことによって、自分はだめな人間なんだ、この世に

存在しなくてもいいんだというようなうつ状態に陥

ることもありますので、そうなると子どもを保護し

たり、育てていくなどということはできなくなりま

すから、ネグレクトになってしまうこともたびたび

起こっています。

子どもの気持ちと反応です。子どもたちは不安や

混乱。いつまたお父さんが怒り出すかもしれない、

お父さんが怖い、家庭がばらばらになったらどうし

よう、お父さんは家の中でどうしていつも大きな声

を出すのだろう、お母さんがけがをしたらどうしよ

う、お母さんは私を守ってくれない、お父さんはお

母さんにひどいことをするけれど優しいところもあ

る等いろいろと思っているのですね。これがまた複

雑な気持ちなんです。

子どもたちはお母さんだって悪い、黙っていない

ではっきり嫌だと言えばいいのにと思ったりしま

す。しかしお母さんも嫌だと言えないんです。言え

なくなってしまっているぐらいパワーが落ちている

んです。子どもにはお父さんも好きだとか、お父さ

んも優しいところがあるというような気持ちもあり

ますから、気持ちがごちゃごちゃになって自分の気

持ちがわからない。私だけどうしてこんな家に生ま

れてきたのだろう、私がいい子にしていればけんか

は起きないかもしれない、私が悪いからけんかが起

きてしまうんだと思っている子どもたちも多いので

す。だれも私の気持ちをわかってくれない、お父さ

んがお母さんにひどいことをするのは私が悪い子だ

からだ、私のことをもっと大切に優しくしてほしい、

など子どもたちはとても複雑な気持ちの中で生きて

います。

お父さんとお母さんがＤＶ関係にあると、子ども

たちは年齢が小さければ小さいほど、お父さんとお

母さんの前ではとてもいい子です。そしてお父さん

とお母さんを刺激しないように、お父さんとお母さ

んの顔色を見ながら暮らしています。

ＤＶのある家庭に育つ子どもたちは、くつろげる

はずの家庭がいつ不安定になるか、いつ暴力が吹き

荒れるのか予想がつかない状況に生きています。自

分の周囲の世界も安全ではない。母親のうつや不安

から、子どもが子どもとして育つことを保障されな

い。両親の暴力を止められない無力感、暴力による

問題解決を学ぶ。ここが大変なところで、暴力が連

鎖をしてしまうこともあります。家で起こっている

ことを誰にも言えない。特に小学生以上の子どもた

ちは、自分の家が友達の家と違うということがだん

だんわかってきますので、自分の家で起こっている

ことを友達にも話すことができないというような子

どもたちが多い。その結果、感情のコントロールが

難しい、衝動性、攻撃性が強い、自己評価が低い、

不安がったり落ち込んで元気がなく抑うつ等の心理

的影響がみられる、慢性的な頭痛や腹痛を訴える、

問題を解決するために頻繁に暴力という手段を使

う、発育、発達に遅れがある、いつも１人で遊んで

いたり友達がいないなど孤立している、友達と対等

のコミュニケーションを築きにくい、というような

ことが起こっています。

子どもから見たお母さんは自分を守ってくれな

い、いつも負ける弱いお母さん、自分の方を向かず

にお父さんの顔色ばかりを見ている、自分がお母さ

んをケアしなくてはいけない。先ほどありましたけ

れども、子どもたちが子どもとして育つことを保障

されないというのがこれです。お母さんがうつとか、

お母さんがいつも負ける弱い存在ですと、子どもの

ほうがお母さんを保護する存在になっていってし

まって、「お母さんどうしたの、心配しなくてもい

いよ、大丈夫よ」というようなことを子どものほう

がお母さんに声をかける。それをお母さんは「うち

の子はとても優しい」とか「私を守ってくれる」と

おっしゃいますが、それは役割が逆転しているとい

うことです。子どもはもともと親に保護される存在

であるはずなのに、子どものほうが親を保護しなく

てはいけないというふうに役割が逆転してしまって

います。

ＤＶ被害者にしてみれば、子どもを守りきれてい

ない自分への罪悪感とあきらめ、惨めな自分を見て

いる子どもへの役割逆転の感情、子どもの否認、乖

離を、おとなしくしてくれるしっかりとした子ども
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と理想化します。

ＤＶ被害者と子どもの生活では、子どもが被害者

に暴力的になることもあります。これは男の子に限

らず、女の子でもお母さんに対してものすごく暴力

的になったりします。そうするとお母さんは子ども

が夫に見えてしまったり、自分が夫から暴力を受け

ていたときに戻ってしまって、子どもが怖くなって、

子どもの言いなりになってしまうということが起

こってきたりします。子どもが言うことを聞かない

ことも多いです。子ども自身に育てにくさが生じて

いることもあります。

それから、子どもが「前の生活のほうがよかった」

と言ったりします。年齢が高くなって小学生高学年

あたりで入所してくると、子どもたちはお母さんと

お父さんはＤＶ関係にはあったけれども、僕には友

達がたくさんいたんだ、あるいはお父さんと一緒に

生活をしていれば僕にはちゃんと僕の部屋があっ

た、僕の部屋にはテレビもあったし、エアコンもあっ

たと、「前の生活のほうがよかった、僕はお父さん

とお母さんがけんかをしている間は自分の部屋に閉

じこもっていればよかった、それなのにこんなとこ

ろに来てしまった」というようなことを言う子ども

たちがあります。

お母さんご自身は、母子生活支援施設で生活をし

ようと、ここしか選択肢がないという状況で入所し

てきておられる方が多く、少ない選択肢の中でもご

自分で意思決定をして入所してきておられます。し

かし子どもたちは同伴児ですから、子どもたちの意

思にかかわらず連れてこられたという状況で入所し

てきますから、「前のほうがよかった」と言うこと

があります。子どもたちの「前のほうがよかった」

という言葉ほど、お母さんにダメージを与える言葉

はありません。お母さんは迷いながら入所してきて

おられます。帰ろうかな、子どものために帰ったほ

うがいいかな、子どもにとって父親は必要、私ひと

りで子どもたちを養っていけるんだろうかなど、い

ろいろな思いの中で迷いながら入所してきておられ

ますから、子どもたちが「前のほうがよかった、お

父さんとの生活のほうがよかった」というようなこ

とを言うと、打ちのめされて奈落の底に落ちられま

す。お母さんから気持ちを聞きながら、「それでも

暴力がない、暴力を使わない家族を選択されたんで

すよね」ということを伝えながら支援しています。

私たちは子どもたちの「前のほうがよかった」とい

う言葉を、「倉明園に来てよかった」という言葉に

変えたいと思いながら支援しています。

今はいい子であるが大人になってから問題を持つ

こともあります。先ほども申し上げましたけれども、

お父さんとお母さんがＤＶ関係にあると、子どもた

ちはいい子が多いです。もうちょっと年齢が高くな

ると家に寄りつかなくなったり、非行に走ったりす

ることがありますけれども、子どもたちの年齢が低

いと、いい子にしていてお父さんとお母さんの間を

取り持つような行動をしたりしますが、それはやっ

ぱり無理なことをしているんです。自分らしく生き

ていないから、母子生活支援施設という安心できる

場所、安心できる大人に出会いしばらくたつと、不

登校になったり引きこもったりする子どもたちもい

ます。ＤＶ家庭で育った子どもたちにはその子の状

況に合わせた支援が必要です。

Ⅴ　倉明園におけるＤＶ被害者支援

倉明園の本体施設の定員は20世帯です。平成23年

１月１日現在20世帯が入所、そのうちの13世帯がＤ

Ｖ被害者で、３世帯が外国籍の方です。そのほかに

も小規模分園型母子生活支援施設（サテライト）を

平成19年度から運営しています。ここは本体施設で

の自立度が高まった方が、地域の中のサテライトで

１年間生活をし、その後地域に自立していくという

ステップの場です。サテライトは定員が５世帯で、

平成23年１月１日現在５世帯入所、うち３世帯がＤ

Ｖ被害者、１世帯が外国籍の方です。それからアフ

ターケアも行っています。

生活の安定を図ることはもちろんですけれども、

お母さんへの支援と子どもへの支援を同時に行うこ

とが必要であり、必要に応じて母子関係の調整を行

うことができるのが母子生活支援施設です。

倉明園でのＤＶ被害者支援についてお伝えしま

す。倉明園では緊急一時保護事業を平成６年４月１
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日より実施しています。平成６年から平成14年６月

までは、緊急一時保護の定員は１世帯で、施設の１

室で行っていましたが、ＤＶ防止法が施行された平

成14年７月からは、鳥取県からの委託でシェルター

として民間アパートを１室借り上げておりますの

で、緊急一時保護ケースの定員は現在は2世帯です。

平成６年４月から平成22年３月現在までに、241ケー

スを受け入れ、うちＤＶケースは154ケースでした。

この緊急一時保護事業は、ＤＶ被害者だけではな

くそのほかにも法人独自の一時保護を実施しており

ます。例えば今日から住むところがない、公園で車

の中で生活をしている、橋の下で生活をしている、

妊娠中で切迫流産で入院しているが退院後帰るとこ

ろがないなど、女性であればどんな方でも受け入れ

るということを原則として始めた一時保護事業で

す。定員の２世帯がうまっていても３ケース目、４

ケース目の問い合わせもあります。そうすると夜は

保育室に布団を敷いて寝てもらい、翌日にどこか県

内で受けてもらえるところにお願いしたりします。

３世帯とか多いときですと、次にお伝えしますス

テップハウスの部屋も使って、４ケースの一時保護

の受け入れをするときもあります。

ステップハウスは平成15年７月より鳥取県が開設

をした施設で、配偶者からの暴力被害者、単身の女

性など、他の法律で自立支援が受けられない、また

は受けることが困難な者に対して生活の場を提供

し、生活上の支援及び精神的なケアを行う鳥取県の

単独事業です。

定員は７名で、民間アパートを８部屋借り上げ、

１部屋を事務所として使っています。対象はＤＶ被

害者等という書き方で、ＤＶ被害者の方の自立支援

も含め、その他の法律では支援を受けられない単身

女性への自立支援を行う施設です。職員は２名で１

名は生活支援員、１名は心理療法担当職員で、倉明

園の職員を出向という形でステップハウスに常駐さ

せています。最大１年間の利用が可能です。平成15

年７月から平成23年１月１日現在までには、49人の

方の利用がありました。

ステップハウスの対象は単身女性ですが、母子で

も受け入れることがあります。母子の受け入れは、

お母さんには自立支援が必要だけれども、子どもに

は養育支援が必要ないという家庭です。入所後の支

援は、生活の安定、経済的な安定も含むということ

で、経済的な支援については生活保護の申請をした

りします。しかし一番の大切な支援は人生の再ス

タートへの支援です。

　

Ⅵ　子どもたちへの支援

倉明園での子どもたちへの支援について、具体的

にお伝えします。倉明園では子どもたちを年齢に分

けて乳幼児期は保育室グループ、学童期の子ども達

は小学生グループ、中高生は中高生グループと、そ

れぞれの発達段階に分けてグループ活動をしていま

す。保育室グループには保育士２名、小学生グルー

プには少年指導員2.5名（中高生と兼務の職員が１

名）、それから中高生グループには少年指導員1.5名

（小学生と兼務の職員が１名）を配置して専属でか

かわっています。

３歳未満児にはお母さんも丸ごと子育て支援をし

ます。お母さんがＤＶ被害で力を失っている、ある

いはご自身の生い立ちから子ども時代に子どもとし

て保護されてこなかったという方もありますので、

育て方がわからない、どうしていいかわからないと

いうお母さんもおられます。赤ちゃんの抱き方、お

むつのかえ方、離乳食のつくり方、沐浴の仕方等、

生活の中で保育士を中心にしながらお母さん担当の

母子支援員も関わり、より具体的に継続的に関わっ

ていきます。

倉明園では妊娠中に一時保護をして、その後出産

を迎え、出産後に正式入所になり生活をするという

お母さんも１年に大体２人から３人ぐらいおられま

す。職員は妊娠中に出産するための準備や赤ちゃん

のための準備を一緒にしながら、気持ちを聞かせて

もらう中で出産への気持ちの整理のお手伝いをしま

す。担当職員と私は出産にも立ち会わせてもらいま

す。職員は入院中も毎日病院へ行き赤ちゃんの顔も

見て、それからお母さんとお話をして、洗濯物を持っ

て帰って来るという支援をしています。退院後は産

後１カ月までは産後のケアをします。担当の母子支
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援員を中心に食事をつくり、洗濯をし、赤ちゃんの

沐浴をし、実家でのケアとまではできませんけれど

も、気持ちは実家です。お母さんの産後を大切にす

る、赤ちゃんとお母さんの関係を育むという支援を

しています。様々な子育て支援を行っていますが、

乳幼児期には職員が一緒にすることで、子育てのノ

ウハウや子どもへの関わり方が身につきますので、

お母さんと共にやっています。

小学生グループは、帰宅後６時までの学童保育、

長期休暇中の学童保育を実施しています。その中で

自己肯定感の回復のための支援や、社会的なスキル

を身につけるための支援も行っています。

中高生グループですが、ここもとても大事な支援

ですから専任の職員を配置し、時間をかけて支援を

しております。中高生になってくると、自分探しを

始めますし、自分の家族に対して第三者的な目で見

たりとか、様々なことで悩んだりします。それから

自分の進路を決めていく時期でもありますので、と

ても大切な時期です。もちろん勉強も大事にしてい

ますが、学習支援という名のもとに、子どもたちが

学校でいろいろなこと、いじめられたりすること、

あるいは楽しかったこと、嬉しかったこと、辛かっ

たことが聞いてもらえるような環境をつくっていま

す。夏休みには中高生グループで１泊２日の研修旅

行、冬はスキー合宿など、いろいろな社会体験を積

んでいくことも大切にしております。この時期に

しっかりと進路支援をしておくことも大切です。高

校に進学しても中退してしまったり、あるいは高校

に進学することができなかったりすると、大人に

なったときに就労先が限定されてしまったり、貧困

のスパイラルに陥ってしまったりということも起

こってきますので、進路支援にも力を入れています。

お母さんから依頼があれば、職員も中学校、高校の

三者懇談に一緒に行かせてもらって、子どもたちの

様子を聞き、お母さんとともに進路を探していくと

いう支援もしています。夜間の学習支援も行ってお

ります。

それから、就労支援や心の健康を回復する支援も

しています。

お母さんへの支援では、入所時の支援は、生活の

安定を図るということが一番です。それと同時に心

理療法も含めて心の健康を回復する支援を行ってい

ます。心の健康を回復する支援には心理療法、精神

科への通院、服薬などが挙げられると思いますが、

実は私たち職員はそれだけが心理的な回復への支援

ではないと思っています。もちろん精神科へ通院し

て必要であれば薬をもらうこともとても大事です。

カウンセリングを受けて心を整理するのもとても大

事です。そしてそれらにプラス日常的にきちんとか

かわっていく支援がものすごく大事だと思っていま

す。お母さんが安定して生活できる環境を提供する。

安定して生活できる環境の一番大事なものは、もち

ろん人間関係です。自分のことを心配してくれる職

員がいる、信頼できる人がいる、という良好な人間

関係が一番大事だと思っています。倉明園ではお母

さんには担当制にしています。母子支援員が一人ひ

とり個別に担当します。入所時から「あなたの担当

はこの職員です」とお伝えしています。

それから法的支援、就労支援、家事支援、経済的

な安定のための支援、関係機関との連携などをして

います。関係機関と連携することで、より広い視野

で幅の広い支援を行うことができます。また家事支

援は実は本当に大切です。この家事支援が日常的に

できるというのが、母子生活支援施設の強みだと

思っています。家事支援は、食事をつくる、洗濯を

手伝う、掃除を一緒にする、買い物に一緒に行く、

日常的な家事支援を単発的にではなく、必要な方に

は継続してやることができることが母子生活支援施

設の強みだと思っています。

先ほども申し上げましたけれども、子育てが苦手

なお母さん、ちょっと危なっかしいかなというよう

なお母さんや、子どもを育てていくためのスキルが

身についていないお母さんがおられますが、子育て

支援と家事支援をセットで提供すると、子どもたち

が安定してきます。子どもたちの環境が守られる、

生活が守られますので、ぐっと生活のレベルが上

がってきます。家事支援を提供していくことはとて

も大事なことです。

それから外国籍の方への支援、出産前後の支援、

退所時の支援をしております。退所時の支援もとて
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も大事にしています。倉明園の合い言葉は「終わり

よければすべてよし」です。終わりをきちんとつな

いでおくと、地域に出られたときも困られたときに

は助けてほしいとか、どうしたらいいですかと相談

に来られたり、電話がかかってきたりしますので、

退所時も退所先を一緒に探したり、退所後の地域へ

つなぐ支援もしています。

それからアフターケア、緊急一時保護利用者への

支援もしています。

利用者との関係については担当職員（母子支援員）

を中心にかかわる。基本的には職員の勤務時間内で、

担当職員と利用者とよい情緒的なかかわりが持てる

よう、利用者のよき理解者として受容的態度でかか

わる。担当職員と利用者の信頼関係を大切にするた

め、他の職員との協力体制をとる、利用者の心の健

康さを保つよう心がける、ということでまとめてい

ますけれども、担当制にしていますと実に施設の中

でさまざまな感情がぐるぐるとうごめきます。

それは利用者から職員への転移感情、それに伴う

職員の逆転移感情の中で職員が振り回されたり、そ

れからぐーっと利用者と担当職員が近くなってし

まったり、あるいは例えば担当職員に対していい感

情だけ向けられれば逆転移の感情が起こっても割と

いい関係でいられますけれど、そのうちマイナスの

感情も起こってきたりします。そうすると担当職員

はものすごく自分の何かを引っ張られて、利用者さ

んに対して何かをぶつけてしまうなんていうことも

起こってきますので、私たちは、引き継ぎを大切に

するよう心がけています。午前中に一度出勤してい

る職員で引き継ぎをし、その中の１人が午後出勤し

た宿直、遅番の職員につなげていきます。引き継ぎ

は事務日誌とか個人の記録を読めば何が起こってい

るかということはわかりますが、倉明園ではそれだ

けではなく、利用者と職員とこんなやりとりがあっ

た、あるいは利用者同士でこんなやりとりがあった、

その時にどういう思いになっておられたか、あるい

は職員はどういう思いをしたかということもきちん

と伝えていくようにします。引き継ぎの中で、それ

ぞれがスーパーバイズを受けながら、それはこうい

うことが起こっているからじゃない、それはこうい

うふうな感情が引き出されたんじゃないとか、あな

たが怒る気持ちはわかるわとか、利用者さんはそん

なことを言われてちょっと辛かったんじゃないと

か、というようないろいろなことが出てきます。そ

れから職員が感じたことも、その中で言葉できちん

と表すようにしています。そうすると、「私は昨日

とても嫌な思いをしたんです」と言う職員がいると、

どうしてそんな感情が浮かんできたんだろうという

ことを誰かがまた「それはこういうことじゃないか

な」というようなことを言葉として返します。引き

継ぎをしながら気持ちが整理されますので、引き継

ぎをとても大事にしています。

それから担当制ですと、どうしても振り回された

り、ものすごく利用者さんと近くなっていったりし

ますので、そのときには周りにいる職員が「危ない

よ、ちょっと振り回されているよ」ということも伝

えるようにしています。しかし、利用者と職員の様々

な感情ががうごめいている中で仕事をしていると、

職員同士がぶつかるということも起きます。ぶつ

かったときは本当に大変です。議論もしますし、「私

ひとり沖に流されたわ」と言って泣く職員もいます。

「私ひとり沖に流されたわ」というのは、１人だけ

が職員集団から外れてしまった、自分が阻害されて

いるような気持ちになったということです。そうい

うことが起こっているということは、職員の問題も

あるかもしれませんけれども、利用者に操作されな

がらそういうことが起こっているということを言語

化して伝えるんですけれども、渦の中にいる職員に

はそれが伝わらないので、感情的に泣いたりします。

でも、時間がたてばきちんと整理ができるように

なってきて、「ああ、私はあのときはあんな状態だっ

たんだな」ということが理解できるようになります。

担当職員を中心にかかわると、利用者との関係がと

ても濃くなって、利用者が職員に対して対象恒常性、

「この人に対してだったら何でも言えるし、どんな

ことを言っても見捨てられない」という関係も生ま

れるけれども、ある意味、危険もはらんでいます。

しかし子どもたちもそうですが、お母さんご自身が

もう一度、本当の意味で見捨てられない人間関係、

｢本当にあなたのことを大事にするよ｣という人間関
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係の結び直しをされることを体験しないと、子ども

との関係の中でもやはりいい関係が結べないので、

そこをとても大事にしています。しかし、辛いとき

も時々あります。

心の回復のための支援ですが、精神科、心療内科

等への通院、服薬、心理療法の実施など先ほど申し

上げたことです。そして心の回復への医療的な支援

とともに、安全で安心して心を休めることのできる

環境と安心できる人間関係。この人間関係がとても

大切です。

ＤＶからの回復についてです。自分の気持ちを大

切にすることができる、自分の意見を言うことがで

きる、自分で自分のことが決められる、自分の存在

を認めることができる、社会活動レベルの回復、自

分の目標に向かって実際に行動できるようになるな

ど回復への道のりがあります。回復への道のりは10

人おられたら10人さまざまです。ひどいＤＶ被害を

受けて青あざをたくさんつくってこられたお母さん

が、「私は生活保護を受けたくないんです、だから

働きます」と言われました。力のある方で、資格も

ありましたので介護の仕事につかれてばりばり働い

ておられる方もあります。しかし、だからといって

このお母さんがＤＶ被害から回復されていると私た

ちは思っていません。やっぱり働いておられても、

経済的に自立しておられても、心が傷つきやすかっ

たり、仕事上のことでも傷つきやすく、ちょっとう

つになられたりします。回復はその人その人の道の

りなので十人十色だと思っています。ＤＶ被害者も

もちろん一人ひとりの状況や傷の深さも異なります

ので、その人その人に合わせた支援が必要です。私

たちは一人一人に合わせた個別支援をしています。

そういうと、「じゃあ利用者の方が要求されたこ

とを全部提供しているんですね」と思われるかもし

れませんけど、そうではありません。利用者のニー

ズに合わせた支援はしますけれども、その枠は倉明

園でできる枠です。倉明園がここまでは提供できま

すよという枠をきちんと利用者に提示して、利用者

がここもしてほしいと言われても、申しわけありま

せんがそこはできませんということを、伝えるよう

にしています。職員自身も現場でいろいろな利用者

と出会い、いろいろなことを学び、体験し、また研

修を重ねる中で一人一人の職員の枠が広がっていき

ますので、職員の力量とともに倉明園の支援の枠も

少しずつ広がっていると感じています。これは利用

者の皆様のおかげです。

Ⅶ　母子生活支援施設に求められている機能

母子生活支援施設に求められている機能は、「子

どもの育ちの保障」「養育支援」「家族としての生活

の保障」「親子での生活を見守り支援してもらえる」

「家族の危機的な状況の回復」「児童虐待防止のため

の取り組み」です。

皆様もご存じだと思いますが「ハインリッヒの法

則」があります。これを児童虐待防止の支援に当て

はめると、一つの重大な事故、例えば虐待死亡事故

などの下には29の軽微な事案があって、その29の軽

微な事案の下には300の不具合、異常があると言わ

れています。300の不具合、異常をほうっておくと

29の軽微な事案になって、ここでも手を打たなけれ

ば１個の重大な事案になってしまうというのがハイ

ンリッヒの法則です。これを子育て支援に当てはめ

ると、一つの重大な児童虐待死の下には不適切な29

の子育てがある、その29の不適切な子育ての下には、

300の子育て不安があるということになります。私

を含めてだれでも、子育て不安や不適切な子育ては

常に起こっています。300の子育て不安や29の不適

切な子育てにきちんと子育て支援を提供すれば、こ

の重大な児童虐待死に至らないということです。

母子生活支援施設は生活の場で子育て支援をして

おりますので、不適切な子育てや子育て不安に手が

届くというのが強みです。倉明園で実施している子

育て支援は、早朝保育や夜間保育、病児保育などの

具体的な保育支援はもちろん、その他にお母さんだ

けではないほかに大人の家族があれば、あるいは上

に年齢の大きな兄弟たちがいれば日常的に助けても

らえる子育て支援も提供しています。例えば仕事か

ら帰られたときにお母さんが車から子どもさんをお

ろされる、そのときに荷物をおろされたり、家まで

荷物を運ばれたり、ちょっと夕食の準備をしてこら
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れるまで子どもたちを事務所で預かってみていると

か。それから子どもをお風呂に入れられるときに、

２人とか３人の子どもたちを入れるのはとても大変

なので、職員がお風呂まで一番小さい子どもを迎え

に行って、パジャマを着せて、お母さんが上の子ど

もと一緒におふろから上がってこられるのを事務所

で待つとか。お母さんが頭が痛いときに一時保育を

するとか、イライラして子どもに当たってしまいそ

うな気持の時には子どもを預かるとか、他に大人の

家族があれば当たり前に手をかしてもらえるような

ところで提供します。日常生活の中でのちょっとし

た関わりですが、私たちが関わることでお母さんは

ゆとりができ、子どもに対しての優しい言葉かけが

できるようになってきますので、いつも誰かが声を

かけ、子どもを抱っこし、子どもに声をかけ、子ど

もたちを預かるというような日常的な子育て支援も

行っています。

それから子どもの抱き方、近所づき合いについて

です。利用者同士での「あの人にあいさつをしたの

にあいさつが返ってこなかった、もう私はあいさつ

をしない、私はキレました」とか、そんなことをおっ

しゃるお母さんがいます。「それでもあいさつをご

自分がされなかったら嫌でしょう」「その人はちょっ

と調子が悪かったのかな」みたいなことを言いなが

ら、苦情を聞いたりします。それから近所づき合い、

回覧板の回し方とか、洗濯機を回す時間など生活そ

のものから、離婚訴訟まで幅広く包括的に家族を支

援することができます。子どもとお母さん、それぞ

れの気持ちや立場を理解し、子どもの気持ち、お母

さんの気持ち、家族の状況を代弁することができる

のが母子生活支援施設です。

私たちはお母さんと子ども両方に支援をしていま

すが、お母さんに支援をすることはとても大事なこ

とです。子どもに支援をするのは児童福祉施設です

から当たり前ですけれども、お母さんにも子どもに

も個別の支援をしながら、それぞれを支えていきま

す。お母さんに支援をしていくことによって、お母

さんが生き生きと自分らしさを回復される。自分ら

しく生き生きと生きられるようになってくると、子

どもとの関係がものすごくよくなります。お母さん

が調子が悪くても、子どもたちが少しずつ回復して

くる。子どもたちが少しでも回復してくると、お母

さんはそれが嬉しくて励みになる。お母さんが少し

でも元気を回復されると子どもたちはそれが嬉し

い。というふうに、家族関係にいい風が吹きます。

親子が相互関係で相乗効果のように回復が早まって

いきます。私はお母さん、子どもたちどちらにも支

援ができる母子生活支援施設に、ここで働いたらこ

の現場をやめられませんというぐらいはまってい

ます。

（終了）
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つなぐ願い
̶子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーへの思い・５̶

子どもの虹情報研修センター
増　沢　　高

子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー実行

委員会より、今回の東日本大震災で亡くなられた

方々、被害にあわれた方々のご冥福と少しでも早い

回復をお祈りいたします。また救助活動をはじめ、

復興に向けてご尽力された方々、今もなおその渦中

におられる方々への心からの感謝と激励を申し上げ

ます。

１．東日本大震災

未曾有の大地震が東日本を襲ったのは３月11日で

した。ちょうど５回目のたすきリレーに向けての具

体的な検討に入った中でのことでした。東京と神奈

川県も大きく揺れました。その後の１か月は、関東

でも計画停電が続き、飲料水の購入や給油が困難に

なるなど、不安定な日々が続きました。「もうたす

きリレーどころではない」という思いが日を追うご

とに大きくなりました。衝撃的で想像を絶する事態

は、社会の様々な営みを自粛ムードに向けました。

様々な機関の年間スケジュールから年度末と次年度

の企画が消えていきました。

ところが１か月を過ぎた頃から全体のムードが変

わってきました。この１か月は被災の影響から少し

ずつでも回復していくという流れとは全く逆で、そ

の甚大さと復興に向けた道のりの遠いことを、日を

追うごとに自覚せざるを得ない１か月でした。とこ

ろがその一方で新たな機運が起きてきました。それ

は、このまま全てが足踏みしていたのでは、かえっ

て未来は遠のく、前を向いて進もう、動ける機関や

人は、やるべきことはやって行こうというものです。

この思いは、被災地である東北の人たちがより強

かったと聞きます。実行委員会でも、実施の有無を

検討しましたが、ほとんどの委員が実施に賛成でし

た。むしろ、子ども虐待防止と子どもの明るい未来

創出を目的としたたすきリレーに、震災からの復興

と被災した日本の子どもたち（私たちは東北の子ど

もたちは当然のこと、全ての日本の子どもたちが被

災したと思っています）の未来を祈る企画を組み入

れるべきという声が強かったのでした。

こうしてたすきリレーは実施に向けて再び動き出

しました。そして未来を祈る企画として誕生したの

が「祈りの『Friendship』キルトたすき」の製作です。

７センチ四方の布ピースにメッセージを書いてもら

い、１枚60cm×120cmのキルトを作り、それをつ

なげて16m位までの、大きなたすきを作ろうという

ものです。一人100円でメッセージを書き、集まっ

たお金は義援金として被災者に送られます。大きな

たすきを製作することの背景には、かの有名な鎌倉

の大仏の存在がありました。

２．鎌倉の大仏からのリレー

昨年の話になります。第４回目のたすきリレーを

終えたばかりの12月。鎌倉児童ホームを通じて、鎌

倉市とたすきリレーを通した児童虐待啓発の協働に

関して話し合いがもたれました。当日は鎌倉市役所

にお伺いし、松尾鎌倉市長をはじめ、市役所の職員

の方々と直接お話をさせていただき、もし可能であ

ればという前提で、鎌倉市にある大仏をスタートと

し、逗子、横須賀を巡っての三浦半島のコースの設

置を提案しました。恐れ多い提案であることは自覚

していました。一笑に付されて終っても不思議では

ないのですが、話し合いでは「夢ではあるが全く可

能性がないわけではない」と前向きなムードで、実
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現に向けて協力していく方向が確認されました。と

はいっても鎌倉の大仏スタートは簡単ではありませ

ん。直後の実行委員会では、委員のほとんどは叶わ

ぬ夢と思いました。国宝であり、世界的に有名な鎌

倉の大仏です。相手が名実ともに大きすぎます。こ

の夢の実現の立ちはだかる壁は実際の大仏よりも大

きく感じられました。

様々な方々に相談、ご協力もいただき、とにかく

一度だけでも話を聞いていただけたらありがたいと

大仏のある高徳院に打診しました。ところが想像に

反して、すぐに話しを聞いていただけたのです。当

日は私と佐々木副委員長の二人が予定よりもかなり

早い時間に高徳院に趣きました。まずは大仏に手を

合わせ、住職とお会いできることを感謝いたしまし

た。その後境内を歩いていると、ふと大仏横の回廊

内壁にかけられた大きな草鞋が目に入りました。そ

の大きさに大仏のものであることはすぐに分かりま

す。そこに書かれていた説明では、長さ1.8ｍ、幅0.9

ｍ、重量45㎏もあるそうです。茨城県の常陸太田市

の子どもたちが、戦後間もない1951年に「大仏様に

日本中を行脚し、万民を幸せにしていただきたい」

と願って作り始めたそうで、以降数年に一度、子ど

もたちが製作し奉納を続けているそうです。常陸太

田市は茨城県の北東日に位置し、今回の震災でも大

きな影響を受けたに違いない場所です。私たちは、

災害からの復興支援と大仏がつながった感覚を覚え

ました。その理由のもう一つに、大仏の津波災害に

まつわる有名な話があります。

大仏はもともと大仏殿内に納められていたのです

が、500年前の明応7年に起きた巨大地震により発生

した津波が、大仏殿まで到達し仏殿を流してしまっ

たのです。つまり大仏は津波に負けずに座し続けた

被災仏なのです。私たちは、戦後の子どもたちと同

じように、子どもたちの未来を大仏に祈りたい気持

ちで一杯になりました。「祈りの『Friendship』キ

ルトたすき」は、つまり大仏にかけていただくたす

きなのです。実はこのことは鎌倉スタートの話が出

た時から胸に秘めていたことでした。もちろん実際

に大仏にかけていただくわけにはいきません。しか

し大きな草鞋を見た時に、完成した暁には草鞋と同

じように回廊壁に奉納できたらと、夢のようなこと

を思ったのです。

佐藤住職は優しく私たちを出迎えてくれました。

じっと私たちの話を聞いてくださった後、今度は佐

藤住職が子どもの健全な育成に対する思いを静かに

語ってくださいました。それをお伺いして、ご多忙

にもかかわらず私たちとお会いしていただいた理由

が少しわかった気がしました。佐藤住職は、子ども

たちの様々な活動、育成プログラムを実施している

NPO法人「鎌倉てらこや」の顧問でもあり、子ど

もの幸せと明るい未来を人一倍願う方であったので

す。我々の稚拙な説明に熱心に耳を傾けていただき、

そういう趣旨ならと、大仏からスタートすることを

了解されたのです。そして「祈りの『Friendship』

キルトたすき」の製作と回廊内壁の掲示についても

承諾してくださったのです。話し合いの後は、夢に

も昇るような気持ちで、伺った二人はしばし放心状

態でした。改めて大仏に手を合わせ、感謝とこれか

らの成功を祈念いたしました。

３．鎌倉・三浦コースの新設

こうして鎌倉・三浦コース新設の現実化へ向けて

走り始めました。実は三浦地域で新コースの設立を

求める声は以前からありました。これは昨年の９月

にまでさかのぼります。４回目のたすきリレーに向

けてその準備も佳境に入っていた時のことです。あ

る研修会で、鎌倉・三浦地域児童相談所の寺田所長

が、「三浦地域でもたすきリレーのコースを作りた

いけど。いいかなあ」と声をかけて来られました。

それはとてもうれしい提案だったのですが、一方で

これまでの２コースでもかなり手一杯だったため、

困惑したのも事実です。ただ「みんなの負担になら

ないように、任せてくれたらこちらで動くから」と

言ってくださいました。そこで、さすがに２か月後

の実施は無理でも、翌年に向けて検討することに

なったのです。

ですから、鎌倉スタートの話があった時には、す

ぐに寺田所長のことが頭に浮かび、市役所での話し

合いの結果や高徳院での朗報を、一早く寺田所長に
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お伝えしたのでした。寺田所長は、満を持したよう

にコース設定に向けて動き始めました。第１の中継

点として鶴岡八幡宮太鼓橋が決まった後は、第３中

継所に逗子市役所、第４中継所は横須賀中央駅前広

場と決まっていきました。横須賀中央駅前広場は横

須賀市児童相談所が中心に設定し、大規模なキャン

ペーンが繰り広げられることとなりました。児童虐

対応において、県の児童相談所と市区町村との連携

は重要ですが、全国的には課題が多いのも事実で、

時に起こる虐待死亡事件の背景に二者間の連携の問

題が指摘されることがあります。ぎくしゃくがあれ

ばこうしたイベントにも表れるものです。スムーズ

な運びの背景には、鎌倉三浦地域の連携の質の良さ

があるのだと思います。このことは神奈川県在住の

一市民である筆者とってはとても嬉しいことなので

す。児童相談所は激務です。そんな中万難を排して

尽力された寺田所長には本当に頭が下がります。ま

た寺田所長は何も話されませんが、行政職の方がこ

うした活動に積極的に参加することに対して、いろ

いろな風当たりがないわけではないと推察します。

子ども虐待対応には多分野協働が基本とされながら

専門別や縦割りによる壁がそれを妨げます。システ

ムや考え方を突破しなくては進めない課題が山積み

で、特に行政機関ではなおのことと思います。たす

きリレーは、こうした突破を目指してはじめられた

経緯があります。こうした趣旨も理解され主体的に

動いていただいた寺田所長には感謝の気持ちで一杯

です。

第５中継所は関東学院大学と決まり、当日行われ

る大学祭のメインステージ上でのリレーが実現する

こととなりました。この実現に取り組まれたのは、

横浜市のファミリーグループホームである斎藤ホー

ムの斎藤さんです。斎藤さんは湘南コースのラン

ナー役員として毎年最終区を束ねている方です。関

東学院大学の非常勤講師も務めている関係から学生

と協力し、大学祭とのコラボが実現したのです。

第６中継所はセブンイレブン横浜片吹店と決まり

ました。寺田所長が頻繁に利用するコンビニで、直

接交渉して実現しました。コンビニエンスストアが

たすきリレーの中継所に入ることは、委員会の希望

でした。コンビニエンスストアには虐待を受けて居

場所のない子どもや放置された子どもが向かいやす

い店でもあり、そうした子どもたちにとっては砂漠

のオアシス的な存在なのでしょう。昨年横浜で不幸

な事件がありました。コンビニエンスストアでおに

ぎりとパンを万引きした少年に、店主と警察官が対

応したところ、体中に痣があり、虐待を受けている

ことが分かり、親が逮捕されたのです。食事が与え

られず、空腹の限界からのコンビニエンスストアで

の万引でした。ちょうど夏休み前の短縮授業期間で

給食がなかったことも原因かもしれません。男児の

万引きはＳＯＳのサインでもあり、コンビニエンス

ストアが救済の場となったのです。こうしたことは

全国のコンビニエンスストアでも少なからず起きて

いると思います。カンヌ映画祭で主演男優賞を受賞

した映画「誰も知らない」でもコンビニエンススト

アに向かう子どもの姿が描かれています。

その後神奈川県がセブンイレブン本社と交渉さ

れ、セブンイレブンの協賛が決まり、ランナー全員

に飲料水とカロリーメイトが渡されることとなりま

した。さらに湘南コースと都心コースにも１か所ず

つセブンイレブンが中継所として加わることとなり

ました。

最後の中継所は横浜市中央児童相談所と決まりま

した。横浜市は毎年ゴール会場で子どもの遊び場な

どのイベントブースを出していましたが、中継所と

しては初参加です。中継後には伊勢佐木町モールも

コースに加わり、ゴールまでの最終区間が華やかな

ものとなりました。

鎌倉・三浦コース新設にあたって、重要な立役者

がもう二人います。鎌倉児童ホームの秦園長と指導

員である川島さんです。鎌倉スタートを事前に調整

していたのも、彼と秦園長でした。川島さんはこれ

まで湘南コースのランナー役員をしており、鎌倉か

らのコースを願う一人でした。今回は鎌倉・三浦

コースの全てのランナー役員を束ねる責任者です。

彼の走力は相当なもので、神奈川県の児童福祉施設

のマラソン大会では、子どもに交じっていつも先頭

を元気に走っています。今回は鎌倉・三浦コースの

全区を走り、全体を監督することとなりました。ま
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た秦園長と川島さんはじめ鎌倉児童ホームの職員

は、常日頃から地域の様々な機関や人たちと交流を

深めています。今回のイベントでも、そうしたつな

がりある機関や企業に声をかけられました。その結

果新たにいくつもの後援団体が加わることとなりま

した。その中には鎌倉の神社等の庭園を手掛ける彩

樹園や、鎌倉に行けば必ず目に留まる人力車を運営

する鎌倉力車株式会社プラネスなどがあります。

４．多領域に広がる参加の輪

児童福祉施設職員が中心に始まったたすきリレー

ですが、５回目を迎えてこれに関わる方々の実に多

領域に渡るようになりました。各コースの中継点で

は、施設、児童相談所、市役所、小学校、大学、神

社、公園、病院、コンビニエンスストア、東京タワー、

スポーツセンターなど実に多彩です。その中で湘南

コースでは、平塚の総合公園内に第３区のコースを

設け、視覚障害者と子ども達等も参加できるように

したのです。この企画は平塚市社会福祉協議会の遠

藤さんの発案です。実はこの企画が動き始めたのも

昨年になります。市民マラソン大会等に視覚障害の

方が参加できるよう伴走のボランティアをしている

木曜ランナーズの代表である内野さんから、視覚障

害者と子どもたちもたすきリレーに参加できないか

との打診をいただいたのです。しかしたすきリレー

は公道を走るため、段差も多く危険であることから、

昨年は見合わせていたのです。しかしぜひ参加して

いただこうと遠藤さんが総合公園内のコースを考

え、しかも毎年平塚市社会福祉協議会イベント実行

委員会が行っている福祉フェスティバルのプログラ

ムに第３区の走行を組み入れる形で設定されたので

す。たすきリレーを各地域の啓発活動に組み入れて

もらうのは、実行委員会が常に願っていることの一

つです。これまでも湘南コースの永野小学校、都心

コースの品川児童相談所など、中継点のある地域や

機関のいくつかが、たすきリレーを通して子ども虐

待防止の啓発活動を主体的、積極的に行ってきまし

た。今回の平塚市社会福祉協議会の企画は、規模も

大きく、かつ障害を抱えた子どもたちが多数参加で

きることを可能にした点で、極めて優れたアイデア

であり、全ての実行委員が感激した企画でした。

走るランナーも多彩となりました。300人以上の

ランナーが集まったのですが、児童福祉施設職員、

児童相談所職員、市役所職員、教員、消防士、医師、

企業の方、米軍の方など児童福祉の領域を越えて多

岐に及びます。それぞれのランナーは、おそらく日

常生活のどこかでたすきリレーを話題にするでしょ

う。それぞれの領域の中でこの話題が少しずつ広が

れば、いつかはきっと大きな啓発の輪になると思い

ます。時間はかかるかもしれませんが、こうした広

がりは、一瞬で消える一方的な呼びかけよりも、手

ごたえのある確かなものと思うのです。

ゴール会場のブースも増えました。「祈りの

『Friendship』キルトたすき製作」のブースをはじ

めとして、「子どもシェルター・てんぽ」「全国児童

家庭支援センター協議会」「セブンイレブン」「横浜

市民生児童委員による綿あめ」のブースなどが新た

に加わりました。当日は全てのブースが並び、虐待

防止活動の紹介や親子が楽しんでもらえるような企

画を展開していました。またプロのデザイナーであ

るこくぶともみさんが、たすきリレーのイメージの

イラストを多数展示されました。ステージ上では午

前10時から、歌ありパントマイムありの様々なショ

ウが展開されました。また会場内では学生による着

ぐるみのキャラクターが子どもたちと戯れ、大道芸

師が得意の技を見せて回り、ボランティアの方々が

手作りのリボンを配布するなど、始めたころと比べ

て随分と華やいだものになりました。ブースやイベ

ントなど、多分野の方々で構成されていることに

よって、会場の雰囲気に多様さと奥行きが生まれる

ことを再認識しました。

５．思いの込められたたすきのリレー

今年のたすきリレーは10月30日の日曜日に行われ

ました。昨年同様、児童虐待防止推進月間である11

月に入る直前のこけら落とし的な意味も込めてこの

日となりました。１週間前には小山市でたすきリ

レーが行われ、そのたすきを受け取りました。また
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前日には滋賀県でたすきリレーが行われ、都心コー

スで毎年全区を走られている井上さんが参加し、滋

賀県のたすき引き継いでこられました。また岩手県

では、被災した方々がニット製の手作りのたすきを

たくさん作られました。復興への思いの込められた

たすきです。身に着けるランナーは気持ちがしまる

思いがしたでしょう。

渋谷駅前のハチ公像前からスタートを切る都心

コースは、日本子ども総合研究所、東京タワー、泉

岳寺、品川児童相談所、大田区大森スポーツセン

ター、川崎市役所、セブンイレブン浦島町店そして

ゴールである横浜山下公園へとたすきをつなぎ、神

奈川県二宮町にある心泉学園からの湘南コースは、

エリザベスサンダースホーム、平塚市総合公園平塚

のはらっぱ、セブンイレブンサザンビーチ店、茅ヶ

崎ファーム、遊行寺、西横浜国際総合病院、永野小

学校、山下公園へとたすきをつなげます。

当日の朝は良く晴れた青空でした。３コースは予

定通りスタートセレモニーが行われました。スター

トセレモニーと一口で言っても、その趣は３コース

で異なるものでした。都心コースのスタート地のハ

チ公像前には、渋谷駅前でもあり多くの方々が集ま

りました。昨年同様ハチ公像にたすきをかけ、大き

な声援に包まれる中でスタートしました。湘南コー

スのスタートは児童養護施設である心泉学園です。

そこには坂本二宮町長をはじめとする地域の方々と

施設の子どもたちが集まり、温かい雰囲気の中で、

子どもたちの声援を受けてのスタートでした。高徳

院では、松尾市長の挨拶の後、大仏を前にしての佐

藤住職の祈りの込もった挨拶の後、厳かな気の引き

締まる空気の中でランナー全員は大仏様に手を合わ

せスタートしました。それぞれの第１区のランナー

は多彩でした。鎌倉・三浦コースの第１区は、松尾

鎌倉市長をはじめ、市役所職員、児童相談所職員、

施設職員、市役所職員、格闘家、郵便局職員、企業

の方などで構成されています。都心コースは、児童

相談所、施設職員、ＮＰＯの方、企業の方などです。

湘南コースは、学校教諭、施設職員、消防所職員、

役場職員等、実に30名のランナーが走りました。１

区十数名で走ることとなっているため、二グループ

に分かれての走行となりました。第１区のみならず、

ランナーの希望者はこれまでで最大数でした。ラン

ナーの呼びかけから２週間ほどで各区のランナー定

員が一杯になったのです。

６．感動のゴールと全国に広がるたすきの輪

朝の青空も正午には曇り空に変わり、２時過ぎに

は小雨が降りだしました。ただ走り始めたランナー

には全く関係がありません。ひたすら笑顔でゴール

に向かって走っています。３時半過ぎ、いよいよゴー

ルの時を迎えました。気づくと雨は上がっています。

ランナーを迎えるために天気も歓迎してくれている

ようです。３コースのランナーはタイムスケジュー

ルを大きく外れることなく、山下公園の入り口に入

りました。山下公園は海に面して横に長い公園です。

最後は３つのコースが３列に進んで一緒にゴールを

します。

ランナーを迎え入れる山下公園ですが、この山下

公園も震災と深い関係があります。この公園は1923

年９月１日に起きた関東大震災の復興事業のひとつ

として震災による瓦礫を埋め立てて造成された公園

なのです。関東大震災は東京のみならず横浜にも壊

滅的な被害をもたらしました。その後復興の象徴と

して瓦礫や焼土を埋め立てて山下公園を造成するこ

とになったのです。そして日本で最初の臨海公園と

して1930年（昭和５年）に開園したのです。それか

ら五年後の1935年（昭和10年）には震災からの復興

を祝う復興博覧会がこの公園で盛大に行われたとい

います。今回のたすきリレーと震災復興に何かの縁

を感じずにはいられませんでした。

３時40分、ステージのあるメイン会場からラン

ナーたちの姿が見えてきました。皆笑顔です。それ

ぞれのコースを走った３つの隊列を一緒になってこ

ちらに向かってくる光景は壮観です。ランナーの数

が増えたことで、Ｔシャツの白色とたすきのオレン

ジがひときわ輝きます。ランナーの隊列は、最後に

大きな一つのかたまりとなって、一斉にゴールテー

プを切りました。誰もがさわやかな笑顔です。皆の

たすきに書かれた「子どもに明るい未来を」のメッ
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セージが素直に心に響きました。このわれわれのた

すきと、小山からのたすき、滋賀県のたすき、そし

て岩手県の方々の手作りのニットのたすきは、岐阜

県のたすきリレー実行委員会に引き継がれました。

たすきは全国の各地でつながれ、来年は再びこの地

を駆け抜けます。

たすきリレーは、ランナーがたすきをつなぐだけ

でなく、これに携わっていただくことで多くの方々

がつながっていく実感があります。それは子ども虐

待防止と子どもの笑顔を願う心のたすきと言ってい

いのかもしれません。心のたすきは次々とつながれ、

やがては大きな心の輪となると信じています。大会

のフィナーレで皆が歌う「翼をください」を聴きな

がら、そんなことを思いました。一般市民も専門家

も関係なく、分野や立場がどうであれ、子どもの明

るい未来を望む心は一つなのです。

謝辞

まず、たすきを身につけて走っていただいたランナーの皆さまとキャンペーン会場で歌やトークをしていただきました皆様に

感謝申し上げます。

次の方々には財政面での支援をしていただきました。NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク、資生堂社会福祉事業財団、

NPO法人エキスパート・チャリティ・アソシエーション、（財）神奈川新聞厚生文化事業団、（株）ガリバー、サッポロ飲料（株）、

セブンイレブン、ユースキン製薬（株）、日本アムウェイ合同会社、東京キワニスクラブ、横浜キワニスクラブ、用賀山崎鈑金、

カードショップカリントウ、星野司法書士合同事務所、湘南信用金庫、神奈川県保険医協会、神奈川県生命保険協会、用賀おた

ふく。心より感謝申し上げます。また、子どもの虹情報研修センターで行われる研修期間中に募金をお願いしたところ多くの方々

が協力をしてくださいました。ありがとうございました。

次にあげさせていただく後援の機関、団体の方々からは、大きなご支援をいただきました。厚生労働省、東京都、神奈川県、

神奈川県警察、横浜市こども青少年局、川崎市、鎌倉市、渋谷区、大田区、逗子市、横須賀市、茅ヶ崎市、小山市、神奈川県社

会福祉協議会、全国児童相談所長会、神奈川県児童福祉施設協議会、神奈川県母子生活支援施設協議会、神奈川県保険医協会、

神奈川県教育委員会、東京都社会福祉協議会、横須賀市児童相談所、横浜市ファミリーホーム連絡協議会、川崎市あゆみの会、（財）

神奈川新聞厚生文化事業団、（株）資生堂、鎌倉高徳院、渋谷忠犬ハチ公銅像維持会、アン基金プロジェクト、東京キワニスク

ラブ、横浜キワニスクラブ、彩樹園、鎌倉力車株式会社プラネス。大変ありがとうございました。

スタートや中継所等の設定にご協力をいただいた渋谷忠犬ハチ公銅像維持会、鎌倉高徳院、鶴岡八幡宮、逗子市役所、心泉学園、

東京タワー、横浜市立永野小学校、セブンイレブン横浜片吹店、セブンイレブン浦島町店、セブンイレブンサザンビーチ店、平

塚市社会福祉協議会、泉岳寺、遊行寺、西横浜国際総合病院、関東学院大学大学祭実行委員会、神奈川県障害者スポーツ振興協

議会、伊勢佐木町１・２丁目地区商店街振興組合、協同組合伊勢佐木町商店街、エリザベスサンダースホーム、茅ヶ崎ファーム、

日本子ども家庭総合研究所、川崎市役所、横須賀市役所、品川児童相談所、大田区大森スポーツセンター、横浜市中央児童相談

所に心から感謝申し上げます。

キャンペーン会場でブースを設置していただくなど会場を盛り上げていただきました神奈川県、大磯学園、資生堂社会福祉事

業財団、セブンイレブン、全国児童家庭支援センター協議会、横浜市、川崎市あゆみの会、カンガルーOYAMA、CROP.、神奈

川県母子生活支援施設協議会、特定非営利活動法人子どもセンターてんぽ、栗原さんをはじめとするパントマイマーの皆様、原

宿ライブハウス・ジェットロボット、こくぶともみさん、幸保エバーグリーンズ、成田圭さん、坂本博之さん、土田聡子さん、

甲州戦記サクライザーの皆様、朗読劇「ハッピーバースデー」2011横浜公演実行委員会、（株）閃利、岩手県ハート・ニットプロ

ジェクトに感謝いたします。またご寄付をいただいた方々このイベントにご支援ご協力をいただいた方々に深く感謝いたします。

さらに次にあげさせていただく方々には、キャンペーン会場でリボンやチラシを配るなどのボランティア活動をしていただき

ました。横浜キワニスクラブ、渋谷区子ども家庭支援センター、永谷連合町内会、品川区民生・児童委員、東京都社会福祉協議

会児童部会従事者会、戸塚区民生・児童委員、関東学院大学、明治大学など学生の皆さま。心より感謝申し上げます。

オレンジリボン作成にご協力いただいた、港南区社会福祉協議会、下永谷地区民生委員、川崎市あゆみの会、横浜キワニスク

ラブ、エキスパート・チャリティ・アソシエーション、日本アムウェイ合同会社、日本子ども総合研究所、鎌倉児童ホーム、

CROP.、専門学校・大学生、有志ボランティアの方、心より感謝申し上げます。

そして、今回始まった新プロジェクト「祈りの『Friendship』キルトたすき」の製作では、キルト作家若山雅子さんをアドバ

イザーに、勝山泰江さん、荒井美夏さんとその仲間たちにご尽力いただきました。心より感謝申し上げます。
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新設コースの鎌倉・三浦
コースは鎌倉大仏前から
スタートです。

みんなでゴール！
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都心コースの
ランナーたち
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鶴岡八幡宮・復活の大銀杏の前で

鎌倉・段葛を走るランナーたち
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都心コースを走るランナーたち

平塚市総合公園では、視覚障害の方も
一緒に走りました
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ステージでは歌やイベントで、
盛り上がりました！

さまざまな団体が
ブースを出展してくれました！
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今年の３月11日、東日本を大地震が襲った。子ど

もの虹情報研修センターでは、22年度の最後の研修

であるテーマ別研修の最終日、最後のプログラムが

進行していた時だった。80人以上いた参加者は、２

度ほど（と筆者の体は記憶している）大きな揺れを

体験した。そしてその後の停電と交通機関のマヒで

帰宅が困難となってしまった。

あれから９か月。東北各県の震災と津波被害を受

けた被災者は、なお過酷な状況の中で極寒を迎えよ

うとしている今、それでも復興への力強い歩みを進

めている。原発と放射能の問題は、現在なおも収束

というには程遠く、むしろ放射能の問題は今になっ

て明らかになる事実と、拡大する汚染による様々な

影響が進行形としてある。しかしこうした事態にか

かわらずなぜか風化されつつあるように見える。そ

してこうした問題の只中に何ら罪のない子どもたち

がいる。

先日の日本子ども虐待防止学会で震災関連特別企

画としてシンポジウムが行われた。その第２部は「被

災地の状況報告」というテーマで、何人かのシンポ

ジストが、避難所の状況や支援の状況を話された。

そのお一人として、福島県にある青葉学園の神戸園

長先生が実情を報告された。それは筆者にとってこ

の問題に対する深刻さを再認識するものだった。以

下に子どもに与える影響に絞ってその内容の概要を

示すが、筆者の聴き取りによるため、細部の間違い

があったらお許し願いたい。おそらくは学会機関誌

に報告が掲載されると思うので、そちらを参照され

たい。（ ）内は筆者の思ったことなどである。

・ 避難を希望しても、できるのは裕福な家庭で、こ

こにも経済的格差の問題があること（おそらく子

どもを抱える20代は、貧困層といわれている世代

原発事故・放射能問題と子どもの権利侵害

子どもの虹情報研修センター
増　沢　　高

であり、避難を難しくさせているだろう）。たと

え避難できても、父親は仕事の関係で残らざるを

得ない家族も多く、家族の解体が生じる危険があ

ること。

・ 家の中にとどまらざるを得ない子どもの体力が低

下している。学校では運動会を中止したが、除染

の終わった校庭でせめてもとミニ運動会を行った

ところ、足が絡んで転ぶ年少の子どもが多かった

こと。体重の増加がみられない子どももいる。今

は、この冬の感染症が心配であるなど健康面に影

響が出ていること。

・ 学園は原発から70km圏内にあり、当初は避難地

域20km圏内に対してアメリカが80km圏内と報告

し、その後日本に合わせて修正されたものの、そ

の後の結果はアメリカが正しいという情報の交錯

が園のみならず市民を動揺させ続けたこと。

・ 食材等、放射能汚染に関する不安は強い。こうし

た不安が子どもに影響を与え、子どもの不安も高

めていること。

・ 一番心配しているのは、子どもたちが大人になっ

たときに差別されるのではないかということ。（実

際差別はすでに起きている。福島出身ということ

で婚約が解消された女性、避難した家族が誹謗中

傷を受けるといった事実がある）。

別のシンポジストである臨床心理士の金丸氏（茨

城大学）によれば、一番の不安である放射能の問題

について、地域で語りたくても利害関係が絡み、正

直に話せないという。つまり職種によっては、放射

能汚染がないことにしてほしい人たちがいるためで

ある。被災者に話を聴いていくと、必ずこの問題に

行き着くのに、地域でこれに触れた論議をすれば争

いになってしまうという。



■ 実践報告・エッセイ ■

133

これらをまとめると、原発・放射能問題は、放射

能による身体への影響も含め、子どもの健康に関わ

る保健医療の問題、家族や子どもの不安とそれを地

域で共有することさえできないストレスを抱えると

いう心理・精神的問題、差別などの社会的問題、そ

してここでは述べられてはいないものの、この問題

に対する子どもの態度を左右するだろう教育の問題

等、様々な分野にまたがる問題であることを再認識

する。

筆者は被災の問題を扱うときに、地震及び津波被

害の問題と原発・放射能の問題とは分けて論じられ

るべきであり、一緒に論じることはその本質をぼや

けさせてしまうと感じている。前者は天災であり、

後者は人災である側面が強いし、被害の内容は全く

異なるものである。さらに、後者の問題は、多領域

にわたる問題であることを認識し、各専門分野が子

どもの権利侵害という視点で問題を整理し、子ども

の最善の利益のために何ができるかを論議すべきで

ある。

とは言え、どうしてよいのか分からないほどに大

きな問題であり、途方に暮れて思考が停止しそうに

なる。しかし様々な報道や様々な場で開かれる災害

に対する論議を聴いていると、どこか焦点がぼやけ

て、本質が伝わってこない印象を持つ。この問題に

触れることは、日本経済の利害関係と政治に絡む危

険を察知するのか、どこか避けて、あいまいにして

いるように見えてならない。

このままぼやけて何もせずでは福島県の子どもた

ちに対する社会的ネグレクトと言わざるを得ない。

神戸先生の報告は、過去から現在、そして未来へと

拡大しながら進行する問題への深刻な不安の訴えで

ある。真摯に受け止めねばならないと自らに言い聞

かせた迫力あるシンポジウムの報告だった。自分に

何ができるのか、本気で考えなければ、子ども達の

前に、大人として立つ資格はないと思った。
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１．研究の目的
　本研究は、児童虐待対応など児童相談所の専門性を高め、適切な相談援助を行うために、児童福祉司スーパー

ビジョン＊１の現状と課題を明らかにし、児童福祉司スーパーバイザー＊２に必要とされるものは何か、また児

童福祉司スーパーバイズのあり方等について検討することを目的としている。

　平成20年度では、児童福祉司スーパーバイザーとしての経験を持つ研究代表者および共同研究者が、児童相

談所におけるスーパーバイザーとしての体験及びスーパーバイジーとしての体験を報告し、それをふまえて児

童福祉司スーパーバイズのあり方、現状と課題等について討議・検討した。合わせて、児童福祉法が施行され

た昭和23年以降に発出された国の指針＊３から児童福祉司スーパーバイザーにかかわる部分を概観し、児童相

談所のスーパービジョンについての文献レビューを行った。最後に、これらの研究を通して明らかになったこ

とを踏まえ、問題提起を行った。それは、以下の３点である。

児童相談所における児童福祉司スーパーバイズの
あり方に関する研究（第２報）

研究代表者　　川﨑二三彦（子どもの虹情報研修センター）

共同研究者　　衣斐　哲臣（和歌山県子ども・女性・障害者相談センター）

　　　　　　　野坂　正径（神奈川県小田原児童相談所）

　　　　　　　菅野　道英（滋賀県中央子ども家庭相談センター）

　　　　　　　武田　玲子（横浜市中央児童相談所）

　　　　　　　山澤　重美（鳥取県米子児童相談所）

　　　　　　　佐々木宏二（子どもの虹情報研修センター）

　　　　　　　長尾真理子（子どもの虹情報研修センター）

＊１ 　ここで使用している用語については、平成20年度研究報告書と同様、「子ども・家族の相談援助をするために－市町村児

童家庭相談援助指針・児童相談所運営指針」に掲載されている「スーパービジョンの要領」において「児童相談所の利用

者に対して適切な相談援助活動ができるようにするために、各職員の職務遂行能力を向上させる目的で行われる各専門分

野の熟達者による教育・訓練・指導の行為を『スーパービジョン』、教育・訓練・指導に当たる者を『スーパーバイザー』、

それらを受ける者を『スーパーバイジー』と呼ぶ」とされている点をふまえている。

　　 　また「スーパーバイズ」という用語を、スーパービジョンとほぼ同義で、あるいは「スーパービジョンを行うこと」といっ

た意味で併用することについても、平成20年度報告書に準じている。

＊２ 　従来、児童相談所運営指針において、スーパーバイザーは「教育・訓練・指導担当児童福祉司」と称していた。平成20

年３月の改定により、「教育・訓練・指導担当児童福祉司（児童福祉司スーパーバイザー）」と「教育・訓練・指導担当児

童心理司（児童心理司スーパーバイザー）」に区分した。
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　（１） 歴史的に見ても、児童相談所においてスーパーバイザーの配置が十分には行われておらず、根付いて

いないことが明らかになった。しかしながら、児童虐待への適切な対応を求められる今日の児童相談所

においては、経験豊富なスーパーバイザーの存在が強く必要とされており、各自治体において中長期的

な見通しをもった人事政策が求められていること。

　（２） 現在の児童相談所は、危機管理や組織的対応の必要性が強調されており、現行の「スーパービジョン

の要領」（財団法人日本児童福祉協会，2005；pp.355-363）＊４が示された時点とは大きく変化している

ことから、内容について再検討し、現状にそったものに再編成する必要性があると思われること。

　（３） 上記２点を検討するにあたり、児童相談所において現在行われている具体的なスーパービジョン事例

について検討することを通して、スーパービジョンの現状と課題、事例の蓄積を行う必要があること。

　平成22年度は、（３）に挙げた問題提起に焦点を当てた。すなわち、今日の児童相談所におけるスーパービジョ

ン事例を検討し、児童福祉司スーパービジョンの現状と課題について議論・整理することを本研究の目的と

した。＊５

＊３ 　例えば、昭和26年３月発行『兒童福祉マニュアル』、昭和27年３月発行『児童福祉必携』、昭和32年２月『児童相談所執務

必携』、昭和39年２月発行『児童相談所執務必携（昭和39年改訂）』、昭和52年３月発行『児童相談所執務提要』、平成２年３

月発行『児童相談所運営指針』など。

＊４ 　詳しくは、『平成20年度研究報告書 児童相談所における児童福祉司スーパーバイズのあり方に関する研究』の「Ⅱ．国の

指針を概観する」及び「Ⅵ．資料」を参照のこと。

＊５ 　なお、紙面の都合により、各研究者が自ら行ったスーパーバイズの事例についての報告等は割愛し、それらをふまえた

まとめの討議部分のみを掲載した。研究報告書の全文は、センターの援助機関向けホームページにおいて閲覧できるので、

関心のある方はそちらを参照されたい。なお各研究者の所属は、本研究を実施した平成21年度時点のものである。

Ⅳ　座談会（まとめの討議）

「児童福祉司スーパーバイズのあり方」を考える

以下は、平成22年３月17日に行った、第３回研究会における座談会（まとめの討議）について、整理したも

のである。

川﨑（司会）　年度末のご多忙の中、お集まりいた

だきありがとうございます。本研究については、

もともと現場の実践を生かすという趣旨で始めた

という経緯があり、研究のまとめについても、な

るべく現場の声を具体的に反映させるということ

を狙いとしていることから、全員での討議をその

まま形として残すということにしました。その点

をご了解ください。

さて、振り返ると、第１回研究会ではスーパー

バイズのあり方を中心に各職場の状況について皆

さんから報告していただき、第２回で具体的な

スーパーバイズの実際について報告を受け、検討

しました。この１回目と２回目の討議を通じて得

られたこともふまえて、今日は児童福祉司スー

パーバイズのあり方について、改めて議論を深め

ていきたいと思います。

はじめに
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スーパーバイズを区分けする

○現在の児童相談所児童福祉司スーパーバイズは、以下のように区分することができる。すなわち、①継続指
導型、②助言・指示型、③組織対応型、④同席面接型、⑤集団カンファレンス型、⑥ケース進行管理型、⑦
その他、である。

○スーパーバイズの型を区分けすることで、スーパーバイザーは自らの業務内容を客観視でき、自己洞察も進
むことで、より適切なスーパービジョンが可能となる。

継続指導型スーパーバイズ

本日の具体的な進め方ですが、第２回研究会で、

衣斐さんがスーパーバイザーとしてのご自身の１

日の動きの中から導き出したスーパーバイズのい

くつかのパターンを例示してくださったので、そ

れを利用させてもらい、現在のスーパーバイズの

特徴や今後の展望、課題などについて、話し合い

たいと考えております。衣斐さんの区分けだと、

スーパーバイズは、①継続指導型、②助言・指示

型、③組織対応型、④同席面接型、⑤集団カンファ

レンス型、⑥ケース進行管理型、⑦その他となっ

ています。

この区分けは、スーパーバイザーの実際の活動

をベースにした実践的、実務的なものと考えられ

ること、こうした区分をすることで、スーパーバ

イザー自身も自らの役割を客観視し、自己洞察を

深めることができるという点で、有用なのではな

いでしょうか。

川﨑　早速ですが、まずは、①継続指導型について

議論していきたいと思います。この型については、

第２回研究会での衣斐さんの事例報告のなかには

ありませんでしたが、武田さんが報告された事例

がそれに該当するとして、検討されたかと思いま

す。昨今の児童相談所は忙しくて、１つの事例に

対して継続的にスーパーバイズを行うのはなかな

か難しいという現状もあるかと思いますが、とも

かく自由にご発言をお願いします。

衣斐　武田さん、こういう形態は多いんですか？

武田　そうですね。横浜の児童福祉司は専門職で、

一時期はかなりベテランの方も多かったんです

が、その方たちが一気に退職された後、多くを新

人に近い方が占める状況になりました。そのため、

何ケースかは継続指導型スーパーバイズ、スー

パービジョンを取らざるを得ないわけです。性的

虐待とか親対応が非常に難しい虐待ケースなどで

は、特にこうした対応を必要としています。

でも、自分が児童福祉司をやっていた時は、こ

うした継続指導型スーパーバイズはほとんどあり

ませんでした。どちらかというと②の助言・指示

型、それと③の組織対応型でしょうか。何かあっ

たときには状況を報告し、その上で、「かくかく

しかじかなので、一緒に入ってください」と頼ん

でいたと思います。でも現在は、組織的な、また

人材的な課題が多くあるため、①の継続指導型を

やらざるを得ないと感じています。

菅野　武田さんの事例を聞いて、すごく丁寧にやっ

ているように思いました。長いこと児童相談所に

いるけど、昔はほんまに、いきなり面接、いきな

りやりなさいという調子やったからねえ。

うちの場合、“児童福祉司初めて”どころか、“社

会人初めて”みたいな人も入ってくるので、地域

担当を持たない児童福祉司、言ってみればスー

パーバイザーと地域担当福祉司の中間に位置する

ようなポジションの人が、全部のケースではない

んですけど、１年ぐらいは、今おっしゃったよう

な形や、組織対応型に近い形で援助し、関係者会

議にも参加しています。

川﨑　ところで、児童相談所運営指針の参考資料に
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位置づけられている『スーパービジョンの要領』

には、「スーパーバイジーは、必要とされる事項

について、個人的にスーパーバイザーのスーパー

ビジョンを受ける必要がある。個人的スーパービ

ジョンは、原則として毎週１時間、同一ケースの

相談援助活動の全過程について、各段階で留意す

べき事項を中心に分析・検討を行う」という一節

があります。でも、今議論している継続指導型で

は、武田さんの事例のように、ある時には指導・

助言というスタイルをとることがあるけれど、他

方では、児童福祉司と役割分担してスーパーバイ

ザーもケースに直接関わっています。だとしたら、

『スーパービジョンの要領』で述べられているこ

とは、今ではもう絵に描いた餅で、現実的ではな

いということなんでしょうか。

もしもそうだとしたら、つまり、今日的にはこ

こで実践されているような継続指導型がスタン

ダードであるとしたら、『スーパービジョンの要

領』も変更しないといけないのかも知れない。

衣斐　それは、内部でやる個人スーパービジョンっ

てことなんですか。どこか違う場所、違う児童相

談所に行ってスーパーバイズを受ける場合は、従

来から言われているスーパービジョンが成り立ち

やすいですよね。

菅野　スーパーバイザーは直接ケースにはタッチ

せずに、児童福祉司が純粋にスーパービジョンを

受けるという形ですね。

川﨑　『スーパービジョンの要領』は、「すべての事

項についてスーパービジョンができると考えるの

は非現実的である。したがって、相互にスーパー

ビジョンを行うほか、必要に応じ外部の専門家に

よるスーパービジョンの機会を設けることが必要

である」とも述べています。だから、必ずしも内

部でやらなければいけないというわけじゃないん

だけど、「スーパービジョンは外でやれ」という

ことではないはずです。だとしたら、これまで言

われてきたオーソドックスなやり方というのは、

今でも取り組まねばならない人材育成の方法なの

か、では、それは現在の児童相談所にとって現実

的なのか。実は去年の研究の時から気になってい

るんです。

衣斐　外部でスーパービジョンを受ける場合は自ず

と形が決まるというか、外部のスーパーバイザー

が直接ケースの面接に入るなんて考えられないけ

ど、組織内部のスーパーバイザーだと、自分も入っ

てやらないと何か意地悪しているような感じに

なったり、児童福祉司から頼まれると嫌と言えな

いというかね。ですから、内部で純粋にスーパー

バイズだけをしようとすると、スーパーバイザー

の方に忍耐がいるんだろうなと思うんですよね。

川﨑　自分はこっち側にいて、あなた頑張りなさい

というのは苦しい？

武田　そうですね。

菅野　古くから言われているスーパービジョンは、

要するにその人のやり方とか理論を学びたいとい

う意味も含めたスーパーバイズですよ。スーパー

バイザーのやり方で指導を受けるわけですから、

個人スーパーバイズって幅が狭いんですよね。で

も児童相談所の中だと、いろんなことをしなくて

はいけない。内部にいろんなケースに対応できる

ようなスーパーバイザー、マルチな方がいてくれ

はるといいんですが、現実にそんな人はなかなか

いないし、毎週毎週っていうのも、今ではちょっ

と想定しにくいですよね。

川﨑　児童相談所のスーパーバイズということで

考えたら、新人が増えてきたとか世代交代だから

とかの事情も含めて、武田さんが報告されたよう

な形の取り組みが定番というのか、やはり基本に

なるんですかね。

菅野　一緒にやってみないと伝わらんところも実

際あるしね。偉そうに言うてるだけではあかんで

しょ。

川﨑　う～ん。なるほど。

菅野　もちろん１つのケースを通して、“これで人

を育てる”みたいなニュアンスはあると思うんで

すよね。ただし、いろんなものを提供できるスー

パーバイザーがいるかどうか。それこそスーパー

バイザーのスーパーバイズという問題とも絡んで

くると思いますね。

川﨑　その点は後で議論するつもりです。
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衣斐　野坂さんが報告された事例は、継続指導型プ

ラス組織対応型であり、かつ助言指導もしていて

同席面接もしてますよね。言うなれば、①継続指

導型、②助言・指示型、③組織対応型、④同席面

接型、これらの全部をされてるように感じました。

これは児童福祉司サイドから何か要望があっての

ことだったんでしょうか。

野坂　新しく児童福祉司になったばっかりの人に、

初めての重篤なケースだったので、最初だけ同席

面接をしました。ただし、どの辺を節目にして児

童福祉司に任せていこうかっていうことは、ずっ

と考えていました。だから、ここで言われている

継続指導型というのとは少し違っています。とは

いえ性的虐待とかの重篤なケースだったりする

と、必ず一緒に関わることになります。ベテラン

の児童福祉司であっても、ある程度組織的に対応

しなければならないという事例では、複数対応を

原則にしてますから。

川﨑　はい。　

野坂　年配のケースワーカーなんかの話を聞くと、

「昔は一人でやってた」「今の福祉司は、そういう

意味では精神的負担は軽くなってるんじゃない

か」みたいなおっしゃり方をするんですが、今は

一人で全てやるというわけにはいかなくなってま

すからね。

川﨑　皆さん方のお話を伺っていると、スーパービ

ジョン、スーパーバイズのあり方が純粋に変化し

たというよりも、むしろ児童相談所が対応する相

談の内容が変わり、ケースワーク、ソーシャルワー

クの進め方、援助の方法も変化を余儀なくされ、

複数対応などが必要となり、そういう大きな波の

中で、スーパーバイザーも必要に応じて一緒に対

応するようになったということなんでしょうか。

武田　そちらが大きいかもしれないですね。

佐々木　未経験の新人と困難事例とが一緒に押し

寄せてきちゃった。だから経験者がついてやらな

いといけない、やらざるを得ないという感じです

よね。今抱えているのはほとんどが困難なケース。

それを新人がやらなきゃいけないから、どうして

もマンツーマンでの継続的な指導が必要になって

いる。

武田　全部ではないですけど、大変なケースと言わ

れている性的虐待とか厳しい虐待の事例、あるい

は重篤な非行。そういう事例は、早い話、保護者

との間で「言った」「言わない」で揉めたりしな

いように複数で対応するという場合がありますよ

ね。ただしこれは、スーパーバイズという意味と

は少し違うかも知れませんが……。

川﨑　今後もこういう形態は必要になってくると

いうことですね。じゃあ、ある程度ベテランになっ

ている人に対してはどうなんでしょう。

武田　継続指導型は、比率としてはやはり初心者の

ほうが高くなりますよね。結構難しいケースも来

ているので、新しい人には是非とも必要なやり方

だと思います。

菅野　比率的にはそうだと思うけど、中堅とかベテ

ランの人であっても、たとえば「会議がちょっと

混乱していて難しいから一緒に入って欲しい」っ

ていうオーダーなんかがあれば、スーパーバイ

ザーが直接入るってことはある。

川﨑　ベテランになってくればポイント、ポイント

でやればいいということですかね。ただしそれは、

後で出てくる「同席型スーパーバイズ」と言える

かも知れません。その点、初心者の場合はずっと

フォローする必要が多くて、やはり「継続型」の

比率が高くなるということでしょうか。

継続指導型スーパーバイズのポイント

○継続指導型スーパーバイズは、スーパーバイザーが児童福祉司に対し、１事例について経過を追って適宜指導、
援助する形態のスーパーバイズである。

○スーパーバイザーは、必要に応じ自ら役割を担ってケースに直接関与することもある。
○新人福祉司を含む未経験の児童福祉司が担当する困難事例（難しい保護者、性的虐待、重篤な虐待や非行事
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　例等）では特に必要となる。
○ベテラン児童福祉司であっても、複数対応が必要な事例では、継続指導型スーパーバイズが求められること
がある。

○困難事例が多くなってきた児童相談所の現状、世代交代が続く現在、その重要性は増している。

川﨑　そろそろ、次の「助言・指示型」に移りましょ

う。この点について第２回研究会ではどんな議論

があったか、長尾さん、覚えていることはありま

すか？

長尾　えっ、急に言われても思いだせないんですが

……。でも、衣斐さんの原稿を読んでいて私はす

ごく納得したんです。児童相談所は忙しくて困難

なケースも多いから、本当に危機的な状況で、児

童福祉司さんがヘルプを求めてスーパーバイザー

のところに行くっていう状況も多いのかなって思

います。そういう時って、多分一から全て説明す

る時間がない。「１、２で聞いて、３、４で質問

を投げ返して……」と書いてあるように、本当に

短いやり取りだけで必要なことを押さえ、すぐ動

かないといけないわけですから、こういうのがす

ごく助かるだろうなあって思ったんです。

私は心理の立場なので、①の継続指導型スー

パーバイズが欲しい時もあるんですが、ケースが

危機的状況になった場合には、こういうスーパー

バイズが欲しいです。その時々に、スーパーバイ

ザーがアセスメントして答えてくれれば、本当に

助かるなと思って、納得しながら読みました。

衣斐　よく分かっていただいて、ありがとうござい

ます。確かに、そういうところがスーパーバイザー

の醍醐味だと思いますね。まさに現場っていう感

じで。

「今こういうケースが来てるんです」とか、「こ

んな状況になってます！ どうしたらいいんで

しょう」と質問されて、「で、どうするつもり？」

などとその場で返す。福祉司さんとのそういうや

りとり自体が面白いんですね。もちろん答えを出

してあげないと前に進めないわけやから、何らか

の提案をしますよね。それが的確な答えかどうか

は、こっちも半信半疑なんですが、数を重ねるう

ちに、次第に「あ、これでいいんだな」「こうい

うスーパーバイズが生きてくるんだな」って思え

てくるわけです。

川﨑　こういう形は、これはもうみんな無数に経験

していると思うんですね。けれど、１を聞いて10

を知るとばかりはいかない……。

衣斐　でも、１を聞いて10を知るでしょ、川﨑さん。

川﨑　というか、私は“この福祉司とこのケース”っ

ていう具合に、常にセットで見てました。だから

似たようなケースであっても、「ああ、はい、はい」

と返しておけばそれで大丈夫ということもあれ

ば、逆に、よほど注意して聞かないと迂闊に返事

できないぞという福祉司さんもいました。ケース

の中味と同時に必ず担当者を見るんですよね、

やっぱり。その両方がちゃんとわかれば、あんま

り失敗はないように思います。

衣斐　この手のやりとりでは、ワーカーさんが言う

の聞いてパッと浮かんだイメージで質問し、その

答えがこっちの想定したことと一致すれば、

「あっ、このケース、やはりこういうケースなんだ」

という仮説が立てられます。その仮説に基づいて

また返し、ワーカーからの返事を再吟味する。そ

れが、１、２、３、４ぐらいのやり取りで、５、

６の段階では、もう実際に提案してやってもらう。

その結果をフィードバックしてもらって、「あっ、

そうだったんか。それやったら、次はちょっと路

線変更してみようよ」みたいな感じで、後のフォ

ローにつなげていく。短時間で助言・指示すると

いっても、言いっ放しだと駄目なんですよね。

川﨑　確かに醍醐味もあるでしょうけど、スーパー

助言・指示型スーパーバイズ
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バイザーはいろいろ忙しいから時間がないですよ

ね。こういうやり取りでの困難さとか、難しさを

感じることはありませんか。

菅野　福祉司さんが支援の大まかな方向性を掴ん

でいて、そのためにどう進めるか知恵を貸してく

れと言うのであれば、「あっ、こんな作戦どうや

ろ」って割と簡単にアイデア出せるんです。でも、

そういう場合って意外と少ないんですよね。むし

ろエピソードばかりが語られて、結局は何を求め

られているのか分からへんようなことも珍しくは

ない。それだと、具体的な助言をする前に、まず

情報の整理からしないとあかん。そういうことで

結構時間を取られることがあるかな。

野坂　ケースワーカーが、スーパーバイザーを相手

に確認作業をしているようなこともありますね。

自分のやり方にまだ自信が持てず、「こういう風

にやってるんだけど、どう思われますか」みたい

な相談をしてくる。でも、実際にはかなり深く考

えてるんです。じゃあ何故尋ねてくるかというと、

スーパーバイザーを使って自分のやっていること

に間違いがないかどうか整理し、自信をつけてい

くためなんですよね。それでステップアップして

いきます。

川﨑　確かにそういうことはありますね。それも

スーパーバイザーの結構たいせつな役目だと思い

ます。私が児童福祉司をやっている時のことです

が、「これで行こうと思うんですが、いいですか」

とか、「こういう方向で考えてるんですが……」

みたいなことを、よく上司に言ってました。でも

上司は「あ、はい」で終わっちゃうんです。実は

これ、相談のようで相談ではない。野坂さんが今

言われたように、自分の立てた方針には一定の自

信があるんだけど、それを組織的にも了解しても

らってからことを運ぶという意味が大きかった。

それはそれで重要なんですね。

ところが逆の立場になってみると、ちょっと

違った風景が見えてきました。課長の私に、児童

福祉司が「こうしたい」って言ってきたときに、

本当は「かなり危ないなあ」とか、「あんまり賛

成できないなあ」と思っても、「あ、はい」と言っ

てすぐには止めないんです。「あなたがやりたい

んだったら、ともかくやってごらん」という姿勢

をとりつつ、一方では、その方針だとどんなリス

クがあるかを考え、その時のことをシミュレー

ションしておく。担当者がそれでやりたいなら、

まずは思う存分やってもらう。そのかわり危なさ

はこっちが引き受けるつもりで覚悟しておく。私

にはそういうところがありました。そのほうが、

本人も納得できるし、児童福祉司の成長にもつな

がると思うんですね。もちろん全てそうだという

わけではありません。その辺は、危険度との比較

でさじ加減するわけです。

菅野　僕がアドバイスしていくときは、結構細かい

話をしてます。たとえば親と面接する時に、「こ

ういう話題で、こういう言葉を使ってみたら」み

たいなこと。その親がしゃべったことをよく聞い

て、言い回しも含めてどう返すか言ってみたり、

具体的テクニックなんかも結構話してるなって思

います。

川﨑　確かにそうやね。「私やったらこう言う」み

たいにして、親に返す言葉をそのまま口に出して

福祉司さんに聞いてもらう。あれは自分の癖なの

かどうか、よく分かんないけど……。

武田　過去にこういうパターンがあったとか、こう

いう事例を体験したことがあるってことは結構

言ってますね。同じような状況の時、こういう対

応をしたらこうなったとか、ちがうやり方をした

らこう進んだとか、他の人のケースも含めて過去

の経験はよく伝えていますね。

菅野　それはありますね。「相手がスッて聞いてく

れはったらいいけど、反発されたらどうしましょ

う？」とか尋ねられるもんで、いろんな展開の可

能性を頭に置いて慌てないように、みたいなこと

をアドバイスします。

武田　こっちがだめだったら次はこの方法みた

いな。

川﨑　ところで、こちらにアイデアがあまり浮かば

ないで困った、というようなことはないですか。

佐々木　それとは少し違うかもしれませんが、助言

を求められて具体的に提案するでしょ、すると
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「あ、それやりました」「こういう方法は？」「あ、

それもやりました」って調子で、次々「それもそ

れもやりました」と言われるんで、もっと違うア

イデアを示さねばならないと、こちらが責任を感

じてしまったり……。その他にもいくつかアドバ

イスの方法を考えさせられたことがありまし

たね。

川﨑　そのような状況って、どこに問題があるんで

しょうか。

佐々木　う～ん、その児童福祉司さんは、ただ機械

的に言っているだけで、自分が話したことが相手

にどう受けとめられたのかということを、きちん

と自分自身で考えてないんじゃないかという気は

しましたね。あるいは防衛が強くて、こちらのア

ドバイスに対して欠点を指摘されたと受けとめて

しまい、言い訳的に反応しただけかも知れません。

そのように防衛的になっている児童福祉司さんに

どう話していけばよいのか、迷いましたね。

菅野　そういう時って、児童福祉司さんに「どうし

たいん？」って訊きますよね、僕だったら。

野坂　通告があって、ケースワーカーが家庭訪問し

たんですね。ところが、戻ってからその時の様子

を詳しく報告してもらっても、私が知りたい情報

が何もないんです。「ここはどうなってるの？」「こ

れはどうだったの？」とか、「この辺のことは聞

いた？」って尋ねても全然答えられないんですよ。

その時は結局「もう一回訪問に行って」ってこと

にしたんですけど、そういう話をしているうちに、

段々と私がワーカーさんを責めているような雰囲

気になっちゃったんです。そんなつもりじゃな

かったんですけど。本人も緊張していたってこと

はわかるんですが、初回の訪問だったので、こち

らもどういう風にケースを組み立てていこうか思

案しますし、やはりそのためには情報が必要です

よね。だからやむを得ない面はあるんですけど、

指示的な感じがあまりにも強く出てしまった。そ

れって、やっぱりすごくまずいなあって思った記

憶があります。

川﨑　よくわかります。さっきは私も「福祉司と

ケースを常にセットで見る」なんて言いましたが、

ケースの内容に熱中してしまうと、担当福祉司の

ことがどこかへ飛んでしまって配慮するのを忘れ

るということがありました。スーパーバイザーと

スーパーバイジーの関係って、担当者とクライエ

ントの関係に類似するといわれることがあるで

しょう。スーパーバイザーは支持的に、つまりサ

ポーティブであれと言うんですが、そんなに簡単

ではないですよね。

菅野　でも、スーパーバイザーが自分で仮説が立て

られへんかったら、何もできないじゃないですか。

野坂　そのワーカーさんは、訪問はしたものの、た

ぶん次のステップまで考える余裕がなかったんだ

と思います。新しい福祉司さんは、そういうとこ

ろで行き詰まることが多いんでしょうね。たとえ

ば「こうでした、ああでした」と。そのことに限

れば情報は正確なんですけど、実は次につながる

ために必要な情報はあまりない。だから「次どう

すんの？」って訊かれると困っちゃうんですよね。

菅野　スーパーバイザーだって、助言・指示するた

めには、ケースについて自分自身に一定のイメー

ジができ、その時点である程度の見立て、見通し

が立たないと無理でしょう。

川﨑　だから見立てが立たない場合は、さっき野坂

さんが新人福祉司さんに求めたように、「もう一

度家庭訪問して、これこれについて調べて来て」っ

ていうことが、まさに助言になるわけですよね。

菅野　あっ、それはよくやってますね。僕の場合、

福祉司から心理診断のオーダーを受ける窓口に

なっているので、その時点でいろいろ確認するん

です。「親はどう言うてんの？」「いや、学校の先

生が……」「そうじゃなくて、親御さんの気持ち

が知りたいの」「あのう、先生が……」。こういう

やりとりを通じて、福祉司さんは抜けて落ちてい

た部分の調査をしてくることになるわけです。

衣斐　この助言・指示型については、福祉司さんが

助言を求めたいという場合のことを、私は想定し

ていたんです。この型では、向こうが自分のやり

たいようにやるんだったら助言を求めてくること

もないでしょうし、結果的に「こっも文句は言い

ませんよ」ということになるので、正直言って不
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安はあります。進行状況がみえませんからね。で

すから、もう少し枠をはめて「必ず助言を求めに

来なさい」と言えなくはない。ただ、基本的には

本人が自分で困らないでやってるんであれば、こ

ちらは口を出しません。そういう待ちの姿勢も大

事なのかなと思うんですよ。

川﨑　でもその場合、全然助言を求めない人もいる

でしょう。こういう人へのスーパーバイズはどう

なるんでしょうか。

菅野　押し売り的な助言・指示っていうのはあり

ますね。誰かが何人かで喋っているのが耳に入っ

て、「うん？」「待てよ？」って思ったとき、こっ

ちから輪の中に入って、そっから気づいたことを

しゃべるんです。

佐々木　積極介入型ですね。

菅野　押し売りやと思うんですけど、それが結構役

に立つ。

川﨑　なるほどね。ところで衣斐さんが、先ほどい

みじくもおっしゃったように、助言・指示型が「待

ちの姿勢」の中で的確にスーパーバイズするもの

だとしたら、助言を求めようとしない人への対応

は、むしろケース管理をどのようにしていくかと

いう問題に通ずるのではないかと思います。これ

は、この後で議論することにしたいと思います。

助言・指示型スーパーバイズのポイント

○助言・指示型スーパーバイズの基本は、待ちの姿勢。
○児童福祉司は危機的な状況の中で助言を求めてくる。限られた時間を有効に活用する工夫を！
○１,２で聞いて、３,４で質問し、５,６で提案を行い、７,８で経過をみて、９,10でフォロー。
○スーパーバイザーは、常にケースと担当福祉司の両方をセットで考えることが大切。
○児童福祉司の方針が危うくても支持することがある。その場合はスーパーバイザーが予測されるリスクを検
討、引き受ける準備をしておく。

○スーパーバイザーは抽
ひきだし

斗の多さが宝、過去の経験を生かして助言する。
○担当者が面接で保護者に返す言葉を、スーパーバイザーが口に出して言ってみる方法もある。
○児童福祉司は、自分の方針に確信を持とうとして「質問」の形で確認する場合もある。
○スーパーバイザーも仮説が立たないと助言ができない。仮説のための情報整理をすることも重要で、「××に
ついてもう一度調べてみて」という助言もある。

ケース進行管理型スーパーバイズ

川﨑　先ほどからの議論の流れもありますので、こ

こからは６番目に挙げられた「ケース進行管理」

というテーマで議論をしたいと思います。

武田　福祉司さんの中には、ケースワークが全然進

行しなくなっちゃう方もありますよね。たとえば、

苦労して一時保護したらほっとしてしまうのか、

その後の動きがパタッと止まってしまって、こち

らがやきもきするようなこととか……。

野坂　うちで言うと、一人の児童福祉司が大体60か

ら80ケースぐらいを持ってますよね。すると、そ

れぞれのワーカーさん、特に新しい方は、自分の

得意なところには手をつけるんですよ。だからそ

のケースだけは進むんです。ところが苦手だと感

じているケースだと、なかなか動いてくれない。

私はそこには介入しますね。「ところであのケー

スはどうなったの？」って訊くんです。そうした

ら、「えっ?!」って。やっぱり困ってるんですよね。

手をつけられてない。ワーカーさんによって得

意・不得意があるので、やはりこちらから声をか

ける必要があるんです。福祉司さんが少し経験を

積んできたら、今度は逆に、苦手だろうなと思っ

ても意図的にしばらく見ていることもあります

けど。

川﨑　スーパーバイザーには、やはり管理的側面が
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求められますよね。だから、助言というより、ま

ず報告を求めなくちゃならない。ただし、１人の

児童福祉司がたくさんのケースを抱えていたら、

あるいは１人のスーパーバイザーがたくさんの福

祉司を抱えていたら、どこまで完全にできるかっ

ていう問題がある。全ケースというわけにはいか

ないので、勢い気になるケースに、あるいは全然

見えなくなってるケースなんかに限られます

よね。

野坂　神奈川では、かつて児童養護施設入所中の子

どもが外泊中に虐待死するという事件＊１があり

ました。担当者はとても真面目な方で、それは一

生懸命やっていたと聞いています。ただし、予定

していた帰省期間を超えて外泊が長引いていたと

いうことについては、必ずしも所内において必要

十分な報告がなされていたとは言えませんでし

た。行き詰まってしまうと、逆に報告できなくなっ

てしまうということがあるかも知れませんし、

スーパーバイザーがそこをどう押さえていくかっ

ていうのが、やっぱり大切だろうなって思います。

川﨑　私が地域担当の児童福祉司をしている時の

ことを振り返ると、どうしたって行き詰ってしま

うケースが何件かは出てくるんですよ。それって、

上司に相談はしたいんだけども、その前に、まず

は自分でもう少し何とかしとかなきゃいけないっ

て考えてしまうんですね。たとえば、親御さんに

１本電話をして状況を確認しておこうとか。とこ

ろがそういうケースに限って、決して忘れている

わけじゃないのに、その１本の電話が難しいんで

す。それでますます気分が重くなる。

山澤　自分の場合、ケース管理に関しては、２人の

福祉司が在宅で受け持っている数が約160ケース

で、それに施設入所ケースが加わります。それを、

１か月に１回必ずチェックするんです。

川﨑　全ケースですか。

山澤　そうです。集中してやります。やり方も、「動

きがない」「ああそうですか」ということで終わ

りにはしないで、「具体的にどうなっているのか」

ということ確認します。「前回の時、こうしよう

と言ったでしょ」というふうにね。福祉司さんは、

最初そう訊かれること自体が苦痛だったみたい

で、特に１か月間何も動けてないような場合は、

結構いやがってました。でも、繰り返し繰り返し

やっていくことによってケースが展開していくん

です。児童福祉司も要領が分かってきたのでしょ

うね、きっと。だから、管理というのは大切なこ

とだと思うんです。ただ、こっちもしんどいです

よね。

野坂　私たちのところも、３か月に一回は必ず全

ケースやってます。

武田　横浜の場合はＩＴシステムがあるので、スー

パーバイザーから所長に至るまで、ケース記録が

全部見えちゃうんです。ただし記録を書かないと、

当然ですが見ることはできません。というか見て

も記録がなければ何もわからない。

野坂　神奈川県のＩＴシステムは、６か月以上動き

がないと、画面上でそれがわかるようになってい

ます。

佐々木　それは虐待の全ケースっていうことで

すか。

野坂　そうです。チェックをすると、全部出てくる

んです。

武田　横浜の場合も同じで、野坂さんが言ったよう

に一定期間動きがなければランプで警告されま

す。でもそれは、スーパービジョンとはちょっと

違うかもしれないですよね。

山澤　記録は大切なことだと思うんですけど、記録

で回ってくるものを読むのと、児童福祉司から直

接話を聞くのとでは、やっぱり全然違うと思うん

ですよね。だから対面しての報告を大切にして

ます。

武田　そうですね。

佐々木　直接話していれば、記録の行間に含まれる

大切なものが読み取れますからね。

山澤　ですから、「必ず報告ちょうだい」と言って

ます。福祉司さんは、家庭訪問や関係機関との協

＊１ 　平成18年度に発生した虐待死事件。経済的な事情で預かっていた児童の外泊を認めたところ、帰省日を過ぎても施設に

戻さないまま日時が過ぎて、そのまま虐待死に至った。
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議が長引いたりして夜遅く帰ってくることも多い

ので、こっちもなるべく残って待っているように

してます。もちろん、やむを得ず翌日になること

もありますが……。

菅野　管理的な部分は、当然のことながら管理職ポ

ジションの役割で、それは広い意味での、つまり

大枠の部分でのスーパービジョンになると思うん

です。うちは進行管理の中で、どの情報を大事に

扱うか、家族の状況が悪いのはなぜかといったこ

とが書けるような書式を作って利用しているの

で、管理イコールケースの見立てにもなっていま

す。進行管理は単に進行管理一色ではなくて、自

然とケースの見方とかリスクの拾い方に習熟する

ようになっている。

衣斐　そういう意味では、やはりスーパーバイズに

なるんですね。進行管理しながらスーパーバイズ

するっていう側面が出てくる。

菅野　進行管理会議では、たくさんのケースをごく

短時間で全部見ていくわけだから、スーパーバイ

ザーもすごく早いペースで究極の読みを求められ

る。児童福祉司だって、要点だけをしゃべるよう

にしないとあかん。だらだら説明してるとすぐに

時間がなくなってしまう。

川﨑　実際に多くのケースの進行管理をしなきゃ

いけない、で、実はそれが管理というだけでなく

スーパーバイズにもなるってことですかね。そこ

もうちょっと詳しく説明してください。

菅野　先月と比べて今の状態がどうなっていて、ど

んな支援が必要なのか、端的に言えばこれだけの

要素ですよ。子どもの安全度が上がったのか下

がったのかという評価をして、支援がうまく行っ

てへんかったら支援の方法を変える。短時間で今

現在の見立てをし、それを分かりやすく伝えて児

童福祉司に分かってもらうということです。

衣斐　ところで、『スーパービジョンの要領』って、

平成17年に改定された児童相談所運営指針に添付

されているものが一番新しいんですよね。そこで

は虐待への対応という点に関してどのように記載

されているんですか。

川﨑　この『スーパービジョンの要領』は、平成12

年に「児童相談所執務提要」が衣替えして「児童

相談所運営指針」に改められた際に、その参考資

料として載せられたものですが、運営指針がその

後何度も改定されたのに比べて、こちらのほうは、

実はそれ以後ほとんど改定されていません。だか

ら平成17年に新しい運営指針が出されたときも、

『スーパービジョンの要領』のほうは、わずかに

語句の修正がなされた程度＊２で、内容的には平

成２年当時とほぼ同じなんです。ここにはケース

進行管理に関して「調査、面接、検査、指導等の

内容が適切か、仕事の計画が合理的で計画どおり

実施されているか否かを点検し、必要な指導を行

う。特に、ケースの進行計画に偏りがないかどう

かを点検し、全体のバランスを図る」という記述

はあるんですが、「虐待」という言葉は全くでて

こない。だから、従来型のスーパービジョンの要

領であると考えられますね。

菅野　現在の児童相談所に求められるのは、要する

にリスクマネージメントなんです。だから、リス

クマネージメントをするのが進行管理です。ただ

しリスクの把握だけじゃ不十分だから、支援のポ

イントを把握することも含めて管理する。結局そ

こですよね。

川﨑　短時間でどんどんやらなきゃいけない。時間

がないだけに集中して考えていく、それが力量を

アップさせるっていうイメージですかね。

菅野　要素をズバッと抽出せんならんから、エピ

ソードを書く欄もない。でも突っ込まれたら「実

はこういうエピソードがあってね」っていうふう

に報告できなあかん。それに、「えっ、これ先月

のコピーとちゃうか！」みたいな突っ込みもあり

ますからね。

衣斐　それが、今の児童相談所の虐待対応に欠かせ

ないスーパーバイザーの役割でしょう。

武田　そうですね。「進行管理的スーパーバイズ」

のウェイトは大きいように思います。

＊２ 　たとえば、「児童」を「子ども」に、「心理判定員」を「児童心理司」に、「処遇」を「援助」に変更する程度の改定が行

われたのみである。
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ケース進行管理型スーパーバイズのポイント

○現在の児童相談所でケース進行管理は重要不可欠。スーパーバイザーの社会的責任ともいえる。

衣斐　ワーカーを育てるとかワーカーの主体性を

大事にするっていう意味では、「いつでも相談に

乗るよ」っていう待ちの姿勢が必要だけど、他方

では報告してこない人に対してもスーパーバイズ

をしないといかん。それはワーカーを助けると同

時に虐待対応の社会的責務を負う児童相談所の中

にいるスーパーバイザーの役割でもあるんじゃな

いでしょうか。もしもその点をおざなりにして何

か問題が起これば、その不作為の責任として「児

童相談所が関与していたにもかかわらずなぜ放置

していたのか」ということが問われます。それに

ちゃんと対応できるようなスーパービジョンが必

要なんだと思うんですよ。

野坂　所長をはじめとして、管理職はスーパーバイ

ザーに対してそのあたりのことを一番期待してい

るんだと思います。

私は、「仕事の順位づけにはいつも注意して

ね」って言います。なぜかというと、ケースワー

カーって自分の仕事は自分で組み立てるじゃない

ですか。そこがケースワーカーの面白さでもある

わけだけど、そのために、結果としてできないこ

とや考えがまとまらない場合はどんどん後回しに

なっていくと思うんです。そこが落とし穴にもな

るんで注意を払う必要がある。だから月１回の進

行管理会議では、その点をフォローするように努

めています。機械的に管理するだけっていうのは、

管理的でいやだなっていう気持ちが常にあるので

……。

川﨑　それはあくまでもケースの進行管理なんで

すよね。つまりワーカーさんの管理とは違う？

佐々木　そこは表裏一体でしょうね。ワーカーさん

にもいろいろあって、どちらかというと自分の思

いだけで独走しがちなタイプと、逆に不作為が続

くようなタイプがある。今は独走するようなワー

カーさんは少なくなってきたかも知れません。で

すから、不作為のまま過ぎていくような状況のほ

うが、管理者としては恐ろしいかな。

山澤　ケースを管理する中で特に注意しているこ

とは、他機関との関係です。今では児童相談所だ

けが単独で持っているケースってほとんどないで

すよね。多くは要保護児童対策地域協議会などで

協議されています。そこで私が必ずチェックする

のは、そのケースの主担当機関がどこになってい

るかってこと。児童相談所が持っているのか市が

持っているのか。その点が決まっていなかったり

中途半端になっていたら、次の会議に直接自分が

入ってすり合わせをすることもあります。でない

と怖いんですよ、正直言って。

川﨑　ウウム、そうすると今はもうケース管理の幅

を広げて、関係機関も視野に入れておかなきゃい

けないということでしょうか。

野坂　そのことがワーカーさんの負担になってい

るっていうことはよく聞きますね。市町村も入り、

いろんな人がいろんな形で関わっているので、児

童相談所が主体のケースであっても周囲の目が

光っているんです。それだけにきちっとやんなく

ちゃいけないというプレッシャーも強く、精神的

な負担はすごく増えているっていうんです。

川﨑　ところで、ワーカーの立場に立ったら、管理

されるっていうのはどうなんでしょう。しんどい

んですか、それとも楽になるんですか。

菅野　進行管理の会議に向けて資料作りもしなく

ちゃいけないし、手間はものすごくかかってます

よね。でも、「今月の動きは？」っていうチェッ

クがあるので、何もできてなければ、とにかく電

話一本は架けるといった形で、ケースワークを展

開させる支えにはなってますよね。それから、う

ちではその会議に半日くらいかけるので、「自分

のケースのことを自分の仲間内でしゃべれるのは

すごくありがたい」っていう声は聞きます。

川﨑　なるほど。

145
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○児童虐待対応におけるケース進行管理のポイントは、リスク及び支援の要点の把握。
○児童福祉司には得手・不得手がある。不得手の部分は得てして滞る。
○児童福祉司は、スーパーバイザーに相談したくてもその一歩が出せないことがあることに留意する。
○上記にもかかわって、押しかけ型スーパーバイズ、積極介入が必要となる場合がある。
○ケース進行管理は児童福祉司にとって負担でもあるが、児童福祉司を楽にする方法でもある。
○ケース進行管理は、単なる管理ではなくスーパービジョンの場でもある。
○ケース進行管理では、所内に目を向けるだけでなく、関係機関も視野に入れておく。
○ITシステムによる管理だけでなく、児童福祉司と直接対面して報告を聞くことも重要である。
○進行管理のための会議では短時間で多数のケースをチェックするため、スーパーバイザーの力量が問われる。
児童福祉司も、いかに手際よく要点をまとめるかの力量が問われる。

川﨑　次の組織対応型のスーパーバイズに話を進

めたいと思います。これは児童福祉司の上司とし

て組織の責任者の役回りを担い、スーパーバイ

ザーが児童福祉司と一緒に動くという意味でしょ

うか。このような方法は以前にも当然あったはず

ですが、虐待問題が前面に出てくる中で比重が高

くなってきた、不可欠になってきたと思います。

衣斐さん、これって福祉司さんがちょっと困って

しまったようなときに、私が責任ある立場の者で

すといってスーパーバイザーが出て行くイメージ

なんでしょうか。

衣斐　それもあるし、局面がなかなか展開しないと

きに、ちょっと違った言い方を違った者がするこ

とによって変化を作るということもあります。た

とえば、スーパーバイザーが少し権威的に、「こ

れは児童相談所としての考え方なんです。この担

当者だけが言っているわけではないんですよ」と

言ってみたりね。

川﨑　そういう形で出ていくことは、やはり多いで

すか。

武田　多いですね。

衣斐　保護者と直接対応するだけじゃなく、関係機

関とのやりとりの場に出向くということもあり

ます。

菅野　そうそう。関係機関同士が対立関係に陥って

しまったり、膠着状態が続いたりすると、スーパー

バイザーが介入しないといけないことがある。

川﨑　組織対応型というのは、多くの場合、局面を

変えるためにスーパーバイザーが出て行くんです

よね、きっと。でも、そこまでのプロセスはいろ

いろだと思うんです。たとえば児童福祉司サイド

からスーパーバイザーに要請がある場合、あるい

は保護者が上司を出せと言ってくる場合。さらに、

要請はなくてもスーパーバイザーが自ら判断して

出て行くこともあるかと思います。その辺はどう

なんでしょうか。

山澤　児童福祉司からのSOSは必ずありますよね。

それを受けて、「じゃあ、今日どういう内容で面

接するつもりなの？」って、ある程度聞くじゃな

いですか。もちろん、中には児童福祉司が一人で

行く気持ちでいることもあります。でも、「この

場面なら、こういうことが予想される」といった

ことをこっちが判断して、敢えて同席するという

こともありますね。

川﨑　まさに組織として取り組む必要があるって

判断をしているわけですね。

野坂　虐待通告を受けて職権で一時保護をしたと

き、保護者を呼び出しますよね。そういう時は対

立することが予想されるので、必ず同席します。

そして、虐待の告知はスーパーバイザーが引き受

けます。その上で、「今後のことについては、こ

の児童福祉司が担当しますので、よく話し合って

組織対応型スーパーバイズ
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ください」とつなげます。後は、その後の展開に

応じて一緒に入ることもあります。

川﨑　その辺は、他の児童相談所でも共通している

んですか。

武田　共通してますね。節目節目で入ることがある

のも同じです。

川﨑　組織対応型の場合、スーパーバイザーと児童

福祉司とのチームワークは難しくないですか。何

か工夫してることはありますか。

衣斐　こっちが出過ぎてしまうと、児童福祉司さん

に頼られるだけでなく、保護者もスーパーバイ

ザーを頼ってしまって担当の福祉司さんがそっち

のけになってしまうことがあります。そうならな

いように注意するのはスーパーバイザーの至上命

題ぐらいに意識してますね。要するに、こっちが

出ることで局面は変えるけど、それは一回きりで

すよということなんです。それ以降も登場しない

といけないような場合がないわけではないけど、

基本的には児童福祉司を主体にするというスタン

スを守ります。

川﨑　「これが児童相談所の判断です」とスーパー

バイザーが伝え、「今後についてはこの担当福祉

司が相談していきますから」と区切りをつけるわ

けですね。でも、たとえば菅野さんが会議に出て

行ったら、次の会議にも出てくるよう期待されて

しまうことってないですか。

菅野　児童福祉司には、事前に「とりあえず助っ人

だからね」って念を押しておくし、関係機関の人

から「次も来てもらえますよね」っていう雰囲気

を感じたら、こっちから先に「次は来ません」っ

て言っちゃう。

衣斐　完全に嫌われてしまっても困るけど、好かれ

ないようにする？

野坂　私は、スーパーバイザーは嫌われてもいいっ

て割り切っているところがあります。保護者と担

当福祉司とが繋がるために、私たちが意図的に嫌

われる役割をとるわけです。

衣斐　嫌われ切ってしまってもよくないというか

……。

野坂　そうですね。そこが微妙ですね。

川﨑　親御さんにすると、児童相談所全部が敵とい

うんじゃなくて、「こいつが悪いんだ」って思うこ

とが結構ありますよね、もしかしたら、そうであっ

てほしいと期待しているかも知れない。だったら

担当の福祉司ではなくスーパーバイザーがその役

を引き受けるという対応には意味がありますね。

野坂　怒りを率直にぶつけてもらわないことには

次の変化も見えてこないケースもあるので、その

場合にはスーパーバイザーの方に怒りを向けても

らうようにします。

武田　でも、逆に私が入ることで、それまですごく

興奮していたお父さんが手のひらを返したように

静かになって説明を聞いてくれるということもあ

りました。

野坂　男性と女性の違いはあると思いますね。武田

さんの場合は、やっぱり優しい言い方になってる

んじゃないでしょうか。私たちは、男性として

ちょっと違った言い方があるんだと思う。

武田　確かにやり方が違うのかもしれない。相手が

聞く姿勢になってくれれば、「最近もいろんな事

件があったでしょう」「法律的にはこのようになっ

ているんです」と、ていねいに丁重にお話してい

くことができるんですね。

山澤　私は児童福祉司に対して、まずは親御さんに

歩み寄るように、仲良くなるようにしてもらうん

です。それで、よく次のような言い方をしてもら

います。「上司もこう言っており、私はあなたの

ためにこれだけ努力した」と。でも保護者の意向

に添わない方針もあります。そういう場合には、

「お父さんお母さん、こういうことなんだ。私に

はちょっと悔しさもあるけど、上司がこういう判

断をしている」と言ってもらいます。そこで私が

出て行きます。そして、「所長がこういう判断し

てるから、私はあなたのためにこれだけのことを

やりたい」「このような方法があります…」と明

確な方向を伝えます。

川﨑　所長の判断だと言うと、相手が「所長を出せ」

と言ってきませんか。

山澤　めったにないですね。

川﨑　それはやはり、場の状況をよく掴んでタイミ
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ングよく「このような方法があります」と言って

るんでしょうね。

山澤　「所長を出せ」と言われても、その手前で壁

になることが私たち職制の役割ですよね。

川﨑　確かに。

山澤　児童福祉司さんも、「上司がこう言うから」っ

ていうのを使うとすごく楽なんですよ。

菅野　スーパーバイザーが直接登場しない組織対

応型ですかね。

川﨑　素晴らしい。

佐々木　私の場合、「上司が」とか「所長が」って

児童福祉司が言って、「じゃあ、上司を出せ、所

長を出せ」と返されたということを何度か経験し

ています。ですので、児童福祉司がそういう言い

方をする場合には、事前にしっかり意思の疎通を

はかるようにしていましたね。

武田　私は「上司」って言わず「会議でこう決まり

ました」って言うようにしてます。個人の判断だ

けで決めていると思われたらまずいので。「会議

の中では、こういう話も出ましたよ」って、会議

の様子を具体的に説明することもあります。

川﨑　組織対応型では、スーパーバイザーが児童福

祉司とは違った立場で役割を担うわけですが、実

際に出て行くか否かで迷うことってないですか。

たとえば児童福祉司が逃げ腰になって、「上司を

出します」って簡単に言いすぎるようなこととか

……。

菅野　自分の役割が明確であれば、「はいはい」っ

て出て行きます。でも、何をしに行くのか分から

へん場合には、福祉司さんにまず訊きますよね、

何をして欲しいのか。そこでやり取りをして、

「じゃあこの役割で」っていうことが見えてくれ

ば行きます。役回りはいろいろですけど……。

川﨑　逆に言えば、組織対応型では、「事前の役割

分担」「お互いにこの線で行きましょうっていう

チームとしての意思疎通」が出来ていることが必

要条件で、「係長、大変だから来てください」と

いきなり言われてうまくいくというものじゃない。

武田　考え方を一致させておかないとね。引き際

だって大切ですから。

菅野　そうそう。こっちがきついことを言うポジ

ションで、児童福祉司がフォローをするとしたら、

現場でサインも送らないとあかん。実はかなり

練っているんですよ、事前に。

川﨑　やっぱり事前の打合せ。それが面接の行方を

左右する。

菅野　よっぽどよく分かってる人間同士でないと、

その場で臨機応変に役割分担を動かすなんて難し

いですからね。

長尾　あのう、１つ訊いてみたいことがあるんで

す。私の経験では、せっかく役割分担をし、打ち

合わせをしていても、実際に面接に入ると、「あ

れっ？」て感じでうまくいかないことが結構ある

んです。そういう時ってどういうふうに対処され

てるんでしょうか。

川﨑　課長として対応してたときのことですけど

ね。その場合、私は明らかに児童福祉司の上司で

すよね。ですから保護者も当然、私が責任者だと

いうことで話してきます。ところが細かな経過な

どに関しては、それまでずっと関わっていた児童

福祉司のほうが絶対に詳しいんです。保護者と児

童福祉司とスーパーバイザーを並べたら、情報量

が一番少ないのはスーパーバイザーですよね。だ

から保護者と対立しているような場合だと、下手

をすると「そんなことも知らないで！」と非難さ

れかねない。その辺は落とし穴になりやすいんで、

注意してました。ただし、細かなことは知らなく

ても、そのケースでは何がポイントなのかという

ことについては、担当福祉司以上にきちんと理解

しておく必要がある。でないとこの役割はできな

いんです。

野坂　ある程度経験年数を経ている人は、スーパー

バイザーを上手に使いますよ。「今日ちょっと一

緒に面接に入ってもらえますか」「実はこういう

役割をお願いしたいんです」って。でも新しい方

には、こちらから「じゃあこういうふうに進めま

しょう」と話してあげます。中には、さっき山澤

さんが話されたように、「上司がこう言っている

んで」と一人でうまくやり取りされる人もいます。

ケースバイケースだと思うんですが。
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衣斐　長尾さんが言われたようなことを逆手に

とって使うこともありますよ。

長尾　というと？

衣斐　敢えて、保護者の目の前で食い違いを見せる

んです。「あんたさっきこう言ってたやろ」「あ、

だから僕が勘違いしてたってことか」みたいにし

て舞台裏を明かすことが、逆に相手にストンと落

ちることもあるからね。

武田　うまくいかない場合、中休みをとりますね。

また、揉めることが予想される男性に女性二人で

面接するような時には、「一時間したら入ってき

て」と、別の管理職にあらかじめ頼んでおいたり

もします。

川﨑　児童相談所の中での面接だと、「ちょっと休

憩します」っていうのは自然にできますよね。そ

れから、直接面接には入らなくとも、面接室のド

ア越しに耳をそばだてて内容を聴いたりしてまし

た。それで「あっ、これは大丈夫」と判断したり、

タイミングをはかってドアをノックし、「スミマ

セン、ちょっと…」と福祉司を呼び出して様子を

確認したりしたんです。所内であれば、そういう

メタポジションからの介入っていうのも可能なん

ですね。ただし家庭訪問の場合は厳しい。「相手

の城」ですから、こちらがその場をコントロール

するのは難しいんです。その場合は、やはり事前

に十分な打ち合わせをしておかないといけない。

菅野　でも、最初にちゃんと役割分担を確認してい

れば、それが崩れるってことはほとんどないです

よ。仮にケースワーカーがきつめに言い過ぎた

なって思ったら、「彼はこういう言い方しかでき

ないけど、本当は……」みたいな言い方でフォロー

もできるからね。組織対応型は基本的にはそれほ

ど崩れない。ただし、役割分担は崩れなかったけ

れど玉砕したってのはある。権威を持って行った

けど通じなかったというような。

武田　それは、もうしょうがないです。いくら説得

してもだめだったってことはありますから。その

ときはもう面接を繰り返すしかない。何回も繰り

返すっていうのを方針とするんです。

川﨑　いずれにしても役割ははっきりしているわ

けですね。

武田　ところで最近、この組織対応型を子どもに対

してもやらなきゃいけないことが出てきました。

施設内で暴力行為を起こして措置変更しなければ

ならない時だとか、一時保護しなければいけない

時。

野坂　ワーカーさんと心理でうまくやってくれれ

ばいいんでしょうけどね。

武田　家庭裁判所送致のような場合もそうですが、

決定事項を子どもに申し渡すような場面で、こち

らが駆り出されてやらなきゃいけない。

菅野　確かにそれあります。この前もね、僕はその

子と会ったこともなかったんだけど、本人が「偉

い人が、『いい』って言わなあかんのか？」って

訊いてきたらしいんで、こっちはもう、そのストー

リーにのって登場しました。権威を使うことで納

得させられることもありますからね。

武田　最近それが増えてきたように感じます。自分

が児童福祉司のときは、少なくとも子どもに関し

ては、スーパーバイザーにお願いしたってことは

ないんですけどね。

野坂　子どもの能力なんかもあって、人を分けた方

が分かりやすいってことはあると思います。たと

えば、軽度の知的障害があって非行問題を抱えて

いる子どもがいたんですが、いつも対応している

児童福祉司ではなくて、私が入って言うべきこと

をはっきりと伝えました。一人の児童福祉司さん

が優しくしたり厳しくしたりというのではうまく

伝わらないけど、人を変えることで本人も理解で

きたんです。

川﨑　いろいろありがとうございました。少し休憩

しましょうか。

組織対応型スーパーバイズのポイント

○スーパーバイザーが組織の責任者の立場で面接等に出向く形のスーパーバイズ。

149
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○保護者等の面接だけでなく、関係機関協議などでも必要とされる場合がある。
○児童虐待対応などが増加するにつれ、組織対応型スーパーバイズは重要性を増している。
○スーパーバイザーが登場することで膠着状態を打開したり、局面を変えるという役割がある。
○児童福祉司や保護者が頼りすぎることでスーパーバイザーが主担当者にならないよう留意する必要がある。
○組織対応型スーパーバイズ成功の鍵は事前の準備（打ち合わせ）。福祉司とスーパーバイザーそれぞれの役割
や面接方針の確認、意思統一が重要。

○担当児童福祉司がスムーズに援助できるよう、スーパーバイザーが嫌われ役をとることも必要。
○詳細情報は児童福祉司。ただしスーパーバイザーは担当者以上に事例のポイントを押さえておく。
○面接が行き詰まった場合は、適宜中休みをとるなどの方法を駆使する。
○相手が納得するため、面接場面で舞台裏を明かすような方法（裏技）もある。
○スーパーバイザーのさらに上のポジションにいる人の協力が必要な場合もある（メタポジションからの介入
も準備しておく）

○「上司の意見ですが」「会議で決まったことですが」と児童福祉司が説明し、スーパーバイザーが直接登場し
ない型もあり得る。

○子どもに対しても、スーパーバイザーが組織対応型で対応することが有効な場合がある。

同席面接型スーパーバイズ

川﨑　では、次に移りたいと思います。「同席面接

型スーパーバイズ」ですが、衣斐さんによれば、

面接の主導権はスーパーバイザーがとる。つまり、

主従で言えば、むしろワーカーのほうが従になる

感じでしょうか。これが、狭義の意味でのOJTで

あり、先輩のやり方を学ぶということにつながっ

ていくと位置づけられているかと思います。衣斐

さん、そういう理解でいいでしょうか。

衣斐　そうですね。私自身の経験では、児童福祉司

と一緒に面接に入ると、黙っていようと思っても

我慢できないことが多かったんで、いっそのこと

自分が主導権をとってしまおうと考えたわけで

す。これを同席面接型と呼ぶのは、要するに仲間

なんだという意味合いを強調したかったからで

す。このタイプでは、面接に来ている親御さんに

対しては上司とか部下といった関係性を示す必要

は特にありません。ただ、スーパーバイザーが面

接の主導権を握ると、担当児童福祉司に対しては、

その場が必然的に教育的な意味合いを持ってきま

す。またこっちが主導権をとれば、福祉司さんは

自然に記録をとってくれたりしますよね。だから、

スーパーバイザーとしては面接の場面で変に我慢

しなくてもいいし、思う存分に面接に没頭できま

す。

川﨑　なるほどね、大体のイメージはできました。

確認の意味で、先に論じた「組織対応型」との違

いをもう一度説明してもらえますか。

衣斐　「同席面接型」は、どちらかというと普通の

面接なんです。

川﨑　スーパーバイザーが、担当児童福祉司に近い

立場で面接をしているということでしょうか。

衣斐　そうそう。ですから、自分が上司だとか責任

者だっていう「組織対応型」での役割は、それほ

ど表立っては出てこない。

川﨑　わかりました。みなさん、こういう形の面

接ってされてますか？

菅野　僕は児童心理司側のセクションにいること

もあって、それが仕事みたいなところがあります。

この間も、服役しているお母さんと面会するため

に児童福祉司と一緒に刑務所に行ったんです。母

親にとっては面接者の上下関係なんて意味がない

から、まさに同席面接ですよね。それで僕が主に

なって面接を進めたんやけど、お母さんが「ここ

ではケンカもせんと頑張ってます」って言ったん
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ですわ。そこで「それはきっと、お母さんの中に

眠ってた力なんやろね」「ちゃんと頑張るための

種は前から持ってたけど、それがここで芽吹いた

んとちゃうかな」って返したわけです。そしたら、

面接が終わって児童福祉司が、「あの話よかった

ですね。ケンカをしていないということを単に肯

定するより、もともと力があって、それが芽を出

したという言い方のほうが、お母さんの励みにな

りますから」と感想をいってくれました。

川﨑　ええ。

菅野　同席面接は、スーパーバイザーにしたら一種

のデモンストレーションにもなるので、つまり１

つのモデルを見せることになるので、新人福祉司

はそういうところからも吸収できるというか、学

べるんですよ。

武田　確かにモデルを見せるっていうのはあるか

もしれません。

衣斐　しかも後の振り返りで、児童福祉司が面接の

どの場面に関心をもち、どこに注目したかが分か

るから、結果的に福祉司さんのレベルを知ること

もできる。そういう意味では、継続指導型のスー

パービジョンにもつながる気がします。

川﨑　新人の児童福祉司にしてみたら、「あっ、そ

ういうやり方をするのか！」って具体的にわかる

から、同席面接型スーパーバイズが、まさにOJT

になっているってことがよく理解できました。

ところで、こういうスタイルで面接するのはど

ういうケース、あるいはどういう局面で有効にな

るのか、もしくは必要となるのか。その辺りが明

確になると、イメージがさらにふくらむんですが

……。

衣斐　組織対応型とまではいかないけれど、それで

も膠着している局面に変化を起こしたいような場

合には、一緒に面接に入ろうってことになります

よね、やはり。局面を変えるっていう意味合いは

あると思います。

川﨑　組織の代表とか責任者というのではなく、

言ってみれば経験者として、技量のある者として

同席するというニュアンスですかね。

菅野　この型って、児童心理司の育成スタイルとし

てはごく普通なんですよ。新人の心理司は、まず

は先輩の検査場面の観察から入って、だんだん独

立していきますからね。それから家族面接の時と

か家族再統合へ持っていくケースなんかにも、こ

のパターンがある。心理はむしろこっちがメイン

なんです。

山澤　たとえば施設から退所するようなケースが

あったとします。その場合に、担当者が交代して

ケースを引き継いでいるようなときには、こうい

う形で同席面接することが必要じゃないかと思い

ますね。というのは新しく引き継いだ担当者がこ

れまでのことをちゃんと理解できてなくて、ぶれ

ちゃうことがあるんです。もちろん見立ての通り

に進むこともありますけど、ぶれた時には、それ

を修正しないと次の組み立てが難しくなりますか

ら。引き継ぎが終わっているわけですから、建前

としては分かってないといけないんだけど、必ず

しも十分ではないとうことがあるので、やはり協

働作業が必要になります。

川﨑　一緒に面接場面を共有する中で、理解不足と

か勘違いしている部分を正すというのか、児童福

祉司に道をつけてあげて、道がついたところで任

せる。「流れはこうですよ」って指し示すような

イメージですかね。

山澤　スーパーバイザーが木の幹に当たる部分を

やって、担当児童福祉司が枝の部分、樹冠部を引

き受けるようにするわけです。

武田　なるほどね。そのほかで言えば、最近よく親

子が一緒にいる場面をつくって観察することがあ

るんですけど、「お母さんってどんな人なのか

な」って見立てが必要なとき、ちょこっと入るこ

とがあります。そういうときは、親子の状況だけ

を観察して帰ってくるんです。そして、次はもう

私は面接には入らないんだけど、児童福祉司さん

に、「こういうアドバイスしたら」と助言したり

します。

川﨑　皆さんのお話を聞いていると、結構幅広く、

いろんな場面でやっているんですね。

武田　そう言われてみれば、そうですね。

菅野　でも、「あのお母さん、どんな人か見て」っ
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て言われても、入り方は難しいですよね。僕はた

とえば「今日は情報を整理をするために、もう一

人別の人に入ってもらいます」って紹介しても

らって同席したりします。そうすれば、面接自体

は僕が主導で進められますし、情報をホワイト

ボードに書き出して、それを見ながら親にもス

タッフにも助言をすることができる。そういう

ケースは１回こっきりで終わりです。何か臨時的

というか、パート的な感じかな。数は多くないけ

ど、こういう形の面接がたまにあります。

武田　私の場合、こういうパターンで面接に入るの

はアセスメントが必要な場合が多いかなと思い

ます。

衣斐　それから、膠着していて、タイミングとして

その時期に変化がほしいようなケース。

武田　あと、スーパーバイザーとしてモデル的な面

接を示すような場合。

野坂　虐待対応で介入的な面接をするような場合

だと、どうしても担当者とその上司のような形に

なるので、今言われているような同席面接型には

なりにくいんですけど、虐待じゃない主訴での飛

込み相談だとか、本当に単発でアセスメントをし

なくちゃいけないようなケースでは、こういう形

で一緒に入ることがあります。でも私の中では、

スーパーバイザーが面接の主導をとるっていうイ

メージはあんまりないんですよね。

川﨑　ここでいう同席面接型と言えるかどうかは

分からないんだけど、たとえば里親になりたいっ

て人が来たら、まずは制度をきちんと説明しなく

てはいけないですよね。ところが新人児童福祉司

だと、ある程度はわかっていても細かな点を説明

するまでの自信がない。そういうときには同席し

て説明をし、いろいろな疑問にもこっちが答える。

その上で、後は担当者に任せるってことがありま

した。これって、少し意味が違いますかねえ。

菅野　それもスーパービジョンの１つでしょうね。

川﨑　新人児童福祉司さんは絶対に必要としてい

るよね、そういう手助けを。

菅野　そうそう。

衣斐　同席面接型では、スーパーバイザーが主導権

をとる場合もあれば、補足説明をする場合もある

し、局面を変えるスーパーバイズをその場でする

こともある。同席していた児童福祉司が「自分に

はとても真似できない技術だ」と思ったとしても、

そういうモデルを見せるということもある。逆に

「あんな言い方したくないな」って思われること

もないではない。

野坂　いずれにしても、前後の打ち合わせというの

か、終了後の検証が入らないとスーパーバイズと

しては成り立たないと思います。

川﨑　やはりそれがセットなんだ。事前の打ち合わ

せと面接、それから事後のふりかえり。それが全

体としてスーパービジョンになるということで

すね。

野坂　面接って、実は面接室で待っているところか

らすでに始まっていて、誰がどこに座るかといっ

たことも含めて見立てをするじゃないですか。そ

れと同じで、終わった後で、その面接がどうだっ

たのか、どう感じたのかをやり取りしてやっと完

結するんです。一緒に入ったとしても、面接が終

わった途端にじゃあ終わりというんでは、たぶん、

スーパーバイズとして成立しにくいと思います。

川﨑　確かにそうですね。

野坂　スーパーバイザーの側にしても、児童福祉司

さんと話してみると、保護者の見方が２人で全く

違っていたってことに気づくこともありますから。

衣斐　同席面接では、児童福祉司とスーパーバイ

ザーが同じ空間にいて同じものを見てますよね。

だから、スーパーバイザーも自分の所感をスト

レートに伝えることができるし、そこから議論が

始まります。「僕はこう感じたよ」「何でそんなふ

うに思うんですか」「かくかくしかじかでしょ」「あ

あ、なるほど」。こう進めば互いに納得できるし、

「でもこうじゃないんですか」って具合に反論さ

れたら、それはそれでまた議論が深まる。別にスー

パーバイザーが偉いとか正しいとかっていうこと

ではなくて、同じ土俵で議論できる点はいいです

よね。

菅野　僕は面接の前に、よく「今日の面接どうした

い？」って訊くんです。そうすると「こんなこと
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を伝えたい」というようにして児童福祉司さんか

ら希望が出されるんで、「じゃあ、こういう風に

面接するわ」って伝えます。そして面接での工夫

を見てもらう。

衣斐　逆に、「自分のしやすいようにやってみて」と、

とりあえずは主導権を児童福祉司に渡しておい

て、もしも行き詰まったり途中で混乱したりした

ら、それをフォローするって方法もありますよね。

川﨑　今の衣斐さんが言ったやり方は、OJTという

点で言えば、モデルを示すというところから一歩

進んでるかもしれませんね。あるいは面接の途中

で攻守交代すると決めておいて、最初は児童福祉

司さんにやってもらい、出番を計ってスーパーバ

イザーが登場するような進め方もあります。しば

らくは保護者と児童福祉司のやり取りをみて経過

や状況を掴み、事前情報と比較しながら、見通し

が立ったところで口を挟むような感じ。私は結構

そういうやり方をしたと思う。

衣斐　他人の面接を見る機会はなかなかないから、

同じ職場にスーパーバイザーがいて、こういう面

接ができるってのは、いずれにしても貴重です

よね。

ところで、長尾さんは母子生活支援施設でも勤

務されてるんですよね。そちらにはスーパーバイ

ザーっていますか？

長尾　私は心理の立場で仕事をしているんですが、

施設には施設長だとか上司はいても、心理のスー

パーバイザー的役割の方はいないですね。

衣斐　誰かの面接を見る機会というのは？

長尾　母子指導員の面接に、心理の役割で入ること

はあります。子どもからの聞き取りの際に一緒に

入ることもありますし、子どもと面接したことを

お母さんに説明する時に入ることもあります。

川﨑　児童相談所は厳しい職場ではあるけれども、

スーパーバイザーがいて助言したり、直接面接に

入ったりということもできるというのは、やはり

重要ですよね。もちろん、母子生活支援施設でも、

そういうスタッフは必要なんでしょうが……。

長尾　はい。

衣斐　結局、この同席面接型スーパーバイズという

のは、「俺の背中を見て育ってくれよ」というのか、

「私も土俵にあがるし、まな板の上にも乗ってあ

げようじゃないの」っていう、そういう意気込み

のあるスーパーバイズなんやろね。

川﨑　なるほど、いい喩えですね、それは。ところ

で、いざ土俵に上がったはいいが、ずっこけてし

まったとか、児童福祉司さんとの意思疎通がうま

くいかないで困ったなんて経験はないですか？

衣斐　福祉司さんにとって期待はずれの上司って

ことですか？　それはあり得ますよね。そういう

ことがあるとスーパーバイザーもショックを受け

るというか、しょげるでしょうけど、でもそのこ

とを口に出して言えますかねえ。

武田　私が児童福祉司のときのことを思い出すと、

「ちょっと！　どうしてああいうこと言っちゃっ

たんですか？」ってスーパーバイザーに不満をぶ

つけてました。「もっとビシッと言ってほしかっ

たのに」ってね。

川﨑　担当者は、どうしたってスーパーバイザーに

期待しますよね。難しいからこそ頼んでいるんだ

し、全能とまでは言わなくても、せっかく入って

もらうんだから何とかうまくやってよと期待す

る。これはどう解決したらいいですかね。

野坂　うちの児童福祉司さんも、私が一緒に入ると

決めたら、こう言ってほしい、って感じで期待す

るみたいですね。ですから、面接に入る前に充分

な打ち合わせをしなきゃいけません。

武田　さっきは、児童福祉司として私がスーパーバ

イザーに不満をこぼしたって言ったんですが、自

分がスーパーバイザーになったら、逆に言われて

しまったということもありました。福祉司さんと

私とで、面接の方向性は同じだったんですけど、

私の発言に対して「途中でハラハラしちゃった」っ

て言われたんです。というのは、保護者とかなり

激しく対立する状況で、私は正面からそこにぶつ

かるんじゃなくて、一旦迂回したんですね。

川﨑　確かに道筋が違うんですよね、児童福祉司と

スーパーバイザーとでは。こっちは遠回りして目

的地をめざそうと考えているのに、児童福祉司は

近道をしたがる。
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武田　面接が終わって、福祉司さんは「途中でもう

ハラハラしました」「それが再びここに戻ってき

たのでびっくりしました」なんて言ってました。

川﨑　そこに到達するためには、相手にどうしても

訊いておかなきゃいけないこととかがある、その

点を確認してると脇道に逸れてるように思えるん

ですよね。でも確認できてしまえば、次の方向は

自ずと見えてくる。

佐々木　対立的な状況で応援に入っても、一旦は相

手の言い分を聞きますよね。担当の福祉司さんは、

そういう場面でハラハラするんでしょうね。こち

らはそれでおしまいにしようとは思ってないんだ

けど、相手の言い分に耳を傾けていると、早く本

題に入ってくれって思うのかも知れません。

野坂　児童福祉司さんの中には、ストレートにズ

バーンと入り込もうとするタイプの人がいますよ

ね。そういう人のやり方を見ていると、逆にこっ

ちがハラハラすることがあります。私なんかは、

野球のピッチャーに喩えるとカーブしか投げな

い、それもスローカーブしか投げないので、そう

思うのかも知れません。

川﨑　ゴールは同じでも、そこに至る道筋は違うこ

とも多い。だから面接の前には、やはりきちんと

話し合っておくことが大切なんでしょうね。それ

から終わった後でも振り返る。「だからあの時に、

こう質問したんだよ」「あっ、そうだったんですか」

という感じでね。

同席面接型スーパーバイズのポイント

○「同席面接型スーパーバイズ」では、面接の主導権をスーパーバイザーがとることが多い。もっとも途中か
ら前面に登場したり、補足説明型であったりとバリエーションがある。

○「組織対応型」ではスーパーバイザーが責任者として、また上司としての権威を活用して役割を果たすのに
比べ、「同席面接型」では、おもにスーパーバイザーの経験や技量を発揮して対応する。

○モデルとして技術を見せる、アセスメントを実施する、面接の道筋を指し示す、膠着した局面を打開するなど、
同席面接型スーパーバイズにはさまざまな目的がある。

○自ら土俵にあがり、まな板の上にも乗るスーパーバイザーには、意気込みと覚悟が必要。
○スーパーバイザーと児童福祉司が同席し、同じ場を共有しているので、OJTとして有効である。
○ゴールは共通でも、スーパーバイザーと児童福祉司とでは、そこに至る道筋が違うこともある。
○事前の打ち合わせと事後のふり返りが不可欠である。

集団カンファレンス型スーパーバイズ

川﨑　さて、お疲れかとは思いますが、あと少しで

すので、よろしくお願いします。今度は「集団カ

ンファレンス型スーパーバイズ」について話して

いきましょう。

衣斐さんは「１つのケースについて、複数の者

が参加し、比較的時間をかけて行うカンファレン

ス型の形態」と述べています。この点について、

「スーパービジョンの要領」には次のように書か

れています。すなわち集団的スーパービジョンは

「固定メンバーによる少人数の集団によって行う。

個人的スーパービジョンと比べて、１対１の緊張

感が緩和され、他人の意見を聞くことにより啓発

されるという利点があり、次の点において有効で

ある。（ア）特定のケースについての援助指針、

面接技術、指導技術等について総合的に検討し、

統一的な理解を図る。（イ）特定の担当者が直面

している問題を題材にして、全員が解決の方法を

検討するとともに、その担当者に対するスーパー

ビジョンの機会とする」

さて、「集団カンファレンス型スーパーバイズ」

には、さまざまな会議や場面が含まれると思いま

す。援助方針会議や緊急受理会議、判定会議など



■ 研究報告 ■

155

もその１つでしょうし、職場内で行われる医師や

弁護士などに参加してもらうケースカンファレン

スなども当然含まれると思います。さらには要保

護児童対策地域協議会、地域における個別ケース

検討会議なども含まれると考えていいでしょう

ね。そうすると、これらを一括りで議論するのは

難しいかも知れません。

衣斐　私も「集団カンファレンス型」っていうふう

にまとめたけれど、確かにそれぞれの会議やカン

ファレンスの性格に応じて、ワーカーの役割も

スーパーバイザーの役割も違ってくる。それこそ

地域へ出れば地域での役割も違ってくると思うの

で、一括しては扱いにくいかもしれないですね。

川﨑　そこで、まずは関係者協議について話してみ

たいと思います。山澤さんにお聞きしたいんです

が、確か第２回研究会で、関係者協議に出席した

若い児童福祉司さんが泣いて戻ってくるので、そ

の後はなるべく一緒に参加し、児童相談所の考え

を伝えたり、方向性を打ち出すようにしたってこ

とを話されていましたよね。そのあたりから口火

を切っていただければと思います。

山澤　最近はね、病院でのカンファレンスが週５本

ぐらい、もう毎日のようにあって、私も担当者と

一緒に出るようにしてるんですよ。というのも医

療サイドからは、必ず児童相談所の役割について

聞かれるじゃないですか。それに議論をふまえて

今後の方向性を出す際にも、持ち帰って考えると

いうわけにはいかないことも多いですよね。なに

しろ、そこには施設からも来ていますし市町村も

入ってきますから、その場である程度は具体的な

方針を出さなくてはいけない。相手が求めてくれ

ば、やはり児童相談所としての考え方をその場で

伝えないといけないんです。カンファレンスを実

りあるものにするためには、やはりスーパーバイ

ザー的な立場からの参加が必要になります。

川﨑　医療関係者を含めて多くの機関が集まり、そ

の場で一定の方向性を出していくためには、担当

者だけでは不十分だってことですね。

山澤　子どもが病院にいるのと在宅でいるのとで

は全然違いますよね。病院にいるのであればまだ

楽なんですけど、退院などして在宅の時には児童

相談所に対する期待感が大きいでしょう。ですか

ら、医療が絡むようなケースでも、福祉的な措置

をふくむ全体的な方針を考える上では、児童相談

所がスーパーバイザー的な役割を果たさないとい

けないことがある。だから私も必ず参加するわけ

です。

川﨑　ええ。

山澤　あと、学校ですよ。学校の期待感も大きいで

すよね。民生委員も加わって協議をするんですが、

児童相談所としてうまく対応できていないことも

あります。そういうときは頭を下げないとだめで

すよね。それで私たちが出て行くということがあ

ります。

川﨑　今、頭を下げる、謝るって言われたんですが、

担当の児童福祉司に不十分な点があるって関係者

会議とかで責められるでしょ。その時に、担当者

を守るのか、つまり「かくかくしかじかの事情も

あるわけですから」というふうに説明するのか、

それともスーパーバイザーとして「確かに不十分

でした」って素直に詫びるのか、私はよく悩まさ

れました。というのは、不十分さを強調し過ぎる

と担当者の信用が落ちてしまって以後のケース

ワークが難しくなるという気もするし、逆に突っ

張ってしまうと協議そのものが行き詰まる。内容

的な問題と同時にそんな余計なことも頭をよぎっ

たものですから。

山澤　担当者はやれているつもりなんですよ。た

だ、まわりの期待感と比べて差がありすぎる。で

すから、本当はやっておかなければならないこと

が１～２か月間でも滞っていたら、「児童相談所

は今まで何やってたんですか！」って不満になる

わけです。そういう状況ならば、「申し訳ない」っ

て頭を下げるしかないんですよ。その場をおさめ

ると言いましょうか。その上で私の場合は、次に

児童相談所がやることを２～３項目、会議の中で

言います。そのようにして関係者協議を進めるわ

けです。それでね、担当者に対しては、慰めると

いう気持ちも込めて「この点ができてなかったよ

な」「だから、次はこうしような」ということを
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確認します。そして、後はもうアフターファイブ

ですよ。そのときには私の過去の失敗例をいっぱ

い話すんです。もうそれくらいしかないですね。

菅野　集団的にやる場合、スーパーバイザーの発言

が絶対視されたり、参加者の意見が抑制されない

ように心がける必要があるって衣斐さんが書いて

るでしょ。でもね、ちょうど昨日も関係機関協議

があって行ってきたんだけど、みんなの話を聞い

てると、「こんな状況です」「こうなってます」み

たいな感じで単なるエピソードが垂れ流しされて

るだけなんですよ。それで我慢できなくなって、

「あんたら、この子にどんな力をつけたいって思っ

てるんや」「援助を促進させる要因は何で、あん

たらは何をしたいんや」って聞いて、とにかくそ

れらについて逐一書き出してもらったんです。そ

したら、「そうなんや。私らは、子どもにこんな

力つけてほしかったんや」って言って帰っていか

はった。そやから、ちょっと洗脳したんやろかっ

て気になったんですわ。

衣斐　でも、それって参加した人が、「ああ、こう

やればいいんだ」と感じたり、「ヒントをもらえ

た」って思ったわけでしょ。皆が納得したわけだ

から、それがまさに集団カンファレンス型のスー

パービジョンであって、決して洗脳したわけでは

ないと思いますよ。「菅野さんが言うことやから

間違いない」「衣斐さんが言うことやからもう従

わないとあかん」みたいな感じで、参加者が自分

で考えもせずにスーパーバイザーの言うことを絶

対視するなら問題だけど、ちゃんと１つの方法論

を駆使して全体が納得するような形でスーパーバ

イズした結果なら、それはまさにこの型の本来の

スーパーバイズのあり方ですよね。

菅野　地域の会議に出てて思うのは、みんな疲れ

きっているってこと。なぜかというと、何を目的

に自分たちが支援をしているのか分からなくなっ

ているから。在宅で援助するのであれば、自分ら

が一生懸命やっていることが子どもの育ちにどん

な良い影響を与えてるのか、そこをちゃんと確認

しないとあかん。たとえば家庭訪問に行くとか、

子どもと話すとか、いろいろしてるじゃないです

か。それらは子どもに最悪の事態が起きないよう

な働きかけだし、子どもの育ちの助けになってる

はずでしょ。だから僕が地域のカンファレンス行

く時には、もうそこしか考えてへんの。

川﨑　疲れを癒して元気を出すようなスーパーバ

イズ。

菅野　ほんまにね、地域の人たちが、自分らはいっ

たい何のために苦労しているのかが分からなくな

ると、「児童相談所が引き揚げる、つまり一時保

護するためのネタだけは見落とさないようにしよ

う」みたいな思考しかできなくなってしまう。

衣斐　菅野さんが今言ったような形で地域のみん

なの力を引き出すことも、この集団カンファレン

ス型のスーパービジョンやと思うんですよ。そう

いう視点をこっちが持つこと自体が、みんなを元

気にさせることになりますよね。

菅野　大事なのは方向づけであり、今やってること

の意味をみんなで共有するってことかな。所内の

カンファレンスでも同じですよね。各部署から集

まって現状報告をするだけでは不十分で、みんな

の意見を集めながら、今何が起きてるのかを共有

し、どういう方向に進めばいいのかを見いだす。

衣斐　１つ言うと、それでみんなが納得してくれる

場合もあるけど、必ずしもそうじゃないよね、集

団だから。だから全員一致とはいえなくとも、議

論をふまえてある程度ゆるぎない意見を出してお

くということは必要でしょうね。

菅野　当面こっちの方向で、ということになれば、

それでいいわけや。

川﨑　今聞いていると、地域でのカンファレンスに

は、やはりスーパーバイザーが欠かせないんだっ

て感じました。じゃあ、児童相談所のスーパーバ

イザーが参加すればいいのかというと、件数の多

さ１つとっても全てに参加するのは難しいように

も思います。だったら、地域担当の児童福祉司が

その役割を担う必要があるのか、その場合には

スーパーバイザーは児童福祉司に対してどのよう

に援助するのか、等々の課題が浮かんでくるわけ

ですが、その点を議論する時間はないので、次に

進めさせてください。
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さて、ここまで、おもに関係者間での協議、地

域でのカンファレンスについて話してもらったの

で、ここからは児童相談所内部でのカンファレン

スや援助方針会議等を含めた、所内でのスーパー

バイズに話を移したいと思います。よろしいで

しょうか。

野坂　第１回研究会で話し合ったとき、県や児童相

談所によって、ケース会議のやり方がぜんぜん

違っていることに気づきました。神奈川県の場合

は、毎週火曜日がケース会議の日になっています。

具体的には、１週間の動きをふまえて、児童福祉

司さんが提出すべきと判断したケースは全部出し

ます。ですからうちの場合、１回の会議に大体50

ケースくらい出てきます。まあ経過報告が多いで

すけど。児童福祉司が概要を説明し、討議の後で

最終的な方向性、方針を確認します。この中で私

がいちばん心配しているのは、やっぱり児童福祉

司が会議に出さないケース、出せないケースです。

そういう場合は、配慮もしながら「このケースも

会議に出してね」と話しています。

川﨑　それは先ほどのケース進行管理に通ずると

ころですね。

野坂　ええ。何といっても会議にはたくさんのス

タッフが参加しますし、心理職とワーカーとでは

ケースの見立てが全く違うこともありますから、

それで方針も深まっていくんです。で、私は児童

福祉司の班なので、会議の場面では、児童福祉司

の提案をフォローするとか補足的に解説すると

か、ある意味やっぱりサポートすることが多いで

すね。

川﨑　ワーカーをサポートする。

野坂　そうです。この研究会メンバーには心理職の

方もいるのでちょっと言いにくいんですが、児童

福祉司は心理職スタッフから厳しく叩かれること

もありますよね。あまりにも保護者寄りであった

り、子どもの目線でものごとを見られなくなって

しまうと批判されるんです。ですから私の場合は、

児童福祉司さんが何を根拠にこういう方向に進め

ようとしてるのか、福祉司さんに代わって説明す

ることもあります。そのため、会議に出す前に十

分に打ち合わせをしておきます。

川﨑　野坂さんのお話を聞いていると、さまざまな

面で本当によく児童福祉司をサポートされていま

すよね。アリス・Ｋ・キャロルが残した「兒童福

祉マニアル」にも、「職員会や会議は研修であり、

教育機関である」といった記述があるわけですが、

それを地でいくような印象です。他の方、いかが

でしょうか。

菅野　以前に少し説明したと思うけど、援助方針会

議では、僕が討議内容を全部パソコンに打ち込ん

で、それを画面で見せてるんですよね。すると必

然的に自分がしゃべる量は減るじゃないですか。

そういうこともあって、こっちも言いたいことは

あるけど我慢して、比較的経験のある福祉司さん

に、「発言してよ」ってそそのかしたりしてます。

言うなれば会議のコーディネイトをしてるわけ。

それがスーパービジョンになるのかどうかは分か

らんけど、そういう場を体験することで参加者み

んなが学習していく機会にはなると思うんですわ。

川﨑　そうですね。とにかく集団的に議論すれば、

いろいろな見方が出るので、１対１でやってるよ

りも、すごく勉強になるとは思います。ただ一方

では、あくまでも援助方針会議ですから、その事

例に対する援助方針を決定するというのが第一の

目的ですよね。ワーカーの成長とかワーカーに対

するサポートというのは当然配慮するにしても二

の次になる。だから、どういうんでしょう、会議

でのやりとりは、他のミーティングなんかとは少

し違うイメージがあるんですよねえ。

武田　私の見ている福祉司さんは、援助方針会議と

か判定会議に出す前に、「チェックしてくださ

い」って相談にくることが多いです。ですから会

議の前に、一応どういう方針で行くのかってこと

は決めておくようにします。でも、そうしておい

ても他の管理職から厳しく指摘されて立ち往生し

てしまい、涙ぐみそうになっちゃうこともあるん

です。ですから決めた方針が通らなかった場合に

はどうするのか、そこまで話し合うようにしてい

ます。それぐらいしないと、もう本当に大変らし

いんですよね、みんなケースを出したくなくなっ



■ 研究報告 ■

158

てしまう。

野坂　いろいろ考えてはいても、上手くプレゼンで

きないことがある。やっぱりプレッシャーがかか

るんですよ。

武田　それくらい苦しめば、どんどん上手にはなっ

てきますけどね。

川﨑　スーパーバイザーのポジションに立ったと

きは、所長がひな壇に座ると、ラインで言えば、

後は課長の私と係長ということになるので、私が

事前にOKを出すと、もうお墨付きを与えてしま

う感じになって肝心の援助方針会議が十分な議論

の場にならないという心配があったのかも知れま

せん。だから根回しをし過ぎるようなら、「ちょっ

と待って！　これは会議で議論してくれ」って

遮ったんじゃないかと思います。

菅野　修行の場にほうりこむわけ？

川﨑　いいのか悪いのかはわからないけど、そうい

うことが結構あったように思います。

菅野　確かに援助方針会議の質問はシビアですよ

ね。

川﨑　やっぱりそうなるよね。でないとしっかりし

た方針は出てこない。

菅野　うちの場合だと、「そういう方針だったら、

じゃあそれは誰がするの？」「具体的にはどうす

るの？」「いつまでにするの？」って突っ込まれて、

それに受け答えしていきます。そこで、おろおろっ

としはると、みんなの意見を集約し、最終的に

「じゃあこういう方向でやってください」という

結論を出す。それを僕がパソコンに打ち込んで終

わり。それがスーパーバイズになるというのか、

とにかく学びの場ではありますわね。逆に言えば、

援助方針会議ではそこまでサポートせなあかんの

やないかと思う。とはいうものの、実は全部のケー

スにそんなことやってられへんという実情もあっ

てねえ……。

野坂　話はちょっと違うかも知れませんが、事前に

担当者と話して考えた方針には、自分としてもあ

る程度の自信はありますよね。それが援助方針会

議の議論を通じて、「これでいける」って確信に

変わる。ですから援助方針会議というのは、私自

身が行ったスーパービジョンの内容が、児童相談

所全体で共有される場でもある。改めて正しさを

認識できるんですね。

武田　確かにそういう面はあるかもしれないです

ね。

野坂　だから私は、プレゼン的にはワーカーの方の

説明不足の部分をフォローする役割だと思ってま

す。

武田　事前にちゃんと話してもらってないと、会議

の時になって「あれっ？」ということに……。

野坂　会議の場になってから不安材料をあれこ

れ出してくる人もいるんです。「そんなに不安に

思っているんだったら、会議の前に言っておいて

よ」みたいなことがありましたね。

武田　受理会議の時なんかに多いんですが、最初の

情報と違うことが、後から出てきたりする。

野坂　他の人に質問されたり、突っ込まれて出てき

ちゃったみたいなこともありますね。

川﨑　ところで、そういう場合に児童福祉司の提案

を承認せず、「差し戻し」とか、「来週もう一回出

して」っていうことが、私の経験では結構あった

ように記憶しているんですが、皆さんのところで

はどうですか？

菅野　結構というほどはないですね。

武田　時々はあります。

山澤　うちはありますよ。たとえば援助方針自体は

揺るがないとしても、調査すべきことが残されて

いることってよくあるじゃないですか。そういう

ときは、「差し戻し」にして再調査してもらうん

です。そして次の会議で必ず確認します。

武田　受理会議では、そうした再調査をお願いする

ことも多いですね。

山澤　ええ。でも受理会議だけじゃないですよ。た

とえば児童福祉施設からの退所を決める場合だっ

て、父親が引き取るという場面が出てくれば、そ

れはそれで確認しておくべき事項も出てくるで

しょうし、再婚した母が引き取るのであれば、継

父との関係はどうなるのかみたいなことがどこま

で調査できてるのかってこともありますよね。退

所という方向は決まっていても、その後の取り組
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みなどに関しては、差し戻しということが出てき

ます。

川﨑　方針決定にはタイミングもあるので、１週間

先に延ばしてもいい場合と、調査が多少不十分で

も、その日に決めてしまわないといけない場合が

あります。差し戻すといっても、そういう状況に

ついては、私も常に考えてました。

菅野　とはいうものの、児童福祉司はすでに援助方

針会議のときまでに、関係機関や保護者などに対

していろんな根回しをしたり、コンタクトとって

段取りしてるんですよね。そこで180度ひっくり

かえってしまうと、関係機関や家族との関係で立

場がなくなる。

川﨑　だからね、仮に最善の方針とまでは言えない

にしても、そこまで段取りが進んでるんだったら、

これはもうひっくり返したらいかんということは

あるんです。でもその代わりに、方針の不十分な

点はどうやって補うかっていうことを会議では議

論しないといけない。逆に言うと、児童福祉司は

どこまで自分の裁量で段取りをしておけばいいの

か、どこからは、ちゃんと会議決定を先行させな

いといけないのか、それが問われるんですよ。い

ずれにしても援助方針会議は真剣勝負ですし、あ

る意味では修羅場ですよね。だからこそ鍛えられ

るし、スーパーバイザーの役割も重要だといえる

んじゃないでしょうか。

山澤　援助方針会議には、職員さんは全員出られる

んですか。

菅野　職員全員ですね。

武田　うちは職員全員は出てないです。

川﨑　援助方針会議の持ち方も全国さまざまで、規

模の小さい児童相談所と大きな児童相談所とで

は、進め方もかなり違っているようですね。

野坂　神奈川県の場合、中央児童相談所は午前と午

後とで会議の持ち方を分けたみたいです。午前中

は重篤なケースを選んで全員参加で議論し、午後

はそれぞれの担当福祉司だけが出席する。うちは

比較的小規模なので、全員参加で会議を開いてい

ます。ただ、最近は児童福祉司も増えてきたので、

全員がいるところで報告するのは、かなりプレッ

シャーになるみたいですね。

川﨑　なるほど。でも全員参加だと、自分が提出し

ていなくても他の人の事例を議論することで勉強

にはなるでしょう。

山澤　研修ですよね。研修の場だと思った方がいい

ですよね。

衣斐　「集団カンファレンス型」の場合は、もちろん

スーパーバイザー１人が意見を言うわけではない

し、むしろスーパーバイザーがずっと黙ってても

かまわない。あるいは菅野さんがやっていたよう

にコーディネーターとしてある程度の方向づけを

するということもある。それにここでは、担当者

個人に対してだけじゃなくて、参加者全員に対す

るスーパーバイズということもあるでしょう。ま

た、担当の児童福祉司にしても、スーパーバイザー

個人にスーパービジョンを受けるんじゃなくて、

参加者全員からスーパーバイズされていることに

なる。他の型のスーパーバイズとは異質な感じは

あるけれど、やはり研修の場ではありますよね。

菅野　すごい学びの場ではあると思うんです。たと

えば会議中、僕はパソコンに向かって、長い話を

要約して入力するじゃないですか。すると見てい

る者は、「あっ、そういうふうに要約するのか」っ

て思うわけ。だから、それ自体が要約の仕方のト

レーニングにもなるんです。

野坂　もう１つ言うと、会議に参加することで「み

んながこのケースを知っておく」ことになるで

しょ。それだけで意味があるんですよ。今は担当

者が大変な思いをしているんだってことも共有さ

れるので、実際のケースに携わらなくても担当福

祉司さんをサポートすることができます。

川﨑　ええ。

野坂　ただし、スーパーバイザーとしての立ち位置

は、所長がどういう人で、どういうポジションを

取るかによっても違ってきますよね。

川﨑　スーパーバイザーは、自分の立ち位置を十分

ふまえる必要があるし、それによって役割も変え

ないといけないけど、いずれにしても援助方針会

議は、スーパービジョンの場としても重要だって

ことですね。
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その他のスーパーバイズ

集団カンファレンス型スーパーバイズのポイント

○複数の者が参加し、１つのケースについて比較的時間をかけて行う集団カンファレンス型スーパーバイズに
はさまざまな形態がある。

○援助方針会議や職場内で行われる医師や弁護士に入ってもらっての相談、要保護児童対策地域協議会等での
個別ケース検討会議（関係者協議）なども集団カンファレンス型スーパーバイズの１つと考えられる。

○関係者協議ではスーパーバイザーの存在が重要であり、児童相談所スーパーバイザーにその役割が期待され
ることも多い。

○スーパーバイザーの意見が絶対視されるカンファレンスであってはならない。
○スーパーバイザーは、協議をコーディネイトし、全体の力を引き出す役割を持つ。
○集団カンファレンス型スーパーバイズでは、担当者が参加者全員からスーパーバイズを受けると同時に、参
加者全員がスーパーバイズを受けるという意味合いもある。

○受理・判定・援助方針会議（ケース会議）は、集団カンファレンスの場でもあり、研修の場でもある。援助
方針を決めるために議論する真剣勝負の場でもあり、議論が白熱する修羅場でもある。

○スーパーバイザーは、事前に担当児童福祉司と打ち合わせをし、担当者をサポートすることが必要。
○スーパーバイザーが事前に考えた方針が会議全体で承認されることで、スーパーバイザー自身が自信を深め
る場にもなる。

○ケース会議の進め方や参加メンバーは、自治体によって、また児童相談所の規模などによって違いがある。スー
パーバイザーはそれらをふまえて適切に役割を発揮する必要がある。

川﨑　さて、これで一応は６つの型のスーパーバイ

ズについて議論したんですが、衣斐さんは、それ

に加えて「⑥その他のスーパーバイズ」を挙げて

います。そこには「面接以外の児童福祉司業務に

対する指導」などと書かれています。

菅野　ここに例示されている「文書作成」とかも、

児童福祉司としてはすごく大事ですよね。何しろ

児童相談所は行政機関やから。

川﨑　確かに、現行の「スーパービジョンの要領」

にも、スーパーバイザーが行うべき基本的事項と

して「児童記録票、一時保護中の子ども等の記録、

公文書の作成等に関する技術指導を行う」という

のが挙げられています。みなさんは、たとえば児

童記録票の書き方って、どんなふうにして指導し

ているんですか？

山澤　記録はさまざまな取り方があります。現在は

異動で本所にはいないのですが、30歳代前半の女

性児童福祉司の記録は要点が集約されていて見本

にもなるので、他の児童福祉司にそれを読んでい

ただき、参考にしてもらうことがあります。こう

いう書き方が全てじゃないけれど、「工夫してね」

とは言います。若い人って記録を書くスピードは

早いじゃないですか。私なんかの何倍も早い。で

も、量はあってもだらだら書いているだけだった

りするから。

川﨑　どういう記録が良いかっていうのは、私はい

まだによく分からない。

山澤　事例にもよりますが、普段から「裁判に耐え

られる記録」ということを言ってます。ポイント

があると思いますから、そこだけはちゃんと押さ

えようねと。難しいケースの場合なんかだと、一

言一句も逃すなとも言います。

菅野　児童記録票の書き方だけでなく、一般的な公

文書も書かなきゃいけないし、児童福祉施設入所

を決めたときには調定、つまり保護者から費用徴

収をするための負担金額の認定事務もあるで

しょ。それらは適正にきちっとしないといけない

ですよね。

川﨑　最低限の義務。

菅野　でしょ。それに関することって、結構ウエー
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トがあるんですよ。お金のことやし、ミスが無い

ように指導しないといけない。

川﨑　子どもが入所したら終わりじゃないってこ

とですよ。私自身も新人児童福祉司の時に、調定

のための書類を出そうとしない保護者とやりとり

して、すごく考えさせられたことがありました。

ですから、保護者に費用徴収のための書類を出し

てもらって、やっと入所手続きが完了するってこ

となんです。それを徹底しておかないと、後々ケー

スワーク自体にもマイナスの影響が出たり、さま

ざまな面で不都合が生じる。

野坂　横浜市は、費用認定は本課でやるんですよ

ね？　

武田　いえ、正確には児童相談所で決定して、本課

が徴収するシステムです。だから徴収事務そのも

のはしませんが、調定までは児童相談所の分担に

なっているんです。

佐々木　保護者が必要書類を出してくれないので、

福祉司さんが困ることが多いんですよね。

川﨑　横浜は、年度が替わった場合でも児童相談所

で調定するんですか。

武田　はい、それはしてます。

山澤　本所の場合は、調定も費用徴収も児童相談所

でやっているので、滞納があれば督促や取り立て

もしないといけないんです。それはもう大変で

すよ。

野坂　私も滞納をしている家庭を訪問して取り立て

もしました。塩をまかれましたけど……。

菅野　基本的な事務処理のスーパーバイズってい

うのは、あまり表には出ないけれど、実はすごい

大事な部分なんだよね。

川﨑　費用徴収に関してはきちんとマニュアルを

作成して、それに沿ってやる必要があるんじゃな

いかな。

衣斐　そのあたりのスーパーバイズは誰の役割に

なるの？　先輩ワーカーから教えてもらうのか、

マニュアルを見せられてそのとおりやれというこ

とになっているのか。

武田　自治体によっても違いますよね、そもそもシ

ステムそのものが違いますから。

川﨑　児童相談所で行うように決められている以

上は、やはりスーパーバイザーの役割じゃないで

しょうか。

野坂　本当はね、徴収事務を児童相談所のケース

ワークと切り離して、別にしてほしいんですよ。

武田　児童福祉施設の行事のときに久しぶりに親

御さんと会って、話すのが滞納のことではねえ。

川﨑　確かにお金の問題は重要ですよね。費用徴収

の事務が入ってくると、児童福祉司も保護者も、

援助のための家庭訪問なのかお金の取り立てに来

たのかが分からなくなってしまう。そのあたりの

問題については、児童相談所業務を熟知している

立場から意見を出していくことも、スーパーバイ

ザーの役割かも知れませんね。

というようなことで、この点での議論は一応こ

こまでとさせていただきます。事務的な面での

スーパーバイズは、児童相談所がどんな事務を引

き受けているかによって大きく異なるようです

が、決して忘れてはならないものだということが

わかりました。

その他のスーパーバイズのポイント

○ケースワークや面接場面以外にも、スーパーバイズが必要とされることがたくさんある。
○児童記録票作成に関する指導も重要なスーパーバイズの１つである。
○事務処理に関することがスーパーバイズの事項として語られることは少ないが、大切なものであり、スーパー
バイザーの指導は欠かせない。

○児童福祉施設入所等に伴う負担金の決定（調定事務）が児童相談所の役割とされている場合には、スーパー
バイザーとしての指導・監督が求められる。
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川﨑　討議の時間も残り少なくなってきましたが、

最後にどうしても話し合っておきたいことがあり

ます。それは、スーパーバイザーに対するスーパー

バイズです。この点に関して「スーパービジョン

の要領」は、最後に「スーパーバイザーの限界に

ついて」という項目を立てて、次のように述べて

います。これは、継続型スーパーバイズについて

議論したときにも少し紹介したんですが、もう一

度言いますね。「スーパーバイザーがこれまで受

けてきた教育、訓練、相談援助活動の経験、習得

している理論、技術、自己の臨床観及び対人関係

における自己の特徴等によってスーパーバイジー

ヘの援助の限界が決まってくる。すべての理論、

技術を習得することは非常に困難であり、すべて

の事項についてスーパービジョンができると考え

るのは非現実的である。したがって、相互にスー

パービジョンを行うほか、必要に応じ外部の専門

家によるスーパービジョンの機会を設けることが

必要である」。この点に関連して、何か感じるこ

とや課題だと思うことがありましたら、一言ずつ

でもご発言いただければと思います。

菅野　こういう機会がすごく役立つと思うね、何と

言っても。

川﨑　こういう機会って、この研究会のことですか？

菅野　そう。スーパーバイザーたちが集まること

や。「スーパービジョンの要領」にも「相互にスー

パービジョンを行う」ことが必要って書いてある

ようだけど、今回も他の人たちの工夫とかいろん

なことが聞けて、ずいぶん参考になった。スーパー

バイザーたちのピアグループが必要だよ。

川﨑　それって、各都道府県で同じ立場の人たちが

いますよね。

菅野　全然違う人同士がやらんとあかん。システム

が違うことで見えてくるものもあるし、直接利害

関係がある人とはやりにくいということもある。

内輪だけでは、たぶん効果は半減するやろね。

武田　通常業務での連絡会はすでに頻繁にやって

います。それから神奈川県内だと、県と政令市と

児童相談所設置市である横須賀市を含めて４県市

での会議もあります。それも結構勉強になります

ね。新年度からは相模原市が政令市になるので５

県市になります。

衣斐　スーパーバイザーが自分でやってることを

見直して、それをみんなで検討するっていうのは、

それ自体がスーパーバイザーのスーパーバイズと

いう構造になっていますよね。この研究会は、実

はそういう作業をしてきたんだと思う。参加して

みて確かに良い刺激を受けたし、知らないことも

いっぱいあるなって、改めて思いました。

川﨑　お話を聞かせてもらいながら、子どもの虹情

報研修センターの「児童相談所児童福祉司スー

パーバイザー研修」も、さらに工夫していかない

といけないと感じています。ただしセンター研修

は、本研究会のように少数というわけにはいかな

いので、難しい面もあるとは思いますが……。

衣斐　それから、以前にも少し話題になった他県と

の交流もスーパーバイザーにとっては役に立つん

じゃないかと思います。要するに、私が野坂さん

のところに行かせてもらって、

武田　援助方針会議を傍聴させてもらうというプ

ランですね。

川﨑　今回の研究計画で、本当はそれをやってみた

かったんですけどね。

衣斐　援助方針会議に他県の児童相談所のスー

パーバイザーが来たら、やっぱり緊張もするけど、

見学する側にしたら、「こんなやり方してるの

か！」って、そりゃあもう目から鱗が落ちるよう

なことがいっぱいあると思う。今回、話を聞くだ

けでも考えさせられることがいっぱいあったけ

ど、でも理解できたのは半分ですよね、きっと。

半分はイメージできるけど半分は分かんない。そ

れが中に入らせてもらえば、「あーっ、これがあ

のとき言ってたことか！」って具合に胸にストン

と落ちるんやないですか。

川﨑　実は私は、子どもの虹情報研修センターに赴

任した最初の年に何か所かの児童相談所を訪問さ

スーパーバイザーに対するスーパーバイズ
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せてもらって援助方針会議にも陪席させてもらっ

たんです。衣斐さんが今言ったように、会議の運

営方法は、もう全然違いましたし、考えさせられ

ることはいっぱいありました。

武田　少し違うかも知れませんが、神奈川県が虐待

対策班を設置して取り組んでいるのはすごく刺激

になっています。横浜もそこから学ぼうとしてる

んですが、それが神奈川県域全体のレベルを引き

上げる効果も持っています。他県市から学ぶこ

とってたくさんありますもんねえ。

川﨑　神奈川県の取り組みは、やはり昨年度の研究

会で中央児童相談所の加藤所長さん（当時）から

聞かせてもらいました。組織的に支える体制をつ

くってレベルアップを図ろうとしたんだと思い

ます。

衣斐　話は変わりますが、スーパーバイザーの心構

えみたいなことで言うと、「自分が想定している

ことが全て」だなんて思ってたらとんでもないっ

ていうか、やはり想定外のことが起こり得るとい

う意識が必要なんだと思います。そして、自分自

身もスーパーバイズを受けるという気持ちを忘れ

ないで、そのための具体的な資源を確保しておく、

言うならばメタ・スーパーバイザーを置いておけ

ると良いなって思います。

菅野　現実問題として、各児童相談所ごとでみてい

くと10年選手は数えるほどしかいなくなってきて

るでしょ。だから、「児童相談所にいたのはもう

ずいぶん前のことですわ」っていう人がスーパー

バイザーとして赴任してきたり、そもそも児童相

談所経験が非常に少ない人がスーパーバイザーを

引き受けるというようなことがある。そういう

スーパーバイザーのためにも、スーパーバイザー

の階層が必要なんじゃないですか。でないと、衣

斐さんがいくら「自分自身もスーパーバイズを受

けるという気持ちを忘れないように」と言っても

成り立たないと思うんですよ。

川﨑　昨年度の「スーパーバイズのあり方に関する

研究」に参加してくださった横浜市南部児童相談

所の松橋所長さん（当時）は、そういう意味では

自分自身をスーパーバイザーのスーパーバイザー

だと自覚されておられましたね。まさに、今言わ

れたスーパーバイザーの階層が存在しているんで

す。スーパーバイザーは、言うなれば現場監督で

すから、現場監督をちゃんと監督する、つまりスー

パーバイザーのスーパーバイザーは絶対必要なん

ですよね。特に現在の児童相談所は、困難事例も

たくさん抱えていますから、経験の蓄積といった

点からも重要です。

佐々木　私は子どもの虹情報研修センターで専門

相談を担当しているので、セカンドオピニオンと

して意見を求められることも多いんですが、そう

いう場合、否応なしにスーパーバイザー的なこと

を言わなきゃいけないことがあります。というの

は、「今の児童相談所では、こういう対応は認め

られなくなっている」って言わざるを得ないよう

な場合もありますので……。でも、逆に言えば、

全国的にはやはり十分な経験がないままスーパー

バイザーの役割を担わなければならない方がい

るってことだと思います。だからでしょうか。み

なさんがよく訊きたがるのは、「他の県ではどの

ようにされているでしょうか」ということです。

川﨑　佐々木さんの話とも重なるんですが、個人的

な関係も含めて、いろんな分野で詳しい人を、自

分のまわりになるべく多く確保しておくことでは

ないでしょうか。そして、具体的な問題で意見が

ほしい場合には、遠慮なくそこへ行って訊くん

です。

衣斐　日本児童相談所を作らないといけませんね。

困った時はそこへ行きましょうって（笑）。

菅野　それや！　それ作ろう。というのは冗談とし

て、やはり職場のシステムとして、職員の年齢や

経験年数なども含めて適正な配置がされていると

いうことが必要でしょう。結局はシステムですよ

ね。そこがしっかりしていなかったら、児童相談

所は正常に機能しない。

川﨑　そういう仕組みがあって初めて、現場でやっ

ていけると思う。私は課長職についてスーパーバ

イザーの役割を担うことになった途端、孤立感を

覚えた記憶があります。というのは、課長は職場

に１人しかいませんでしたから。スーパーバイ
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ザーも、その上にメタ・スーパーバイザーが置か

れていて階層的に支えられる必要があるんです。

菅野　今までの児童相談所は、その辺りが弱点だっ

たんですよ。すごく立派な人がいても、その人が

いなくなったら終わりみたいなね。それではもう

あかん時代になってる。だから人材育成ができる

構造をきちっと作って、着実に職員が育つ組織に

していかないとだめなんです。

武田　世代交代で若い人たちが多くなってきたか

ら、その人たちにどんどん教えるしかない。

川﨑　やっぱり最後は人を育てることのできる組織。

菅野　最終的にはそこですよ。人を活かすのも殺す

のも。

川﨑　と話している間に、早くも予定の時間をオー

バーしてしまいました。まだ語り尽くせていない

ことも多々あるとは思いますが、都合３回の研究

会は、これで終わりとさせていただきます。活発

なご意見もいただき、有益な会になったと思って

います。お忙しい中、本当にありがとうございま

した。

スーパーバイザーに対するスーパーバイズのポイント

○スーパーバイザーが集まって各自の工夫や実践を報告し、話し合えるピアグループが必要。
○県や市を超えて援助方針会議に相互参加するなど、交流の機会を持つことも意味がある。
○スーパーバイザーは想定外を想定する心構えが必要。
○スーパーバイザーとしてメタ・スーパーバイズを受けることが必要。スーパーバイザー自身が自分のまわり
に相談できる人を確保しておく。

○児童相談所の中にスーパーバイザーのスーパーバイザーを置くような組織体制が必要。
○人材育成のシステムを構築すること。
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平成22年度専門研修の実績と評価

 １．平成22年度実施の研修の概要　

（１）平成22年度研修の基本方針

子どもの虹情報研修センター（以下「センター」という）は、平成14年度より児童虐待対応等に関わる援助

者の専門研修事業を行っています。平成22年度研修は、以下の点を基本方針として企画・運営しました。

①　「参加型」研修の継続

 　センター研修では、開設以来、全国から集まった参加者が問題意識を持って議論しあうことを通じ、相互

に切磋琢磨することにより、子ども虐待対応への専門性の向上をめざした「参加型研修」を基本においてい

ます。このため、研修によって異なりますが、参加者自らの業務内容や機関情報をまとめた「フェイスシー

ト」、現状を総合的に把握する「アンケート」、そして関わった事例をまとめる「事例の概要」等を事前課題

として提示、提出をお願いしています。加えて、グループ討議やシンポジウム、事例検討等、討論型プログ

ラムの時間配分を多くとりました。事例検討においても、少人数での事例検討を組みいれています。

②　地域虐待対応研修（各自治体で行う市町村向けの研修）の充実

 　19年度より地域で行う虐待対応研修の企画、実施を担う人を対象とした「地域虐待対応研修指導者養成研

修」を実施しています。要保護児童対策地域協議会の充実と市町村の相談窓口体制の充実は喫緊の課題です。

研修では、21年度から受講した研修の講義に関してはインターネット配信できるシステムを整え、各地で研

修を実施する際に活用できるよう工夫しました。参加者が人材育成プランを検討し、具体的な研修の企画・

実施ができることを目的にしていますが、研修の実施率は決して高い状況にありませんでした。市町村の児

童家庭相談担当を中心とした人材育成についての研究等を踏まえ、人材育成計画のモデルを示すなどの支援

と地域で実施可能で具体的な研修プログラムの提供に努め、指導者養成研修の啓発をさらに図りました。

③　児童福祉施設の人材育成体系に則った研修の位置付け

 　児童福祉施設への基幹的職員の配置に伴い、新人から中堅、ベテランまでの人材育成を目的とした研修体

系の構築が各施設協議会や都道府県で求められ、その取り組みが始まっています。センター研修は、これま

で行ってきた児童養護施設職員指導者研修や乳児院職員指導者研修および情緒障害児短期治療施設職員指導

者研修を、ベテランや基幹的職員のフォローアップを原則とし、リーダー養成としての側面をより強めてい

くことが課題と考えました。研修内容として「アセスメント」「家族への支援」「チームアプローチ」を中心

的テーマとし、この点でのリーダーシップをはかれるよう内容を工夫しました。

④　Web研修の本格実施

 　21年度から本格実施したWeb研修に対する参加者の評価は高く、継続しての実施を希望する声が多かった

ため、希望者は継続とし、欠員となったメンバー数のみ募集いたしました。22年度は昨年度の反省を生かし、

時間数を伸ばすなどの改善を行いました。また昨年度の参加者の中で課題研究に携わるなど事業参加への機

会も提供することで、幅広く人材育成がはかれるような体系化を検討しました。
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⑤　合同研修の更なる充実

 　児童虐待対応において多機関協働は不可欠であり、そのためにも近接する機関の合同研修は非常に重要と

認識しています。これまでも、連携の必要な職種、機関、施設等の合同研修を立ち上げてきましたが、22年

度は「教育機関と児童相談所の合同研修」、および「児童相談所・児童福祉施設合同研修」を実施いたしま

した。

⑥　「児童福祉施設心理担当職員合同研修」受入れの拡大について

 　14年度より開催しています「児童福祉施設心理担当職員合同研修」への参加申し込みが年ごとに増加し、

昨年は募集開始後数週間で参加定員を大幅に上回り、かなりの参加をお断りいたしました。こうした状況を

踏まえ、本年度は２回開催とし、参加希望者の受け入れの拡大を図りました。

（２）平成22年度研修で新設／再編した研修

平成22年度は以下の４つの研修を新設／再編しました。それぞれの研修を簡単に記していますが、詳しい内

容については「３.  研修を振り返って」にて説明します。

①　特別研修「教育機関と児童相談所職員の合同研修」の実施

 　子ども虐待対応における学校と児童相談所との連携強化は古くからの課題です。岸和田事件以来、小中学

生の虐待による死亡等の事件が繰り返されており、昨年も東京都江戸川区で死亡事件が発生しました。その

度に学校と児童相談所との連携が大きな問題として指摘されています。こうした状況を踏まえ、文部科学省

にも承認をいただき、特別研修として実施いたしました。

②　「児童相談所・児童福祉施設職員合同研修」の新設

 　施設入所の段階のアセスメントや家族再統合に向けた支援においては、児童相談所と児童福祉施設の連携

が不可欠です。かつ支援困難なケースが増加している現状を踏まえても両機関の協働がこれまで以上に求め

られるのは確実です。そこで「児童相談所・児童福祉施設職員合同研修」を新設しました。

③　テーマ別研修について

 　22年度は「子ども虐待と周産期の支援」と「DVと子ども虐待」の２つのテーマ別研修を行いました。前

者は81名、後者は84名で、両研修共に希望者が多く、お断りする人が多数ありました。児童相談所職員をは

じめとして、前者では乳児院、保健機関、母子生活支援施設、児童養護施設、市区町村職員が、後者では母

子生活支援施設、市区町村、児童養護施設職員の参加者が多く、児童福祉分野で関心の高いテーマであるこ

とが分かりました。両テーマとも子ども虐待と密接に関係しており、特に虐待の予防という視点からは強く

アプローチすべき領域であることを認識しました。そのためには、児童福祉諸機関と周産期医療や保健分野、

あるいは女性相談分野との協働等が重要であることを認識しました。

④　「児童福祉施設心理担当職員合同研修」の２回開催について

 　年々「児童福祉施設心理担当職員合同研修」への参加希望が増加し、一昨年は定員の倍以上の希望があり、

応じきれなかったことを踏まえ、昨年は２回開催といたしました。それぞれの参加人数は80名と81名で、参

加希望に応じることができました。
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 ２．参加状況　

平成22年度に実施した研修と参加者数は表１の通りです。

全研修で1,599名の参加がありました。昨年度の1,485名に比べ114名増となりました（表１）。

表１　子どもの虹情報研修センターで実施した研修一覧と参加者数

研　　修　　名 期　　日 H22年度 H21年度 H20年度

児童相談所長研修＜前期＞　 H22/4/21（水）～4/23（金） （94）

92

62

（64）

76

（78）児童相談所長研修＜後期＞ H22/10/6（水）～10/8（金）

児童相談所・情緒障害児短期治療施設・医療機関等医師専門研修 H22/5/12（水）～5/13（木） 27 24 23

児童相談所医師専門研修　 H22/5/13（木）～5/14（金） 21 17

地域虐待対応研修指導者養成研修 H22/6/8（火）～6/11（金） 78 39 38

児童相談所児童福祉司指導者基礎研修　 H22/6/29（火）～7/2（金） 65 81

地域虐待対応アドバンス研修 H22/7/13（火）～7/14（水） 62（福井） 61（岩手） 33（秋田）

地域虐待対応アドバンス研修 H22/7/21（火）～7/22（水） 91（愛媛） 87（岡山） 79（岐阜）

地域虐待対応アドバンス研修 H22/2/2（火）～2/3（水） 57（栃木） 66（沖縄） 75（茨城）

特別研修　教育機関と児童相談所職員の合同研修 H22/7/28（水）～7/29（木） 47

児童相談所児童心理司SV研修 H22/8/3（火）～8/6（金） 53 48 51

大学生・大学MDT（多分野横断チーム）研修 H22/8/24（火）～8/25（水） 91 62 63

情緒障害児短期治療施設指導職員研修 H22/9/7（火）～9/9（木） 28 21 24

児童相談所児童福祉司SV研修 H22/9/14（火）～9/17（金） 61 66 74

児童養護施設職員指導者研修　 H22/10/26（火）～10/29（金） 80 80 84

治療機関・施設専門研修 H22/11/9（火）～11/12（金） 81 82 67

児童福祉施設指導者合同研修 H22/12/1（水）～12/3（金） 85 84 85

児童福祉施設心理担当職員合同研修A H22/12/15（水）～12/17（金） 80 88 87

児童福祉施設心理担当職員合同研修B H22/12/20（月）～12/22（水） 81

児童相談所中堅児童福祉司・児童心理司等合同研修 H23/1/12（火）～1/15（金） 86 84 87

乳児院職員指導者研修 H23/1/26（火）～1/29（金） 55 48 43

児童相談所・児童福祉施設職員合同研修  新 H23/2/16（水）～2/18（金） 79

テーマ別研修「H22年度：周産期の支援」 H23/3/2（水）～3/4（金） 81 84＊1 141＊3

テーマ別研修「H22年度：DVと子ども虐待」 H23/3/9（水）～3/11（金） 84 111＊2 99＊4

児童福祉施設職員等地域合同研修 H22/9/8（火） 26（福岡） 64（滋賀） 46（大阪）

児童福祉関係職員長期研修（Web研修） 年８回 8 8

　　　　参　加　者　合　計 1599 1485 1469

＊１「平成21年度：性的虐待」＊2「平成21年度：家族への支援」＊3「平成20年度：親への支援」＊4「平成20年度：児童虐待に関する諸問題」
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 ３．各研修を振り返って　

各研修のプログラム、講師名、時間配分等を表２～23に示しました。

センターでは、研修終了時に、研修後アンケートを実施し、研修に対する評価、今後の研修への要望を聴取

していますが、その一部も加えてそれぞれの研修ごとに振り返ることとします。

（１）児童相談所長研修（表２－１、２－２）

平成16年度の児童福祉法改正により義務化された研修で、対象は、４月から新しく着任された児童相談所長

です。研修プログラムは厚生労働大臣が告示した基準に合致するように構成された内容を＜前期＞＜後期＞に

分けて策定しました。＜前期＞研修では所長として必要な基本的事項を中心に、＜後期＞は半年間の実務経験

を踏まえ、事例検討やグループ討議等により児童虐待等への具体的対応のあり方等について学べるプログラム

となっています。

表２－１　児童相談所長研修＜前期＞

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 児童家庭福祉の動向と課題
太田和男（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総

務課）
1.5

講義
児童相談所の運営

　　　　－児童虐待への対応と危機管理－

村瀬　修（しずおか・子ども家庭プラットフォーム）
1.5

講義 ジャーナリズムから見た児童相談所 小宮純一（フリージャーナリスト） 1.5

2

講義 要保護児童対策地域協議会等関係機関との連携 安部計彦（西南学院大学人間科学部） 2.0

講義 死亡事例から学ぶ 川﨑二三彦（子どもの虹情報研修センター） 1.5

講義 少年非行の理解と対応 橋本和明（花園大学社会福祉学部） 1.5

討議

児童相談所の運営 参加者＜グループ討議＞

石田公一（岐阜県立白鳩学園）

水鳥川洋子（前千葉県中央児童相談所）

佐々木宏二（前子どもの虹情報研修センター）

小出太美夫（子どもの虹情報研修センター）

川﨑二三彦（　　　　　　〃　　　　　　）

1.5

３ 講義 児童虐待への対応－法的対応のあり方－ 磯谷文明（くれたけ法律事務所） 2.5

表２－２　児童相談所長研修＜後期＞

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
討議

児童相談所の運営 村瀬　修（しずおか・子ども家庭プラットフォーム）

＜グループ討議＞
2.5

演習 事例検討　児童虐待の初期対応 津崎哲郎（花園大学社会福祉学部） 2.0

2

演習 事例検討　適切な法的対応 磯谷文明（くれたけ法律事務所） 3.0

演習 事例検討　少年非行への対応 橋本和明（花園大学社会福祉学部） 1.5

討議
子どもの権利擁護 伊達直利（旭児童ホーム）

＜グループ討議＞
3.0

３ 討議
要保護児童対策地域協議会との

役割分担と連携

才村　純（関西学院大学人間福祉学部）

＜グループ討議＞
3.0
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今年度は、計92名の参加がありました。＜前期＞のグループ討議では、児童相談所の経験年数が少ない参加

者が集まったグループには、児童相談所経験の豊富な助言者が入り、参加者からの質問に答えられる時間にし

ました。＜後期＞研修では、参加者から事前に提出された事例の検討を中心に行いました。例年、グループ編

成は＜前期＞＜後期＞と同一メンバーとして、参加者相互の情報交換や交流が進むように配慮しております。

参加者は、＜前期＞研修の後で、全国児童相談所長会議（８月）が開催され、そのあとに＜後期＞研修が行わ

れるなど、定期的に顔を合わせる機会が多いため、相互の交流・情報交換が進んでいるようです。センターと

しても、引き続き児童相談所長間の交流のネットワークが整備されるよう工夫していきたいと思います。

（２）児童相談所・情緒障害児短期治療施設・医療機関等医師専門研修（表３）

児童相談所や情緒障害児短期治療施設、医療機関等に勤務する医師の専門研修です。この研修は、リピーター

参加者が多く、14年度から９年間継続して参加された方もおられます。

表３　児童相談所・情緒障害児短期治療施設・医療機関等医師専門研修：宿泊研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 虐待の診断について 長嶋達也（兵庫県立こども病院） 2.0

講義 虐待・衝動行為に対する治療について 笠原麻里（国立成育医療研究センター） 1.5

討議 現場の課題 参加者＜意見交換会＞ 2.0

2

演習
事例検討

　被虐待児と家族への援助と医師の役割

助言：岩佐嘉彦（いぶき法律事務所）

司会：小野善郎（和歌山県精神保健福祉センター）
2.0

演習
事例検討

　被虐待児と家族への援助と医師の役割

司会：髙瀨利男（横浜いずみ学園）
2.0

今年度は、27名の参加がありました。内訳は児童相談所医師17名、情緒障害児短期治療施設医師５名、児童

自立支援施設医師１名、精神保健福祉センター１名、医療機関・施設３名でした。

講義は、脳神経外科医である長嶋先生をお招きして、虐待による頭部外傷の問題をテーマにした「虐待の診

断についてをお願い致しました。笠原先生には、参加者の希望を受けて「虐待・衝動行為に対する治療につい

て」をお願い致しました。

２日目午前の事例検討では、昨年度に引き続き助言者に弁護士をお招きし、児童相談所に勤務する医師から

の法的対応に絡む事例を検討しました。午後の事例は、児童相談所の医師が特に親対応に積極的に関わってい

る事例検討を行いました。参加者は日頃から虐待事例に携わっているためか、午前・午後ともに、活発な意見

交換となりました。

研修後アンケートでは、「普段接することのない先輩医師の方々のお話が色々聴けたのが良かった」という

声がありました。一人職場が多い中、同じ立場の方が集まる研修は貴重な機会となっているようです。

（長嶋先生の論文は本紀要に掲載されています）

（３）児童相談所医師専門研修（表４）

本研修は、児童相談所で働く医師からの希望で平成21年度より新設しています。
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表４　児童相談所医師専門研修：宿泊研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

シンポ

ジウム

児童相談所医師の実践 金井　剛（横浜市中央児童相談所）

藤林武史（福岡市こども総合相談センター）

古田洋子（埼玉県中央児童相談所）

司会：小野善郎（和歌山県精神保健福祉センター）

2.0

討議 意見交換会 1.5

2 演習
事例検討

被虐待児と家族への援助と医師の役割

磯谷文明（くれたけ法律事務所）
2.5

研修参加者は21名でした。昨年の研修後からメーリングリストを作成し、参加者同士の交流を研修後も続け

られるようにしました。討議や実践報告から、児童相談所によって医師の役割が異なっていることが共有され、

参加者自身の児童相談所での立ち位置や役割を考える機会になったようです。

（４）地域虐待対応研修指導者養成研修（表５）

この研修は、市町村等地域で研修を行う際の指導者を養成することを目的とした研修です。市町村が児童家

庭相談を行うことに伴い、都道府県は市町村への研修を含めたバックアップを担当することとなりました。そ

のような実情を踏まえ、センターでは市町村への研修を企画・実施する担当者への研修を20年度より開催して

います。対象は、児童相談所、要保護児童対策地域協議会の調整機関の職員及びこれらの機関を所管する本庁

の職員など研修講師、企画立案担当予定者としました。

表５　地域虐待対応研修指導者養成研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 児童虐待法制度の理解 ☆ 千正康裕（厚生労働省雇用均等・児童家庭局） 2.0

講義 研修の意義と計画 増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 1.5

討議 情報交換（自己紹介） グループ討議＜参加者＞ 1.0

2

講義 ケースのアセスメントについて ☆ 増沢　高 2.0

講義 要保護児童対策地域協議会の運営 ☆ 加藤曜子（流通科学大学） 1.0

演習 要保護児童対策地域協議会の運営 加藤曜子 2.5

３

実践

報告

虐待を受けた子どもと家族・

　　　　ハイリスク家庭の支援

寺谷志津枝（鳥取県倉吉市立上井保育園）

塚根智子（鳥取県倉吉市福祉保健部）

井上和加子（鎌倉市子どもみらい部）

2.5

講義 子育てを考える ☆ 佐藤拓代（大阪府立母子保健総合医療ｾﾝﾀｰ） 1.0

演習
乳児家庭全戸訪問事業

　　　　（こんにちは赤ちゃん事業）の進め方

佐藤拓代
3.0

４
討議 研修計画とプログラムの作成 グループ討議＜参加者＞ 2.5

討議 研修計画とプログラムの作成（全体会） グループ討議＜参加者＞ 2.0

45自治体（政令市を含む全69の内）78名の参加がありました。参加者の内訳は、児童相談所職員が50名（64％）、

市区町村担当者が24名（31％）、本庁職員４名（５％）という内訳でした。

研修は、行政説明等の最新情報から、児童虐待分野における研修の意義と計画や、先進的な取り組みを行っ

ている市町村からの実践報告、演習など幅広く盛り込みました。要保護児童対策地域協議会の運営、乳幼児全
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戸訪問事業の２テーマに関しては、前半は講義、後半は演習という形式をとり、参加者が地域に戻って研修を

実施する際に参考になることを意識して構成しました。☆がついている講義は、インターネットによる講義映

像配信を行いました。

21年度参加者への一年後アンケートより、研修終了後、自分の地域で研修を企画・実施した自治体は20ヵ所

で、参加自治体（39個所）の51.2％でした（回答率61.3％）。研修参加者が受講後に地域で研修を行う際の後方

支援について、今後も検討していくことが必要です。

（５）児童相談所児童福祉司基礎研修（表６）

センターでは、毎年実施している児童福祉司スーパーバイザー研修の経験年数に大きな開きがあったこと、

自治体の人事異動システムにより指導的立場として児童相談所に配置されるが児童相談所経験年数の低い職員

が多いという現状を受け、児童相談所経験年数が３年に満たない職員を対象とし、21年度より本研修を新規開

催しました。

表６　児童相談所児童福祉司指導者基礎研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

プレセッション ジェノグラムについて 川﨑二三彦（子どもの虹情報研修センター） 2.0

講義 児童相談所教育・訓練・指導担当者としての役割 川﨑二三彦 1.5

討議

児童相談所の抱える現状と課題 参加者＜グループ討議＞

齊藤幸芳（東京都品川児童相談所）

影山　孝（東京都児童相談センター）

須藤友美（横浜市西部児童相談所）

土橋俊彦（神奈川県中央児童相談所）

武田玲子（横浜市中央児童相談所）

水鳥川洋子（前千葉県中央児童相談所）

佐々木宏二（前子どもの虹情報研修センター）

小出太美夫（子どもの虹情報研修センター）

2.0

2

講義 虐待に対する法的手段の適切な活用 高橋　温 （新横浜法律事務所） 2.5

演習 虐待事例の検討（初期対応事例） 松風勝代（大阪府福祉部こども室） 2.0

演習 虐待事例の検討　（施設入所等事例） 松風勝代 2.0

３

講義 虐待の心身の発達に及ぼす影響 増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 2.5

演習

虐待事例と非行事例の検討　 橋本和明（花園大学社会福祉学部）

2.0
小グループ ＊山野則子（大阪府立大学人間社会学部）

　鈴木浩之（神奈川県中央児童相談所）

　川﨑二三彦

　小出太美夫

演習
虐待事例と非行事例の検討　 同上

2.0
小グループ ＊同上

４ 講義 ケースの「見立て」について 小野善郎（和歌山県精神保健福祉センター） 2.5

参加者は65名で、平均経験年数は2.8年でした。10年以上のベテラン児童福祉司も２名（３％）いましたが、

３年未満が43名（66％）と多くが児童相談所経験が少ない方でした。本研修では希望者を対象にプレセッショ

ンを設け、ジェノグラムの書き方について演習を行いました。また、指導的立場としての役割についての講義

や、法的対応についての講義など、基本的な知識を習得できると同時に、事例検討からは実践で使えるスキル
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も学べるよう工夫しました。参加者からの評価も概ね良好でした。

（６）地域虐待対応等アドバンス研修（表７－１～７－３）

18年度から「市町村虐待対応等セミナー」から「地域虐待対応等合同研修」に再編した本研修ですが、20年

度より「地域虐待対応等アドバンス研修」というステップアップ研修として実施しています。研修会場は、今

までの開催場所等を考慮して、福井、愛媛、栃木の３ヶ所としました。

表７－１　地域虐待対応等アドバンス研修（福井）

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 リスクアセスメントと見立て 志村浩二（三重県亀山市子ども総合センター） 1.5

講義 地域におけるハイリスク家庭への支援 志村浩二 2.0

討議
児童虐待対応における

　　　　機関連携の課題と解決の方向

参加者＜グループ討議＞
2.0

2

演習 ケースレポートを考える 子どもの虹情報研修センター職員 2.0

演習
事例検討

　要保護児童対策地域協議会構成機関の連携

菅野道英（滋賀県中央子ども家庭相談センター）
2.5

表７－２　地域虐待対応等アドバンス研修（愛媛）

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 リスクアセスメントと見立て 加藤曜子（流通科学大学） 1.5

講義 地域におけるハイリスク家庭への支援 白山真知子（NPO法人　児童虐待防止協会） 2.0

討議
児童虐待対応における

　　　　機関連携の課題と解決の方向

参加者＜グループ討議＞
2.0

2

演習 ケースレポートを考える 子どもの虹情報研修センター 2.0

演習
事例検討

　要保護児童対策地域協議会構成機関の連携

山野則子（大阪府立大学人間社会学部）
2.5

表７－３　児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 リスクアセスメントと見立て 志村浩二（三重県亀山市子ども総合センター） 1.5

講義 地域におけるハイリスク家庭への支援 同上 2.0

討議
児童虐待対応における

　　　　機関連携の課題と解決の方向

参加者＜グループ討議＞
2.0

2

演習 ケースレポートを考える 子どもの虹情報研修センター 2.0

演習
事例検討

　要保護児童対策地域協議会構成機関の連携

秋山邦久（常磐大学大学院）
2.5

参加者は、福井62名、愛媛91名、栃木57名で、主に児童相談所と市町村からの参加でした。

今年度も児童相談所と市町村との連携を軸に、「リスクアセスメントと見立て」「地域におけるハイリスク家

庭への支援」の講義を組み入れました。20年度から事例検討を盛り込み、事前課題で自身がかかわった事例を
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まとめることが必要になりました。特に市町村担当職員は事例をまとめる作業に不慣れなことが多く、事例を

振り返るだけでなくこの作業自体が研修の一環となることを狙っています。研修当日は自分のかかわったケー

スを、他機関に対して短時間で報告するための「ケースレポートを考える」演習を行いました。アセスメント

やケースレポートのフォーマットは、「具体的で実践にすぐに役立つ」と、好評をいただきました。様々な地

域に出向くたびに、グループ討議や事例検討を通して体制や対応に地域差があるように感じています。また、

人事の問題も絡み、専門性の蓄積に課題もあります。今後、この地域差・専門性の向上をどう図っていくかが

大きな課題です。

（７）特別研修　教育機関と児童相談所職員の合同研修（表８）

学校と児童相談所の連携強化を目的として、今年度特別に設定された合同研修です。

表８　特別研修　教育機関と児童相談所職員の合同研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 児童虐待の現状と課題 玉井邦夫（大正大学人間学部） 1.5

討議 情報の共有 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

講義 死亡事例から学ぶ 川﨑二三彦（子どもの虹情報研修センター） 1.5

講義 児童虐待の影響と回復に向けた援助の視点 増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 1.5

実践

報告

学校と児童相談所との連携について 佐藤隆司（神奈川県県北地域児童相談所）

福井俊道（岐阜県東濃子ども相談センター）

永井邦保（千葉県船橋市立金杉台中学校）

川﨑二三彦

1.5

討議
学校と児童相談所との連携を強化するために 参加者＜グループ討議＞

川﨑二三彦
2.0

年度末に急きょ設定した研修であったため、特に学校等教育機関への周知が十分でなく、教育機関からの参

加が47名中８名（17％）と少なかったのですが、児童相談所に教育機関から出向している教員が12名（26％）

いたために、福祉職と半数近くとなりました。

講義では児童虐待の現状と課題、死亡事例、援助の視点など、学校と児童相談所の共通理解が必要な内容を

取り上げました。グループ討議や実践報告では、両方の立場を知っている参加者がつなぎ役となり、それぞれ

の領域における児童虐待対応の認識の違いを理解し、共通理解に向けた連携のあり方、適切な協働による対応

のあり方など、貴重な意見を共有することができました。

（８）児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修（表９）

本研修は、従来「児童相談所心理職員指導者研修」として実施されてきたものですが、法改正に伴い、児童

心理司スーパーバイザーが明確に打ち出されたことを機に、20年度より「児童相談所児童心理司スーパーバイ

ザー研修」として再編したものです。この研修も、児童相談所経験年数を「５年以上」として、参加者に一定

以上の経験年数を求めています。

今年度は53名の参加がありました。参加者の児童相談所の平均経験年数は9.8年でした。
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表９　児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 児童相談所における児童心理司の役割 木全玲子（東京都杉並児童相談所） 1.5

討議 児童虐待対応における児童相談所児童心理司の役割 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

講義 アセスメント 菅野道英（滋賀県中央子ども家庭相談センター） 2.0

演習
アセスメント 菅野道英

参加者＜グループ討議＞
2.5

講義 性的虐待への対応 山本恒雄（日本子ども家庭総合研究所） 2.0

３

講義 児童福祉施設での子どもの育ち 楢原真也（子どもの虹情報研修センター） 2.0

演習

事例検討 神田秀人（山形県立鶴岡病院）

2.0
小グループ ＊中垣真通（静岡県西部児童相談所）

　柴田長生（京都府家庭支援総合センター）

　倭文真智子（前東京都足立児童相談所）

　小出太美夫（子どもの虹情報研修センター）

演習
事例検討 神田秀人

2.0
小グループ ＊同上

４
討議

児童相談所児童心理司の

　　　　スーパーヴィジョンについて考える

参加者＜グループ討議＞
2.5

講義 スーパーヴィジョンの実際 平岡篤武（静岡県健康福祉部） 2.0

内容については、児童心理司の役割を最初に考え直す講義を設定し、２日目には担当心理司としても、スー

パーバイザーとしても常に力量を磨いておくべきアセスメントについての講義と演習、どの児童相談所でも大

きな課題となっている性虐待についての講義を盛り込みました。３日目には児童福祉施設の子どもの育ちを取

り上げると共に、事例検討を行いました。「今後の自分の動き方のモデルや目標が浮かび上がった」「各地で

SVを務めている方々と話せて勉強になった」との肯定的な意見が寄せられる一方で、心理検査や所見の書き方、

スーパーバイザーとしての役割や方法などについても、より焦点をあててほしいとの要望もあり、今後の内容

に反映させていきたいと思います。

（９）大学生・大学院生児童虐待MDT（多分野横断チーム）研修（表10）

センターでは、18年度から大学生・大学院生を対象とした研修を開催しております。学生時代から児童虐待

の現状を知り、そして多分野協働の重要性を学ぶことで、就職後の多機関間連携がより推進されることを期待

して開催しています。今年度の参加者は91名で、内訳は、心理学関係の学部が多く、ついで、教育、社会福祉、

保育、看護でした。

表10　大学生・大学院生児童虐待MDT（多分野横断チーム）研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 児童虐待とは 川﨑二三彦（子どもの虹情報研修センター） 1.5

講義 児童虐待と生命の危機 市川光太郎（北九州市立八幡病院小児救急センター） 1.5

講義 虐待を受けた子どもの理解と援助 増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 1.5

討議 課題の共有 参加者＜グループ討議＞ 1.5
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2
演習 事例検討 秋山　邦久（常磐大学大学院） 2.5

討議 発生予防のための啓発活動について 参加者＜グループ討議＞ 2.0

研修内容は、事例検討や児童虐待防止に関する啓発活動に関するグループ討議など、少人数で討議する時間

を多く設定しました。専攻分野の異なる学生が意見交換することにより、「多様な見方、考え方に触れ視点が

拡がると同時に、自分の専門性を認識することができた」「同年代の人たちと『子ども虐待』についてこれほ

ど真剣に話しあったのは初めてで、とても刺激を受けた」といった感想がありました。

（10）情緒障害児短期治療施設職員指導者研修（表11）

この研修は、15年度から、新設もしくは開設予定の情緒障害児短期治療施設職員、既存施設の新任職員を対

象とした研修として実施していましたが、全国情緒障害児短期治療施設協議会で新設施設（及び新人）対象の

研修を行い、センターでは経験を積んだ指導者対象の研修を20年度から行っています。

表11　情緒障害児短期治療施設職員指導者研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

シンポ

ジウム

治療的援助の本質と未来像 杉山信作（広島市こども療育センター）

滝川一廣（学習院大学文学部）

細江逸雄（愛知県立ならわ学園）

2.5

討議 事例の共有と情短のあるべき姿について 参加者＜グループ討議＞ 1.5

2

演習
事例検討

　子どもの育ちの実際

小倉　清（クリニックおぐら）
2.5

演習
事例検討

　子どもの育ちの実際

平田美音（名古屋市児童福祉センター）
2.5

討議 援助方針の見直し 参加者＜グループ討議＞ 1.5

３
シンポ

ジウム

情短施設における家族支援 宮井研治（大阪市立児童院）

中島喜伸（大村椿の森学園）

窪田知香（さざなみ学園）

坂口繁治（岩手県社会福祉士会）

山喜高秀（志學館大学人間関係学部）

2.5

今年度は、28名の参加があり、平均経験年数は6.8年でした。

議論をより深めることを目的に、21年度からグループ討議の人数を４人という少人数に設定したことが好評

を頂いています。グループ分けについては、さまざまな職種の方々と、昔からある情短と新設情短が混ざるよ

うにし、できるだけ多くの方と討議できるように工夫しました。

事例検討で報告された事例は、それぞれ多くの課題をもった子どもたちであり、どう支援していくか子ども

に沿った視点で検討された貴重な事例検討でした。また、治療的援助の本質や家族支援についてのシンポジウ

ムを通して、「日々の多忙な業務の中で忘れがちであった、本質的な側面を考え直すことができた」といった

意見が寄せられました。

（11）児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修（表12）

本研修は、児童相談所で中心的・指導的立場にある児童福祉司（スーパーバイザー）を対象とした研修です。

児童相談所運営指針によると、児童相談所児童福祉司スーパーバイザーは、少なくとも10年程度の相談援助
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活動経験が求められますが、経験10年以上の児童福祉司となると、該当する参加者が少ないため、センターで

は、児童相談所経験５年以上を参加条件として設定して研修を実施しております。「児童相談所経験５年以上」

の参加者ということで、研修内容は応用編として位置づけています。

表12　児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 児童相談所におけるスーパーバイザーの役割 川﨑二三彦（子どもの虹情報研修センター） 1.5

討議 児童相談所の抱える現状と課題（情報交換） 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

講義 虐待に対する法的手段の適切な活用 高橋　温（新横浜法律事務所） 2.0

演習

事例検討（大グループ）

虐待事例の検討（初期対応・法的対応ケース）

津崎哲郎（花園大学）

2.0
事例検討（小グループ）

虐待事例の検討（継続支援ケース）

山本恒雄（日本子ども家庭総合研究所）

才村　純（関西学院大学）

鈴木浩之（神奈川県中央児童相談所）

佐々木宏二（前子どもの虹情報研修センター）

小出太美夫（子どもの虹情報研修センター）

演習

事例検討（大グループ）

虐待事例の検討（初期対応・法的対応ケース）

津崎哲郎（花園大学）

2.0
事例検討（小グループ）

虐待事例の検討（継続支援ケース）

山本恒雄（日本子ども家庭総合研究所）

才村　純（関西学院大学）

鈴木浩之（神奈川県中央児童相談所）

佐々木宏二（前子どもの虹情報研修センター）

小出太美夫（子どもの虹情報研修センター）

３

講義 ケースの見立てについて 金井　剛（横浜市中央児童相談所） 2.0

実践

報告

児童相談所におけるスーパービジョンについて 衣斐哲臣（和歌山県子ども・女性・障害者相談

センター）

武田玲子（横浜市中央児童相談所）

2.0

討議 児童相談所におけるスーパービジョンについて 参加者＜グループ討議＞ 2.0

4
演習

事例検討

　非行相談事例の検討

渡辺　忍（名古屋市西部児童相談所）
2.5

今年度は61名の参加（平均経験年数8.9年）がありました。

例年好評である「法的対応」に関する講義では、参加者から事前に提出された質問事項に講師（弁護士）が

応えるQ&A方式を継続するなど、参加者の悩みやニーズに直接対応できる内容としました。事例検討も「職

権一時保護・立入調査」「法的対応（法28条事例）」「在宅指導（家族再統合を含む）」「非行事例」など、児童

相談所で対応する事例を幅広く取り入れました。また、スーパーバイズに特化したものをもっと盛り込んでほ

しいという参加者からの要望を受け、20年・21年度に行った「児童相談所における児童福祉司スーパーバイズ

のあり方に関する研究」の結果をもとに講義と実践報告を行いました。

（12）児童養護施設職員指導者研修（表13）

この研修は、児童養護施設において子ども達を直接支援する職員のうち、指導的立場にある職員を対象とし

たものです。
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表13　児童養護施設職員指導者研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 児童養護施設の今日的課題 桑原教修（舞鶴学園） 2.0

討議 施設とケースの紹介 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

講義 子どもの発達と生活 内海新祐（旭児童ホーム） 2.0

講義 子どもの示す症状について 細澤　仁（椙山女学園大学） 2.0

演習

日々の養育を考える 参加者＜グループ討議＞

増沢　高

楢原真也

南山今日子（子どもの虹情報研修センター）

2.5

3

講義 施設における家族への援助 島川丈夫（同仁学院） 2.5

演習

事例検討 村瀬嘉代子（北翔大学大学院）

2.0
事例検討（小グループ）　 ＊島川丈夫

　瀧井有美子（横浜いずみ学園）　

　齋藤新二（齋藤ホーム）

　橘川　英和（共生会伊豆長岡学園）

演習
事例検討 村瀬嘉代子

2.0
事例検討（小グループ） ＊同上

4

講義
職員チームのあり方

　　　　－良好なチームを目指して－

増沢　高
2.5

演習

ケアプランの作成 古谷みどり（光の子どもの家）

杉山史恵（湘南学園）

高山由美子（東京育成園）

三浦聡介（東京恵明学園児童部）

大塚　斉（武蔵野児童学園）

増沢　高

楢原真也

南山今日子

2.5

今回は80名の参加がありました。児童養護施設は578ヶ所（平成22年5月現在）ありますが、９年間で研修に

参加された施設は422施設（73％：平成22年度末現在）となりました。　

プログラムは、「アセスメント」「家族支援」「チームワーク」を3大柱とし、研修を企画しました。本研修は、

昨年度より演習、振り返りを多く取り入れ、より参加型の研修にしています。事前課題でまとめてきたケース

について、４日間かけ、最終的にケアプランを作成する流れになっています。20年度からこの研修に関しては、

研修評価の研究を行っています。どういった演習のあり方がより参加者に有意義なものになるか、今後も評価

を行いながら検討していきます。

（13）治療機関・施設専門研修（表14）

情緒障害児短期治療施設、小児医療施設、小児精神科医療施設、児童相談所等の治療に携わる職員を対象に、

治療施設関係諸機関合同研修として実施している研修です。
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表14　治療機関・施設専門研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 乳幼児期の発達について  －愛着に焦点をあてて 遠藤利彦（東京大学大学院） 2.0

講義 発達障害とは何か 玉井邦夫（大正大学人間学部） 2.0

討議 情報交換（自己紹介） 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

講義 解離について 細澤　仁（椙山女学園大学人間関係学部） 2.0

講義 子どもの性化行動の理解と対応 山本恒雄（日本子ども家庭総合研究所） 2.0

討議 被虐待児の治療的援助（全体発表含む） 参加者＜グループ討議＞ 2.0

３

演習

事例検討

　子どもと親への治療的援助（小グループ）

笠井華英（東京都杉並児童相談所）

志村浩二（亀山市子ども総合支援室）

鈴木　清（横浜市中央児童相談所）

髙田　治（横浜いずみ学園）

平岡篤武（静岡県健康福祉部）

山喜高秀（志學館大学人間関係学部）

小出太美夫（子どもの虹情報研修センター）

2.5

演習
事例検討

　子どもと親への治療的援助

村瀬嘉代子（北翔大学大学院）
2.5

今年度は、児童相談所（一時保護所職員を含む）（59名）、情緒障害児短期治療施設（15名）、医療機関（５名）、

市町村（１名）、乳児院（１名）と各方面からの参加がありました。参加者の職種も、児童心理司、児童福祉司、

セラピスト、児童指導員、保育士、保健師、看護師等、多職種によって構成されております。

治療機関・施設からの参加者ということを意識して内容を設定しました。講義では「愛着」「発達障害」「解

離」「性化行動」を取り上げました。参加者にも4つのテーマの中から最も関心のあるテーマを選んでもらい、

討議や事例検討についてのグループ分けに反映されるよう、配慮しました。講義を通して、これらのテーマに

共通点があることに気づかされたという意見が多く寄せられ、さまざまな視点から子どもを捉える必要性が聞

かれました。事例検討は、前半は関心のあるテーマに沿った10人単位での小グループで、後半は、参加者全員

が一堂に会して行いました。

（細澤先生の講義録は本紀要に掲載されています）

（14）児童福祉施設指導者合同研修（表15）

この研修は、児童養護施設職員指導者研修、乳児院職員指導者研修の発展形として、17年度より実施してい

る研修です。18年度から、母子生活支援施設、児童自立支援施設を、19年度から情緒障害児短期治療施設にも

参加を呼び掛けたこともあり、多施設合同の研修となりました。

表15　児童福祉施設指導者合同研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 アセスメントについて 神田秀人（山形県立鶴岡病院） 2.0

討議 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

講義 チームアプローチと多機関協働 増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 2.5

シンポ

ジウム

子どもの未来像を描く 山澤重美（鳥取県米子児童相談所）

齋藤新二（齋藤ホーム）
3.5
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３

演習

事例検討　子どもと親への援助（１） 西田寿美（三重県立小児心療センターあすなろ学園）

2.5

事例検討（小グループ） 山澤重美

国分美希（至誠学園）

加藤尚子（明治大学文学部）

中島喜伸（大村椿の森学園）

南山今日子（子どもの虹情報研修センター）

演習

事例検討　子どもと親への援助（２） 西田寿美

2.5
事例検討（小グループ） 国分美希（至誠学園）

加藤尚子（明治大学文学部）

中島喜伸（大村椿の森学園）

増沢　高（子どもの虹情報研修センター）

今年度は85名の参加がありました。内訳は児童養護施設55名、母子生活支援施設から11名、乳児院から10名、

情緒障害児短期治療施設から２名、児童自立支援施設から４名、さらに自立援助ホーム、盲児施設、児童相談

所、一時保護所からそれぞれ１名の参加となっています。

まず、講義として「アセスメント」と「チームアプローチ」というどの児童福祉施設にも、子どもと家族を

支援していく上で共通のテーマを設定しました。

２日目午後には「子どもの未来像を描く」というテーマでシンポジウムを行い、児童自立支援施設、ファミ

リーグループホームの事例を報告して頂きました。いずれの事例も長い経過があり、多くの課題を抱えた子ど

もやその家族でした。しかし、担当者を始めとしたチームが、日常の中での支援を重ね、施設を出た後もあき

らめずにつきあい、継続的に支援を行った結果として子どもの「未来」が開けていったという実践報告でした。

20年度よりグループ編成にひと工夫いれ、初日の情報交換では多施設混合の編成とし、合同研修ゆえの交流

ができるように設定しました。また、３日目の事例検討では、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童

自立支援施設混合のグループと、乳児院、母子生活支援施設それぞれのグループを作成し、同種施設が集まる

ことである程度の共通理解の上で事例検討が行えるように設定しました。

（15）児童福祉施設心理担当職員合同研修（表16－１、16－２）

児童福祉施設に勤務する心理担当職員を対象に15年度より実施している研修です。現場のニーズは高く、毎

年定員を超える参加希望があるため、22年度は２回開催といたしました。

表16－１　児童福祉施設心理担当職員合同研修A

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 発達障害について 水口　進（常磐大学大学院人間科学研究科） 2.0

討議 施設とケースの情報交換 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2 演習

事例検討　子どもの援助について 髙瀬利男（横浜いずみ学園）

2.5

事例検討（小グループ） 内海新祐（旭児童ホーム）

古谷みどり（光の子どもの家）

瀧井有美子（横浜いずみ学園）

杉山史恵（湘南学園）

中垣真通（静岡県富士児童相談所）

南山今日子（子どもの虹情報研修センター）
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2
演習

事例検討　子どもの援助について 髙瀬利男

2.5

事例検討（小グループ） 内海新祐

古谷みどり

瀧井有美子

杉山史恵

中垣真通

増沢　高（子どもの虹情報研修センター）

演習 ケアプランの作成 参加者 1.5

３
講義 施設のチーム力動について 増沢　高 2.5

討議 施設のチームワークを考える 参加者＜グループ討議＞ 2.5

表16－２　児童福祉施設心理担当職員合同研修B

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 発達障害について 杉山登志郎（浜松医科大学児童青年期精神医学講座） 2.0

討議 施設とケースの情報交換 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

演習

事例検討　子どもの援助について 川畑友二（クリニック川畑）

2.5

事例検討（小グループ） 内海新祐（旭児童ホーム）

古谷みどり（光の子どもの家）

吉野りえ（同仁学院）

中垣真通（静岡県富士児童相談所）

楢原真也（子どもの虹情報研修センター）

南山今日子（　　　　　同上　　　　　）

演習

事例検討　子どもの援助について 川畑友二

2.5

事例検討（小グループ） 内海新祐

古谷みどり

吉野りえ

中垣真通

楢原真也

増沢　高（子どもの虹情報研修センター）

演習 ケアプランの作成 参加者 1.5

３
講義 施設のチーム力動について 増沢　高 2.5

討議 施設のチームワークを考える 参加者＜グループ討議＞ 2.5

AとBの２回の研修を開催し、それぞれ80名、81名の参加がありました。研修Aでは、児童養護施設53名、

乳児院10名、母子生活支援施設10名、情緒障害児短期治療施設４名、児童自立支援施設２名、児童家庭センター

１名の参加がありました。研修Bでは、児童養護施設54名、乳児院12名、母子生活支援施設８名、情緒障害児

短期治療施設４名、児童自立支援施設３名の参加がありました。

20年度に続き、今年度も、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設のグループと、乳児

院のグループ、母子生活支援施設のグループという、施設単位でのグループ編成としました。児童福祉施設の

心理担当職員は、各施設で１人職種であることが多く、心理職としての仕事も各自で立ち上げていかなくては

ならない部分も多くあります。また、施設心理職の研修機会も少ないため、同種施設が集まってのグループ討

議や事例検討は、ある程度の共通理解のもとに、情報交換やディスカッションが行われることとなり、参加者

からは好評でした。

児童養護施設をはじめとした児童福祉施設に心理職が導入されるようになって10年が経過し、長く施設心理
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職として勤務されている方と、新しい職員の方と参加者の層も２分してきています。そのため、参加者の経験

年数をどう扱っていくかは今後の課題です。

（16）児童相談所中堅児童福祉司・児童心理司合同研修（表17）

児童相談所において中核的役割を担う児童福祉司と児童心理司の合同研修として再編した研修です。

表17　児童相談所中堅児童福祉司・児童心理司合同研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 児童相談所の今日的課題について 八戸弘仁（厚生労働省雇用均等・児童家庭局） 1.0

討議 児童相談所の役割と課題（情報交換） 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

講義 児童虐待と生命の危機  －救急医療の現場から－ 市川光太郎（北九州市立八幡病院救急救命センター） 2.5

講義 福祉司と心理司の協働について 柴田長生（京都府家庭支援総合センター） 2.0

講義 性的虐待の理解と対応 山本恒雄（日本子ども家庭総合研究所） 2.0

３

講義 ケースの「見立て」について 小野善郎（和歌山県精神保健福祉センター） 2.0

演習

事例検討 藤林武史（福岡市こども総合相談センター）

2.0
事例検討（小グループ） ＊才村　純（関西学院大学人間福祉学部）

　佐々木宏二（前子どもの虹情報研修センター）

　川﨑二三彦（子どもの虹情報研修センター）

　小出太美夫（　　　　　　〃　　　　　　）

演習
事例検討 藤林武史

2.0
事例検討（小グループ） ＊同上

４

講義 家庭裁判所と児童相談所との連携 鈴木俊也（横浜家庭裁判所） 2.0

討議
児童虐待対応における児童福祉司と

　　　　児童心理司との連携・協働について

川﨑二三彦

参加者＜グループ討議＞
3.0

今年度は86名の参加（児童福祉司56名、児童心理司29名、女性相談ケースワーカー１名）を得て行われました。

内容については、職種間の相互理解と協働が推進されるプログラムとしました。児童福祉司・心理司ともに

理解しておくべき内容として行政説明や救急現場での虐待対応や性的虐待についてなど、幅広いテーマを盛り

込んだ講義を設定しました。また、法28条ケースが増えている中、「家庭裁判所との連携」も組み入れました。

事例検討では、大グループ・小グループどちらかで、児童福祉司、児童心理司からの報告を両方聞けるように

工夫し、両者の立場を生かした「協働」に力点が置かれた事例検討が行われました。しかし、連携の重要性は

参加者も十分に理解しているものの、具体的な連携のありようについて論議を深めていくことが難しいなどの

意見が聞かれ、今後の課題が残りました。

（17）乳児院職員指導者研修（表18）

18年度から内容を大幅にリニューアルし、事例検討などを取り入れた研修として実施しています。

表18　乳児院職員指導者研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 乳幼児母子関係と虐待の心身の発達に及ぼす影響 渡辺久子（慶應義塾大学医学部） 3.0

討議 情報交換 参加者＜グループ討議＞ 1.0
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2

講義 乳児院の現状と課題 長井晶子（久良岐乳児院） 2.5

演習 乳幼児期に起きがちな問題の理解とその対応 山崎知克（浜松市発達医療総合福祉センター） 3.0

討議 事例の分かち合い 参加者＜グループ討議＞ 1.0

３
演習

事例検討（小グループ） 窪田道子（神奈川県立中里学園）

芝　太郎（ドルカスベビーホーム）

稲富憲朗（清心乳児園）

小出太美夫（子どもの虹情報研修センター）

南山今日子（　　　　　　〃　　　　　　）

2.0

演習 子どもの情緒発達とケアの実際 青木紀久代（お茶の水女子大学大学院） 3.5

４
講義 対応の難しい親への理解と援助について 白川美也子（昭和大学東病院） 2.0

講義 乳児院における里親支援 山本朝美（小鳩乳児院） 2.0

今年度の参加者は55名でした。この９年間を通して、９割近い（89.4%）乳児院が研修に参加されています。

事例検討では積極的な意見交換が行われました。そして、子どもの情緒発達を促進するためのケアプランを

立てる演習を行いました。２-３名のさらに小さなグループに分かれ、事前課題でまとめたケースについてディ

スカッションを通して具体的なケアプランを立てました。講義も、「乳幼児母子関係と虐待の影響」「乳児院の

現状と課題」「親支援」「里親支援」など、子どもへの支援だけでなく親や里親への支援もテーマに取り入れま

した。現場のニーズに即したものが多く好評でしたが、一方で「もっと他施設と情報交換したかった」「ケア

プランの作成が難しかった」という声もあり、講義と演習のバランスを検討すること、支援に役立つケアプラ

ンが誰にでも作成できるよう、わかりやすく手順を示すことなどが課題として残りました。

（18）児童相談所・児童福祉施設職員合同研修（表19）

児童相談所・児童福祉施設の協働がこれまで以上に求められる現状を踏まえ、「児童相談所・児童福祉施設

職員合同研修」を今年度から新設しました。

表19　児童相談所・児童福祉施設職員合同研修

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１
講義 児童相談所と児童福祉施設との協働 小木曽　宏（房総双葉学園） 1.5

討議 各機関の現状と課題（情報交換） 参加者＜グループ討議＞ 2.0

2

講義 協働によるアセスメント 近藤直司（山梨県立精神保健福祉センター） 2.5

演習

事例検討

　児童相談所と児童福祉施設とのより良い

　協働を目指して

金井　剛（横浜市中央児童相談所）

平岡篤武（静岡県健康福祉部） 1.5

演習

事例検討

　児童相談所と児童福祉施設とのより良い

　協働を目指して

同上

1.5

３

講義 家族支援について 高橋利一（至誠学園） 2.0

シンポ

ジウム

社会的養護児童における「施設」「地域」の意味 白鳥浄子（慈光園）

山澤重美（鳥取県米子児童相談所）

石田公一（岐阜県立白鳩学園）

3.0

参加者は児童相談所職員39名、児童福祉施設40名と半々でしたが、それぞれの機関の経験年数の差が大きく、
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施設職員は長く（9.0年）、児童相談所職員は短い（3.7年）という傾向値でした。そのためか児童相談所職員が

やや遠慮気味に参加していた印象がありました。事例検討のケースは、施設入所後両者が密接に協働して支援

したケースを求めましたが、協働が積極的にはかられていた事例を選ぶのが難しく、現状の一端を表している

ように感じました。研修全体を通しては、お互いの実情を理解する良い機会にはなり、協働の重要性について

認識を深める契機となりました。さらには実践報告等を通して、児童相談所と施設を核として、子どもの住ん

でいた市町村との連携の必要性も指摘されました。

（19）テーマ別研修「子ども虐待防止と周産期の支援」（表20）

センターでは、合同研修の一形態として「テーマ別研修」を実施しております。その年度のテーマは参加者

アンケートで要望の多いものやその時に関心の高い問題など、時宜に適ったテーマを設定しています。機関・

職種を問わず参加が可能なこともあり、テーマによりますが、定員を大幅に超えることも少なくありません。

過去のテーマを挙げると「発達障害と児童虐待」「介入の意義と方法」（17年度）、「発生予防」「親への支援」（18

年度）、「性的虐待」「非行と児童虐待」（19年度）、「親への支援」「児童虐待に関する諸問題」（20年度）、「性的

虐待」「家族への支援」（21年度）を取り上げました。22年度は、「子ども虐待防止と周産期の支援」「DVと子

ども虐待」を取り上げることとしました。

表20　テーマ別研修「子ども虐待防止と周産期の支援」

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義 妊娠と出産について  －母親の視点から－ 安達知子（愛育病院） 1.5

講義 周産期の子どもの発達 篠原一之（長崎大学大学院） 1.5

討議 情報交換（自己紹介） 参加者＜グループ討議＞ 1.0

2

講義 周産期における子ども虐待のリスク 佐藤拓代（大阪府立母子保健総合医療センター） 2.5

実践報告 死亡事例の検証報告書より 川﨑二三彦（子どもの虹情報研修センター） 1.0

講義 救急医療の現場から 山田新尚（岐阜県総合医療センター） 1.5

実践報告 市町村における周産期からの支援 薬師川厚子（東大阪市健康福祉局） 1.5

３
講義 子ども虐待における母子臨床 山下　洋（九州大学病院） 2.5

討議 子ども虐待防止のためにできること 参加者＜グループ討議＞ 2.5

参加者は、81名でした。内訳は、児童相談所（29名）、保健関係（11名）、児童養護施設（９名）、乳児院（10

名）、市町村担当者（７名）、母子生活支援施設（８名）、情緒障害児短期治療施設（１名）、児童家庭支援セン

ター（１名）、医療関係（５名）と、多くの領域・機関の方々が参加しました。

プログラムは、周産期の母子関係や子どもの発達、虐待のリスクや各機関における現状について、実践報告

を含め幅広い講義を盛り込みました。講義の中では、胎児や乳児の様子についての動画や写真などの視覚的な

媒体も豊富に使用され、参加者は熱心に見入っていました。子どもの実際の様子を目にすることによって、「母

子分離の際の子どもの表情にショックを受けた」との感想を述べる方もいました。

他機関での現状や支援の実際についても積極的な情報交換がなされ、子ども虐待を防止するためには、周産

期から親子を支援していくためのネットワークの構築が重要であることを参加者の方々も痛感したようで

した。

（佐藤先生、山下先生の講義録は本紀要に掲載されています）
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（20）テーマ別研修「DVと子ども虐待」（表21）

もう１本のテーマ別研修は「DVと子ども虐待」としました。

表21　テーマ別研修「DVと子ども虐待」

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義
ＤＶ被害者へのフェミニスト・アプローチ

　　　　およびコミュニティ・アプローチ

高畠克子（東京女子大学）
1.5

講義 DV防止法とその適用について 小圷淳子（松ヶ丘法律事務所） 1.5

討議 情報交換（自己紹介） 参加者＜グループ討議＞ 1.0

2

講義
DV家庭における

　　　　子ども虐待のリスクと支援について

山本恒雄（日本子ども家庭総合研究所）
2.5

実践報告 女性相談の現場より 武井淳子（神奈川県女性相談所） 1.0

実践報告 母子生活支援施設からの報告 大塩孝江（倉明園） 1.5

実践報告 DV加害者への治療的関わり 中村　正（立命館大学） 1.5

３
演習

事例検討

　DV家族への支援

報告：武藤和恵（半田同胞園）

助言：米田弘枝（立正大学）
2.5

討議 DV防止のためにできること 参加者＜グループ討議＞ 2.5

参加者は84名でした。内訳は、児童相談所（22名）、母子生活支援施設（21名）、市町村（12名）、児童養護

施設（10名）、乳児院（５名）、情長障害児短期治療施設（５名）、女性相談所（３名）、医療（３名）、児童自

立支援施設（１名）、児童家庭支援センター（１名）、教育（１名）と多分野からの参加がありました。本研修

も、年度末の人事異動や施設入所児童の卒業、卒園という多忙な時期にもかかわらず、非常に多くの方々の参

加をいただきました。

今回のテーマ別研修では、まず、DV被害者へのアプローチについて、続いて法的な側面からDV防止法につ

いて、DV家庭における子ども虐待のリスクと支援について講義を頂きました。実践報告では、女性相談、母

子生活支援施設それぞれの立場と、DV加害者への治療的かかわりについても報告頂きました。講義と実践報

告を踏まえて、最終日には事例検討を行いました。

このテーマ別研修の最終日の討議中に東日本大震災が起きました。あらためて震災で亡くなられた方々に心

からお悔やみを申し上げると共に、被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。

（高畠先生の講義録、大塩先生の実践報告は本紀要に掲載されています）

（21）児童福祉施設職員等地域合同研修（表22）

石川県、鹿児島県（16年度：試行実施）、鳥取県、千葉県、神奈川県（17年度）、群馬県、岩手県、三重県（18

年度）、宮城県、埼玉県、茨城県（19年度）、大阪府、山梨県（20年度）、滋賀県、広島県、愛知県（21年度）

に続き、22年度は福岡県にて実施しました。

約５ヶ月前より各地域の事務局と協議を重ね、午前中は講義、午後は事例検討という基本構成は残しつつ各

地域のニーズに合わせたプログラムを作成しました。

参加者は、児童養護施設を中心に、乳児院、情緒障害児短期治療施設、母子生活支援施設、児童自立支援施

設など多くの児童福祉施設が集まりました。
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表22　児童福祉施設職員等地域合同研修（福岡）

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

講義演習 ケースカンファレンスのあり方 増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 2.0

演習

ケースカンファレンス

　施設入所児童の理解と支援

助言：山喜高秀（志學館大学）

　　　下木猛史（鹿児島自然学園）

司会：増沢　高

3.5

この研修は、センターにとっても、その地域特有の現場の苦労や優れた取り組み、工夫を知り、学ぶ機会と

なることもあり、開催の意義は非常に大きいことを感じています。センターで実施する研修との関係もあり、

開催の調整が難しいこともありますが、今後も続けていきたいと考えております。

（22）児童福祉関係職員長期研修（Web研修）（表23）

Web研修とは、インターネットを活用し、少人数のグループによる定期的なグループ討議、事例検討等を通

して、援助技術の向上を図るとともに、社会的養護に関連した研究や講師を担える人材の育成を目指して21年

度より本格実施しています。事務局もあわせて10名がWeb画面上に一堂に会し、カメラとマイクを使い、双方

向にやりとりができるシステムを利用しています。今年度の参加者は児童養護施設、情緒障害児短期治療施設

に勤める８名であり、平均経験年数が7.8年と全員が児童福祉施設で一定程度経験を積んだ方ばかりでした。

６月のプレ研修会では精神科治療について講義を頂き、オリエンテーションも含めてこれから１年間事例検討

を行うメンバーで顔合わせを行いました。７月より月に１回、事例検討を行い、参加者が一人一回発表する機

会を設け、Web画面上で事例検討を行いました。３月には修了研修会を実施する予定でしたが、東日本大震災

の影響で中止となりました。

表23　児童福祉関係職員長期研修（Web研修）

月　日 プログラム 内　　容 時間

6月3日（木）

 －4日（金）
プレ研修会

【講義】精神科治療について

　　　  髙瀨利男（横浜いずみ学園）

【討議】自己紹介と問題意識の共有

【オリエンテーション】

7月16日（金） 事例検討 2.0

8月26日（木） 事例検討 2.0

9月24日（金） 事例検討 2.0

10月22日（金） 事例検討 2.0

11月22日（月） 事例検討 2.0

12月6日（月） 事例検討 2.0

2月14日（月） 事例検討 2.0
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（23）公開講座（表24）

表24　公開講座

日 形式 講　義　名 講　師　等 時間

１

公開講座

基調講演

　優しい親になるには  －子ども虐待から

　マタレッセンスとパタレッセンスを考える

小林　登

（子どもの虹情報研修センター名誉センター長） 1.5

公開講座

実践報告

　人と向き合う力を育てよう～人間関係力を学ぶ

　「赤ちゃん登校日」授業の実践

高塚人志

（鳥取大学医学部総合医学教育センター） 1.5

センターでは、毎年「児童虐待防止推進月間」と定められた11月に公開講座を開催しています。本年度の公

開講座では、「子育てとやさしさ」をテーマに、前子どもの虹情報研修センター長である小林登先生に基調講

演を、鳥取大学医学部の高塚人志先生より実践報告をいただきました。小林先生の講演では、やさしさが子ど

もの成長に対して果たす役割や、虐待を予防し子どもにやさしい社会を作るヒントを頂きました。髙塚先生は、

小中高生が赤ちゃんとふれあい、いのちの尊さを実感する「赤ちゃん登校日」の実践についてお話しされまし

た。子育ての重要性や社会が果たす役割についてあらためて振り返り、子ども虐待防止について参加者の方々

と考える機会となりました。

（小林先生の講義録は本紀要に掲載されています）
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 ４．研修の評価　

（１）　研修全体の評価

センターでは研修後に「大変役に立つ」から「役に立たない」まで５段階評価によるアンケート調査を実施

しています。この評価に基づいた、研修参加直後のアンケート結果を表示しました（表23）。

「大変役に立つ」・「まあまあ役に立つ」の割合は、最も低い「テーマ別研修・DVと子ども虐待」で85.7％、

次いで「地域虐待対応アドバンス研修（愛媛県）」が87.1％、「地域虐待対応研修指導者養成研修」が87.8％、「児

童相談所・児童福祉施設職員合同研修」が89.5％でした。その他の研修は全て90％以上で、100％が５本あり

ました。アンケート結果は研修直後の主観的な感想が中心となりますが、概ね高い評価を得ているものと考え

ています。

表23　平成22年度研修　研修参加後のアンケート結果の状況
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（２）　研修への要望

研修後のアンケートでは、希望するテーマについての要望もお聞きしています（表24）。希望の最も多いのは、

「保護者の理解と対応」に関する研修で、児童相談所、児童福祉施設、市町村等から万遍なく希望がありました。

これは、どの機関・施設も、保護者への対応で苦慮していることの表れと思われます。次いで、「家族再統合」

に関する研修、「ケースの見立て」に関する研修の順となりました。これらの意見も参考として、今後の研修

プログラムを策定していきます。

表24　平成22年度研修　研修への要望



■ 事業報告 ■

189

 ５．研修の課題と平成23年度研修の方向　

平成22年度研修で出てきた課題や昨今の児童虐待の事件の増加、深刻化など社会情勢を踏まえ、平成23年度

は次のような取り組みを行っていきます。

（１）　地域の人材育成について

要保護児童対策地域協議会の充実と市区町村の相談窓口体制の充実は喫緊の課題です。市区町村に対しては、

地域に出向いての「地域虐待対応合同アドバンス研修」と19年度からは「地域虐待対応研修指導者養成研修」

を実施しています。前者については年間３か所の地域に出向くのが限界で、毎年全国をつつがなくカバーするこ

とは不可能です。そこでセンターとしては、各自治体独自で市区町村向けの研修が積極的に行われるよう「地域

虐待対応研修指導者養成研修」に力を入れているところです。一年後アンケートで把握した研修実施状況は、

回答者39名中27名でしたが、未回答が多く（41名）十分な把握ができませんでした。ただ、研修の企画、実施に

おいては、地域で研修企画・実施を担う人が参加していない、研修プログラムの企画が難しい、演習の進行等

を担うことが難しいなどの意見があり、より積極的に研修を企画・実施できるようなサポートが必要と考えます。

23年度の研修では、研修企画の参考にできるよう、必要と思われる研修プログラム案をいくつか提示し、そ

こには各プログラムで使用できる研修映像記録作品（DVD）のリストを添付するなどして、実施に向けた具

体的なプランを提供する方針です。

（２）　子ども虐待の発生予防を視野に入れた研修の充実

子ども虐待の予防の重要性についてはこれまでも認識されていましたが、WHOやISPCANを中心とした世

界的動向、あるいは我が国のこの10年間の取り組みを振り返ったとき、より強く求められていると思われます。

一般の子育て支援サービスの充実、妊婦への支援、DVの防止に向けた支援等が虐待の発生予防に強く結びつ

いていることを、研修の講義や実践報告を通して再認識しています。21年度のテーマ別研修で取り上げた周産

期の支援とDVは、どちらも児童福祉諸機関から多数の参加者が集まり、関心の高さがうかがわれると同時に、

これらへの対応が虐待の予防に結びついていること、ゆえに保健機関、周産期医療機関、女性相談所などとの

連携が不可欠であることを学びました。今後は、虐待の予防を視野に入れた研修がこれまで以上に充実するよ

う検討します。

（３）　人材育成体系に則った研修の位置付け

センター研修の役割は、児童虐待に携わる各分野の指導者養成です。そのためには人材育成体系がベースと

してあり、センター研修が、全体の体系の中でどこを担うのかを明確にすることが望ましいと考えます。児童

福祉施設領域においては、基幹的職員の配置に伴い、新人から中堅、ベテランまでの人材育成を目的とした研

修体系の構築が求められ、各協議会を中心にその取り組みが始まり、センターが担うべき役割も明確化しつつ

あります。一方、児童相談所や市区町村職員においては、人材育成の体系がすべての自治体で整っているわけ

ではありません。そのため、センター研修が担う役割は、必ずしもリーダー養成に限らず、中堅職員や経験年

数が少ない職員への研修も行う状況にあります。市区町村についても「地域虐待対応研修指導者養成研修」の

設立に伴い、それまでの地域虐待対応合同研修を地域虐待対応アドバンス研修と改め、ステップアップした内

容へと発展を図ったのですが、参加者の状況はそれまでとあまり変わらず、プログラムは基本的な内容に止ま

らざるを得ない状況です。

児童相談所や市区町村職員における人材育成体系の構築が必要と考えます。いくつかの自治体で、このため
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の取り組みが始まりつつあります。今後はこうした自治体の人材育成体系に向けた取り組みの把握に努めます。

併せて、今年はいくつかの自治体と協働し、人材育成体系構築とそれに伴う研修プランの作成を検討する方針

です。

（４）　ステップアップ研修としての長期研修の充実

小グループによる参加型の長期研修として、毎月１回の事例検討を行うWeb研修と、23年度に試行実施する

児童相談所児童福祉司SVステップアップ研修の２つがあります。児童相談所児童福祉司SVステップアップ研

修は、児童相談所児童福祉司SV研修の参加者を対象に、年２回、センターでお互いの実践について報告しあ

う形での研修を予定しています。今後も必要な長期研修の設置に向けて検討する方針です。

（５）　研修参加者の受入れの拡大について

「児童福祉施設心理担当職員合同研修」「児童養護施設職員指導者研修」「児童福祉施設指導者合同研修」「教

育機関・児童相談所合同研修」「テーマ別研修」など、参加定員を大幅に上回り、かなりの参加をお断りした

研修があります。「児童福祉施設心理担当職員合同研修」は、23年度は定員を130名とし、施設種別によって別

個の講義を受講するなど、分科会方式をとるなどして対応します。ただこうした工夫が難しい研修がほとんど

で、増加する参加希望にどのように応じていくかが課題となっています。
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子どもの虹情報研修センター専門相談室では、児童虐待等の問題に関わっている児童相談所や児童家庭支援

センター、児童福祉施設、市町村の相談窓口等の機関を対象にして、各現場で抱えている事例の処遇・援助に

関する相談や情報の提供等の相談を行っております。

相談は、電話、Eメール、ＦＡＸ、面談などにより、主に当センターの職員が対応しておりますが、法的対

応に関する相談については必要に応じて専門相談員として委嘱している弁護士により相談・助言等を行ってお

ります。

当相談室については、主に当センターにおける研修や、地域に出向いて実施している研修（地域虐待対応等

合同研修、及び児童福祉施設職員地域研修－出前研修）等を通して周知を計って参りましたが、平成15年度の

開室以来、相談の件数も年々増加し、その内容も幅広いものになっております。

 1．平成22年度の相談状況　

（１）相談受理件数

相談受理件数は、平成22年度は昨年度と比べて約56％増の378件でした。これは、開設当初の約５倍の伸

率となります。
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情報提供に関する相談

対応中の事例の処遇・援助に
関する相談

処遇・援助以外の相談

その他の相談

図１　年度別受理件数の推移（単位：件）

なお、各月の受理状況は下記のとおりです。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

37件 43 35 28 30 42 35 23 30 31 22 22 378

平成22年度の専門相談について
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（２）相談の方法（手段）

電話による相談が全体の66.9％を占め、次

いでEメールが17.5％となっています。

右図の「面談」は、当センターの研修に

おける参加者からの相談で、「その他」は、

要請のあった地域に出向いて行う児童福祉

施設職員地域研修（出前研修）の会場での

相談です。

（３）平成22年度分野別・内容別相談状況

相談の内容別にみると、最も多いのが研修講師の相談や文献資料の照会などの情報提供に関する相談で、

188件（49.7％）と大きく増えております。次いで、処遇・援助に関する相談で158件（34.7％）、そして、

制度利用や機関連携のあり方などケース援助関連以外の相談が31件（8.2％）となっています。

分野別では、福祉が最も多く176件（46.6％）、次いで法律が105件（27.8％）、心理が64件（16.9％）と続

いています。この中で福祉相談の伸びが目立ち（昨年度91件－37.6％）、現場での対応の深刻化が伺えます。

個別にみると、福祉に関する情報提供の相談が最も多く116件（30.7％）、次いでケースの処遇・援助に関

する法律相談84件（22.2％）、そしてケースの処遇・援助に関する福祉相談が43件（11.4％）、となっています。

分野別・内容別相談状況　（単位：件）

分野
内容 法　律 保健・医療 心　理 福　祉 その他 計

処遇・援助に関する相談 84 4 27 43 0 158（41.8％）

処遇・援助以外の相談 6 2 5 16 2  31（ 8.2％）

情報提供に関する相談 15 9 32 116 16 188（49.7％）

その他の相談 0 0 0 1 0   1（ 0.3％）

計
105

（27.8%）
15

（4.0%）
64

（16.9%）
176

（46.6%）
18

（4.8%）
378

（100%）

その他11件
（2.9％）面談44件

（11.6％）

手紙2件
（0.5％）

Eメール
66件

（17.5％）
電話
253件

（66.9％）

FAX2件
（0.5％）

図２　相談の方法
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（４）平成22年度機関等別受理状況

平成22年度における機関等からの相談受理状況は、児童相談所からの相談が47.4％と最も多く、次いで

地方公共団体が14.3％、報道機関6.6％となっています。

機　関 件数（％） 機　関 件数（％）

医療機関 5（ 1.3） 母子生活支援施設 14（ 3.7）

地方公共団体 54（14.3） 家庭児童相談室 1（ 0.3）

児童相談所 179（47.4） 保健所・保健センター 6（ 1.6）

乳 児 院 1（ 0.3） 福祉事務所 1（ 0.3）

児童養護施設 20（ 5.3） 報道機関 25（ 6.6）

児童自立支援施設 0（ 0.0） 教育委員会 7（ 1.9）

情緒障害児短期治療施設 12（ 3.2） 大学・大学生・大学院生 16（ 4.2）

里　　親 8（ 2.1） 個人（市民） 8（ 2.1）

ファミリーグループホーム 3（ 0.8） その他 18（ 4.8）

合　計 378（100）

 ２．平成22年度の相談事例から（抜粋）　

【法的分野】

①　 措置延長委託中の19歳の里子について、里親からの虐待行為が判明したため、別の委託先を検

討したいが、18歳を超えた児童の措置変更は可能か？

②　 生後４か月の乳児を、生後すぐに乳児院に一時保護。母は精神疾患で養育能力に欠けるが、病

識なく、施設入所を拒否する。母は養育をしていないので、虐待の事実もない状況であるが、

法28条による申立は可能か？同様の事例があれば、援助経過や審判結果等を教えてほしい。

【保健・医療分野】

①　 虐待対応の組織作りをしている医療機関や、医療機関向けの虐待対応マニュアルについての情

報がほしい。

②　 乳児院入所中の１歳児を引き取り希望が強い母。精神的に不安定なので精神科に受診させたい

が、母にその気はない。養育が困難であることを自覚させるためにも、病院につなげたいが、

どうしたらよいか？
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【心理分野】

①　 児童福祉施設内で、子ども同士の性加害・被害関係が判明した。心理的なケアの進め方につい

て、他施設での実践例等を知りたい。

②　 母子生活支援施設入所中の母子で、母から子への暴言がひどい。子どもは、母の前では畏縮し

ている。母子関係をよい方向にもっていくにはどうしたらよいか相談したい。

【福祉分野】

①　 父からの０歳児への虐待が疑われる事例。一旦は相談関係が形成されたが、相談経過の中で、

保護者が家庭訪問を拒否するようになる。出頭要求という手段をとるかどうか迷っている。

②　 精神疾患を抱える母が、妊娠中にもかかわらず、自分の思い通りにならない時に、おなかを叩

く等の行為に出る。どう対応したらよいか？

【その他】

①　 全国児童心理司会のＨＰを立ち上げるにあたっての技術的な助言がほしい。

②　 情緒障害児短期治療施設を設置するための計画を策定中。施設の構造や機能などについての意

見がほしい。また、参考になりそうな資料があれば教えてほしい。

専門相談室

電　話　045－871－9345（直通）

ＦＡＸ　045－871－8091

Eメール　soudan@crc-japan.net

〒245-0062　横浜市戸塚区汲沢町983番地
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